
 

 

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

意匠制度の利便性向上に向けた運用の 

見直しに関する 

調査研究報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

 

 

株式会社 三菱総合研究所 

 



 

 

 

 

 



 

  



 



- i - 

 

要 約 

 

目的

背景

海外出願人・代理人に
おける意匠制度運用の

現状認識
 意匠の出願人である海
外企業及び意匠登録出
願の代理経験のある海
外代理人を対象として
、質問票調査及びヒア
リング調査を実施し、
現行意匠制度における
ニーズ・意見を収集・
整理すること、制度上
の問題点等を明らかに
した。

意匠制度運用に
関する国内外審決・
裁判例の整理

 諸外国（官庁）の意匠
登録出願におい
て、日本、米国、中国
、韓国、カナダ、
WIPO、欧州連合知的
財産庁の４か国・２機
関を対象に、法令、基
準、ガイドライン等に
ついて整理した。

 関連する裁判例・審決
例を収集した。

国内出願人・代理人における
意匠制度運用の現状認識

 意匠の出願人である国内企
業、及び意匠登録出願の代
理経験のある国内代理人を
対象としたアンケート調査
、意匠の出願人である国内
企業及び意匠登録出願の代
理経験のある国内代理人を
対象としたヒアリング調査
に基づき、現行意匠制度に
おけるニーズ・意見を収集
・整理、制度上の問題点等
を明らかにした。

総合分析
 願書及び図面の記載（図面の記載の省略、願書の記載の省略）、参考図の取扱い、組
物の意匠の運用につき中・長期的観点・短期的観点の別に論点を整理した。

 上記項目につき見直しの方向性を提示した。

＜知的財産推進計画2015＞
「我が国ユーザーによる意匠制度の
利用促進を図るため、利便性を向上
させるべく、手続の簡素化等に向け

た検討を行う」

企業の事業活動の一層の
グローバル化

ハーグ協定ジュネーブ改正協定に
基づく国際出願についての運用開始

ID５（意匠五庁会合）に基づく
プロジェクトの遂行

意匠法条約（DLT）の
制定に向けたWIPO における検討

意匠制度
の運用に
ついて国
際協調を
意識した
見直しの
必要性

デザインの
重要性増大

企業のデザイン
活動の実態に則
した意匠制度の
利便性の向上模倣被害増大

① 願書及び図面の記載

② 参考図の取扱い

③ 組物の意匠の運用

意匠制度の
運用の改善の方向性
について検討

具体的な改善ニーズの
把握

当該ニーズと現在の運用
との整合性の整理

諸外国における運用、
裁判例・審決例の動向な

どの比較整理

公開情報調査
法令、基準、

ガイドラインの整理：
４か国２機関

裁判例・審決例：53例
海外現地ヒアリング調査
企業4者、代理人1者

国内ヒアリング調査
企業：13者、代理人：5者

国内アンケート調査
【回答数／送付数（回収率）】
企業：439件／975件（45.0％）
代理人：24件/49件（49.0％）

海外質問票調査
企業5者、代理人7者



- ii - 

 

 序 

１． 背景及び目的 

 背景 

我が国においては、企業の事業活動の一層のグローバル化に加え、平成 27 年

5 月のハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願についての運用開始、

同年 12 月に創設された ID5（意匠五庁会合） 1に基づくプロジェクトの遂行、意

匠法条約（DLT） 2の制定に向けた WIPO における検討の動向に照らし、意匠制度

の運用について、国際協調を意識した見直しの必要性が高まってきている。  

また、市場におけるデザインの重要性が増大し、模倣被害を防止しつつ、デ

ザインによる自社ブランドの競争力を確保することが一層重要となってきてお

り、企業のデザイン活動の実態に則した意匠制度の利便性の向上が喫緊の課題

となっている。 

このような中、知的財産推進計画 2015 において、我が国ユーザーによる意匠

制度の利用促進を図るため、利便性を向上させるべく、手続の簡素化等に向け

た検討を行うこととされており 3、企業のデザイン活動の実態に則しつつ、国際

協調を意識した、意匠登録出願手続の利便性向上を目的とした意匠制度の運用

見直しの方向性について、早急に検討を行う必要がある。  

 目的 

本調査研究では、意匠制度の利便性の向上を検討すべく、①願書及び図面の記

載、②参考図の取扱い、③組物の意匠の運用に着目して、具体的な改善ニーズの

                                                   
1 産業構造審議会知的財産分科会  第４回意匠制度小委員会  資料 1 「前回会合以降の進捗及び意匠制

度に関する近年の取組状況  」 p.11 「 3.意匠制度を巡る近年の国際動向」参照  

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew04/03.pdf, ［最終アクセス日：

2017 年 2 月 28 日］  
2 「特許行政年次報告書 2015 年版」 p.385 「③意匠  ａ．商標・意匠・地理的表示の法律に関する常

設委員会（ SCT）」参照  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015/honpen/3-2.pdf, ［最終アクセス日：

2017 年 2 月 28 日］  
3 知的財産戦略本部がまとめた「知的財産推進計画 2015」 p.30 第２部  重要８施策  １．世界最速・最

高品質の審査体制の実現（２）今後取り組むべき施策中に以下の記載がなされている。  

「（意匠制度・運用の見直しの検討）・我が国ユーザーによる意匠制度の利用促進を図るため、利便性

を向上させるべく、例えば、図面提出の一部省略や、必要書類の電子的交換を可能とするデジタルア

クセスサービスの利用など、手続の簡素化等に向けた検討を行う。（短期）（経済産業省）」  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf, [最終アクセス

日： 2017 年 2 月 28 日 ] 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew04/03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015/honpen/3-2.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf
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把握を行い、当該ニーズと現在の運用との整合性や諸外国における運用、裁判例・

審決例の動向などの比較整理を行い、上記 3 点に関する運用の改善の方向性につ

いて検討を行うことで、今後の運用変更の検討における基礎資料とすることを目

的とする。 
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 調査研究の方法  

１． 公開情報調査 

法令、基準、ガイドライン等のほか、書籍、論文、調査研究報告書、及びイン

ターネット情報に基づき、日本、米国、中国、韓国、カナダ、WIPO、欧州連合知

的財産庁の 4 か国・2 機関を対象に意匠登録出願の①願書及び図面の記載要件、

②参考図の取扱い、及び③組物の意匠制度に関連する情報の収集を行った。また、

これら項目に関わる審決例・裁判例について国内外合計 53 件を調査・分析した。 

調査対象国それぞれについて、法令、基準、ガイドライン等のほか、書籍、

論文、調査研究報告書、及びインターネット情報等から、上記①～③に関連

する情報を収集・整理した。 

情報収集にあたっては、出願手続上の課題とクリアランス上の課題を示す

文献及び参考裁判例・審決例を収集した。 

調査においては、対象分野に精通する有識者の助言を有効活用した。 

 

２． 国内アンケート調査 

国内企業 975 者 4を対象に、現行意匠制度における、①願書及び図面の記載要

件、②参考図の取扱い、③組物の意匠についてのニーズ・意見調査を実施した。 

また、国内弁理士・弁護士事務所 49 者 5を対象に、現行意匠制度における上記

各項目についての制度上の問題点等についてのアンケート調査を実施した。 

表 II-1 国内アンケート調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運用

の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 
郵送法、又は、ウェブから調査票をダウンロードし電子メール

で回答（回答者が任意に選択） 

調査時期 2016 年 9 月 5 日～2016 年 10 月 19 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

                                                   
4 日本意匠分類グループ別のバランスを考慮した意匠登録出願件数上位者  
5 意匠登録出願代理件数上位の代理人  
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表 II-2 国内アンケート調査回答者数及び回答率 

調査票 

タイプ 

アンケート 

送付数 

有効回答数 有効回答率 

企業 975 439 45.0% 

代理人 49 24 49.0% 

 

３． 国内ヒアリング調査 

前記アンケート調査対象者のうち国内企業 13 者、国内弁理士・弁護士 5 者に

対して、上記各項目についての詳細をヒアリング調査により把握した。 

 

表 II-3 国内ヒアリング調査実施方法 

調査方法 対象者への対面式インタビュー（1.5 時間程度） 

調査時期 2016 年 9 月～2016 年 10 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 II-4 国内ヒアリング調査対象 

 調査対象者数（計 18 者） 

企業 13 

代理人  5 

 

４． 海外質問票調査 

我が国及び WIPO、欧州連合知的財産庁、米国、中国、韓国、カナダ等に対して

意匠登録出願を行う海外企業や、同出願手続を受任している現地法律事務所等の

者、合計 12 者に対し、当該国（官庁）の意匠登録出願の①願書及び図面の記載

要件、②参考図の取扱い、及び③組物の意匠制度について調査するとともに、さ

らに、我が国の意匠制度における上記各項目についてのニーズ・意見について情

報収集を行った。 
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表 II-5 海外質問票調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運用

の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 電子メールにて調査票を送付、電子メールで回答  

調査時期 2016 年 11 月 11 日～2017 年 1 月 5 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

表 II-6 海外質問票調査回答者数及び回答社・所数 

属性 回答数 回答社・所数 

企業 5 4 

代理人 7 7 

 

５． 海外現地ヒアリング調査 

海外質問票調査の対象者のうち 5 者に対して、各項目についての詳細をヒアリ

ング調査により把握した。 

 

表 II-7 海外現地ヒアリング調査実施方法 

調査方法 
対象者への対面式インタビュー（1～1.5 時間程度）。一部は TV

電話会議による実施。 

調査時期 2016 年 11 月～2016 年 12 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 II-8 海外現地ヒアリング調査対象 

 調査対象者数 

企業 4 

代理人  1 
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６． 委員会による検討 

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等

の専門家により構成）6 名（1 名を委員長とする）で構成される調査研究委員会

を設置し、調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得た。 

委員会の開催日時及び検討内容はそれぞれ以下のとおりであった。 

 

 【第 1 回】平成 28 年 8 月 23 日（火）10:00-12:00 

 論点整理、各調査の調査項目の検討  

 【第 2 回】平成 28 年 10 月 24 日（月）10:00-12:00 

 公開情報調査結果報告、国内アンケート調査・ヒアリング調査・海外質

問票調査・海外ヒアリング調査進捗報告  

 【第 3 回】平成 28 年 12 月 26 日（月）13:00-15:00 

 報告書骨子案検討、国内アンケート調査・ヒアリング調査取りまとめ、

海外質問票調査・海外ヒアリング調査進捗報告、意匠制度の利便性向上

に向けた運用の見直しに係る問題の所在と対応の方向性作成方針の検

討  

 【第４回】平成 29 年 2 月 10 日（金）10:00-12:00 

 報告書案についての検討  

 

７． 調査結果の分析・取りまとめ 

前記の調査・検討結果を総合的に分析し、報告書に取りまとめた。 
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 調査結果  

１． 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理 

 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容 

以下の項目につき、日本、米国、中国、韓国、カナダ、WIPO、欧州連合知的財

産庁の 4 か国・2 機関を対象に法政令・基準・ガイドラインの概要についてとり

まとめた。 

 

 意匠登録出願における図の省略の取扱い（図面数の上限・下限の設定を

含む） 

 意匠登録出願における図面の種類（線図・CG・写真など）及び記載要件

（実線・点線の表現、シェーディングなど）  

 意匠登録出願における参考図（意匠の理解を助けるために必要があると

きに加えられ、権利範囲に含まれない図）の取扱い 

 組物の意匠の取扱い 

 

 各国・官庁の上記にかかる審決例・判決例の抽出  

日本、米国、中国、韓国、カナダ、WIPO、欧州連合知的財産庁の４か国・２機

関を対象に、上記にかかる審決例・判決例につき、以下の合計 53 件を抽出し、

その概要についてとりまとめた。 

 

 意匠登録出願の図面数を争点とする審決例・判決例  

 意匠登録出願の図面の記載要件を争点とする審決例・判決例  

 意匠登録出願におけるにおける参考図の取扱いを争点とする審決例・判

決例 

 組物の意匠に関する審決例・判決例 
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（i） 意匠登録出願における図の省略の取扱い 

No. 国  事件番号等  

A01 JP 
東京地判昭和 52 年 2 月 16 日無体裁集 9 巻 1 号 43 頁（昭和 49 年（ワ）第
3436 号）〔車輪用ナット〕  

A02 JP 
東京高判平成 15 年 2 月 25 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（ネ）第 4093
号）〔バルブ用筺体〕  

A03 
WO 

(DE) 

German Braunschweig District Court, July 2, 2008 - Case 9 O 2705/07 - 
Wing Screw 

A04 EU 
Decision of the Invalidity Division of 18 May 2009 - ICD000005155 - 
radiators 

A05 US 
Philco Corp. v. Admiral Corp.，  199 F. Supp. 797，  131 USPQ 413(D. Del. 
1961) 

A06 JP 
特許庁審決平成 21 年 11 月 20 日補正 2009-500008〔折りたたみ式携帯揺り
かご〕  

A07 US Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D.6 (Comm’r Pat. 1938) 

（ii） 意匠登録出願における図面の種類及び記載要件  

No. 国  事件番号等  

B01 JP 特許庁審決平成 27 年 7 月 8 日不服 2015-5834〔背もたれ用マッサージ具〕  

B02 JP 特許庁審決平成 17 年 9 月 14 日無効 2005-88001〔ブラインド〕  

B03 EU 
PMS International Group v. Magmatic Limited, UK Supreme Court 
2016/3/9 

 

（iii） 意匠登録出願における参考図の取扱い 

No. 国  事件番号等  

C01 JP 特許庁審決平成 13 年 6 月 14 日不服 2000-2524〔植木鉢台〕  

C02 JP 特許庁審決平成 20 年 4 月 30 日補正 2007-500010〔包装用容器〕  

C03 JP 東京高判平成 15 年 4 月 14 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 374
号）〔建築構造材用継手〕  
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C04 JP 知財高判平成 17 年 9 月 13 日裁判所ウェブサイト（平成 17 年（行ケ）第 10165
号）〔輸液バッグ審決取消訴訟〕  

C05 JP 知財高判平成 21 年 7 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 21 年（行ケ）第 10036
号）〔輪ゴム〕  

C06 JP 東京高判平成 15 年 12 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第 355
号）〔法張りブロック〕  

C07 JP 東京高判平成 15 年 2 月 24 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 422
号）〔道路用防獣さく〕  

C08 JP 大阪地判平成 24 年 5 月 24 日判時 2179 号 118 頁（平成 23 年（ワ）第 9476 号）
〔角度調整金具用浮動くさび〕  

C09 JP 知財高判平成 24 年 1 月 16 日裁判所ウェブサイト（平成 23 年（行ケ）第 10264
号）〔穀類乾燥機用集塵器〕  

C10 JP 知財高判平成 18 年 7 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年 (行ケ )第 10004
号）〔スポーツ用シャツ〕  

C11 JP 知財高判平成 23 年 12 月 15 日判例時報 2146 号 125 頁（平成 23 年（行ケ）第
10239 号）〔印刷用はくり紙〕  

C12 JP 知財高判平成 18 年 8 月 24 日判時 2002 号 137 頁（平成 18 年（行ケ）第 10136
号）〔ピアノ補助ペダル〕  

C13 JP 知財高判平成 26 年 9 月 11 日判例時報 2250 号 71 頁（平成 26 年（行ケ）第
10072 号）〔携帯情報端末〕  

C14 EU German Federal Supreme Court, Decision of March 8, 2012 - Case I ZR 124/10 
- Weinkaraffe 

C15 CN 北京市高級人民法院（2008）高行終字第 10 号審決取消請求事件  

C16 CN 広東市高級人民法院（2010）専高法民三終第 152 号侵害事件  

C17 KR 特許法院 2009 年 6 月 5 日付言渡し、2009 ホ 1736 

C18 KR 最高裁 2010 年 9 月 30 日付言渡し、2010 ダ 23739 

C19 JP 東京高判平成 15 年 9 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第 57 号）
〔包装用容器〕  

C20 JP 東京高判平成 14 年 3 月 28 日裁判所ウェブサイト（平成 13 年（行ケ）第 187
号）〔金網〕  

C21 JP 知財高判平成 18 年 3 月 31 日判時 1929 号 84 頁（平成 17 年（行ケ）第 10679
号）〔コネクター接続端子〕  

C22 JP 知財高判平成 18 年 9 月 20 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行ケ）第 10088
号）〔金属製ブラインドのルーバー〕  

C23 JP 特許庁審決平成 17 年 1 月 18 日無効 2004-88007〔配膳用食品収納函〕  

C24 JP 特許庁審決平成 21 年 6 月 29 日無効 2009-880001〔壁板材〕  
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C25 JP 特許庁審決平成 18 年 8 月 28 日不服 2005-24239〔リモートコントローラー〕  

C26 JP 特許庁審決平成 13 年 2 月 8 日補正 1999-50133〔ブリスターパックホルダー〕  

C27 JP 特許庁審決平成 21 年 12 月 17 日補正 2009-500011〔録音再生器具〕  

C28 JP 特許庁審決平成 18 年 6 月 14 日補正 2006-50001〔容器ホルダー〕  

C29 JP 特許庁審決平成 27 年 12 月 15 日不服 2015-11709〔立体パズル〕  

C30 JP 特許庁審決平成 26 年 10 月 28 日不服 2014-5214〔携帯情報端末機〕  

C31 JP 知財高判平成 28 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 27 年（ネ）第 10077
号）〔包装用箱〕  

C32 JP 東京高判平成元年 4 月 27 日判時 1324 号 135 頁（昭和 63 年（行ケ）第 250 号）
〔額縁用枠材〕  

C33 JP 知財高判平成 21 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 20 年（行ケ）第 10332
号）〔基礎杭〕  

C34 JP 特許庁審決平成 23 年 8 月 10 日不服 2011-3209〔盗難防止用保安器具〕  

C35 JP 特許庁審決平成 19 年 6 月 11 日補正 2006-50023〔インクリボンカートリッジ〕 

（iv） 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い 

No. 国  事件番号等  

D01 JP 特許庁審決平成 15 年 7 月 24 日不服 2002-11490〔一組の自動二輪車用フェンダ
ーセット〕  

D02 JP 特許庁審決平成 22 年 8 月 31 日不服 2010-7874〔自動車用フロアマット〕  

D03 EU Decision of the Third Board of Appeal of 7 May 2009 in Case R 1258/2008 - 
Upholstered furniture (Set of - ) 

D04 CN 北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第 81 号審決取消請求事件  

D05 CA Industrial Design Application No. 1998-0950, Re (2001), 14 C.P.R. (4th) 213 
(P.A.B.). 

D06 CA Industrial Design Application 2000-2268/95949, Re (2006) 56 C.P.R. (4th) 154 
at 157 (P.A.B.).  

D07 JP 知財高判平成 28 年 9 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（行ケ）第 10034
号）〔容器付冷菓〕  

D08 CA DRG Inc. v Datafile Ltd (1991), 35 C.P.R. (3d) 243 at 250-251 (F.C.A.); Re 
Sylvie Youle-White (1985), 9 C.P.R. (3d) 129 at 133.  
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２． 国内出願人・代理人における意匠制度運用の現状認識 

例えば、本棚の背面や底面、証明器具の壁への設置面のように、通常の使用状

態で目に触れない面であっても、日本においては、現状では、意匠全体の形態を

特定するために、そのような面についても図の提出を省略することはできない。

これ関しては、「省略可能とすべき」とする意見が企業・代理人とも多く見られ

た。一方で、「省略可能とすべきでない」という意見の中には、物品の特定に支

障が生じることを指摘する意見も見られた。  

部分意匠の意匠登録出願に関して、「意匠の説明」の欄における説明によって

意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、意匠登録を受けようとする

部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図の省略は、企業・代理人ともに

「省略可能とすべきである」という意見が多い。「省略可能とすべきである」理

由として、「願書に説明を記載すればよしとすべき」、「出願人の判断に任せるべ

きである。省略したことにより、例えば蓋の開閉の可否が不明となるリスクは出

願人に負わせればよい」という意見が主に得られた。「省略可能とすべきでない」

理由として、意匠登録が全体意匠であるか部分意匠であるかの判別は重要で、図

の省略により判別しづらくなることについての懸念が多く聞かれた。 

内側の形態を表す図の省略と比較して、部分意匠に際して、「意匠の説明」の

欄における説明によって、意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、

図面等における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分とを描き分ける

必要の有無については「現行どおりの運用」を求める意見が特に代理人において

多く、描き分けの省略については消極的である。  

一組の六面図及びその他の意匠の特定のために必要な図（以下、「必要図」と

いう。）中に、出願に係る意匠以外のものを表すこと（例えば、「ジャケット」

の出願に対して、マネキンとともに図面を記載した場合等）は、出願の対象が不

明確となるおそれがあることから、認められていない。「意匠の説明」の欄にお

ける説明により、出願に係る意匠の意匠に係る物品と、それ以外の物品との区

別が明確である場合には、図面上、意匠に係る物品以外の物品の記載を認める

べきかどうかという設問については、企業・出願人ともに「必要図中に意匠に係

る物品以外の物品の記載を認めるべき」、又は「意匠以外の物品と、出願に係る

意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中に意匠に係る物品以外の物

品の記載を認めるべき」とする回答が「必要図中に意匠以外の物品の記載を認め

るべきでない」とした回答を上回っている。一方、「必要図中の意匠以外の物品

の記載を認めるべきでない」理由として、「意匠の説明の欄の記載を確認する負

担が大きくなる」、「意匠に係る物品以外の物品は参考図に入れるのが適切」とい
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った意見があり、留意が必要である。 

正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図からなる一組の六面図

のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の省略を行った際は、

現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った旨とその理由を「意

匠の説明」の欄に記載することが必要である。これらの図の省略を行った旨とそ

の理由の説明の省略については、企業・代理人ともに「省略可能とすべきではな

い」という意見が多い。「省略可能とすべきでない」理由として、「説明の記載

による負担より、省略したことにより発生しうるリスクの方が大きい」、「クリア

ランス状も権利行使上も、権利範囲を明確にするために省略を行った場合は説明

の記載を必須とすべき」という意見が主に得られた。 

立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点等により表すこと

が認められている。現状では、このような「陰」が、意匠の構成要素である模様

等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描いた旨、及び「陰」

が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載することが必須である。

このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定す

るための「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とする

かという設問については、企業の多く（特に大企業）は「省略可能とすべきでは

ない」とする一方で、代理人の多くは「省略可能とすべきである」としており、

意見が逆転している。「省略可能とすべきでない」理由として、「誤解を防止す

るため」、「侵害対応時に争点となるのを防ぐため」という意見が見られた。「省

略可能とすべきである」理由として、「誰が見ても明らかである図に限り、省略

可能とすべき」、「外国とのハーモナイゼーションを考慮すべき」という意見が得

られた。 

CG で作成され、「陰」としての明度変化を表している図について、現状では、

その明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしている。

そのような説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合に当該説明を省

略可能とすべきかという点については、企業では意見が分かれている一方で、

代理人の多くは「省略可能とすべきである」としている。「省略可能とすべきで

ある」理由として、「CG の精度向上により、陰であることは誰が見ても明らかで

あろう」という意見が得られた。「省略可能とすべきでない」理由として、「ク

リアランスの立場から、説明はあった方が判別しやすい」、「侵害対応時に争点

となるのを防ぐため」という意見が得られた。 

CG で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背

景に彩色を施すことが認められている。その場合、現状では、この彩色につい

て、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。背景の彩
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色についての説明の省略については、企業・代理人ともに「省略可能とすべきで

ある」という意見が多い。「省略可能とすべきである」と回答した理由として、

「CG 図面による出願を多くしているが、意匠と背景の識別がつかないようなケ

ースはめったにない」、「出願人の判断に任せてよい。権利範囲を特定する上で

支障がなければ、説明を省略しても問題ない」という意見が挙げられた。 

日本での参考図の取扱いについて、必要図と異なる意匠を表した参考図につ

いては、「問題ない」とする意見が企業・代理人とも多く見られた。「問題ない」

理由として、「現行制度において、参考図は権利範囲に含まれないため」という

意見が得られた。 

日本での組物の意匠については、企業・代理人ともに、組物の意匠登録出願

の経験は少ない。登録出願経験が少ない理由として、「登録されても権利行使が

困難である」という意匠制度の運用上の問題ではない、法または施行規則等、法

制度に関わる意見が得られた。 

 

３． 海外出願人・代理人における意匠制度運用の現状認識 

日本の意匠制度に関する理解については、図法や図の省略についてはおおよ

そ知られている一方、CG による出願や組物については制度が比較的知られてい

ない。 

日本において省略が可能な図についての出願人・代理人としての評価につい

て、現行より「省略対象を増やすべきである」という意見と「現状のままでいい」

という意見の両方が企業で見られる一方で、代理人においては「現状のままでい

い」とする意見の方が上回っている。ヒアリング対象企業の多くが図面作成を内

製しており、現行制度に特に不満は感じていないようである。 

例えば、本棚の背面や底面、証明器具の壁への設置面のように、通常の使用状

態では目に触れない面であっても、日本においては、現状では、意匠全体の形態

を特定するために、そのような面についても図の提出を省略することはできない。

これに関しては、「省略可能とすべき」とする意見が企業・代理人とも多く見ら

れた。その一方で、「省略可能とすべきでない」という意見の中には、図の省略

のあり方と部分意匠における破線による記述との関係を指摘する意見も見られ

た。 

日本での部分意匠の意匠登録出願に関して、「意匠の説明」の欄における説明

によって意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、意匠登録を受けよ

うとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図の省略については、国
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内企業と海外企業とで意見が分かれる結果となった。国内企業のヒアリング結果

からは、意匠登録が全体意匠であるか部分意匠であるかの判別は重要で、図の省

略により判別しづらくなることについての懸念が多く見られた一方で、海外企業

からは、部分意匠に対する考え方の違いが回答結果の違いをもたらしているこ

とが示唆された。 

日本における部分意匠に際して、「意匠の説明」の欄における説明によって、

意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、図面等における意匠登録を

受けようとする部分とその他の部分との描き分けの必要性の有無については、図

面の省略と比較して、現行どおりの運用を求める意見が特に代理人において多

い。また、破線で表現する方法は現在英国、欧州、米国、韓国、日本において統

一されていることから、あえてハーモナイゼーションを崩す運用を求めないと

いう意見が見られた。 

日本においては、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図から

なる一組の六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の

省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った

旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要である。これらの図の

省略を行った旨とその理由の「意匠の説明」の欄への記載の省略については、企

業は「省略可能とすべき」という意見が多いのに対して、代理人は意見が分かれ

ている。 

日本においては、立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点

等により表すことが認められている。現状では、このような「陰」が、意匠の構

成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描い

た旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載する

ことが必須である。このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体

表面の形状を特定するための「陰」であることが明らかである場合には、当該説

明を省略可能とするかという設問については、企業の多くは「省略可能とすべき」

とする一方で、代理人においては意見が分かれている。「誤解を防止するため」、

「侵害対応時に争点になるのを防ぐため」といったリスク回避を意識した回答と

考えられる 

CG で作成され、「陰」としての明度変化を表している図について、現状では、

その明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしている。

そのような説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合に当該説明を省

略可能とすべきかという点については、、前述の線図における形状特定のため

の陰の説明と同様、企業の多くは「省略可能」とする一方で、代理人においては

意見が分かれている。「誤解を防止するため」、「侵害対応時に争点になるのを
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防ぐため」といったリスク回避を意識した回答と考えられる。  

CG で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背

景に彩色を施すことが認められている。その場合、現状では、この彩色につい

て、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。背景の彩

色についての説明の省略については、「意匠の説明」の欄への記載を省略可能と

すべきであるという意見が多い。CG 技術の発展により、背景か物体の形状かの

判別が容易になってきたことを反映していると考えられる。  

日本及び外国での参考図の取扱いに関しては、必要図と異なる形態の意匠を

表した参考図の記載について、問題があると回答したのは企業 1 社にとどまって

おり、許容する傾向が強い。 

組物の意匠については、海外出願人・代理人においても、組物の意匠登録出

願の経験は少ない。 

 

４． 総合分析 

 論点及びニーズの整理 

本調査研究においては、これまで、企業のデザイン活動の実態に則しつつ、国

際協調を意識した、意匠制度の利便性向上に係る運用改訂の方向性を検討するた

め、①願書及び図面の記載要件、②参考図の取扱い、及び③組物の意匠の各検討

項目について、内外国における制度及び運用の状況、並びにユーザーニーズの調

査を行ってきた。 

公開情報調査整理した国内外の裁判・審決例とアンケート調査・ヒアリング調

査で整理した国内外の企業・代理人の現行意匠制度の運用に対するニーズに鑑み、

各検討項目について、問題の所在及びその対応方針を検討した。 

 見直しの方向性 

（i） 願書及び図面の記載要件 

願書及び図面の記載要件に係る運用に関しては、以下に示す各論点について検

討を行った。また、見直しの方向性を検討するにあたっては、各論点を早急に対

応が可能と思われる短期的課題と、意匠制度全体の体系を考慮して慎重に検討を

行う必要のある中・長期的課題とに分けることとした。 
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表 III-1 論点の整理 

大項目 小項目 短期的 中・長期

的 

（ i ） 図

面、写真

等の省略

に関する

論点 

【論点１】通常の使用状態で目に

触れない設置面に係る図の取扱い 

 ○ 

【論点２】布ものや装着して使用

するもの等、当該物品だけでは自

立させた形で意匠の特徴を開示す

ることが困難なものの取扱い 

 ○ 

【論点３】意匠登録を受けようと

する部分とその他の部分の描き分

けの省略 

 ○ 

【論点４】内側の形態を表す図の

省略 

 ○ 

（ ii）願

書の記載

の省略に

関する論

点 

【論点５】形状を特定するための

線、点等の説明の省略 

○  

【論点６】CG で作成された図に

おける陰の説明の省略 

○  

【論点７】CG で作成された図に

おける背景の彩色についての説明

の省略 

○  

【論点８】部分意匠である場合の

意匠登録を受けようとする部分を

特定する方法の説明の省略 

 ○ 

【論点９】図の省略を行った旨と

その理由の説明の省略 

 ○ 

（iii）参考図の取扱い - - 

（iv）組物の意匠 - - 
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（ii） 短期的課題への対応の方向 

 形状を特定するための線、点等の説明の省略【論点５】  

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、立体表面の形状を特定するための「陰」

を、図形中に線、点等により表すことが認められているが、このような「陰」を

描いた場合は、その旨及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」

の欄に記載しなければならない。 

しかしながら、国際意匠登録出願においては、上記の「意匠の説明」の欄の記

載の無いものが見受けられる。 

 

 対応方針案 

形状特定のための線、点等（陰）であることが明らかであると判断される場合

は、当該線、点等の説明の省略を認めても良いのではないか。その際は、形状

特定のための線、点等であることが明らかと判断する際の基本的考え方及び具

体例を示すことが望ましい。 

 

 CG で作成された図における陰の説明の省略【論点６】 

 問題の所在 

意匠法施行規則様式第６備考７の規定に照らし、現行の「意匠登録出願の願書

及び図面等の記載の手引き」においては、CG で作成された図について、「陰」と

しての明度変化を表している図については、その明度変化が「陰」である旨を【意

匠の説明】の欄に記載することを推奨している。  

しかしながら、国際意匠登録出願のみならず、国内の出願においても、上記の

「意匠の説明」の欄の記載の無い出願が多く見受けられる。  

また、平成 10 年意匠法改正により導入された CG による図面表現方法は、既に

ユーザーの間に十分定着しており、かつ、この間 CG による作図技術が発達し、

写真と見紛う画質のものも多い。 
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 対応の方針案 

CG による作図技術が発達し、写真と同等あるいは、それ以上に鮮明な意匠

の開示が可能となっていることに照らし、明度変化を表した CG により作成さ

れた図については、その明度変化が「陰」であることが明らかである場合は、

写真の取扱いと同様に、当該説明の記載を不要としても良いのではないか。

その際は、明度変化が「陰」であることが明らかであるか否かの判断につい

ての基本的考え方及び具体例を明示することが望ましい。 

 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略【論点７】 

 問題の所在 

CG で作成された形状線を表さない図の場合は、必要に応じて背景に彩色を施

し、当該彩色が背景である旨を「意匠の説明」の欄に記載することを推奨して

いる 6。しかしながら、現状、国際意匠登録出願のみならず、国内の出願にお

いても、上記の「意匠の説明」の欄の記載の無い出願が多く見受けられる。  

また、平成 10 年意匠法改正により導入された CG による図面表現方法は、

既にユーザーの間に十分定着している。 

 

 対応の方針案 

CG で作成された図における背景の彩色について、当該彩色が背景であることが

明らかであると判断される場合は、説明の省略を認めることとしても良いの

ではないか。 

その際は、説明がなければ背景の彩色であるか否かが不明確であると判断

されるものの例を明示することが望ましい。 

 

                                                   
6 「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」第１部、  ２．、 2A.5、 (9)コンピュータ・グラフ

ィックスを使用した図、  〔 CG による作成の場合の留意点〕②  

「形状線を表さない図の場合は、必要に応じて背景に彩色を施します。 (外形形状を  明確にするために必

要な場合の例外的な扱いとして認めています。 ) 背景の彩色は、出願の意匠を構成しない単一色とし、背

景の彩色である旨を【意匠の説明】の欄に記載して下さい。」  
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（iii） 中・長期的課題への対応の方向 

以下の各論点は、いずれも、全体意匠及び部分意匠それぞれの、意匠の開示

の在り方について、意匠制度全体として十分に整理をした上で、慎重な検討が

必要となる事項であることから、中・長期的課題と整理した。 

 

 通常の使用状態で目に触れない設置面に係る図の取扱い【論点１】  

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、出願に係る意匠が立体である場合は、

原則として正投影図法により作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、

平面図及び底面図を、一組として記載する必要がある。ただし、上記一組の六

面図は、所定の範囲で一部の図を省略することが認められている。 

しかしながら、我が国における図の省略可能な範囲は、部分意匠については

過去の意匠審査基準の改訂によって、既に一定の緩和がなされている一方、特

に全体意匠については未だ限定的であり、現状では、通常の使用状態で目に触

れない部分の図についても、省略が認められていない。  

国際意匠登録出願においては、通常の使用状態で目に触れない部分の図の

省略がなされたものも見受けられ、現状では、そうした国際意匠登録出願につ

いては、意匠の開示が不十分であり、意匠が不明確であるとして、拒絶理由の

対象とされることも多い。 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

 ［案１］ 

通常の使用状態において目にふれない設置面の図は、当該図を省略して

も、意匠に係る物品全体の形態の認定に支障を来さない場合に限り、例

外的に省略を認めることとしてはどうか。また、出願当初、当該設置面

の図の省略がなされているときは、出願後に、補正によって新規な特徴
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等を表した設置面の図を追加した場合、当該補正は要旨を変更したもの

と判断することとしてはどうか。 

 

 ［案２］ 

現行運用の省略の範囲を緩和しない。  

 

 布ものや装着して使用するもの等、当該物品だけでは自立させた形で意匠の

特徴を開示することが困難なものの取扱い【論点２】  

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、一組の六面図及びその他の意匠の特

定のために必要な図（以下、「必要図」という。）の図形の中には、原則として、

意匠を構成しないものを表してはならないこととしている。 

しかしながら、例えば一部の衣類品のように、当該物品だけでは自立させた

形で意匠の特徴を開示することが困難であり、マネキン等に着用させた状態

でなければ、意匠の特徴を表すことができない物品も存在する。本調査研究の

企業ヒアリングの結果においては、こうした物品の場合、意匠登録出願の図面

を作成する際に、マネキンに着用させた写真から図面をおこし、マネキン部分

を画像処理で消すことも多く、当該処理は、図面作成上の負担となっていると

の声も寄せられている。 

また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に係る実施細則においては、複製物

中に意匠を構成しないものを表した場合にも、説明によって、ディスクレーム

することが可能であるとしている。 

  



- xxii - 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

 ［案１］ 

出願に係る意匠以外の物品と出願に係る意匠とが描き分けられており、

かつ、出願に係る意匠以外の物品により、出願に係る意匠の一部が隠れ

（ただし、隠れている部分が意匠登録を受けようとする部分以外の部分

のみである場合を除く）、当該部分の形態が特定できないといった問題

が無い場合のみ、必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めて

はどうか。 

 

 ［案２］ 

出願に係る意匠以外の物品と出願に係る意匠とが描き分けられている

場合、又は描き分けられていない場合においても、説明の記載により、

それらの区別を明確に行うことが可能であり、かつ、出願に係る意匠以

外の物品により、出願に係る意匠の一部が隠れ（ただし、隠れている部

分が意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみである場合を除く）、

当該部分の形態が特定できないといった問題が無い場合のみ、必要図中

に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めてはどうか。 

 

 ［案３］ 

現行運用のままとする。 

 

 意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略【論点３】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、部分意匠の場合は、図面等において、

意匠登録を受けようとする部分とその他の部分を描き分け、かつ、意匠登録を

受けようとする部分を特定する方法を、願書の「意匠の説明」の欄に記載する

必要がある。 

しかしながら、一部のユーザーから、実線と破線によって図面を描き分ける
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ことは難しく、図面作成上の負担となっているとの声も寄せられている。  

また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定においては、複製物中に表されるが、

保護を求めないものについては、説明において、及び/又は点線若しくは破線又

は着色により、ディスクレームすることが可能であるとしている。 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

 ［案１］ 

説明の記載により、意匠登録を受けようとする部分と、その他の部分と

が明確に区別することができる場合に限り、図面等における描き分けの

省略を認めることとしてはどうか。 

 

 ［案２］ 

現行運用のままとする。 

 

 内側の形態を表す図の省略【論点４】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、ふたと本体のように分離することができ

る物品であって、組み合わされたままでは、その意匠を十分表現することができ

ないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれ

ぞれの構成部分についても図面等により開示しなければならない。 

また、部分意匠の場合は、図面等において、意匠登録を受けようとする部分

と意匠登録を受けようとする部分以外の部分（以下、「その他の部分」という。）

を描き分け、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を、願書の

「意匠の説明」の欄に記載しなければならない。 

よって、現状では、全体意匠である場合、部分意匠である場合の何れにおい

ても、その他の部分のみが現れる内側の形態を表す図を開示しなければなら
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ない。 

しかしながら、諸外国の意匠制度においては、開蓋状態を表した図を必須と

していないところもあり、国際意匠登録出願においても、かかる図が含まれて

いないものが見受けられる。 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

 ［案１］ 

意匠に係る物品全体の用途と機能、部分意匠の場合にあっては、意匠登

録を受けようとする部分の用途と機能、及び物品全体における位置・大

きさ・範囲の認定に影響が無い場合には、内側の形態を表す図の省略を

認めることとしてはどうか。ただし、ケース付きの物品等のように、意

匠に係る物品の大半がケース等の内方に隠れてしまう物品については、

その内側の態様についても開示する必要があるものとしてはどうか。 

 

 ［案２］ 

現行運用のままとする。 

 

 部分意匠である場合の意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の説明

の省略【論点８】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、部分意匠の場合は、図面等において、

意匠登録を受けようとする部分とその他の部分を描き分け、かつ、意匠登録を

受けようとする部分を特定する方法を、願書の「意匠の説明」の欄に記載する

必要がある。 

一方、ハーグ協定のジュネーブ改正協定においては、複製物中に表されるが、

保護を求めないものについては、説明において、及び/又は点線若しくは破線又
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は着色により、ディスクレームすることが可能であるとしている。  

国際意匠登録出願においては、図面が実線と破線で描き分けられているも

のの、破線が何を意味しているのかについて、説明の記載が無いものも見受け

られる。 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

 ［案１］ 

破線や色彩等により描き分けられた部分が、その他の部分であることが

明確である場合には、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の

説明の省略を認めることとしてはどうか。 

 

 ［案２］  

現行運用のままとする。 

 

 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【論点９】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、図の省略を行った場合は、その旨を、

願書の「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。  

国際意匠登録出願においては、図の省略がなされている場合に、その旨及び

省略の理由についての説明の記載が無いものも見受けられる。しかしながら、

それら全てが、意匠が特定できないとの拒絶理由に該当するのではなく、一部

には、当該説明がなくとも意匠が特定できる場合も存在する。かかる状況に照

らせば、我が国の国内ルートの出願においても、一部、図の省略を行った旨及

び省略の理由についての説明を、省略できるものがあるのではないか。  

ユーザーのニーズを踏まえた上で、図の省略がなされている場合における、

その旨及び省略の理由に係る説明の省略の可否について、以下の項目毎に検

討を行った。 
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①大型の機械等や車両等の重量物の底面図を省略した旨の説明の省略  

②通常の使用状態で目に触れない部分の図を省略した旨の説明の省略  

③平面的なものの裏面図を省略した旨の説明の省略  

④いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合の説明の省略 

⑤意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる表示機器

に表示される画像について意匠登録を受けようとする部分意匠の場合におい

て、画像図以外の物品を表す図を省略した旨の説明の省略  

 

 対応方針案 

本検討事項については、下記の各検討項目ごとに、「説明の省略を認めるこ

ととする」又は「現行運用のままとする」との各対応奉仕何が考えられるが、

現行の意匠制度の下においては、意匠権の明確性の観点からいずれの説明の

省略も認めるべきではないのではないか。  

 

a 大型の機械等で常時は底面を見られないものの底面図を省略した旨の説明

の省略 

 

b 大型の車両等の重量物で通常底面は見られず、かつ、底面がなくても意匠を

正確に把握できるものの底面図を省略した旨の説明の省略  

 

c 通常の使用状態で目に触れない部分の図を省略した旨の説明の省略  

 

d 平面的なものの裏面図を省略した旨の説明の省略  

 

e いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合の説明の省略 

 

f 意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる表示機器に

表示される画像について意匠登録を受けようとする部分意匠の場合におい

て、画像図以外の物品を表す図を省略した旨の説明の省略  
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（iv） 参考図の取扱い 

 問題の所在 

意匠登録出願手続における参考図は、出願の意匠の理解を助けるために必

要な場合に記載すべきものである。しかしながら、必要図を線図で表している

際に、その実施物のバリエーションを多数写真で表したものや、必要図に表し

た形態を改変した意匠を表したものなど、本来であれば別個の意匠として出

願すべき意匠についても、参考図として、一の意匠登録出願中に複数記載する

事例が多くなってきている。 

参考図の取扱いについては、現状、意匠審査基準において明確な規定がない

ことから、ユーザーから、審査上の取扱いが不明確であるとの声が寄せられて

いる。また、出願人が提出する参考図が種々広範なものに及ぶことから、審査

においても、その取扱いを個別案件ごとに検討しなければならない状況とな

っている。 

 

 対応方針案 

意匠審査基準上に、一組の図面及びその他必要な図に表されたものと異な

る形状、模様又は色彩が表されている参考図については、出願の意匠の形態に

係る認定において、それら異なる要素そのものは、考慮しないことを明記して

はどうか。 

（v） 組物の意匠 

 問題の所在 

現状、我が国における組物の意匠の出願件数は極めて少なく、年間約 60 件

程度にとどまっている（2014 年実績、全出願に占める割合は 0.2%）。また、

近時の傾向として、ごく一部の組物に出願が集中しており、その他の組物に

は、ほぼ出願がなされていない。 
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 対応方針案 

組物の意匠制度の活用が進まない主な理由は、意匠制度の運用上の問題で

はなく、登録要件を満たしているか否かの審査を経て登録となった意匠権で

あっても、権利行使が困難であり、使いにくい等といった、法又は施行規則等、

法制度に関わるものであった。 

したがって、今後ユーザーの意向に照らし、必要に応じ、意匠制度全体の問

題とともに検討を行う必要があると考える。 
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 序 

１． 背景及び目的 

 背景 

我が国においては、企業の事業活動の一層のグローバル化に加え、平成 27 年

5 月のハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願についての運用開始、

同年 12 月に創設された ID５（意匠五庁会合）1に基づくプロジェクトの遂行、意

匠法条約（DLT） 2の制定に向けた WIPO における検討の動向に照らし、意匠制度

の運用について、国際協調を意識した見直しの必要性が高まってきている。  

また、市場におけるデザインの重要性が増大し、模倣被害を防止しつつ、デ

ザインによる自社ブランドの競争力を確保することが一層重要となってきてお

り、企業のデザイン活動の実態に則した意匠制度の利便性の向上が喫緊の課題

となっている。 

このような中、知的財産推進計画 2015 において、我が国ユーザーによる意匠

制度の利用促進を図るため、利便性を向上させるべく、手続の簡素化等に向け

た検討を行うこととされており 3、企業のデザイン活動の実態に則しつつ、国際

協調を意識した、意匠登録出願手続の利便性向上を目的とした意匠制度の運用

見直しの方向性について、早急に検討を行う必要がある。  

 目的 

本調査研究では、意匠制度の利便性の向上を検討すべく、①願書及び図面の記

                                                   
1 産業構造審議会知的財産分科会  第４回意匠制度小委員会  資料 1 「前回会合以降の進捗及び意匠制

度に関する近年の取組状況  」 p.11 「 3.意匠制度を巡る近年の国際動向」参照。  

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew04/03.pdf, [最終アクセス日：

2017 年 2 月 28 日 ] 
2 「特許行政年次報告書 2015 年版」 p.385 「③意匠  ａ．商標・意匠・地理的表示の法律に関する常

設委員会（ SCT）」参照  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015/honpen/3-2.pdf, [最終アクセス日： 2017

年 2 月 28 日 ] 
3 知的財産戦略本部がまとめた「知的財産推進計画 2015」 p.30 第２部  重要８施策  １．世界最速・最

高品質の審査体制の実現（２）今後取り組むべき施策中に以下の記載がなされている。  

「（意匠制度・運用の見直しの検討）・我が国ユーザーによる意匠制度の利用促進を図るため、利便性

を向上させるべく、例えば、図面提出の一部省略や、必要書類の電子的交換を可能とするデジタルア

クセスサービスの利用など、手続の簡素化等に向けた検討を行う。（短期）（経済産業省）」  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf, [最終アクセス

日： 2017 年 2 月 28 日 ] 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew04/03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015/honpen/3-2.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf
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載、②参考図の取扱い、③組物の意匠の運用に着目して、具体的な改善ニーズの

把握を行い、当該ニーズと現在の運用との整合性や諸外国における運用、裁判例・

審決例の動向などの比較整理を行い、上記 3 点に関する運用の改善の方向性につ

いて検討を行うことで、今後の運用変更の検討における基礎資料とすることを目

的とする。 

２． 調査研究の方法 

 公開情報調査 

法令、基準、ガイドライン等のほか、書籍、論文、調査研究報告書、及びイン

ターネット情報に基づき、日本、米国、中国、韓国、カナダ、WIPO、欧州連合知

的財産庁の 4 か国・2 機関を対象に意匠登録出願の①願書及び図面の記載要件、

②参考図の取扱い、及び③組物の意匠制度に関連する情報の収集を行った。また、

これら項目に関わる審決例・裁判例について、国内外合計 52 件を調査・分析し

た。 

 国内アンケート調査 

国内企業 975 者を対象に、現行意匠制度における、①願書及び図面の記載要件、

②参考図の取扱い、③組物の意匠についてのニーズ・意見調査を実施した。 

また、国内弁理士・弁護士事務所 49 者を対象に、現行意匠制度における上記

各項目についての制度上の問題点等についてのアンケート調査を実施した。 

 国内ヒアリング調査 

前記（２）のアンケート調査対象者のうち国内企業 13 者、国内弁理士・弁護

士 5 者に対して、上記各項目についての詳細をヒアリング調査により把握した。 

 海外質問票調査 

我が国及び WIPO、欧州連合知的財産庁、米国、中国、韓国、カナダ等に対して

意匠登録出願を行う海外企業や、同出願手続を受任している現地法律事務所等の

者、合計 12 者に対し、当該国（官庁）の意匠登録出願の①願書及び図面の記載

要件、②参考図の取扱い、及び③組物の意匠制度について調査するとともに、さ
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らに、我が国の意匠制度における上記各項目についてのニーズ・意見について情

報収集を行った。 

 海外現地ヒアリング調査 

海外質問票調査の対象者のうち 5 者に対して、上記各項目についての詳細をヒ

アリング調査により把握した。 

 委員会による検討 

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等

の専門家により構成）6 名（1 名を委員長とする）で構成される調査研究委員会

を設置し、調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得た。 

委員会の開催日時及び検討内容はそれぞれ以下のとおりであった。 

 

 【第 1 回】平成 28 年 8 月 23 日（火）10:00-12:00 

 論点整理、各調査の調査項目の検討 

 【第 2 回】平成 28 年 10 月 24 日（月）10:00-12:00 

 公開情報調査結果報告、国内アンケート調査・ヒアリング調査・海外質

問票調査・海外現地ヒアリング調査進捗報告 

 【第 3 回】平成 28 年 12 月 26 日（月）13:00-15:00 

 報告書骨子案検討、国内アンケート調査・ヒアリング調査取りまとめ、

海外質問票調査・海外現地ヒアリング調査進捗報告、意匠制度の利便性

向上に向けた運用の見直しに係る問題の所在と対応の方向性作成方針

の検討 

 【第 4 回】平成 29 年 2 月 10 日（金）10:00-12:00 

 報告書案についての検討 

 

 調査結果の分析・取りまとめ 

前記（１）～（６）の調査・検討結果を総合的に分析し、報告書に取りまとめ

た。 
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 参考情報 

意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する参考情報として意匠分

野における優先権証明書の電子的交換（DAS）の利用意向に関するアンケート結

果を巻末の資料編に掲載した。 

 

なお、本調査報告書の見出し体系は、Ⅰ．→１．→（１）→（ⅰ）→①→（ａ）

の順としている。 
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II. 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理  

1.  調査実施概要 

（１） 概要 

本章では、諸外国（官庁）の意匠登録出願において①願書及び図面の記載要件、

②参考図の取扱い、③組物の意匠制度について、日本、米国、中国、韓国、カ

ナダ、WIPO、欧州連合知的財産庁の 4 か国・2 機関を対象に、法令、基準、ガイ

ドライン等について整理した。また、関連する裁判例・審決例を合計 52 件収集

した。 

 

（２） 調査・分析方法 

調査対象国それぞれについて、法令、基準、ガイドライン等のほか、書籍、

論文、調査研究報告書、及びインターネット情報等から、上記①～③に関連

する情報を収集・整理した。 

情報収集にあたっては、出願手続上の課題とクリアランス上の課題を示す

文献及び参考裁判例・審決例を収集した。 

調査においては、対象分野に精通する有識者の助言を有効活用した。 

 

（３） 調査項目 

（i） 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容 

以下の項目につき、法政令・基準・ガイドラインの概要についてとりまとめた。  

 意匠登録出願における図の省略の取扱い（図面数の上限・下限の設定を

含む） 

 意匠登録出願における図面の種類（線図・CG・写真など）及び記載要件

（実線・点線の表現、シェーディングなど）  
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 意匠登録出願における参考図（意匠の理解を助けるために必要があると

きに加えられ、権利範囲に含まれない図）の取扱い 

 組物の意匠の取扱い 

 

（ii） 各国・官庁の上記に係る審決例・判決例の抽出 

以下の審決例・判決例につき、合計 52 件を抽出した。 

 意匠登録出願の図面数を争点とする審決例・判決例  

 意匠登録出願の図面の記載要件を争点とする審決例・判決例  

 意匠登録出願におけるにおける参考図の取扱いを争点とする審決例・判

決例 

 組物の意匠に関する審決例・判決例 

 

（４） 調査対象文献 

調査対象は表 II-1 のとおりである。 

表 II-1 調査対象文献 

調査対象文献  調査項目  理由  

共同体商標と共同体意匠の実務  欧州の判決例  委員より紹介  

Russell-Clarke & Howe on 
Industrial Designs（9th edition）  

欧州（英国）の意匠
制度  委員より紹介  

「実務家のための米国・欧州・韓
国意匠出願のガイドライン "（共
著）パテント特集  意匠」2015 年
9 月  No.68 

出願ガイドライン
やジュネーブアク
トの実務  

委員より紹介  

「ハーグ協定ジュネーブアクト

の実務と留意点ー願書の記載・
料金体系，データベース，登録
例，裁判例ー」 (共著 ) パテント
特集  意匠 2014 年 9 月  No.67 
「海 外 意匠 制 度に つい て  ～
BRICs, ASEAN 諸国を中心に～
"(共著）」 パテント  2012 年 8 月
号  No.65 
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調査対象文献  調査項目  理由  

STANDING COMMITTEE ON 
THE LAW OF TRADEMARKS, 
INDUSTRIAL DESIGNS AND 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS  

各国の工業意匠に
関する手続及び実
態比較  

WIPO による各国アンケ
ート結果のとりまとめで
あり、信頼性が高いため  

Manual of Patent Examining 
Procedure (MPEP) 9th Edition, 
Revision 07.2015, Last Revised 
November 2015 

米国における出願
手続  

米国の出願手続に関する
網羅的な情報入手のため  

A Guide to Filing/ A Design Patent 
Application 

米国における意匠
特許出願手続  

米国の意匠特許出願手続
に関する網羅的な情報入
手のため  

Difference Between Patent 
Searches & Infringement Clearance  

米国におけるクリ
アランス上の課題  

米国における侵害防止調
査・パテントクリアラン
ス調査についての解説で
あるため  

Protection of Industrial Designs in 
the United States  

米国における工業
意匠の保護  

米国における工業意匠の
保護についての解説であ
るため  

Gorham v. Company v. White  81 
U.S. 511 (1871) 

米国判例（ Gorham
事件）  

米国における意匠権の侵
害判断の基準を確立した
判例であるため  

・西村雅子「Egyptian Goddess 事
件判決に見る侵害判断基準」、パ
テント、2011, Vol. 64 No.2, p32-
35 
・Egyptian. Goddess Inc. v. Swisa 
Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008） 

米国判例（Egyptian 
Goddess 事件）  

米国における新たな意匠

権の侵害判断の基準を定
めた判例であるため  

JPO_H24 各国における意匠の表
現に関する調査研究報告書  

各国の意匠の表現
に関する制度・運用  

各国の意匠制度に関する
基礎的な調査であるため  

JPO_H25 各国・地域の意匠権の
効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に
関する調査研究報告書  

各国の意匠権の効
力範囲等に関する
制度・運用  

各国の意匠権に関する課
題等も含めた調査である
ため  

European Community Design 
System 欧州連合意匠制度  欧州連合の意匠制度につ

いての解説であるため  
JPO_H25 日中韓における審判・
裁判についての制度及び統計分

析に関する調査研究報告書  
日中韓の審判・裁判  

日中韓の審判・裁判につ
いての調査研究であるた

め  
JETRO_ カ ナ ダ の 知 的 財 産 法
（2011) 

カナダにおける意
匠制度  

カナダにおける意匠制度
についての情報収集のた
め  

JPO_カナダ  - 外国産業財産権
侵害対策等支援事業  
JPO_カナダ意匠法  
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調査対象文献  調査項目  理由  

韓国における意匠出願時の図面
作成要領  

韓国における図面
要件  

韓国における図面要件に
ついての解説であるため  

韓国での組物の意匠の保護（新
興国 等 知財 情 報デ ータ バ ン ク 
公式サイト）  

韓国における組物
の意匠制度  

韓国における組物の意匠
制度についての解説であ
るため  

（中国）権利範囲特定の際の使
用状態参考図の取扱いについて
（新興国等知財情報データバン
ク 公式サイト）  

中国における図面
要件  

中国における図面要件に
ついての解説であるため  

（中国）証拠の提出期限超過／
証拠の翻訳／組物の意匠につい

て（新興国等知財情報データバ
ンク 公式サイト）  

中国における組物

の意匠制度  

中国における組物の意匠
制度についての解説であ

るため  

中国における複数の意匠の出願
方法（新興国等知財情報データ
バンク 公式サイト）  

中国における意匠
制度  

中国における意匠制度に
ついての解説であるため  

JIPA_中国における意匠登録の
使用状態参考図（ソファベッド
事件）  

中国判例（ソファベ
ッド事件）  

中国における意匠に関す
る代表的判例のひとつで
あるため  

産業構造審議会  知的財産分科
会  意匠制度小委員会  各回資
料 及び 報告書  

調査の背景、検討の
経緯等  

本 調 査 に お け る 検 討 経

緯、問題の所在等の把握
を 行 う た め に 有 効 で あ
る。  

渡邉、ハーグ協定に基づく意匠
の国際登録制度、『特許研究』

No.59(2015)) 
日本弁理士会『パテント』  

特許庁『特技懇』  

特許庁『意匠審査基準』  
平成１７年（行ケ）第１０１６５
号 審決取消（意匠）請求事件  

審決例・裁判例  
本調査における、参考裁
判例・審決例として有用
である。  

平成１８年（行ケ）第１０１３６
号審決取消請求事件  
小谷、意匠の類否における「使用
状態を示す参考図」の位置付け、

『 知 財 プ リ ズ ム 』 vol8, No.85
（2009 年 10 月）  
平成２１年（行ヶ）第１００３６
号審決取消請求事件  
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２． 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容 

（１） 意匠登録出願における図の省略の取扱い 

（i） わが国における現状 

わが国の意匠法第６条第１項は、意匠登録を受けようとする者は、願書に

「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提

出しなければならない」と規定している。「意匠を記載した図面」については、

意匠法施行規則第３条が「願書に添付すべき図面は、様式第６により作成し

なければならない」とし、意匠法施行規則様式第６備考８が「立体を表わす図

面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、

右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載する」としている（一般

に、これら６面の図をあわせて、「一組の六面図」 1と称される。）。また、

平面的なもの（一枚構造であって厚みが極めて薄いもの） 2を表す図面につい

ては、意匠法施行規則様式６備考 10 が、一組の六面図に代えて、「各図同一

縮尺により作成した表面図及び裏面図をもつて一組」とする、と規定してい

る（これと「一組の六面図」をあわせて、「一組の図面」と称される 3。）。 

他方で、法令・運用上、下記の場合には、一組の図面の一部について、省

略することができるとされている。なお、正投影図法により作成した六面図

において図を省略した場合には、省略の説明を願書の「意匠の説明」の欄に記

載しなければならない（意匠審査基準 21.1.2（１）⑩（iv））。 

 

【Ａ】意匠法施行規則によって定められている場合  

 意匠法施行規則様式６備考８ただし書き以下に該当する場合  

正投影図法によって作成された図であって、下記表の左欄に掲げられる場

合には、それぞれ右欄に掲げる図を省略することができる。この場合、省略

した図及びその理由を、願書の「意匠の説明」の欄に記載しなければならな

い。 

                                                   
1 特許庁・手引き 10 頁参照。  
2 特許庁・手引き 18 頁参照。  
3 意匠審査基準凡例参照。  
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正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図 

左側面図と右側面図が同一又は対称の

場合 

一方の側面図 

平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図 

 

 等角投影図法、斜投影図法によって作成される場合（意匠法施行規則様式６

備考９）  

立体的な形態の意匠を、等角投影図法又は斜投影図法によって、下記表の

左欄に掲げられる図を記載する場合には、右欄に掲げる図の全部又は一部を

省略できる。斜投影図法により表した場合は、キャビネット図又はカバリエ

図の別及び傾角を、各図ごとに、願書の「意匠の説明」の欄に記載しなければ

ならない。 

正面、平面及び右側面を表す図 正面図、平面図又は右側面図 

背面、底面及び左側面を表す図 背面図、底面図又は左側面図 

正面、左側面及び平面を表す図 正面図、左側面図又は平面図 

背面、右側面及び底面を表す図 背面図、右側面図又は底面図 

正面、右側面及び底面を表す図 正面図、右側面図又は底面図 

背面、左側面及び平面を表す図 背面図、左側面図又は平面図 

正面、底面及び左側面を表す図 正面図、底面図又は左側面図 

背面、平面及び右側面を表す図 背面図、平面図又は右側面図 

 

 意匠が平面的な形態の場合（意匠法施行規則様式６備考 10）  

平面的なものを表す図面は、表面図と裏面図のみで一組とされるが、表面

図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には、裏面図

を省略できる（同ただし書き）。この場合、省略した図及びその理由を、願書
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の「意匠の説明」の欄に記載しなければならない。  

 

 いわゆる「長尺物」、「地もの」の場合（意匠法施行規則様式６備考 12）  

棒材、線材、板材、管材等のように、素材、部材等であって同じ形状又は

模様が一方向（上下又は左右方向）にのみ連続又は繰り返し連続するもの（い

わゆる「長尺物」）4や、織物地、網地、レース地、合成樹脂地等のような、い

わゆる「地もの」であって、形状又は模様が繰り返し連続するもの 5を表す場

合は、その「連続する状態が明らかにわかる部分」についてのみ、作図すれば

足りることから、その他の部分については、図面の記載を省略することがで

きる。 

この場合、形態が連続する旨等 6を、願書の「意匠の説明」の欄に記載しな

ければならない。 

 

 極めて長い部分を有するものの場合（意匠法施行規則様式６備考 13）  

 巻尺や建築用板材等のように、長さは限定されているが、極めて長い部分

を有していることから、所定の範囲で作図することが困難であって、かつ、そ

の極めて長い部分の中間部分を一部省略（中間省略）したとしても、意匠が明ら

かにわかる場合には、当該中間部分を省略できる 7。この場合、願書の「意匠の

説明」の欄に図の一部を省略した旨、及び省略箇所の図面上の寸法を記載しなけ

ればならない。 

 

【Ｂ】審査基準に記載がある場合 

 大型の機械等、大型の車両等の重量物の場合（意匠審査基準 21.1.2（１）⑩

（ iii）ハ、ニ）  

                                                   
4 特許庁・手引き 92 頁参照。長尺物については、単に長尺に製造され、使用時に端部加工される素

材、部材であって、長さの程度や端部形状を意匠の要旨認定上、不問とすることができる特殊な物品

であるから、とされている。したがって、端部加工が施されたものは、これには該当しない。  
5 特許庁・手引き 95 頁参照。  
6 「地もの」であって、四方に繰り返し連続する場合には、原則として、連続する旨の記載は不要で

あるが、図面等において表した部分の大きさを、「意匠の説明」の欄に記載しなければならない（特

許庁・手引き 96 頁）。  
7 より具体的には、特許庁・手引き 99 頁参照。さらに、同 101 頁によると、電源コードについては、

それ自体に特徴がなく、物品全体に占める割合も小さく、意匠の要旨認定に影響を及ぼさないことか

ら、それ全体を省略できる、ともしている。  
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大型の機械等であって、設置又は定置してあるために、常時は底面を見る

ことができないもの、大型の車両等の重量物であって、通常は底面を見られ

ることがなく、底面図がなくても意匠を正確に把握することができるものの

場合、底面図を省略できる。 

 

 部分意匠の意匠登録出願をする場合であって、正面図、背面図、左側面図及

び右側面図が同一の場合（意匠審査基準 71.2.2（２）④）  

背面図、左側面図及び右側面図を省略することができる。  

この場合、願書の「意匠の説明」の欄に、省略した旨を記載しなければなら

ない。 

 

 意匠法第２条第２項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示され

る画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の出願の場合（意匠

審査基準 71.2.2（２）⑤）  

いわゆる「画像意匠」について出願する場合、画像図以外の意匠に係る物品

を表す一組の図面又は一部の図を省略することができる。物品本体の形態を

表す一組の図面は、物品の説明をしているのであって、画像図の位置・大き

さ・範囲の特定には影響を及ぼさず、また、「意匠に係る物品」の欄の記載の

みからは理解が困難な物品や新規な物品である場合であっても、願書の「意

匠に係る物品の説明」の欄で詳細に説明されていれば、物品の認定が可能で

あるから、これらの図面を省略したとしても、意匠の特定に影響はないと考

えられているためである 8。 

この場合、願書の「意匠の説明」の欄に、省略した旨を記載しなければなら

ない。 

 

 部分意匠の出願であって、「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他

の部分」のみが表れる場合  

部分意匠について出願する場合には、「意匠登録を受けようとする部分」以

外の「その他の部分」は、意匠に係る物品がどのようなものか、また、意匠登

                                                   
8 特許庁・手引き 72 頁参照。  
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録を受けようとする部分の物品全体における位置・大きさ・範囲が特定でき

る程度に表されている必要があるが、意匠の特定に影響がない範囲において、

その他の部分のみが表れる図を省略することが可能である 9。ただし、省略可

能な図は、「ａ 正面図又は背面図のいずれか一方」、「ｂ  左側面図又は右

側面図のいずれか一方」、「ｃ 平面図又は底面図のいずれか一方」のいずれ

かに該当するものに限られている（意匠審査基準 71.2.2（２）⑥）。 

この場合、願書の「意匠の説明」の欄に、省略した旨を記載しなければなら

ない。 

 

 トランプ等の模様であって、特別な模様でない場合 10 

トランプ等の模様のうち、キングカード等の特別な模様のカード以外の普

通の数字カードであって、従来一般に使用されている図柄であれば、図の記

載を省略することができる。 

 

（ii） 世界知的所有権機関（WIPO） 

意匠の国際出願の出願人は、その出願に、「国際出願の対象である意匠の

一の複製物又は出願人の選択による二以上の異なる複製物」を含めなければ

ならない、とされている（ジュネーブ改正協定 11第５条(1)(iii)参照。）。ま

た、複製物の数について、共通規則第９規則(1)(a)は、「出願人の選択によ

り、意匠そのもの又は意匠を構成する一若しくは二以上の製品の写真又は他

の図示的表現の形式によるものとする。同一の製品は、異なる角度から表す

ことができる。」とし、また、同(3)(b)は、「締約国は、意匠又は製品が平面

的なものである場合には一より多くの図を、立体的なものである場合には六

より多くの図を要求することができない。」と規定している。  

図面ガイダンス４頁では、立体物については六面図を、平面なものについ

                                                   
9 特許庁・手引き 65 頁参照。  
10 特許庁・手引き 110 頁参照。  
11 ハーグ協定には、ジュネーブ改正協定の他、「ロンドン改正協定」、「ハーグ改正協定」が存在す

るが、わが国においては、ジュネーブ改正協定が発効していることから、以下、 WIPO に関する記述で

は、ジュネーブ改正協定についてのみ、言及することとする。なお、ジュネーブ改正協定は、共通規

則及び実施細則によって補足されている。  
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ては、表面と裏面の２図を提出するか、それらに代えて斜視図を提出した方

がよいとしている。そして、同６頁では、物品のある面が他の面と同一又は

対 称 の 場 合や 、 あ る 面 が 平 坦で あ る か 、 装 飾 が施 さ れ て い な い （ non-

ornamental）場合には、その図面の提出を省略し、どの図面をなぜ省略した

のかを、「説明」（Description）の欄に明記することを推奨している。 

共通規則第９規則 (2)(a)は、複製物に関する要件として、「複製物は、意

匠の詳細のすべてを明確に識別でき、かつ、公表できる品質のものとする。」

と規定しているが、どの程度まで明確に表現するかは出願人若しくは各指定

締約国に委ねられており、実際に国際登録されている事例の中には、わが国

の基準に照らすと、具体的な意匠を導き出せないと判断されるようなものも

多数含まれる、との指摘もある 12。 

（iii） 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

CDR 第 36 条(1)(c)は、共同体意匠の出願における、願書の必須記載事項の

一つとして、「複製に適した意匠の表示」（ a representation of the design 

suitable for reproduction）を挙げ、CDIR 第 4 条(2)は、「意匠の表示には、

７を超える異なる意匠の図を含めることはできない。」と規定している。  

そして、「Guidelines for Examination of Registered Community Designs」

のうち、共同体意匠出願ガイドライン５は、保護範囲が明確かつ正確に確定

できるよう、図面が自己充足（self-contained）していなければならないとし

ている 13。そして、意匠を表現するための図面として、「 aspect views」（「斜

視図、正面図、平面図、右側面図、左側面図、背面図、底面図」）の提出を推

奨している 14。ただし、出願が意匠のすべての面を開示している必要はなく、

「aspect views」の使用は、あくまで「推奨される」（recommended）に過ぎな

                                                   
12 平成 25 年度意匠委員会第２委員会外国部会「ハーグ協定ジュネーブアクトの実務と留意点」パテン

ト 67 巻 10 号 68 頁（ 2014 年）参照。  
13 The graphic representation must be self-contained in order to determine with clarity and 

precision the subject-matter of the protection afforded by the registered Community design 

to its holder. 
14 In accordance with the Common Practice (CP6), use of aspect views of the design is 

recommended. Aspect views are defined under the Common Practice (CP6) as showing the design 

from certain directions (angles), and encompass the following: perspective view, front 

view, top view, right side view, left side view, back view and bottom view. 
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いことから、ある一方向からの図面さえあれば、出願するには十分である 1516。 

願書中に図面を省略した旨を記載することはできるが、当該記載は任意的

な記載事項であって、必須ではない（CDR36 条(3)(a)を参照。）。 

CDR、 CDIR、共同体意匠出願ガイドラインのいずれにも、図面の省略その

ものに関する記載は見受けられなかったが、下記２つの場面では、図面の記

載の一部を省略できると考えられる。 

 

 出願に係る意匠が反復する表面模様である場合  

CDIR 第 4 条(3)は、出願に係る意匠が反復する表面模様である場合、当該模

様がどのように無限に連なるのかが分かるように 17（共同体意匠出願ガイドラ

イン 5.6.1）、反復する表面の全体の模様及び十分な部分を示していなければ

ならないと規定していることから、当該部分以外の部分については、図面の

記載を省略できるものと考えられる。 

 

共同体意匠出願ガイドライン 5.6.1 に挙げられている事例 

（RCD No. 2321232-0002） 

Indication product: Fabrics      Locarno classification: 05.05 

 

 

                                                   
15 ただし、特に分解状態を示す参考図や断面図といった、他の種類の図面（ non-traditional types 

of view）のみでは、出願できないとしている（ However, other (non-traditional) types of view, 

in particular exploded views (see paragraph 5.2.2 below) and sectional views (see paragraph 

5.2.5 below), cannot be filed on their own.）。  
16 For the purpose of filing a design, it is sufficient to file only one aspect view. 
17 in order to show how this pattern is infinitely multiplied 
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 クレームされていない中間部分である場合  

共同体意匠出願ガイドライン 5.3.1 には、「意匠全体の長さ（すなわち、中

間部分の長さ）をクレームしていないことを示すために、破線を使用するこ

とができる」18と記載されていることから、クレームされていない中間部分に

ついては、図面の記載を省略できると考えられる。  

 

共同体意匠出願ガイドライン 5.3.1 に挙げられている事例 

（RCD No. 2509430-0001） 

Indication product: Bath tubs      Locarno classification: 23.02 

 

 

なお、図面等が意匠の一部のみを開示している場合、図面等で表現されて

いない部分は、クレームされていないと考えられ、図面等で表現されている

部分のみの権利であると解釈されるという 19。 

この点、意匠ディレクティブ前文 (11)では、「保護は、製品の全体又は部

分の意匠的特徴で出願書類において視覚的に示され、関係書類の公告又は参

照によって公衆の利用に供され、登録によって意匠権者に与えられる。」と

されており、図面で明確に認識されない箇所は、その新規性又は独自性に貢

献しえないと解される。 

  

                                                   
18 For ease of illustration, broken lines may also illustrate separations, indicating that 

the precise length of the design is not claimed (intermediate length). 
19 Decision of the Invalidity Division of 18 May 2009 - ICD000005155 – radiators【審判決例

A04】、意匠権の効力範囲 51 頁参照。  
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（iv） 米国特許商標庁(USPTO) 

米国特許規則 1.152 は、意匠特許の出願には、「意匠の外観の完全な開示

を構成するのに十分な数の図を含まなければならない。」と規定しているこ

とから、クレームされている意匠が完全に開示されていると考えられる場合

には、図面の一部を省略することが可能であると考えられる。  

MPEP1503.02 I では、「当該図は、正面、背面、上面、底面及び側面の図が

含み得る。」とされており、下記の場合には、一部の図面の提出が不要とさ

れている。 

一 般 に 、 図 面 の 省 略 に つ い て 、 図 の 説 明 に 記 載 す る 必 要 は な い が 、

MPEP1503.01 II は、図の説明として、「(A) 図面の開示に示されていないク

レームされている意匠の部分の外観に関する説明」や「(B) クレームされて

いる意匠の一部を構成しないとして、図面に示されていない物品の部分を放

棄する説明」等を記載できるとしており 20、実務上も、ある図面を省略する場

合には、他の図面と同一又は対称である旨等が記載される。  

なお、意匠特許出願ガイドラインの６頁以降には、「ジュエリーキャビネ

ット」に係る意匠について、具体的な開示例（ Disclosure Examples）が示さ

れていることから、下記であわせて紹介する。  

 

  斜視図が提出された場合（意匠特許出願ガイドライン４頁） 

米国意匠特許出願では、立体的な意匠の外観を明確に示すため、斜視図を

提出することが可能であり、推奨されている。そして、「斜視図が提出され

た場合において、斜視図において表示された表面が明確に理解され、十分に

開示されているのであれば、通常、斜視図に表示された表面を他の図に描写

する必要はない。」とされている。 

 

                                                   
20 特に、 (A)については、「当初に提出された意匠出願においてなされていなければならず、また、新

規な事項とみなされるので、出願提出後の補正によって追加することはできない。」とされている。  
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  他の図の単なる複写である場合（MPEP1503.02 I、意匠特許出願ガイドライ

ン４頁） 

MPEP1503.02 I では、例えば、「意匠の左右側面が同一又は鏡像である場合」

に、一方の側面の図を提出すればよいとされている。この場合、その旨を図

の説明に記載することとされている。 

 

  平坦かつ表面装飾を含まない場合（MPEP1503.02 I、意匠特許出願ガイドラ

イン４頁） 

MPEP1503.02 I では、底面が平坦で、かつ、表面装飾のないものであれば、

そ の 旨 を 図 の 説 明 に 記 載 し 、 省 略 す る こ と が で き る と さ れ て い る

（MPEP1504.04 I も参照。）。また、平面的な形態であって、裏面が無模様の

ものは、裏面の図を省略することが可能であると考えられる 21。 

 

意匠特許出願ガイドライン８頁に掲載されている記載例（底面図・背面図省略） 

明細書の記載例  図面の記載例  

私、John Doe は、下記の明細書に明記

されている、ジュエリーキャビネット

に係る新規な意匠を創作した。権利請

求されたジュエリーキャビネットは、

ジュエリーを保管するために使用さ

れ、箪笥の上に置くことができる。  

 

図１は、私の新規な意匠を表示するジ

ュエリーキャビネットの正面図であ

る。  

図２は、その左側面図である。  

 

                                                   
21 各国における意匠の表現 199 頁参照。  
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図３は、その右側面図である。  

図４は、その平面図である。  

ジュエリーキャビネットの背面は平坦

で、装飾が施されていない。  

 

権利請求の範囲：表わされた、ジュエリ

ーキャビネットに係る装飾的意匠。  

 

  通常の使用状態で視認できない場合（MPEP1504.04 I、意匠特許出願ガイド

ライン５頁） 

物品全体がクレームされている場合であっても、物品の販売又は使用中に

当該物品の全ての面を視認できないような場合には、全ての面についての図

面を提出する必要はない。 

 

意匠特許出願ガイドライン７頁に掲載されている記載例（底面図省略）  

明細書の記載例  図面の記載例  

私、John Doe は、下記の明細書に明記

されている、ジュエリーキャビネット

に係る新規な意匠を創作した。権利請

求されたジュエリーキャビネットは、

ジュエリーを保管するために使用さ

れ、箪笥の上に置くことができる。  

 

図１は、私の新規な意匠を表示するジ

ュエリーキャビネットの正面図であ

る。  

図２は、その背面図である。  
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図３は、その左側面図である。  

図４は、その右側面図である。  

図５は、その平面図である。  

 

権利請求の範囲：表わされた、ジュエリ

ーキャビネットに係る装飾的意匠。  

 

  長さが特定されていない場合（意匠特許出願ガイドライン 16 頁） 

図面の記載例として、下記の図が挙げられていることから、長さが特定さ

れていない場合に、図面中、物品の中間部分の記載を省略することができる

と解される。 

 

意匠特許出願ガイドライン 16 頁に掲載されている記載例  

 

 

なお、物品の使用中又は販売中において視認できる部分が、出願された図

面によって開示されていない場合であっても、当該出願が開示要件違反とな

ることはないが、開示されていない部分は、クレームされていないと解釈さ

れ、当該部分は保護範囲に含まれない（MPEP1504.04 I） 22。 

                                                   
22 意匠権の効力範囲 19 頁も参照。  
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（v） 中国国家知識産権局（SIPO） 

中国専利法第 27 条は、「意匠専利の出願には、願書及び当該意匠の図面又

は写真、及び当該意匠の簡単な説明等の書類」を提出しなければならないと

規定する。 

専利審査指南第１部分第３章 4.2 は、提出すべき図面について、意匠が立

体製品に係るものであって、設計要点が６面に係るものであれば、当該６面

の正投影図を提出しなければならないとしている。また、専利審査指南の同

箇所によると、意匠が平面の製品に係るものであって、設計要点が１面に係

るものである場合には、当該面の正投影図のみを、設計要点が２面に係るも

のである場合には、当該２面の正投影図を提出しなければならないとされて

いる。そして、下記の場合には、図面の一部を省略できるとしている。  

ただし、専利法実施細則第 28 条では、意匠の簡単な説明への記載事項とし

て、「正投影図の省略などの状況を明記しなければならない。」と規定されて

いる。 

  物品の設計要点が１又はいくつかの面にのみ係る場合（専利審査指南第１部

分第３章 4.2） 

少なくとも、設計要点の関わる面の正投影図と立体図を提出すればよいと

されている。ただし、意匠の簡単な説明において正投影図を省いた理由を明

記しなければならない。 

 

  グラフィカルユーザインターフェース（GUI）を含む製品の意匠の場合（専利

審査指南第１部分第３章 4.2） 

原則として、製品全体を表す図面を提出しなければならないとされている

が、GUI が動的なものである場合には、製品の全体を表す図面は、少なくと

も１つの状態を表すもののみを提出し、その他の状態を表すものについては、

画像を表す図面だけを提供すればよいとされていることから、製品全体を表

す図面については、一組のみ提出し、その他については省略できると考えら
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れる。 

 

  各図が同一又は対称の場合（専利審査指南第１部分第３章 4.2.4(4)(ii)） 

当該箇所の記述を整理すると、下記表のとおりである。左欄に掲げられる

場合には、それぞれ右欄に掲げる図を省略することができる。  

専利審査指南第１部分第３章 4.3(4)(1)によると、この場合、意匠の簡単

な説明に、図面を省略した具体的な理由（例えば、「対称のためや同一のため

にこれを省略する」等）を記載しなければならない。ただし、明記することが

困難な場合には、図面の省略のみを明記（例えば、大型装置に底面図がない

場合、「底面図省略」とのみ記載）してもよいとされている。 

 

背面図と正面図が同一又は対称  背面図  

左側面図と右側面図が同一又は対称  左側面図又は右側面図のいずれか一方  

平面図と底面図が同一又は対称  平面図又は底面図のいずれか一方  

大型な、又は位置が固定した装置及び

底面が通常は見えない物品  
底面図  

 

  設計要点が２つの面に係る平面製品の意匠の場合（専利審査指南第１部分第

３章 4.2.4(5)(ii)） 

この場合であって、背面図と正面図が同一又は対称の場合、若しくは背面

図に図案がない場合には、いずれか一方の図面は、提出しなくてもよい。意

匠の簡単な説明に、図面を省略した具体的な理由を記載しなければならない

点は、上記②と同様である。 

 

 



- 23 - 

 

  メジャー、型部材などのような細長い物品の場合（専利審査指南第１部分第

３章 4.2.4(6)） 

製図時に、「中間の一部の長さが省かれたものの、２本の平行する二鎖線

又は自然切断線で切断するような製図法を使用していない」場合には、図面

の内容に欠陥が存在すると認められる、との記載が存在することから、所定

の図法で意匠を表現する場合には、図面中の「中間の一部の長さ」の記載を省

略することができると考えられる。このとき、意匠の簡単な説明には、長さ

を省略した旨を記載しなければならない（専利審査指南第１部分第３章

4.3(4)(4)）。 

 

  更紗や壁紙などの平面製品の場合（専利審査指南第１部分第３章 4.3(4)(3)） 

この場合、「必要に応じて平面製品におけるユニット図案が二方向連続又

は四方向連続など限定する境界がない状況を記述する。」との記載が存在す

ることから、当該ユニット（１単位）の図案以外の部分については、図面の記

載を省略することができると考えられる。  

 

なお、意匠の簡単な説明に、図面の省略の記載がある場合には、当該図面

が開示されているものとして取り扱われる。他方で、そのような記載がない

場合には、省略された図面には権利を求める内容がないとして、意匠の認定

時には考慮されない 23。 

ただし、省略された図面が類否判断に影響するか否かは、実際の状況に基

づいて判断されるという。中国では部分意匠が保護されず、類否判断におい

ては、意匠を全体観察の上、比較対象の意匠との相違点が、意匠全体の視覚

的効果に顕著な効果を与えるか否かを総合的に判断する 24こととされている

ことから、意匠の一部のみに焦点が当てられることがないためであるとされ

る 25。 

                                                   
23 中国知識産権局意匠審査部（編）『意匠の出願と保護』（知識産権出版， 2015 年） 155 頁参照。  
24 中国における類否判断については、森 99 頁を参照。  
25 以上につき、各国の意匠の表現 260 頁参照。  
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（vi） 韓国特許庁（KIPO） 

デザイン登録を受けようとする者は、願書の他、所定の図面を提出しなけ

ればならない（デザイン保護法第 37 条第２項、デザイン保護法施行規則第 35

条）。図面は、規則［別紙第４号書式］に沿って作成されなければならないが、

デザインの全体的な形態を明確に表現しなければならない（デザイン審査基

準第２部第１章第２節 1））。デザインの表現が具体的でなく、工業上利用で

きないデザインは、デザイン保護法第 33 条第１項本文に違反し、デザイン登

録を受けることができない。 

デザイン審査基準第４部第２章第２節 11)では、下記の場合には、図面の

一部を省略したとしても、デザイン登録を受けることができるとしている。  

 

  下記表の左欄に該当する場合（デザイン審査基準第４部第２章第２節 11)） 

この場合、中央欄に記載の図面を省略することができる。このとき、右欄

のように、「デザインの説明」の欄に省略した理由を記載しなければならな

い。 

また、平面的な物品であって、裏側部分の模様がない場合には「裏側部分

は模様なし」と記載することができる。この記載がない場合には、模様がな

いものとみなされる。 

区分  提出図面  記載方法  

(1) 前面部分と裏面部分

が同じか対称である場合  
前面部分又は裏面部分  

「裏面部分は前面部分と

同じ（対称）であため省

略する」又は「前面部分

は裏面部と同じ（対称）

であるため省略する」  

(2) 左面部分と右面部分

が同じか対称である場合  
左面部分又は右面部分  

「右面部分は左面部分と

同じ（対称）であため省

略する」又は「左面部分

は右面部と同じ（対称）
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であるため省略する」  

(3) 上面部分と下面部分

が同じか対称である場合  
上面部分又は下面部分  

「下面部分は上面部分と

同じ（対称）であため省

略する」又は「上面部分

は下面部と同じ（対称）

であるため省略する」  

(4) (1)、 (2)、 (3)の他、同

じ部分が複数ある場合、  

同じ部分のうち一つの部

分  
当該理由を説明  

(5) 常に設置又は固定さ

れているため、特定部分

が視認されない場合  

特定部分を除いた残りの

部分  
当該理由を説明  

(6) 画像デザインである

場合  

画像デザインが図示され

る部分  
当該理由を説明  

 

  連続又は反復するデザインの場合（デザイン審査基準第４部第２章第２節

16)） 

立体的な物品で形状が連続するデザインや、平面的な物品で模様が連続又

は反復するデザインであるにも関わらず、図面にその連続状態が分かるよう

に図示（模様の一単位が 1.5 回以上繰り返されなければならない）されてい

ないか、「デザインの説明」の欄に形状や模様が連続する方向又は反復するこ

とについての説明がない場合には、当該デザインには工業上の利用可能性が

ないとされている。したがって、上記のような図面上の記載、「デザインの

説明」の欄における記載が存在する場合には、その他の部分の図面の記載を

省略できると考えられる。 
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デザイン審査基準第４部第２章第２節 16)に掲載されている図面の記載例  

（例）「織物生地」デザインの図面に模様が上・下、及び（又は）右・左に連続・

反復する状態を表す図示  

正しくない図示  正しい図示  

 

 

 

  長さが限定された物品の場合（デザイン保護法施行規則［別表２］３、デザ

イン審査基準第４部第２章第２節 17)） 

長さが限定された長尺の物品の一部を、二行の平行した一点鎖線で切断し

表現する等して、当該部分の図面の記載を省略することができる。この場合、

デザインの全体的な形状が明確でなく、省略した長さの表示が必要であると

認められる場合には、省略箇所の図面上の寸法を、「デザインの説明」の欄に

表示しなければならない。ただし、電線、紐、縄等のように、物品の構成主

体ではなく、付随的な構成物の長さを省略する場合には、寸法の記載は不要

である。 
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デザイン審査基準第４部第２章第２節 17)に掲載されている図面の記載例  

（例）２行以上の曲がった曲線、二点鎖線及びジグザグ線等で切断しても工業

上の利用可能性を認定  

 

 

  一組に成された物品のデザインであって、片方の形態を図示する場合（デザ

イン審査基準第４部第２章第２節 18)） 

この場合、残り片方について、「デザインの説明」の欄にその説明を記載し

た場合には、その図面を省略できると解される。デザイン審査基準の同箇所

では、「『靴』の図面に片方の形態のみが図示されており、他の片方に対する

説明がないもの」について、工業上の利用可能性がないと認められる、とい

う例が記載されている。 

なお、一部の図面が提出されていない場合であって、図面のみでは物品の

全体的な形態が明確に表現されていなかったとしても、経験則で補うことに

よって、当該デザインの要旨を把握でき、当業者がデザインを実施すること

ができる場合には、そのデザインの表現は具体的なものであると認められる

という 26。 

また、保護されるのは、図面等で表現されている部分のみであって、図面

等で表現されていない部分については、ディスクレームされたものと解釈さ

れるという 27。 

                                                   
26 各国の意匠の表現 74 頁参照。  
27 意匠権の効力範囲 120 頁参照。  
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（vii） カナダ知的財産局（CIPO） 

カナダ意匠法第４条は、願書の記載事項として、「意匠の図面又は写真、

及び意匠の説明書」を規定している。そして、図面の品質について、意匠規

則第 9.1 条(2)は、「意匠の特徴をはっきりと正確に確認することができるの

に十分な品質のものであること」（同(a)）と「意匠が適用される物品をはっき

りと正確に示していること」（同(b)）と規定している。 

意匠実務ガイド 2.4 は、図面について「物品及びデザインが明らかに分か

るのに十分な、少なくとも、一の図面又は写真を提出しなければならない」28

とし、同 6.5.1 は、「図面／写真は、意匠の特徴を明確にかつ正確に表すの

に十分な数の図面を含まなければならない。」29としている。そして、二次元

画像（two-dimensional views）、平面図（plan views）及び正面図（elevation 

views）の提出が可能であって、三次元的に意匠を開示する場合には、斜視図

を含むことが推奨される 30、としている。 

上記要件を満たしている限り、一部の図面を省略することは可能であると

考えられるが、審査官は、より明確に意匠を理解するために、追加の図面若

しくは意匠の説明（description）の記載を求めることができるとされている。  

意匠法、意匠規則、意匠実務ガイドのいずれにも、図面そのものの省略に

関する記載は見受けられなかったが、意匠実務ガイド 6.5.2 によると、少な

くとも、下記２つの場面では、図面の記載の一部を省略できると考えられる。 

 

                                                   
28 2.4 Drawings and photographs 

At least one drawing or photograph is required that is of sufficient clarity to see the 

article and the design. 
29 The drawings/photographs must include a sufficient number of views to show the features 

of the design clearly and accurately. 
30 Two-dimensional, plan and elevation views are accepted, and it is recommended that a 

perspective view of the design be included since it discloses the article in three 

dimensions. 
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  長さ・幅が定まらない物品 

この場合、長さ・幅が定まらない物品の一部を破線で表現できることから、

当該部分については、図面の記載を省略できると考えられる。この場合、意

匠の説明として、図面中に長さ・幅が定まらない部分が含まれている旨を記

載しな けれ ばな ら ない。 また 、反 復 する三 次元 的特 徴 、又は 表面 装 飾

（surface pattern）の場合には、それらが一貫して（consistently）、同間

隔（regular intervals）であることを記載しなければならない。 

 

 物品中の部分の長さが定まっていない場合  

この場合、物品の部分の長さ・幅が定まらない部分の一部を破線で表現で

きることから、当該部分については、図面の記載を省略できると解される。

この場合、意匠の説明として、図面中に長さ・幅が定まらない部分が表され

ている旨を記載しなければならない。また、反復する三次元的特徴、又は表

面装飾（surface pattern）の場合には、それらが一貫して（consistently）、

同間隔（regular intervals）であることを記載しなければならない。 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 14 頁に掲載されている図面

の記載例  
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意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 15 頁に掲載されている図面

の記載例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 16 頁に掲載されている図面

の記載例  
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意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 17 頁に掲載されている図面

の記載例  

 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 18 頁に掲載されている図面

の記載例  

 

 

図面において、物品の形態の一部が開示されていない場合には、図面等で

表現されている部分のみから意匠を認定して審査をするとされている。した

がって、開示されていない部分は存在しないものとして取扱われる 31。 

 

                                                   
31 意匠権の効力範囲 235 頁参照。  
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（２） 意匠登録出願における図面の種類及び記載要件  

（i） わが国における現状 

コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成された図は、形態が写真のように

表されたものであっても、人為的に描かれたものであるから、「図面」として

扱われる 32（第６条第２項に規定されている、いわゆる「図面代用写真」には

該当しない）。 

CG で作成された図面の場合には、形状線を表さない図も認められているが、

その場合、外形形状を明確にするために、必要に応じて、背景に彩色を施さ

なければならない場合がある。背景の彩色は、出願意匠を構成しない単一色

とし、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載しなければならない。  

また、「陰」としての明度変化を表している図については、その明度変化が

「陰」である旨を「意匠の説明」の欄に記載しなければならない。色彩を有す

る意匠に「陰」を表した図で、色彩を明確にする必要がある場合には、「陰を

付さない状態の正面図」等を加えることによって、明確にすることとされて

いる。 

なお、断面図については、通常の図面と同様に、切断面に平行斜線を引か

なければならないが（意匠法施行規則様式６備考５）、平行斜線に代えて、彩

色であらわすこともできる。この場合の色彩も、意匠を構成しない単一色と

し、その色彩で表した部分が断面の形状のみを表す旨を「意匠の説明」の欄に

記載しなければならない。 

  

                                                   
32 特許庁・手引き 33 頁参照。  
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（ii） 世界知的所有権機関（WIPO） 

意匠の複製物の形式について、共通規則第９規則 (1)(a)が「写真又は他の

図示的表現」と規定しており、その表現については、実施細則第 404 節(b)が、

「図示的表現は、製図器又は電子的手段で作成された専門的水準のものでな

ければなら」ない、とのみ定めており、その他に制限を設けていない。特許

庁『ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願の手続』 19 頁

（2015 年）では、「登録を求める意匠の複製物は、意匠の写真、その他のグ

ラフィック表現が可能です。」とされていることから、 CG によって作成され

た複製物（図面）の提出も可能である。 

 

（iii） 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

CDR 第 36 条(1)(c)は、「意匠の表示であって、複製に適したもの。」を出願

に含めなければならないとし、CDIR 第４条(1)は、「意匠の表示は、意匠を白黒

又は色彩付きで、図形又は写真によって複製したものでなければならない。」と

規定している。 

意匠は、中間色背景の上に表現されていなければならず、インク又は修正液

による加筆修正を行ってはならない（CDIR 第４条(1)(e)、共同体意匠出願ガイ

ドライン 3.3.1）。ここで「中間色背景」として求められるのは、意匠がその図

面中で特定できるように、その背景から明確に区別できることである 33。 

CG 作成図については、共同体意匠出願ガイドライン 3.3.1 が、複製に適して

いれば、コンピュータで作成された表現も認められるとしており 34、上記要件は、

CG 作成図の場合にも適用される。 

 

                                                   
33 The background in a view is considered neutral as long as the design shown in this view 

is clearly distinguishable from its environment without interference from any other object, 

accessory or decoration, whose inclusion in the representation could cast doubt on the 

protection sought. 
34 Drawings, photographs (except slides), computer-made representations or any other 

graphical representations are accepted, provided they are suitable for reproduction, 

including on a registration certificate in paper format. 
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（iv） 米国特許商標庁（USPTO） 

MPEP1503.02 V は、意匠の表現形式について、「図面は、通常、白紙に黒イ

ンクで表現されたものを提出することが要求される。」としている（米国特許

規則 1.84(a)(1)も 参照。） 。写真 は 通常は許 可され ず （米国特 許規則

1.84(b)(1)）、発明がインク図面において表現不可能であるか、発明が写真

に お い て 一 段 と 明 瞭 に 示 さ れ る 出 願 で あ る 場 合 に の み 、 受 理 さ れ る

（MPEP1503.02 V）。なお、写真によって意匠を表現する場合、当該写真は、

出願に係る意匠のみを表したものでなければならず、その周囲の構造等を含

んではならない（規則 1.152）。 

また、彩色写真又は彩色図面は、それを提出する必要がある理由を説明す

る申請書とともに提出され、当該申請書が承認された場合に限り、受理され

る（米国特許規則 1.84(a)(2)、(b)(2)）。この場合の申請の理由としては、

通常、「色彩がクレームされている意匠の一体部分であること」を理由とする

ものでなければならず、その他の説明は通常、受理されない。  

上記要件を満たす限りにおいて、意匠を CG で表すことは可能である。ただ

し、CG 作成図で意匠特許出願をした場合には、図面による場合に比べ、権利

範囲が狭く解釈されるおそれがあるとの指摘がある 35。 

 

（v） 中国国家知識産権局（SIPO） 

意匠の表現形式として、専利審査指南第１部分第３章 4.2.2「製図」では、

「図面はコンピュータを含めた製図道具を使って作成して良」く、「コンピュ

ータにより製図した意匠設計図は、図面の解像度が明瞭の要件を満足しなけ

ればならない。」と記載されている。したがって、CG 作成図の提出が可能で

ある。 

CG 作成図特有の取扱いはないが、実務上は、写真を提出する場合とほぼ同

様に考えられているという。 

意匠を写真で表す場合には、その背景は単一のものでなければならず、意

                                                   
35 「実務家のための出願ガイドライン」 36 頁参照。  
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匠以外の内容が表れないようにしなければならない。また、背景と物品の着

色の間の境界が明らかとなるように、明度差がなければならない（専利審査

指南第１部分第３章 4.2.3）。CG 作成図の場合にも、同様のことが求められ

ると考えられる。 

 

（vi） 韓国特許庁（KIPO） 

デザイン保護法第 37 条第３項によると、意匠の表現形式としては、図面の

他、写真又は見本が認められる。意匠の表現手法としては、CG 作成図や 3D

モデリング図面の提出も認められている。  

CG 作成図特有の取扱いはなく、一般的な図面要件との差異はあまりないと

考えられる。 

デザイン表面の形状を陰影で表現するために、細線 36、点、濃淡を使用す

る場合であって、それらが模様と混同される場合には、その旨を「デザイン

の説明」の欄に記載しなければならない（デザイン審査基準第４部第２章第２

節 8）(2)）。このことは、3D モデリング図面を含むすべての図面について適

用されることから、CG 作成図の場合にも同様である。 

意匠を写真で表す場合に、物品の背景、陰影、他の物品等が写っており、

デザインが正確にわからない場合には、デザインの表現が具体的ではなく、

工業上利用できないデザインとして、デザイン保護法第 33 条第１項違反とな

る（デザイン審査基準第４部第２章第２節 4）(2)）。CG 作成図でも同様であ

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

                                                   
36 デザイン審査基準第４部第２章第２節 8）では、［審査官参考］として、「 i)デザインを表現する

のに使用される線よりも細い線が重ねて使用されている場合」と「 ii)形状又は模様線とつながってい

ない細い線が使用されている場合」には、模様を構成しない陰影線であると判断できるとされてい

る。  
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デザイン審査基準第４部第２章第２節 8） (2)に掲載されている図面の記載例  

（例１）図面内に陰影を表現し、「デザインの説明」の欄に「図面内に表現され

た細線は、平面であることを表すための陰影線」と書いたもの  

「水中カメラ用レンズ」  

 

［図面 1.1］  

 

［図面 1.2］  

 

［図面 1.3］  

 

（vii） カナダ知的財産権局（CIPO） 

カナダ意匠法第４条は、意匠の表現形式として、「図面又は写真」を規定し

ている。「図面又は写真」は、意匠の特徴をはっきりと正確に確認することが

できるのに十分な品質であって（意匠規則第 9.1 条(2)(a)）、物品を単独で

示していなければならず（同(c)）、白黒で複製できるものでなければならな

い（意匠規則第 12 条(1)、意匠実務ガイド 6.5.1）。 

陰影が模様と間違えられる場合には、意匠を構成する特徴を特定するもの

（意匠規則第９条(2)(c)）として、陰影である旨を意匠の説明に記載するこ

とが推奨される。 

CG 作成図特有の取扱いはなく、上記要件を満たしていれば、CG 作成図の提

出も認められると考えられる。 

なお、図面又は写真は、カラーでも提出可能であるが、色彩については権

利の主張ができず、出願及び登録時には白黒になるとされている 37。 

  

                                                   
37 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）「＜カナダ法務情報＞カナダの知的財産法の構造、運用

と保護」（ 2011 年） 54 頁参照。  
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（３） 意匠登録出願における参考図の取扱い 

（i） わが国における現状 

 法令上の位置づけ 

意匠法施行規則３条様式６備考 14 は、一組の図面のみでは、「その意匠を

十分に表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡

大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助け

るために必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加え

る。」としている。 

一組の図面のみでその意匠を十分に表現することができない場合としては、

例えば、表面に凹凸のある意匠等が挙げられる。このような場合には、一組

の図面のみでは、その形態を十分に表現したことにはならないため、断面図

や端面図等の「その他の必要な図」を加えることによって、その表面の形態を

表現する必要がある。 

「その他の参考図」は、一組の図面の他に、物品の説明や透明部を示すた

めに補足的に図を用いる必要がある場合に用いる図面である。特許庁・手引

きでは、「各部の機能等を示す参考図」、「使用状態を示す参考図」、「透明

部を示す参考図」、組合せ断面図を作成する際の切断箇所を示す参考図、部

分意匠における「操作部等を説明する参考図」について解説されている。これ

らの参考図は、出願に係る意匠の形態そのものを表す図ではないことから、

「中心線、基線、水平線、影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するた

めの指示線、符号又は文字その他意匠を構成しない線、符号又は文字」を記

入することが可能である（意匠法施行規則３条様式６備考７参照。）。また、

参考図の場合には、その図面の表示に参考図である旨を明示しなければなら

ない（同備考 21 参照。）。 

一般に、「一組の図面」（一組の六面図）と「その他の必要な図」は、いず

れも意匠の形態を表現する上で必要な図であることから、あわせて「必要図」
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と称される 38。また、「その他の参考図」は、「参考図」と称して、必要図と

は区別される 3940。 

 

  審査基準等における取扱い 

参考図の取扱いについて、意匠審査基準等にまとまった記載は見られない

が、例えば、下記のような言及は見られる。  

 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の形態の認定における取扱

い 

部分意匠の出願 41における、意匠登録を受けようとする部分の形態の認定

について、「『意匠登録を受けようとする部分』の形態は、全体意匠と同様に、

一組の図面及び断面図、斜視図等その他必要な図及び使用の状態を示した図

等その他の参考図に基づいて認定する。」との言及がある 42（71.3（４）②）。  

 意匠法第３条の２の適用における取扱い  

審査基準 24.1.2 は、意匠法第３条の２の規定の適用について、参考図中の

記載は、その適用の基礎にならないとしている。参考図中で、先願に係る意

匠として開示された意匠以外の意匠は、補正によって内容が変動する可能性

                                                   
38 吉田親司『意匠の実務』（経済産業調査会， 2015 年） 161 頁参照。小谷「〔輪ゴム〕事件評釈」 53 頁

は、「一組の図面」（一組の六面図）を「必須必要図」、「その他の必要な図」を「付加必要図」と

し、これらをあわせて「必要図」と称している。  
39 ただし、高田 332 頁は、「附加すべき図面」の項で、一組の図面「だけではその意匠が十分表現で

きない場合には展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、参考図等を附加しなければなら

ぬ」として、上述の付加必要図と参考図とを区別していない。また、同 334 頁でも、「斜視図」を独

立した項で解説しつつ、その直後の「参考図」の項で、「参考図には斜視図が用いられることが多

い。斜視図は意匠を理解する上に非常に役立つものであるから、難解な意匠には斜視図を参考図とし

てできるだけつけてほしい。」と記述している。  
40 ただし、図面の表示が「参考図」であることを示している場合であっても、図面の内容が必要図で

あると解される場合には、必要図として取り扱われることもある（特許庁審決平成 13 年 6 月 14 日不

服 2000-2524〔植木鉢台〕【審判決例 C01】、特許庁審決平成 20 年 4 月 30 日補正 2007-500010〔包装

用容器〕【審判決例 C02】等参照。）。  
41 なお、「参考図で意匠登録を受けようとする部分を特定することはできない。」との記載もある

が、これは、備考 11 において、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、一組の六面図で表

現されなければならない旨、定められていることによるものである。  
42 「全体意匠と同様に」とあるが、全体意匠に関する意匠の認定に相当する箇所には、同趣旨の記述

は見受けられなかった。  
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があり、そのような不安定なものに基づく後願の排除は、後願の出願人に不

利益となり、また、説明的に加えられたものに創作の価値を認めて後願を排

除することは、意匠法第３条の２の規定の趣旨に反するためである。 

 画像を含む意匠の出願における取扱い 

画像を含む意匠の出願では、その画像に係る物品の機能及び操作の説明を、

「意匠に係る物品の説明」の欄に記載しなければならないところ（意匠法施行

規則３条様式６備考 40）、特許庁・手引き 119 頁は、この説明に代えて、「操

作部等を説明する参考図」等を提出することができるとしている。また、液

晶表示盤に関する意匠の場合には、参考図において、通電によって現れる図

形等、不透光部分等を表すことができる（特許庁・手引き 149 頁）。 

意匠審査基準 74.7.1.5 では、「物品の異なる機能のための複数の画像や、

形態的な関連性の認められない複数の画像については」、一意匠とは認めら

れないとしつつ、そのような場合であっても、「一意匠として認められない

画像を表す図のうち、意匠の理解を助けるために用いることのできるものに

ついては、参考図とすることが認められる。」とされている。 

 

  審決例・裁判例における取扱い 

 形態の認定における取扱い 

裁判例においては、一組の図面が意匠の認定の基礎とされることに争いは

ない。したがって、そもそも一組の図面に矛盾や不一致が存在し、一の意匠

を特定することができない場合には、工業上の利用可能性の要件を満たさな

い 43。また、一組の図面と参考図の間に矛盾があるような場合であっても、

一組の図面によって意匠を特定できる場合には、参考図の記載は誤記である

                                                   
43 知財高判平成 19 年 1 月 30 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行ケ）第 10451 号）〔鍵材〕参照。  
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として、工業上の利用可能性を満たすと認められる 44,45。 

他方で、参考図と一組の図面との間に、矛盾が見られない場合には、意匠

の認定において参考図も参照され得る。例えば、知財高判平成 17 年 9 月 13

日裁判所ウェブサイト（平成 17 年（行ケ）第 10165 号）〔輸液バッグ審決取

消訴訟〕【審判決例 C04】46は、「参考図と六面図との間に明らかな矛盾がある

といった特段の事情がない限り（参考図と六面図との間に矛盾がある場合に

参考図に基づいて意匠を認定することは、必須図面である六面図に基づく認

定に反した誤った認定となるが、本件においては、両者に矛盾があるとは認

められない。）、六面図とともに参考図をも参照して意匠を認定すべきこと

は、上記備考 14 の趣旨に従い立体的な意匠を的確に把握するために当然のこ

とというべきである。」として、参考正面図を参照して、意匠の認定を行っ

た 47, 48。 

近時の裁判例では、知財高判平成 21 年 7 月 21 日裁判所ウェブサイト（平

成 21 年（行ケ）第 10036 号）〔輪ゴム〕【審判決例 C05】は、必要図から導か

れる出願意匠と引用意匠に「需要者に注目される大きな違いがある」としたの

とは別に、さらに、使用状態参考図を参照して、出願意匠の「使用形態」を認

定し、引用意匠のそれと差異があるとして、出願意匠と引用意匠が非類似で

                                                   
44 東京高判平成 15 年 4 月 14 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 374 号）〔建築構造材用継

手〕【審判決例 C03】参照。同事件では、一組の六面図と斜視図との矛盾も指摘されていたが、斜視図

の記載についても同様に判断された。前掲〔鍵材〕事件でも、参考斜視図と必須図面たる六面図が一

致しない場合には、出願に係る意匠は、六面図によって特定されると述べられている。  
45 ただし、審査段階での判断ではあるが、参考図に表される意匠の色彩と、一組の六面図に表される

意匠の色彩が異なることから、「参考図を本願の理解のために参考とすると、本願の色彩を特定する

ことができません。」として、工業上利用することができる意匠に該当しないとされたものがある

（特許庁審決平成 26 年 10 月 28 日不服 2014-5214〔携帯情報端末機〕【審判決例 C30】参照。）。  
46 同日付の関連する判決として、平成 17 年（行ケ）第 10403 号、平成 17 年（行ケ）第 10421 号、平

成 17 年（行ケ）第 10422 号がある。また、関連する侵害訴訟事件の判決として、大阪地判平成 16 年

7 月 15 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（ワ）第 8765 号）〔輸液バッグ侵害訴訟〕があるが、同事

件では、「もとより、登録意匠の権利範囲を確定する上で、参考図はあくまで参考にとどまるが、同

参考図によれば、基本的構成態様⑤が、本件登録意匠の構成中において、少なくとも無視されるべき

構成でないことは認められるといえる。」としている。  
47 その他、同旨を述べる判決として、東京高判平成 15 年 9 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年

（行ケ）第 57 号）〔包装用容器〕（「展開状態を示す参考図」を参照した事例）がある。  
48 その他、一組の六面図の作図上の表現を明らかにする際に、分解状態を示す参考図を参照した事例

として、東京高判平成 14 年 3 月 28 日裁判所ウェブサイト（平成 13 年（行ケ）第 187 号）〔金網〕（同

日付の関連する判決として、平成 13 年（行ケ）第 188 号、平成 13 年（行ケ）第 211 号、平成 13 年

（行ケ）第 213 号、平成 13 年（行ケ）第 214 号、平成 13 年（行ケ）第 215 号、平成 13 年（行ケ）第

216 号）が、出願意匠の具体的態様のうち、使用態様を認定する際に、使用状態を示す参考図を参照

した事例として、知財高判平成 18 年 5 月 31 日裁判所ウェブサイト（平成 17 年（行ケ）第 10823 号）

〔横葺屋根板〕（同日付の関連する判決として、平成 17 年（行ケ）第 10824 号、平成 17 年（行ケ）第

10859 号）等がある。  
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あると判断した。 

他方で、知財高判平成 28 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 27 年（ネ）

第 10077 号）〔包装用箱〕【審判決例 C31】では、意匠に係る物品が包装用箱で

あるところ、被告は、その組み立て前の状態を表した参考図が存在すること

を根拠に、登録意匠が動的意匠であって、時間軸に沿った全体を総合的に観

察して、登録意匠を認定すべきであると主張したが、裁判所は、「被告がそ

の根拠とする本件各参考図は、あくまで参考図であって、意匠登録を受けよ

うとする意匠の理解を助ける目的で記載されたものにすぎ」ず、出願及び公

報に動的意匠であることが示されておらず、また、六面図及び斜視図のいず

れにも組立経過中のものが示されていなかったことから、被告の当該主張を

認めなかった。 

 類否判断における取扱い 

意匠法第３条第１項第３号の類否判断における共通点及び差異点の認定・

評価、侵害事件における意匠の要部認定に際して、「使用状態を示す参考図」

（いわゆる、「使用状態参考図」）を参照し、意匠に係る物品の実際の使用状

態を認定する事例は、多数、見られる 49。例えば、本願意匠と引用意匠の差

異点について、使用状態参考図を参照して、出願意匠と引用意匠の差異点は、

物品の使用時には、外観上現れなくなるとして、看者に強い印象を与えると

は認められないとした事例がある（東京高判平成 15 年 12 月 18 日裁判所ウェ

ブサイト（平成 15 年（行ケ）第 355 号）〔法張りブロック〕【審判決例 C06】

参照。）。 

なお、類否判断に関わるものではないが、視覚性要件について判断した裁

                                                   
49 同様の趣旨で使用状態参考図を参照したと考えられる裁判例として、やや曖昧ではあるが、東京高

判平成元年 4 月 27 日判時 1324 号 135 頁（昭和 63 年（行ケ）第 250 号）〔額縁用枠材〕【審判決例

C32】が、その他、東京高判平成 15 年 2 月 24 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 422 号）

〔道路用防獣さく〕【審判決例 C07】、知財高判平成 21 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 20 年

（行ケ）第 10332 号）〔基礎杭〕【審判決例 C33】、大阪地判平成 24 年 5 月 24 日判時 2179 号 118 頁

（平成 23 年（ワ）第 9476 号）〔角度調整金具用浮動くさび〕【審判決例 C08】、知財高判平成 24 年 1

月 16 日裁判所ウェブサイト（平成 23 年（行ケ）第 10264 号）〔穀類乾燥機用集塵器〕【審判決例

C09】、部分意匠の事例として、知財高判平成 18 年 7 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行

ケ）第 10004 号）〔スポーツ用シャツ〕【審判決例 C10】等がある。  
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判例 50、創作非容易性要件について判断した裁判例 51、補正の適否について判

断した審決例 52において、物品の用途・性質等を認定する際に、使用状態参

考図を参照した事例が見られた。 

 分割出願の適否に関する事案における取扱い  

分割出願に関する事案ではあるが、知財高判平成 18 年 8 月 24 日判時 2002

号 137 頁（平成 18 年（行ケ）第 10136 号）〔ピアノ補助ペダル〕【審判決例 C12】

は、意匠法第 10 の２第１項で規定される、親出願に含まれる「二以上の意匠」

について、その判断においては、「展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、

斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図中に、『意

匠登録を受けようとする意匠』とは別の意匠が記載されているとしても」、

「検討されるべき対象になるものではない。」と判断している 53。 

 画像を含む意匠の出願における取扱い 

知財高判平成 26 年 9 月 11 日判時 2250 号 71 頁（平成 26 年（行ケ）第 10072

号）〔携帯情報端末〕【審判決例 C13】 54では、出願意匠に含まれる画像部分で

表示される動画について、「願書にはその内容が特定されておらず、動画の

表示態様が参考図に示されているにすぎないことからすれば、その内容自体

は当該物品の操作の用に供されるものではなく、当該物品とは独立した内容

                                                   
50 知財高判平成 18 年 3 月 31 日判時 1929 号 84 頁（平成 17 年（行ケ）第 10679 号）〔コネクター接続

端子〕等。  
51 知財高判平成 18 年 9 月 20 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行ケ）第 10088 号）〔金属製ブライ

ンドのルーバー〕、知財高判平成 21 年 8 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 21 年（行ケ）第 10032

号）〔弾性ダンパー〕、知財高判平成 23 年 12 月 15 日判時 2146 号 125 頁（平成 23 年（行ケ）第

10239 号）〔印刷用はくり紙〕【審判決例 C11】（同日付の関連する判決として、（平成 23 年（行ケ）第

10240 号））等。  
52 「意匠に係る物品の説明」の欄の追記について判断した事案として、特許庁審決平成 18 年 6 月 14

日補正 2006-50001〔エアゾール容器用ホルダー〕、特許庁審決平成 23 年 8 月 10 日不服 2011-3209

〔盗難防止用保安器具〕【審判決例 C34】（同日付の関連する審決として、不服 2011-3210）等、必要図

中の意匠の補正について判断した事案として、特許庁審決平成 19 年 6 月 11 日補正 2006-50023〔イン

クリボンカートリッジ〕【審判決例 C35】等。  
53 知財高判平成 20 年 4 月 14 日裁判所ウェブサイト（平成 19 年（行ケ）第 10321 号）〔包装用紙〕も

同旨。  
54 同日付の関連する裁判例として、平成 26 年（行ケ）第 10073 号、平成 26 年（行ケ）第 10074 号、

平成 26 年（行ケ）第 10075 号、平成 26 年（行ケ）第 10076 号、平成 26 年（行ケ）第 10077 号、平成

26 年（行ケ）第 10078 号がある。  
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のものとして操作者による視聴の対象になるものであると認められる。」と

して、出願意匠の構成要素ではないと判断された。  

  学説等 

意匠の認定における参考図の取扱いについて、斎藤暸二弁理士は、参考図

について、「権利の客体となる物品の形態を直接に規定する図面、いわゆる

意匠の要旨を認定する直接資料を構成するところの図面となるものではな

い。」55とされる。また、小谷悦司弁理士は、使用状態を示す参考図について、

「本来、使用状態を示す参考図は、意匠登録を受けようとする意匠の理解を

助けるための図にすぎず、意匠登録を受けようとする意匠でもなく、かつ登

録意匠の範囲を確定するための基礎となる意匠でもないのである。」56とされ

ている。 

 

（ii） 世界知的所有権機関（WIPO） 

WIPO・ガイド 148 頁では、図面の凡例の一つとして、「８．参考図」が挙げ

られているが、その他に、「必要図」や「参考図」といった区別はなされてい

ない。 

実施細則第 402 節(a)では、「写真及び他の図示的表現には、意匠のみ、又

は意匠が使用されることとなる製品を表すものとし、他のいかなる対象物、

附属品、人又は動物も除外する。」と規定されている 57。また、原則として、

技術的な図面（特に、軸線及び寸法を備えたもの）や、表現物中の注釈文又は

凡例 58は、複製物そのものとしては受け入れられない（実施細則第 402 節(c)）。

もし保護を求める意匠以外のものが含まれる場合には、実施細則第 403 節(a)

                                                   
55 斎藤暸二『意匠法概説〔補訂版〕』（有斐閣， 1995 年） 216 頁。  
56 小谷「〔輪ゴム〕事件評釈」 54 頁。前掲〔輪ゴム〕事件の判例評釈であるため、「使用状態参考

図」についてのみ言及されているが、前後の文脈からは、「参考図」一般についても同様のお考えで

あろうと推測される。同旨、川瀬幹夫「〔輪ゴム〕事件判批」知財管理 60 巻 2 号 286 頁（ 2010 年）。  
57 WIPO・ガイド 144 頁では、深皿の意匠について保護を求める場合には、深皿そのものを表示して果

物等を添えてはならず、また、額縁の意匠について保護を求める場合には、絵等を表示してはならな

い、という例が挙げられている。  
58 図面の種類を表示している注釈文又は凡例は、別途、「意匠の説明」の欄に記載することができる

（ WIPO・ガイド 146 頁）  
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にしたがって、「説明」の欄に保護を求めない旨記載するか、点線等で表示す

ることによって、複製物中に表すことができる、と規定されている（実施細

則 403 節(b)）。 

なお、一つの国際出願に、「白黒又はカラーによる写真及び他の図示的表

現の双方を含めること」は可能である（実施細則第 401 節(a)）が、一の意匠

を表現するのに、複数の表現方法を用いると、各指定締約国において、図面

に表された意匠が一致しないとされるおそれがあるため、表現方法を統一す

ること、白黒又はカラーのいずれかに統一することが推奨される（図面ガイ

ダンス 16 頁）。 

その他、WIPO・ガイド 148 頁によると、「立体的な意匠の全ての特徴を図

解したり、製品に関してある特定の図を求める旨の宣言を行った指定締約国

の法令の要件を満たすために、同一の意匠に関して異なる図（例えば、『正面

図』、『平面図』など）を提出することを選択できる」とされている。  

 

実施細則 403 節 (b)に規定される、保護を求める意匠以外のものを点線で表す

場合の図面の記載例  

DM/080221 “Cutlery holder” 
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（iii） 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

意匠の表示について、「必要図」や「参考図」といった区別はなされていな

い 59。 

原則として、図面には説明的な文章、注釈、文言、記号を含めることはで

きない（CDIR 第４条(1)(c)） 60。また、共同体意匠出願ガイドライン 5.2.10

は、保護範囲に疑義を抱かせるようなものではなく、使用例を提供するため

だけの場合以外には、図面は、意匠以外の要素を含んでいてはならないとし

ている 61。 

審査官は、出願された図面が同一の意匠に関するものかどうかを確認し、

図面に矛盾があり、複数の意匠に関するものであると考えられる場合には、

出願人に多意匠出願へと切り替えるか、図面のいずれかを削除させる。一の

出願に含まれる図面で、複数の表現方法を用いること（例えば、線図と写真）

は、図面同士で不整合を生じることがあるため、推奨されない（共同体意匠

出願ガイドライン 5.2）。 

なお、透明部を示す場合には、ガイドラインには記載がないが、実務上は

陰影線で表現し、Description にその旨記載して表現することが多いとされ

ている。 

そ の 他 、 共 同 体 意 匠 出 願 ガ イ ド ラ イ ン で は 、 「 分 解 状 態 を 示 す 図 」

（Exploded views）（5.2.2）、「部分拡大図」（Views magnifying part of the 

design）（5.2.3）、「部品図」（Partial views）（5.2.4）、「断面図」（Sectional 

views）（5.2.5）について解説されている。 

 

 

 

 

 

                                                   
59 各国における意匠の表現 51 頁も、「必要図以外の図の追加、参考図」についての規定はないとして

いる。  
60 各国における意匠の表現 53 頁参照。  
61 except when their inclusion does not cast any doubt on the protection sought and serves 

only an illustrative purpose 
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共同体意匠出願ガイドライン 5.2.10 に挙げられている事例（RCD No. 

210166-0003）  

(0003.001) (0003.002) 

(0003.003) (0003.004) 

(0003.005) 

 

共同体意匠出願ガイドライン 5.2.10 に挙げられている事例  
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（iv） 米国特許商標庁（USPTO） 

米国特許規則 1.84(h)は、「図は、正面図、立面図、断面図又は透視図とす

ることができる。必要なときは、要素の部分についてスケールを大きくした

詳細図も使用することができる。」とし、その他、「分解組立図」、「部分

図」、「断面図」について規定しているが、「必要図」や「参考図」といった

区別はなされていない。 

ただし、クレームする意匠以外の部分を破線で表すことによって、意匠に

係る物品を使用する環境を表す図を提出することはできる（ MPEP1503.02 

III）。 

複数の図面が相互に一致しない場合には、審査官はその図面を拒絶し、一

致させるように請求することとされている（MPEP1503.02）。また、一つの出

願に、２以上の実施形態を含ませることは可能であるが、当該実施形態は、

単一の発明概念を含まなければならず、また、明細書中で複数の実施形態が

開示されていることを明確にし、複数の実施形態間の相違を詳細に記述しな

ければならない（MPEP1504.05 II.A）。 

写真とインク図面を組み合わせて正式図面とすることは認められない（規

則 1.152）。 

また、透明、半透明、鏡のように高度に研磨された又は反射する表面を示

す場合には、斜線の陰影を用いなければならないとされている（ MPEP1503.02 

II）。 

なお、「実務家のための出願ガイドライン」35 頁は、わが国における出願

に添付した参考図について、「そのまま添付して米国意匠出願することも可

能であるが、この参考図は権利解釈の要素となることから、権利解釈される

際に不利になることも考えられる」とした上で、実務上の運用としては、「添

付図面とは別にブリーフステートメント（ brief statement）として提出する

ことも検討すべきである。」と指摘する。ここで、「ブリーフステートメント

（brief statement）」は、「意匠の特徴の説明」（規則 1.154(b)(5)）を指す

と思われるが、この記載は、審査で考慮されることはないとされている 62。 

                                                   
62 各国の意匠の表現 40 頁参照。  
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意匠特許出願ガイドライン 14 頁に掲載されている透明部分を表す図面の記載

例  

 

 

（v） 中国国家知識産権局（SIPO） 

審査指南第１部分第３章 4.2 は、図面について、正投影図の他、「形態の

特定に必要な場合、展開図、断面視図、断面図、拡大図及び状態遷移図を提

出しなければならない。」とし、参考図について、「出願人は参考図を提供し

て良いとする。参考図は通常、意匠に係わる物品の用途、使用方法又は使用

する場所などを表示するものである。」としている。 

参考図に記載されている意匠が、正投影図に開示されている意匠と異なっ

ていても良いが、参考図に、保護を受けようとする意匠と関係ない意匠が開

示されているような場合には、審査官によって削除することを求められるこ

とがあるとされている。また、図面に、指示線で、切断の位置と方向、拡大

する部分、透明な部分等を示すことは可能であるが、必要のない線又は表記

はあってはならないとされている（専利審査指南第１部分第３章 4.2.2）。 

なお、実務上、透明な部分を示す方法としては、例えば、①写真を提出す

る、②透明な部分を細線の陰影で表す、③透明な部分を指示線と符号で示し、

透明である旨を意匠の簡単な説明に記載する、④六面図では透明な部分を非

透明に、斜視図では当該部分を透明に表し、その旨を意匠の簡単な説明に記
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載する、という方法がある。 

いわゆる拡大先願（専利法第 23 条第１項）の審査における使用状態参考図

の取扱いについては、審査指南第４部分第５章５が、判断対象の意匠と引例

意匠と比較する際、引例意匠の使用状態参考図に、保護を要求しない意匠が

含まれている場合であっても、そのような意匠と判断対象の意匠を対比する

ことは可能であるとしている。 

意匠の類否判断における使用状態参考図の取扱いについては、製品の性

質・用途等を理解するために参照されることはあるが、保護範囲を画定する

ためには用いられないと考えられている（北京高級人民法院「専利侵害判定指

南」第 64 項参照。） 63。 

  

                                                   
63 森 103 頁乃至 104 頁、中国専利代理（香港）有限公司  意匠研究班「中国における意匠登録の『使用

状態参考図』について」知財管理 61 巻 9 号 1315 頁（ 2011 年）参照。  
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透明部分を示す方法の例  

写真で提出する  細線の陰影で表す  指示線と符号で特定する  

 

 

 

 

六面図では透明な部分を非透明に、斜視図では当該部分を透明に表す  

＜六面図（平面図）＞  ＜斜視図＞  

 

 

 

（vi） 韓国特許庁（KIPO） 

デザイン審査基準第２部第１章第３節 3)では、「展開図、断面図及び拡大

図等、デザインを具体的かつ明確に表現するために必要な付加図面は、デザ

インの権利範囲を判断する基礎となる。」とし、同 4)では、「使用状態図等、

デザインを理解するうえで役に立たせるための参考図面は、デザインの権利

範囲を判断する基礎にならない。」とされている。 

より具体的には、デザイン審査基準第４部第２章第２節 12)が、「提出され

た図面だけではデザインを十分に表現できない場合であって、」「展開図、断
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面図、拡大図、切断部の断面図、又は使用状態図等がない場合」には、デザ

イン登録を受けることができないとしている。そして、「展開図等の図面は

下記の表のように区分して提出し、当該図面に関する説明を「デザインの説

明」の欄に書かなければならず、下記の区分に従って作成されない図面は参

考図面と判断する。」としている。 

表 II-2 展開図等の図面の区分 

区分  備考  

付加図面  

（切断部）断面図  下記 13)に従って作成* 

（部分）拡大図  下記 14)に従って作成** 

展開図  
展開図を出願デザインとして提出した場合

に、展開された状態の図面は付加図面にする  

分解斜視図  使用状態を表すためのものは除外する  

参考図面  使用状態図  
その他のデザインの用途等に対する理解を

助けるための図面  

*（報告者注）デザイン審査基準第４部第２章第２節 13)を指す。  

**（報告者注）デザイン審査基準第４部第２章第２節 14)を指す。  

 

物品の全部又は一部が透明なデザインの場合には、透明に見える部分をそ

のまま表現するとともに、必要に応じて、断面図等の付加図面を提出する、

その旨を「デザインの説明」の欄に記載する等しなければならない（デザイン

保護法施行規則第 35 条第４項［別表２］５、デザイン審査基準第４部第２章

第２節 20））。 

なお、図面と付加図面は、原則として、線図、写真、 3D モデリングのうち、

いずれか一つに統一して作成されなければならない（ただし、写真で提出す

る場合の断面図又は切断部断面図は、線図で提出してもよい。）（デザイン審

査基準第４部第２章第２節 25））。 

また、拡大された先願の審査について、デザイン審査基準第４部第５章第

２節 1)は、「先願デザインを特定するための判断は、出願及び補正時に提出

された次の各号の図面に基づく。」として、「必須図面」（デザインの全体的

な形態を表現する図面）（(1)）と「(2)必須図面だけでは、デザインを十分に
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表現できない場合に付加される展開図、断面図、切断部断面図、拡大図等

（以下、「付加図面」という）」を挙げるが、参考図面には言及されておらず、

除外されているものと考えられる。 

 

（vii） カナダ知的財産局（CIPO） 

意匠の表示について、「必要図」や「参考図」といった区別はなされていな

い。 

意匠規則第 9.1 条(2)(c)では、図面は「物品を単独で示して」いなければな

らないとしているが、意匠実務ガイド 6.5.2 によると、下記の条件に該当す

る場合には、意匠登録を受けようとする意匠が最終製品の一部ではなく、実

際の使用状況の中で物品を示すことのみを目的とした 64「環境を示す図」（one 

view showing environment）を提出することができる。 

 

 出願が一以上の図面を含み、他のすべての図面が、物品をそれ単独で表

している場合 

 環境（environment）を網点（stippled lines）で示す場合 

 環境を含む図面が出願に含まれていることによって、意匠の特徴や当該

意匠が適用される最終製品が何かをより理解しやすくする場合  

 図面、意匠の説明、物品の名称から、意匠の特徴や当該意匠が適用され

る最終製品が何か、明らかである場合 65 

 

その他、意匠実務ガイド 6.5.2 には、より意匠を明確に表現するための、

「断面図」（cross-sectional views）、「部分拡大図」（fragmentary view）

                                                   
64 meaning subject matter that is not part of the finished article and that is illustrated 

only for the purpose of showing the article in context 
65 * the application contains more than one view and all other views show the article in 

isolation; 

* the environment is shown in stippled lines; 

* inclusion of the environment in the application helps to provide a better understanding 

of what are the features of the design and what is the finished article to which the design 

is applied; and 

* it is clear from the combination of the drawings, the description and the title what is 

the environment, what are the features of the design and what is the finished article to 

which the design is applied. 
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の記載方法に関する記述がある。また、透明部を表す場合には、陰影を用い

ることができ、透明部を通して視認できる部分も図面に表さなければならな

いとしている。 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings)７頁に掲載されている図面の

記載例  

適切な例  不適切な例  

 

 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings)７頁に掲載されている、透明

部を表す図面の記載例  
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意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings)８頁に掲載されている、透明

部を表す図面の記載例  

 

 

（４） 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い 

（i） わが国における現状 

 概要 

わが国の意匠法は、一意匠一出願の原則（意匠法第７条）を採用しており、

複数の意匠を含む意匠登録出願は拒絶される（意匠法第 17 条３号）。しかし

ながら、デザインの分野においては、二以上の物品群について全体的な統一

感を持たせるように、個々の物品のデザインを行う場合も多い。このような

場合に、個々の物品ごとに出願・登録するのでは、全体としての統一感が表

現されず、構成物品の組み合わせに存在する美感を保護できないこととなっ

てしまう。 

そこで、組物の意匠制度は、一意匠一出願の原則の例外として、同時に使

用される二以上の物品について、一定の要件の下、一つの意匠として登録を

認める制度である（意匠法第８条）。 
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 登録要件 

 「同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものであ

ること」 

「同時に使用される」とは、「時間的な関係を意味するのではなく、需要者

が構成物品を使用する状況が同じであるという程度の緩やかな関係を意味す

る」66、とされている。「二以上の物品」とは、複数の物品から構成される必

要があることを意味するのであって、同種・同形態の物品の組み合わせでも

良い。 

「経済産業省令で定めるもの」は、意匠法施行規則別表第２に示されると

おりである（下記表参照。以下、「組物の構成物品表」と称する。）。組物の

意匠として保護する対象を省令で限定列挙しているのは、「同時に使用され

る二以上の物品」の内容を明らかにし、審査を容易にするためであると考え

られる 67。審査実務上は、組物の構成物品が組物の構成物品表で定められた

ものに従っていれば、「同時に使用される二以上の物品」であるかは、審査さ

れない（意匠審査基準 72.1.1.2 参照。） 68。 

 

 

 

 

 

                                                   
66 意匠法コンメンタール 242 頁［中川裕幸］参照。  
67 省令で定めるものに限定している趣旨として、高田 376 頁は、昭和 34 年法の「慣習上組物として販

売され同時に使用される二種以上の物品」との要件を満たしていれば、「実質的には組物ということ

ができるが、その要件の認定はなかなか困難をともなうので、通商産業省令で定めるものに限定し

た」としている。意匠法コンメンタール 243 頁［中川裕幸］も、「同時に使用される二以上の物品」

という要件は、「経済産業省令で定めるもの」がどのような基準で選択されたかを明確にしたに過ぎ

ないとし、組物の構成物品表に上がっている組物はすべて、「同時に使用される二以上の物品」の要

件を充足するとしている。  

佐藤「組物の意匠登録 (1)」 75 頁は、平成 10 年改正前の論考ではあるが、省令で範囲を限定している

のは、「無原則に組物の範囲が広がると、実体審査における審査範囲（「物品」の範囲）に制限が無く

なり、審査に支障を生じるからと思われる。」と指摘する。  
68 組物の構成物品表に記載されているもの以外の物品を含む場合には、「その加えられた物品が各構

成物品と同時に使用されるものであり、かつ各構成物品に付随する範囲内の物品であるもの」である

か否かが審査される。  
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表 II-3 組物の構成物品表 

 組物  構成物品  備考  国際意匠分類  

（クラス）  

1 一組の下着セット  ブラジャー  

ガードル  

パンティ  

スリップ  

キャミソール  

ペチコート  

ボディスーツ  

欄内の二種以上
の 物 品 を 含 む
もの  

02 

2 一組のカフスボタン及びネ
クタイ止めセット  

カフスボタン  

ネクタイ止め  

 02 

3 一組の装身具セット  ネックレス  

イヤリング  

 11 

4 一組の喫煙用具セット  卓上ライター  

灰皿  

 27 

5 一組の美容用具セット  電気マッサージ器  

電気眉毛そり器  

いずれかの欄の
構 成 物 品 の 組
み 合 わ せ 方 に
よるもの  

28 

電気洗顔パフ  

電気吸引パター  

28 

6 一組のひなセット  内裏びな  

三人官女  

五人ばやしびな  

左右大臣びな  

 21 

7 一組の洗濯機器セット  電気洗濯機  

衣類乾燥機  

 15 

8 一組の便所清掃用具セット  ケース付たわし  

汚物入れ  

 04 

09 

9 一組の洗面用具セット  歯ブラシ立て  

コップ  

 07 

10 一組の電気歯ブラシセット  電気歯ブラシ  

ホルダー  

 04 

07 

11 一組のキャンプ用鍋セット  なべ  

フライパン  

 07 

12 一組の紅茶セット  紅茶わん及び受皿  

ティーポット  

 07 
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ミルクピッチャー  

砂糖入れ  

13 一組のコーヒーセット  コーヒー茶わん及び受
皿  

コーヒーポット  

ミルクピッチャー  

砂糖入れ  

 07 

14 一組の酒器セット  グラス  

氷入れ  

いずれかの欄の
構 成 物 品 の 組
み 合 わ せ 方 に
よるもの  

07 

グラス  

デカンタ  

07 

徳利  

杯  

07 

15 一組の食卓用皿及びコップ
セット  

食卓用皿  

コップ  

 07 

16 一組のせん茶セット  せん茶茶碗  

きゅうす  

 07 

17 一組のディナーセット  肉皿  

パン皿  

スープ皿  

紅茶わん及び受皿  

大鉢  

ミルクピッチャー  

砂糖入れ  

 07 

18 一組の薬味入れセット  食卓塩振り  

こしょう振り  

いずれかの欄の
構 成 物 品 の 組
み 合 わ せ 方 に
よるもの  

07 

しょう油つぎ  

ソースつぎ  

07 

19 一組の飲食用ナイフ、フォ
ーク及びスプーンセット  

ナイフ  

フォーク  

スプーン  

 07 

20 一組のいすセット  いす（二以上）   06 

21 一組の応接家具セット  テーブル  

安楽いす  

 06 

22 一組の屋外用いす及びテー
ブルセット  

屋外用いす  

屋外用テーブル  

 06 
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23 一組の玄関収納セット  下駄箱  

収納棚  

 06 

24 一組の収納棚セット  収納棚（二以上）   06 

25 一組の机セット  机  

脇机  

 06 

26 一組のテーブルセット  テーブル（二以上）   06 

27 一組の天井灯セット  天井灯  

天井灯用つり飾り  

 26 

28 一組のエアーコンディショ
ナーセット  

エアーコンディショナ
ー  

エアーコンディショナ
ー室外機  

 23 

29 一組の洗面化粧台セット  洗面化粧台  

化粧鏡  

収納棚  

 23 

06 

06 

30 一組の台所セット  流し台  

調理台  

ガス台  

収納棚  

 23 

23 

07 

06 

31 一組の便器用付属品セット  便蓋カバー  

便座カバー  

便所用マット  

 06 

32 一組の紅茶セットおもちゃ  各構成物品は上記おも
ちゃでない組物にそれ
ぞれ準ずる。  

 21 

33 一組のコーヒーセット  

おもちゃ  

 21 

34 一組のディナーセット  

おもちゃ  

 21 

35 一組の薬味入れセット  

おもちゃ  

 21 

36 一組のナイフ、フォーク及
びスプーンセットおもちゃ  

 21 

37 一組のゴルフクラブセット  ゴルフクラブ（二以上）  21 

38 一組のドラムセット  ドラム  

シンバル  

 17 

39 一組の事務用具セット  はさみ  

ペーパーナイフ  

欄内の二種以上
の 物 品 を 含 む
もの  

08 

19 
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ペーパーカッター  

定規  

ステープラー  

08 

08 

19 

40 一組の筆記具セット  シャープペンシル  

ボールペン  

万年筆  

マーキングペン  

欄内の二種以上
の 物 品 を 含 む
もの  

19 

41 一組の自動車用エアスポイ
ラーセット  

自動車用空気整流器（二
以上）  

 12 

42 一組の自動車用シートカバ
ーセット  

シートカバー（二以上）  06 

43 一組の自動車用フロアマッ
トセット  

フロアマット（二以上）  06 

44 一組の自動車用ペダルセッ
ト  

アクセルペダル  

ブレーキペダル  

 12 

45 一組の自動二輪車用カウル
セット  

カウル（二以上）   12 

46 一組の自動二輪車用フェン
ダーセット  

フロントフェンダー  

リアフェンダー  

 12 

47 一組の車載用経路誘導機セ
ット  

車載用経路誘導機本体  

モニターテレビ受像機  

 14 

48 一組のオーディオ機器セッ
ト  

チューナー  

アンプ  

スピーカーボックス  

 14 

49 一組の車載用オーディオ機
器セット  

車載用チューナー  

車載用アンプ  

スピーカーボックス  

車載用チューナ
ー と 車 載 用 ア
ン プ 一 体 型 も
含む。  

14 

50 一組のスピーカーボックス
セット  

スピーカーボックス（二
以上）  

 14 

51 一組のテレビ受像機セット  テレビ受像機  

テレビ台  

 14 

06 

52 一組の光ディスク再生機セ
ット  

モニターテレビ受像機  

光ディスク再生機  

 14 

53 一組の電子計算機セット  電子計算機  

電子計算機用データ表
示機又はデータ出力機  

いずれかの欄の
構 成 物 品 の 組
み 合 わ せ 方 に
よるもの  

14 

電子計算機用データ表
示機付き電子計算機  

14 
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電子計算機用キーボー
ド又はデータ入力機  

電子計算機用キーボー
ド付き電子計算機  

電子計算機用データ表
示機  

14 

電子計算機  

（二以上（複数の筐体に
より構成されたもの）） 

14 

電子計算機  

データ入出力用補助機  

14 

54 一組の自動販売機セット  自動販売機（二以上）   20 

55 一組の医療用エックス線撮
影機セット  

エックス線撮影機  

医療用ベッド  

 24 

56 一組の門柱、門扉及びフェ
ンスセット  

門柱  

門扉  

フェンス  

 25 

（注意）平成 24 年度第 19 回意匠制度小委員会の参考資料３を基に作成した。網掛けを施

した組物の品目は、国際意匠分類のクラスが複数付与される可能性がある 69。  

 

なお、各国における意匠の表現 423 頁では、「本体と袋・箱とともに組み

合わせて販売している物品の組物としての扱い」として、「生活用具や文房具

等は、シュリンクで包装することや、透明な窓部を備えた包装箱や袋に収納

して流通させ、そのまま店頭で販売するケースがある。こうしたものもデザ

インが施されているが、現状の意匠法では、一意匠一出願の規定により、本

体と包装用袋・箱を分けて出願せざるを得ないが、組み合わさった状態での

デザインを保護したいとの意見が聞かれた。」との指摘がなされていた 70。 

                                                   
69 国際出願にいて、一つの国際出願に含むことのできる意匠は、国際意匠分類の同じ類別に属してい

なければならないため、本表で編みかけが施された品目については、国際登録が認められない点が指

摘されている（産業構造審議会知的財産分科会『創造的なデザインの権利保護によるわが国企業の国

際展開支援について』（ 2014 年） 10 頁参照。）。  
70 なお、一意匠一出願の原則（意匠法第７条）における「意匠ごと」の考え方についての近時の裁判

例として、知財高判平成 28 年 9 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（行ケ）第 10034 号）〔容器

付冷菓〕を参照。  
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 組物全体として統一 71があること 

この要件は、形態面における要件と考えられる 72。意匠審査基準によると、

本要件を満たすものとしては、下記の場合があるとされている 73。 

 

 「構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、同じような造形

処理で表されていることによって、組物全体として統一があると認められる

場合」（意匠審査基準 72.1.1.3.1.1）  

より具体的には、「形状における統一があると認められる場合」（構成物品

全体の形状が一定の秩序、基調によって構成されているもの、構成物品のそ

れぞれに、同じような特徴をもった形状が表されているもの）、「模様による

統一があると認められる場合」（同じモチーフによる模様が、構成物品のそれ

ぞれに同じような構成をもって表されているもの、同じ表現態様による模様

が、構成物品のそれぞれに同じような構成をもって表されているもの）、「色

彩による統一があると認められる場合」（統一ある形状、統一ある模様と結び

付いた一定の色彩によって全体の統一が成り立っているもの）が挙げられて

いる。 

  

                                                   
71 「統一」とは、「構成物品間に形態的な美感の共通性や全体結合による一体性を有し、若しくは観

念的な関連性を有するとの意味である」（意匠法コンメンタール 243 頁［中川裕幸］）  
72 茶園 158 頁［松本尚子］参照。  
73 紋谷暢男（編）『意匠法 25 講〔改訂版〕』（有斐閣， 1985 年） 132 頁［土肥一史］は、「純粋意匠上

の統一性」と「観念上の統一性」との分類を用いる。さらに、前者は、「形状の統一性」、「模様の

統一性」、「色彩の統一性」に分類されることがある（高田 379 頁、斎藤 144 頁）。また、佐藤「組

物の意匠登録 (1)」 78 頁によると、昭和 34 年法改正作業の最終読会前の草案では、「組物を構成する

物品の意匠が組物全体として統一があるとき」と「組物を構成する物品の模様及び色彩または色彩が

同一であり、または相互に類似しているとき」の２つが、分けて規定されていたという。  
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「形状における統一があると認められる場合」（構成物品全体の形状が一定の

秩序、基調によって構成されているもの）の事例（意匠審査基準 72.1.1.3.1.1

（１）①）  

【事例１】「一組のテレビ受像器セッ

ト」  

【事例２】「一組の薬味入れセット」  
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「形状における統一があると認められる場合」（構成物品のそれぞれに、同じ

ような特徴をもった形状が表されているもの）の事例（意匠審査基準

72.1.1.3.1.1（１）②）  

【事例１】「一組の飲食用ナイフ、フ

ォーク及びスプーンセット」  

【事例２】「一組のオーディオ機器セ

ット」  

 

 

 

「模様による統一があると認められる場合」（同じモチーフによる模様が、構

成物品のそれぞれに同じような構成をもって表されているもの）の事例（意

匠審査基準 72.1.1.3.1.1（２）①）  

【事例】「一組の収納棚セット」  
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「模様による統一があると認められる場合」（同じ表現態様による模様が、構

成物品のそれぞれに同じような構成をもって表されているもの）の事例（審

査基準 72.1.1.3.1.1（２）②）  

【事例】「一組のコーヒーセット」  

 

 

 「構成物品が全体として一つのまとまった形状又は模様を表すことによって、

組物全体として統一があると認められる場合」（意匠審査基準 72.1.1.3.1.2）  

より具体的には、「形状における統一があると認められる場合」（構成物品

が集合して一つのまとまりある形状を構成しているもの）、「模様による統一

があると認められる場合」（構成物品に表された模様が集合して一つのまとま

った模様となっているもの）、「色彩による統一があると認められる場合」

（統一ある形状、統一ある模様と結び付いた一定の色彩によって全体の統一

が成り立っているもの）が挙げられている。  
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「形状における統一があると認められる場合」（構成物品が集合して一つのま

とまりある形状を構成しているもの）（意匠審査基準 72.1.1.3.1.2（１））  

【事例１】「一組のいすセット」  【事例２】「一組のテーブルセット」  

  

 

「模様による統一があると認められる場合」（構成物品に表された模様が集合

して一つのまとまった模様となっているもの）（意匠審査基準 72.1.1.3.1.2

（２））  

【事例１】「一組の台所セット」  【事例２】「一組の薬味入れセット」  
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 「各構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合によって、物語性

等観念的に関連がある印象を与えることにより組物全体として統一がある

と認められる場合」  

例えば、各構成物品に童話の主だった場面を模様として表すことにより、

全体として物語性を把握させるものをいう 74。 

 

【事例】「一組の喫煙用具セット」  

 

 

 その他の登録要件 

以上の他には、通常の意匠の登録要件と同様である。組物の意匠は、それ

全体として一つの意匠として登録を求めるものであるから 75、組物の意匠全

体として、各登録要件について判断されるのであって、各構成物品について

登録要件は課されない。 

  

                                                   
74 茶園 158 頁［松本尚子］参照。  
75 したがって、組物の意匠権は、個々の構成物品に及ぶものではない。ただし、意匠登録に係る組物

の構成物品と、第三者が実施している組物の意匠の構成物品とが異なる場合であっても、組物の意匠

として統一された形状等が同一又は類似であれば、意匠権の効力が及ぶと解すべきであろう。  
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 出願手続 

願書の「意匠に係る物品」の欄には、組物の構成物品表に記載されている、

組物に該当するものを記載しなければならない（意匠審査基準 72.1.1.1）。 

図面の記載方法は、次の２つの場合に分けられる 76。 

組物を構成する各物品の個々の形態を表せば、組物の意匠を十分に表すこ

とができる場合は、組物を構成する各物品について、それぞれ「一組の六面

図」等を記載する。 

  

                                                   
76 特許庁・手引き 151 頁参照。  
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記載例（特許庁・手引き 152 頁）  
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「組物の意匠」が組み合わされた状態で統一感を有する場合は、組物を構

成する各物品について、それぞれ「一組の六面図」等を記載するとともに、全

構成物品が組み合わされた状態の形態について、十分表現されるよう必要な

図を記載する。 
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記載例（特許庁・手引き 153 頁）  
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（ii） 世界知的所有権機関（WIPO） 

ジュネーブ改正協定には、組物の意匠に関する規定はない。ただし、一の

国際出願に複数の意匠が含まれる場合、それら全ての意匠は、国際意匠分類

（ロカルノ分類）の同じ類に属していなければならない（共通規則第７規則

(7)）。 

国際事務局による審査では、意匠に係る物品に「Set」の語が含まれており、

セットとして出願する意匠全体が表された図面が提出されている場合には、

国際登録が受け入れられている 77。 

なお、国際意匠分類の第６類「室内用品」の注には、「ａ．幾つかの小類に

含まれる構成要素を組み込んでいる複合家具は、6-05 に分類される。」、「ｂ．

組家具は、それが一つのデザインと見なしうる限りにおいて、 6-05 に分類さ

れる」との記載がある。 

 

（iii） 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

共同体意匠出願ガイドライン 5.2.7 では、「物品のセット」（ Sets of 

articles）について、「一般に同類とみなされ、そのように使用される、同じ

種類の製品グループである。」78とされている。複合製品（complex product）

とは異なり、「機械的な結合」（mechanically connected）は存在しない。 

セットを構成する複数の物品が、美的／機能的な補完によって結びついて

おり、通常、一つの製品として販売される場合には、一の出願とすることが

できる 79。このようなセットとしては、例えば、チェスのボードと駒のセッ

ト、ナイフ・フォーク・スプーンのセット等がある。これらの物品のセット

は、ひとまとまりで、CDR 第３条に規定される「製品」に該当する 80。セット

を構成する物品の種類については、上記の他に、特に制限は設けられていな

                                                   
77 平成 24 年度第 19 回意匠制度小委員会の参考資料３参照。  
78 A set of articles is a group of products of the same kind whichthat are generally 

regarded as belonging together and are so used. 
79  It can be represented in a single design application if the articles making up this set 

are linked by aesthetic and functional complementarity and are, in normal circumstances, 

sold altogether as one single product 
80 A set of articles can be a ‘product ’ in itself within the meaning of Article 3 CDR. 
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い。 

物品のセットを出願する際には、その図面から、各物品について個々に保

護を求めているのではなく、セットを構成する物品の組合せの意匠について

保護を求めるものであることが明らかでなければならない。出願人は、物品

のセット全体を表した図面を、少なくとも一図、提出しなければならない 81。 

物品のセットを構成する各物品についても保護を受けるには、各物品の意

匠を含む、多意匠一出願を行わなければならないとされている 82。 

 

共同体意匠出願ガイドライン 5.2.7 に挙げられている事例（RCD No. 

685235-0001）  

Indication product: Tableware (Set of -)      Locarno classification: 

07.01 

（0001.001）  

（0001.002）  
（0001.003）  

                                                   
81 It must, however, be clear from the representation that protection is sought for a design 

resulting from the combination of the articles making up the set, and not for each article 

separately. 

Applicants must submit, among the seven views allowed, at least one view showing the set of 

articles in its entirety. 
82 各国における意匠の表現 264 頁参照。  
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（0001.004）  
（0001.005）  

（0001.006）  （0001.007）  

 

なお、共同体意匠出願ガイドライン 5.2.8 には、同じコンセプトの異なる

実施形態（意匠のバリエーション（Variations of a design））を一つの意匠

として出願することはできず、意匠のバリエーションと製品のセットを混同

してはならないと記載されている。 

 

（iv） 米国特許商標庁（USPTO） 

MPEP1504.01(b)によると、クレームされた意匠は、複数の物品を包含し得

るとされている。 

意匠が相互に関連する複数の物品に具現されている場合、その名称は、例

えば、「組み合わされた」（combined）又は「組合せ」（combination）、「組

物」（set）、「一対」（pair）、「小組立」（unit assembly）等、単一のもの

として明確に定義づけるものでなければならない（MPEP1503.01 I）。なお、

構成物品の種類に制限はない。 

クレームされた意匠は、全体として、意匠全体を保護するものである
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（MPEP1504.05 II B）。したがって、複数の物品についての意匠特許の請求

範囲は、個々の物品にまでは拡張されないと考えられる。  

なお、米国意匠特許では、「独立した発明」ではなく、「区分可能な発明」

でもない場合には、一発明（意匠）について、複数の実施形態を一出願に含め

ることができるが、組合せ全体の意匠とその個々の構成物品の意匠について

は、「独立した発明」（物品の間に明らかに関係がない発明（ MPEP804.04））で

ある場合や、「区分可能な発明」（互いに比較して特許可能な発明（米国特許

法第 121 条、MPEP1504.05 II A））である場合には、それらをまとめて、一出

願に含めることはできない。 

 

米国意匠特許 US D767,348 S に記載の図面  

Title: CUTLERY SET 

 

本件では、FIG. 2 以下で、ナイフ、フォーク、スプーンのそれぞれについて、

正面図、左右の側面図、平面図、底面図が提出されている。  
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（v） 中国国家知識産権局（SIPO） 

原則として、一件の意匠出願に含められるのは、一の意匠に限られる（中

国専利法第 31 条第１項）が、中国専利法第 31 条第２項及び実施細則第 35 条

第２項によると、複数の製品に係る意匠であっても、「それぞれの製品が分

類表中の同一大分類に属し、慣習上同時に販売又は同時に使用し、かつ各製

品の意匠に同じ設計思想をもつ」場合には、セット製品の意匠（組物の意匠）

として、１件の出願とすることができる。  

専利審査指南第１部第３章 9.2 は、「セット製品とは、２件以上（２件を含

む）の同一大分類に属する、各自で独立している製品によって構成されてお

り、各製品の設計発想が同一であり、うち一製品に独立した使用価値を持っ

ており、そして各製品を組合せると、その組合せ後の使用価値が現れるよう

な製品」と定義し、その具体例として、「コーヒーカップ、コーヒーポット、

ミルクポットとシュガーポットによって構成されるコーヒー器具等。」を挙

げる。 

 

 保護要件 

 「それぞれの製品が分類表中の同一大分類に属」すること（専利審査指南第

１部第３章 9.2.1） 

「同一大分類」とは、「国際意匠分類における同一の大分類」を指す。なお、

この要件を充足するのみでは、組物の意匠としての保護は認められず、保護

を受けるためには、下記の要件も満たさなければならない。  

 「慣習上同時に販売又は同時に使用」されること（専利審査指南第１部第３

章 9.2.2） 

慣習上、同時に販売又は同時に使用され、組合せ後にも使用価値が生じる

ことをいう。 

「同時販売」とは、「意匠に係る製品が慣習上では同時に販売されるものを
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言う」と定義されている。その具体例としては、「ベッドカバー、シーツ、枕

カバーなどにより構成されるベッド用品等」が挙げられている。 

ただし、「販促のために適宜セットにして売り出される製品の場合、例え

ば、ランドセルとペンケース等ランドセルを購入した際にペンケースが景品

になるとしても、習慣上での同時販売と見なされず、セット製品として出願

することはできない。」とされている。 

「同時使用」とは、「製品が習慣上同時に使用されることを言う。」と定義

されている。すなわち、複数の製品のうち、「一つの製品を使用していると、

使用上で連想を起こし、別の一つ或いは複数の製品の存在に思いつくことで

あって、これらの製品を同時に使用するということではない。」と説明され

ている。 

その具体例としては、「コーヒー器具のうち、コーヒーカップ、コーヒー

ポット、シュガーポット、ミルクポット等」が挙げられている。 

 「各製品の意匠に同じ設計思想をもつ」こと（専利審査指南第１部第３章

9.2.3） 

「設計思想の同一」とは、「各製品の設計スタイルが統一されていることを

指し、つまり、各製品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩及び形状、

図案の組合せについて作成された設計が統一されていることをいう。」と定

義されている。 

「形状の統一とは、個々の対象構成製品のいずれも同一の特定の造形を特

徴とする、若しくは個々の対象構成製品が特定の造形によって組合せの関係

を成す場合」と定義されている。 

「図案の統一とは、各製品上の図案設計のモチーフ、構図、表現方式など

において統一されていること」と定義されており、これらのうち一つでも異

なっていると、図案が統一されていないと判断される。より具体的には、例

えば、「コーヒーポットの設計は、蘭の花の図案をモチーフとしていながら、

コーヒーカップの設計の図案はパンダになっている場合」には、製品によっ

てモチーフが異なることから、図案が統一されていないと判断される。  

色彩の統一は、個別には考慮されず、各製品の形状や図案とともに、総合
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的に考慮される。各製品の形状・図案が統一されている場合に、意匠の簡単

な説明において、色彩の保護を要求すると記載されていなければ、設計思想

が同一であると判断される。 

他方で、各製品の形状・図案が統一されており、意匠の簡単な説明におい

て、色彩の保護を要求すると記載されている場合には、各製品で色彩のスタ

イルが統一されていれば、設計思想が同一であると判断される。しかしなが

ら、各製品で色彩の変化が大きく、全体の調和に欠ける場合には、設計思想

が同一であるとは判断されない。 

 その他の保護要件 

組物の意匠の出願であっても、組物を構成する各製品の意匠について、そ

れぞれが保護要件を備えていなければならない。組物を構成する製品の意匠

の一つが保護要件を備えていない場合には、当該製品の意匠を削除しなけれ

ば、出願全体として、保護要件を充足しないものとされる（専利審査指南第

１部第３章 9.3）。 

なお、専利審査指南第１部第３章 9.2.4 では、「セット製品の意匠専利出

願に、一つ又は複数の製品の類似意匠を含めないもの」と記載されており、

例えば、食事用のコップと取り皿を含めたセット製品の意匠専利出願には、

前記コップと取り皿の２以上の類似意匠を含めることができない 83。 

 

 出願手続 

組物の意匠を出願する場合には、意匠の簡単な説明に、「必要に応じて各

セット部品が対応する製品の名称を明記」しなければならない（専利審査指南

第１部分第３章 4.3(6)）。また、組物を構成する製品それぞれについて、六

面図が必要であるとされるが 84、組物全体を表した図面の提出は必須ではな

い。 

                                                   
83 なお、羅正雲「 Q AND A China」発明 107 巻 9 号 79 頁（ 2010 年）も参照。  
84 森 59 頁参照  
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 保護範囲 

「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適

用の若干問題に関する解釈（二）」第 15 条は、「組物の意匠について、被疑

侵害設計がその１つの意匠と同一又は類似である場合、人民法院は、被疑侵

害設計が専利権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。」として

いる。 

 

（vi） 韓国特許庁（KIPO） 

デザイン保護法第 42 条第１項では、「２以上の物品が一組の物品で同時に

使用される場合、その一組の物品のデザインが一組全体として統一性がある

時には１デザインでデザイン登録を受けることができる。」と規定がされて

いる。同条第２項では、その区分を政令で定める旨、規定されている。  

 

 登録要件 

一組の物品のデザインを登録するための要件は、下記のとおりである。 

 ２以上の物品（同種の物品を含む）が一組に同時に使用されること（デザイ

ン審査基準第２部第３章第３節 1)(1)） 

「同時に使用される」とは、「いつでも必ず同時に使用されるものではなく、

観念的に一つの使用が他のものの使用を予想させるか、又は商取引慣行上同

時に使用されるものとして認められるものをいう。」とされている。 
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 一組全体として統一性があること（デザイン審査基準第２部第３章第３節

1)(2)） 

具体例として、「『一組の電気スタンド及びテーブルセット』において各構

成物品の表現方法が同一のもの等」が挙げられている。 

デザイン審査基準の同箇所では、さらに下記の３つの場合に分けられてい

る。 

第一の場合は、各構成物品が形状・模様・色彩又はこれらの結合が同一な

表現方法により表現され、一組全体として統一性があると認められるもので

ある。 

デザイン審査基準で挙げられている事例  

 

 

第二の場合は、各構成物品が相互集合され、一つの統一された形状や模様

等を表現することで一組全体として統一性があると認められるものである。 

具体例として、「『一組のサラダ器及びフォークセット』において、サラダ

器及びフォークが相互集合され、一つの器の形状を表現したもの等」が挙げ

られている。 

デザイン審査基準で挙げられている事例  
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第三の場合は、各構成物品の形状・模様・色彩又はこれらの結合により、

観念的に関連のある印象を与え、一組全体として統一性があると認められる

ものである。 

具体例として、「『ウサギとカメ』の童話を絵で各構成物品に統一性を保っ

て表現したもの等」が挙げられている。 

 

デザイン審査基準で挙げられている事例  

 

 

 規則別表の「一組の物品の区分」に規定されている物品に該当すること（デ

ザイン審査基準第２部第３章第３節 1)(3)） 

後掲の一覧表を参照。具体的に「○○セット」と特定されている 92 の区分

とともに、93 番目の区分として、「その他二つ以上の物品が一組の物品とし

て同時に使用されるものと認められる場合」が挙げられている。 

 一組の物品を構成する物品に適合すること（デザイン審査基準第２部第３

章第３節 1)(4)） 

一組の物品を構成する物品は、規則別表に規定されている物品又は上記（ a）

（b）の要件を満たす物品であって、２以上の物品でなければならない（デザ

イン審査基準第２部第３章第３節 1)(4)①②）。 

構成物品以外の物品が含まれている場合には、一組の物品と定められた物

品と同時に使用されることが商取引慣行上、当業界から認められる場合には、
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一組の物品として認められる。ただし、「『一組のテコンドー服セット』のよ

うな専門運動服セットの構成物品には、帽子、靴下、保護装具等は含まれな

い。また、同時に使用される可能性のない物品同士になっている場合（例：

テコンドー服の上着と、山登り用の下着を出願した場合）には、一組の物品

として同時に使用されないものとみなす。」とされている。  

 

表 II-4 規則別表 「一組の物品別構成物品」 

 物品類  組物  構成物品  韓国における分類  
主分類  副分類  

1 第 02 類  
一 組 の 女 性
用 韓 服 セ ッ
ト  

上着  
スカート  
外套  
チョッキ  
防寒服  

B1-10 B1-10A 

2 第 02 類  
一 組 の 男 性
用 韓 服 セ ッ
ト  

上着  
ズボン  
防寒服  
外套  

B1-10 B1-10A 

3 第 02 類  
一 組 の 女 性
用 下 着 セ ッ
ト  

ブラジャー  
パンティー  
ガードル  
スリップ  
キャミソール  
ペチコート  
ボディ一組  

B1-60 

ブラジャーB1-61 
パンティーB1-66 
ガードル B1-65 
スリップ B1-63 
キャミソール B1-62 
ペチコート B1-64 
ボディ一組 B1-65 

4 第 11 類  一 組 の 装 身
具セット  

指輪  
ネックレス  
イヤリング  
ブレスレット  
アンクレット  

B3-00 

指輪 B3-431 
ネックレス B3-31 
イヤリング B3-25 
ブレスレット B3-41 
アンクレット B3-44 

5 第 02 類  

一 組 の カ フ
ス ボ タ ン 及
び ネ ク タ イ
ピンセット  

カフスボタン  
ネクタイピン  B3-00 カフスボタン B3-42 

ネクタイピン B3-33 

6 第 27 類  一 組 の 喫 煙
用具セット  

卓上ライター  
灰皿  
タバコ箱  
受け台  
煙管  

B6-6 

卓上ライターB6-42 
灰皿 B6-30 
タバコ箱 B6-20 
受け台 B6-0 
煙管 B6-10 

7 第 06 類  一 組 の 寝 装
セット  

掛け布団  
敷布団  
枕  
マットレスカバー  
パッド  
掛け布団カバー  
敷布団カバー  
枕カバー  

C1-10 

掛け布団 C1-13 
敷布団 C1-12 
枕 C1-110 
マットレスカバーC1-13 
パッド C1-13 
掛け布団カバーC1-13 
敷布団カバーC1-12 
枕カバーC1-119 

8 第 07 類  
一 組 の コ ー
ヒ ー 用 具 セ
ット  

カップ及びソーサー  
コーヒーポット  
ミルクピッチャー  

C5-10 
カ ップ 及 び ソー サ ー C5-
234 
コーヒーポット C5-310 
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コーヒーストッカー  
砂糖容器  
ミルク容器  
容器の受け皿  
ドリッパー  
ティースプーン  
ティースプーン立て  

ミルクピッチャーC5-310 
コ ーヒ ー ス トッ カ ー C5-
320 
砂糖容器 C5-320 
ミルク容器 C5-320 
容器の受け皿 C5-530 
ドリッパーC6-361 
ティースプーン C6-112 
ティースプーン立て C5-
534 

9 第 07 類  
一 組 の フ ル
ー ツ ポ ン チ
用具セット  

フルーツポンチボー
ル  
フルーツポンチコッ
プ  
フルーツポンチスプ
ーン  
フルーツポンチケト
ル  
フルーツポンチお玉  

C5-10 

フ ル ー ツ ポ ン チ ボ ー ル
C5-210 
フ ル ー ツ ポ ン チ コ ッ プ
C5-231 
ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁｽﾌﾟｰﾝ C6-214 
フ ル ー ツ ポ ン チ ケ ト ル
C5-310 
フルーツポンチお玉 C6-
211 

10 第 07 類  一 組 の 御 膳
セット  

飯碗  
大鉢  
呑水  
盛椀  
小鉢  
たれ皿  
小皿  
多用碗  
皿  

C5-10 

飯碗 C5-210 
大鉢 C5-210 
呑水 C5-210 
盛椀 C5-210 
小鉢 C5-210 
たれ皿 C5-210 
小皿 C5-210 
多用碗 C5-210 
皿 C5-5370 

11 第 07 類  一 組 の 茶 器
セット  

急須  
湯冷まし  
湯呑み茶碗  
受け皿  
茶こし網  
建水  

C5-10 

急須 C5-310 
湯冷まし C5-310 
湯呑み茶碗 C5-231 
受け皿 C5-531 
茶こし網 C6-361 
建水 C5-210 

12 第 07 類  
一 組 の 調 味
料 容 器 セ ッ
ト  

砂糖容器  
醤油容器  
塩容器  
胡椒容器  
ソース容器  
容器の受け皿  

C5-10 

砂糖容器 C5-320 
醤油容器 C5-310 
塩容器 C5-323 
胡椒容器 C5-323 
ソース容器 C5-310 
容器の受け皿 C5-530 

13 第 07 類  
一 組 の 飯 碗
と 汁 椀 セ ッ
ト  

飯碗  
汁椀  C5-10 C5-210 

14 第 07 類  一 組 の 酒 器
セット  

片口  
徳利  
盃  

C5-0 
片口 C5-310 
徳利 C5-310 
盃 C5-231 

15 第 07 類  

一 組 の ナ イ
フ、フォーク
及 び ス プ ー
ンセット  

ナイフ  
フォーク  
スプーン  

C6-10 
ナイフ C6-114 
フォーク C6-113 
スプーン C6-112 

16 第 07 類  一 組 の 匙 及
び箸セット  

匙  
箸  
匙及び箸置き  

C6-10 
匙 C6-112 
箸 C6-12 
匙及び箸置き C5-533 

17 第 07 類  一 組 の 祭 器
セット  

香炉  
位牌  
燭台  
餅皿  

C7-10 

香炉 C7-152 
位牌 C7-131 
燭台 C7-142 
餅皿 C7-150 
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肉皿  
盃  
盃台  
祭事用の皿  
飯碗  
汁椀  
甘酒用の盃  
呑水  
退酒器  
たれ皿  

肉皿 C7-150 
盃 C7-150 
盃台 C7-150 
祭事用の皿 C7-150 
飯碗 C7-150 
汁椀 C7-150 
甘酒用の盃 C7-150 
呑水 C7-150 
退酒器 C7-150 
たれ皿 C7-150 

18 第 06 類  
一 組 の 洗 面
化 粧 台 セ ッ
ト  

洗面化粧台  
化粧鏡  
収納棚  

D0-0 
洗面化粧台 D5-21 
化粧鏡 D2-631 
収納棚 D2-510 

19 第 06 類  
一 組 の 机 と
本 立 て セ ッ
ト  

机  
本立て  
引き出し  

D2-30 
机 D2-330 
本立て F2-73141 
引き出し D2-5181 

20 第 06 類  
一 組 の 居 間
用 家 具 セ ッ
ト  

居間用収納棚  
飾り棚  D2-50 居間用収納棚 D2-514 

飾り棚 D2-5173 

21 第 06 類  一 組 の テ ー
ブルセット  テーブル  D2-00 D2-310 

22 第 06 類  
一 組 の オ フ
ィ ス 家 具 セ
ット  

オフィステーブル  
パーティション  
引き出しユニット  
本棚  
ファイルボックス  
ロッカー  

D2-00 

オフィステーブル D2-310 
パーティション D2-620 
引 き 出 し ユ ニ ッ ト D2-
5181 
本棚 D2-5172 
ファイルボックス F2-710 
ロッカーD2-551 

23 第 06 類  一 組 の 応 接
セット  

応接テーブル  
ソファー  D2-00 応接テーブル D2-310 

ソファーD2-14 

24 第 06 類  
一 組 の テ ー
ブ ル と 椅 子
セット  

テーブル  
椅子  
食卓  
食卓椅子  

D2-00 

テーブル D2-310, 
椅子 D2-14, 
食卓 D2-310, 
食卓椅子 D2-14 

25 第 23 類  一 組 の 台 所
家具セット  

流し台  
調理台  
ガス台  
収納棚  

D5-10 

流し台 D5-123 
調理台 D5-122 
ガス台 D5-121 
収納棚 D2-536 

26 第 19 類  一 組 の 書 道
用具セット  

墨  
硯  
硯滴  
硯入れ  
筆  
文鎮  
墨擦り  

F0-0 

墨 F2-117 
硯 F1-311 
硯滴 F1-312 
硯入れ F2-713 
筆 F2-116 
文鎮 F2-7312 
墨擦り F1-310 

27 第 19 類  一 組 の 筆 記
具セット  

シャープペンシル  
ボールペン  
万年筆  
蛍光ペン  

F2-10 

シ ャ ー プ ペ ン シ ル F2-
1180 
ボールペン F2-1180 
万年筆 F2-1180 
蛍光ペン F2-1150 

28 第 14 類  
一 組 の オ ー
デ ィ オ セ ッ
ト  

チューナー  
アンプ  
デッキ  
スピーカーボックス  
イコライザー  
ターンテーブル  

H0-0 

チューナーH3-712 
アンプ H4-150 
デッキ H4-431 
スピーカーボックス H4-
131 
イコライザーH4-160 
ターンテーブル H4-4292 
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29 第 14 類  

一 組 の パ ー
ソ ナ ル コ ン
ピ ュ ー タ ー
セット  

パソコン本体  
モニター  
キーボード  
スピーカー  
マウス  
パソコン用カメラ  
モデム  

H0-0 

パソコン本体 H5-2 
モニターH4-333 
キーバード H5-41 
スピーカーH4-131 
マウス H5-92 
パソコン用カメラ H4-310 
モデム H3-230 

30 第 14 類  

一 組 の テ レ
ビ 受 像 機 と
テ レ ビ 台 セ
ット  

テレビ受像機  
テレビ台  H4-30 テレビ受像機 H4333 

テレビ台 H43490 

31 第 25 類  
一 組 の 門 扉
と 門 柱 セ ッ
ト  

門扉  
門柱  L3-50 門扉 L3-510 

門柱 L3-520 

32 第 04 類  
一 組 の ト イ
レ 掃 除 用 具
セット  

ケース付便器ブラシ  
トイレ用ブラシ  
ラバーカップ  

C3-0 

ケース付便器ブラシ C3-
222 
トイレ用ブラシ C3-210 
ラバーカップ C3-10 

33 第 23 類  一 組 の 洗 面
用具セット  

石鹸箱  
石鹸置き  
歯ブラシ掛け  
歯磨きコップ  
たらい  

C0-0 

石鹸箱 C4-21 
石鹸置き D1-36 
歯ブラシ掛け C4-26 
歯磨きコップ C5-231 
たらい C3-511 

34 第 04 類  
一 組 の 電 動
歯 ブ ラ シ セ
ット  

電動歯ブラシ  
電動歯ブラシホルダ
ー  
電動歯ブラシ用充電
器  
電動歯ブラシ用スタ
ンド  

C4-0 

電動歯ブラシ C4-143 
電 動 歯 ブ ラ シ ホ ル ダ ー
C4-26 
電 動 歯 ブ ラ シ 用 充 電 器
C4-26 
電動歯ブラシ用スタンド
C4-26 

35 第 07 類  
一 組 の キ ャ
ン プ 用 食 器
セット  

キャンプ用鍋  
キャンプ用フライパ
ン  
キャンプ用フライパ
ン蓋  
 
キャンプ用皿  
キャンプ用茶碗  
キャンプ用しゃもじ  
キャンプ用お玉  
キャンプ用風除け  
キャンプ用コップ  

C5-40 

キャンプ用鍋 C5-4110 
キ ャ ン プ 用 フ ラ イ パ ン
C5-4110 
キャンプ用フライパン蓋  
C5-4191 
キャンプ用お皿 C5-210 
キャンプ用茶碗 C5-210 
キャンプ用しゃもじ C6-
212 
キャンプ用お玉 C6-211 
キ ャ ン プ 用 風 除 け C6-
4495 
キャンプ用コップ C5-231 

36 第 06 類  
一 組 の 自 動
車 用 床 マ ッ
トセット  

自動車用床マット  C1-30 自動車用床マット C1-33 

37 第 06 類  

一 組 の 野 外
用 テ ー ブ ル
及 び 椅 子 セ
ット  

野外用テーブル  
野外用椅子  
野外用テーブル付き
椅子  
パラソル  

D2-00 

野外用テーブル D2-310 
野外用椅子 D2-13 
野外用テーブル付き椅子
D2-01 
パラソル B3-83 

38 第 06 類  

一 組 の 自 動
車 用 シ ー ト
カ バ ー セ ッ
ト  

自動車用シートカバ
ー  D2-10 D2-195 

39 第 23 類  一 組 の 便 器
用 付 属 品 セ

便蓋カバー  
便座カバー  D5-40 便蓋カバーD5-44 

便座カバーD5-44 
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ット  トイレマット  トイレマット D544 

40 第 21 類  
一 組 の ゴ ル
フ ク ラ ブ セ
ット  

ゴルフクラブ  E3-30 E3-3520 

41 第 17 類  一 組 の ド ラ
ムセット  

ドラム  
シンバル  E4-20  

42 第 19 類  一 組 の 事 務
用具セット  

事務用はさみ  
事務用ペーパーナイ
フ  
事務用ペーパーカッ
ター  
事務用定規  
事務用ステープラー  

F2-00 

事務用はさみ K1-130 
事 務 用 ペ ー パ ー ナ イ フ
F2-81321 
事務用ペーパーカッター
K1-124 
事務用定規 F2-310 
事 務 用 ス テ ー プ ラ ー F2-
8321 

43 第 12 類  
一 組 の 自 動
車 用 ペ ダ ル
セット  

アクセルペダル  
ブレーキペダル  
補助ペダル  
クラッチペダル  

G2-20 

アクセルペダル G2-2930 
ブレーキペダル G2-2930 
補助ペダル G2-2930 
クラッチペダル G2-2930 

44 第 14 類  

一 組 の 車 載
用 オ ー デ ィ
オ 機 器 セ ッ
ト  

車載用チューナー  
車載用アンプ  
車載用スピーカーボ
ックス  

H0-0 

車載用チューナーH3-712 
車載用アンプ H4-150 
車載用スピーカーボック
ス H4-131 

45 第 14 類  
一 組 の ス ピ
ー カ ー ボ ッ
クスセット  

スピーカーボックス  H4-10 H4-131 

46 第 02 類  
一 組 の テ コ
ン ド ー 服 着
セット  

テコンドー服上衣  
テコンドー服下衣  B1-10  

47 第 02 類  一 組 の 柔 道
服セット  

柔道服上衣  
柔道服下衣  B1-10  

48 第 02 類  一 組 の 剣 道
服セット  

剣道服上衣  
剣道服下衣  B1-10  

49 第 02 類  一 組 の 登 山
服セット  

登山服上衣  
登山服下衣  B1-10  

50 第 02 類  一 組 の ス キ
ー服セット  

スキー服上衣  
スキー服下衣  B1-10  

51 第 02 類  一 組 の 乗 馬
服セット  

乗馬服上衣  
乗馬服下衣  B1-10  

52 第 02 類  一 組 の 野 球
服セット  

野球服上衣  
野球服下衣  B1-10  

53 第 28 類  

一 組 の 手 の
爪・足の爪美
容 器 具 セ ッ
ト  

爪きり  
美容はさみ  
足用爪きり  
毛抜き  
爪やすり  
耳かき  
足用爪やすり  
安全はさみ  
ネイルプッシャー  
鼻毛きり  
魚の目・タコ削り  
ヘアブラシ  

B7-00 

爪きり B7-1410 
美容はさみ K1-130 
足用爪きり B7-1410 
毛抜き C4-01 
爪やすり B7-140 
耳かき C4-15 
足用爪やすり B7-140 
安全はさみ K1-130 
ネイルプッシャーB7-140 
鼻毛きり B7-21 
魚の目・タコ削り C4-100 
ヘアブラシ B7-320 

54 第 03 類  一 組 の か ば
んセット  

シューズバッグ  
ランドセル  
旅行用かばん  

B4-4  

55 第 02 類  一 組 の 財 布
及 び ベ ル ト

財布  
ベルト  B4-0 財布 B4-4 

ベルト B2-2 
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セット  

56 第 04 類  
一 組 の 化 粧
用 ブ ラ シ セ
ット  

リップブラシ  
チークブラシ  
アイシャドウブラシ  
髭剃り用ブラシ  

B7-10 

リップブラシ B7-120 
チークブラシ B7-120 
アイシャドウブラシ B7-
120 
髭剃り用ブラシ B7-120 

57 第 28 類  一 組 の 櫛 セ
ット  

櫛  
ヘアブラシ  B7-30 櫛 B7-310 

ヘアブラシ B7-320 

58 第 28 類  一 組 の 理 髪
器具セット  

バリカン  
電動バリカン  
カットはさみ  
すきはさみ  
長はさみ  
はさみ入れ  
刈布  
電気髭剃り  
ヘ ア ロ ー ル ( カ ー ラ
ー ) 
散髪はさみ  
ヘアアイロン  
ネックシャッター  
ヘアドライヤー  

B7-00 

バリカン B7-350 
電動バリカン B7-350 
カットはさみ K1-132 
すきはさみ K1-132 
長はさみ K1-132 
はさみ入れ K1-139 
刈布 B7-30 
電気髭剃り B7-230 
ヘアロール (カーラー )B7-
330 
散髪はさみ K1-132 
ヘアアイロン B7-341 
ネックシャッターB7-30 
ヘアドライヤーB7-340 

59 第 28 類  
一 組 の 髭 剃
り 用 具 セ ッ
ト  

髭剃り  
髭剃りの刃  
髭剃り用泡立て器  
髭剃り用ブラシ  
電気髭剃り  
電気髭剃り充電器  

B7-00 

髭剃り B7-220 
髭剃りの刃 B7-2291 
髭剃り用泡立て器 B7-201 
髭剃り用ブラシ B7-120 
電気髭剃り B7-230 
電 気 髭 剃 り 充 電 器 B7-
2392 

60 第 07 類  一 組 の 授 乳
用品セット  

哺乳瓶  
乳首  
哺乳瓶消毒器  
哺乳瓶スタンド  

C5-0 

哺乳瓶 C5-235 
乳首 C5-2391 
哺乳瓶消毒器 C6-71 
哺乳瓶スタンド C5-530 

61 第 02 類  
一 組 の 出 産
準 備 品 セ ッ
ト  

おむつ  
裏用おくるみ  
表用おくるみ  
抱っこ紐  
ベビー用掛け布団  
ベビー用敷布団  
ベビー用枕  
ベビー用タオル  
ベビー用防水シーツ  
ベビー用おむつｶﾊﾞｰ  
ベビー用おむつﾊﾞﾝﾄﾞ  

B1-00 

おむつ B1-80 
裏用おくるみ B1-42 
表用おくるみ B1-42 
抱っこ紐 B1-42 
ベビー用掛け布団 B1-13 
ベビー用敷布団 C1-12 
ベビー用枕 C1-110 
ベビー用タオル C1-7 
ベビー用防水シーツ C1-
12 
ベ ビ ー 用 お む つ カ バ ー
B1-81 
ベ ビ ー 用 お む つ バ ン ド
B1-81 

62 第 06 類  

一 組 の カ ー
テ ン 及 び ブ
ラ イ ン ド セ
ット  

カーテン  
ブラインド  
シェード  
バーチカル  
カーテン用タイバッ
ク  
ロールスクリーン  

C1-50 

カーテン C1-51 
ブラインド C1-54 
シェード C1-54 
バーチカル C1-54 
カ ー テ ン 用 タ イ バ ッ ク
C1-59 
ロールスクリーン C1-54 

63 第 11 類  
一 組 の ト ロ
フィー・賞牌
セット  

賞牌  
トロフィー  
記念牌  

C2-10 
賞牌 C2-160 
トロフィーC2-160 
記念牌 C2-160 
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記念牌用ケース  記念牌用ケース C2-169 

64 第 06 類  一 組 の フ レ
ームセット  

卓上フレーム  
壁掛けフレーム  
ペアフレーム  

C2-10 
卓上フレーム C2-17 
壁掛けフレーム C2-17 
ペアフレーム C2-17 

65 第 06 類  
一 組 の 整 理
用 収 納 ボ ッ
クスセット  

収納ボックス  D2-50 D2-571 

66 第 07 類  
一 組 の ク ー
ラ ー ボ ッ ク
スセット  

クーラーボックス  C5-30 C5-3251 

67 第 09 類  
一 組 の 台 所
用 密 封 容 器
セット  

台所用密封容器  C5-30 C5-320 

68 第 07 類  
一 組 の ワ イ
ン グ ラ ス セ
ット  

ワイングラス  C5-20 C5-231 

69 第 08 類  
一 組 の 台 所
用 包 丁 セ ッ
ト  

包丁  
果物ナイフ  
包丁研ぎ器  
刺身包丁  
包丁立て  
チーズナイフ  
キッチンはさみ  
パンナイフ  
皮むき器  
千切り器  
ピザナイフ  

C6-0 

包丁 C6-3110 
果物ナイフ C6-3110 
包丁研ぎ器 K1-283 
刺身包丁 C6-3110 
包丁立て C5-530 
チーズナイフ C6-3110 
キッチンはさみ C6-312 
パンナイフ C6-3110 
皮むき器 C6-313 
千切り器 C6-320 
ピザナイフ C6-3110 

70 第 07 類  

一 組 の 台 所
用 玉 杓 子 及
び フ ラ イ 返
しセット  

お玉杓子  
泡立て器  
トング  
フライ返し  

C6-20 

お玉杓子 C6-211 
泡立て器 C6-330 
トング C6-215 
フライ返し C6-214 

71 第 11 類  
一 組 の 男 性
用 経 衣 セ ッ
ト  

外套  
上着  
ズボン  
下着  
靴下  
礼服用の上着  
礼服用の紐  
ズボン用の裾紐  
腰紐  
小袋  
脚絆  
頭巾  
経衣用の下帯  
口当て  
面覆い用の布  
手袋  
靴  
包み用の布  
縛り紐  
掛け布団  
敷布団  
枕  
かぶり物  
手覆い用の布  
包み用の麻布  
顎当て  

C7-10  
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手袋  
経衣入れ  

72 第 11 類  
一 組 の 女 性
用 経 衣 セ ッ
ト  

外套  
上着  
上の下着  
ズボン  
下着のズボン  
スカート  
下着のスカート  
靴下  
頭巾  
経衣用の下帯  
礼服  
礼服用の紐  
髪飾り  
掛け布団  
敷布団  
枕  
面覆い用の布  
かぶり物  
手覆い用の布  
小袋  
包み用麻布  
顎当て  
手袋  
口当て  
綿布  
靴  
包み布  
縛り紐  
経衣入れ  

C7-10  

73 第 06 類  
一 組 の 寝 室
用 家 具 セ ッ
ト  

ベッド  
サイドテーブル  
ベッド台  

D2-0 
ベッド D2-210 
サイドテーブル D2-5181 
ベッド台 D2-2190 

74 第 08 類  
一 組 の 家 具
用 取 っ 手 セ
ット  

家具用取っ手  M3-20 M3-21 

75 第 21 類  

一 組 の 運 動
用 ア レ イ 及
び バ ー ベ ル
セット  

アレイ  
バーベル  E3-00 アレイ E3-010 

バーベル E3-010 

76 第 21 類  一 組 の ゲ ー
ム機セット  

ゲーム機  
ゲーム機用操作器  
ゲーム機用モニター  

E2-0 

ゲーム機 E2-30 
ゲーム機用操作器 H2-62 
ゲーム機用モ ニター H4-
330 

77 第 19 類  一 組 の 製 図
用具セット  

直角定規  
三角定規  
角度計  
コンパス  
鉛筆削り  
シャープ芯  
消しゴム  

F2-00 

直角定規 F2-310 
三角定規 F2-311 
角度計 F2-32 
コンパス F2-331 
鉛筆削り F2-1231 
シャープ芯 F2-1189 
消しゴム F2-1221 

78 第 13 類  

一 組 の ス イ
ッ チ 及 び コ
ン セ ン ト セ
ット  

スイッチ  
コンセント  H1-00 スイッチ H1-53 

コンセント H1-3422 

79 第 08 類  一 組 の 園 芸 芽切りばさみ  K3-0 芽切りばさみ K1-133 
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用具セット  移植ゴテ  
三本鍬  
鎌  
噴霧器  

移植ゴテ K3-160 
三本鍬 K3-160 
鎌 K3-160 
噴霧器 C0-20 

80 第 08 類  一 組 の 手 動
工具セット  

スパナ  
レンチ  
ドライバー  
プライヤ  
巻尺  
モンキーレンチ  
剪定ばさみ  
折りたたみナイフ  
ニッパー  
工具箱  
ハンマー  

K1-00 

スパナ K1-2320 
レンチ K1-2320 
ドライバーK1-2310 
プライヤ K1-222 
巻尺 J1-111 
モンキーレンチ K1-2325 
剪定ばさみ K1-133 
折りたたみナイフ K1-110 
ニッパーK1-221 
工具箱 K1-53 
ハンマーK1-24210 

81 第 08 類  
一 組 の ド ラ
イ バ ー セ ッ
ト  

ドライバー又は  
電動ドライバー  
充電器 (電動  
ドライバー専用 ) 
ケース  
ビット  

K1-00 

ドライバーK1-2310 
電動ドライバーK1-331 
充電器 (電動ドライバー専
用 ) 
K139 
ケース K1-52 
ビット K1-K1-4080 

82 第 10 類  一 組 の 腕 時
計セット  

腕時計 (女性用及び男
性用 ) J2-30  

83 第 24 類  一 組 の 絆 創
膏セット  絆創膏  J7-10 J7-12 

84 第 24 類  
一 組 の カ ッ
ピ ン グ 器 セ
ット  

カッピング器  
吸い玉  
カッピング器用ケー
ス  

J7-50  

85 第 07 類  
一 組 の フ ラ
イ パ ン セ ッ
ト  

フライパン  C5-40 C5-4110 

86 第 06 類  
一 組 の 操 舵
室 家 具 セ ッ
ト  

操舵室用本棚  
操舵室用ロッカー  
旗保存箱 (flag locker) 

D2-00 

操舵室用本棚 D2-5173 
操舵室用ロッカーD2-551 
旗保存箱（ flag locker）F5-
190 

87 第 06 類  
一 組 の 船 舶
用 寝 室 家 具
セット  

船舶用ベッド  
船舶用サイドテーブ
ル  
船舶用たんす  

D2-00 

船舶用ベッド D2-20 
船 舶 用 サ イ ド テ ー ブ ル
D2-5181 
船舶用たんす D2-5171 

88 第 06 類  
一 組 の 船 舶
用 休 憩 室 家
具セット  

船舶用本棚  
船舶用机  
船舶用冷蔵庫ラック  
船舶用ソファー  

 

船舶用本棚 D2-5173 
船舶用机 D2-330 
船舶用冷蔵庫ラック D2-
5183 
船舶用ソファーD2-14F 

89 第 06 類  
一 組 の 船 舶
用 船 員 食 堂
家具セット  

船舶用食卓テーブル  
船舶用食卓椅子  
船舶用冷蔵庫ラック  
船舶用流し台  
船舶用サイドテーブ
ル  

D2-00 

船舶用食卓テーブル D2-
310 
船舶用食卓椅子 D2-14 
船舶用冷蔵庫ラック D2-
5183 
船舶用流し台 D5-123 
船 舶 用 サ イ ド テ ー ブ ル
D2-5181 

90 第 12 類  
一 組 の 自 動
車 用 ダ ッ シ
ュ ボ ー ド パ

ダッシュボード  
車載用オーディオ  
カーナビ  

H0-0 
D0-0 

ダッシュボード G2-2933 
車載用オーディオ H4-434 
カーナビ H4-401 
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ネ ル
（ dashboard 
panel,  center 
fascia ） セ ッ
ト  

自動車用ハンドル  
（ steering wheel）  
インパネ  
自動車用送風口  
グローブボックス  

自動車用ハンドル  
（ steering wheel）G2-2931 
インパネ G2-2933 
自動車用送風口 D4-350 
グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス G2-
2960 

91 第 06 類  

一 組 の レ ジ
ャ ー 自 動 車
用 寝 室 家 具
セット  

ﾚｼﾞｬｰ自動車用ベッド  
ﾚｼﾞｬｰ自動車用流し台  
ﾚｼﾞｬｰ自動車用テーブ
ル  

 

ﾚｼﾞｬｰ自動車用ベッド D2-
20 
ﾚｼﾞｬｰ自動車用流し台 D5-
123 
ﾚ ｼ ﾞ ｬ ｰ自動車用テーブル
D2-310 

92 第 07 類  

一 組 の 台 所
用 作 り 付 け
（built-in）物
品セット  

オーブン  
ガスクックトップ  
IH コンロ  
フード  
食器洗い機  
冷蔵庫  
キムチ冷蔵庫  
ワインセラー  
流し台  
キッチンクロゼット  
シンク下  
アイランドテーブル  

D5-10 

オーブン C6-4310 
ガスクックトップ C6-442 
IH コンロ C6-442 
フード D4-51 
食器洗い機 C6-71 
冷蔵庫 C6-51 
キムチ冷蔵庫 C6-51 
ワインセラーC6-51 
流し台 D5-123 
キッチンクロゼット D2-
536 
シンク下 D5-190 
アイランドテーブル D2-
310 

93  

そ の 他 二 つ
以 上 の 物 品
が 一 組 の 物
品 と し て 同
時 に 使 用 さ
れ る も の と
認 め ら れ る
場合  

   

 
（出所）デザイン審査基準、 JETRO Seoul 知的財産チーム>法令＞審査基準等＞デザイン審査基準、http://www.jetro-
ipr.or.kr/lawIndustry_list.asp, ［最終アクセス日：2017 年 2 月 28日］を基に作成 
 

なお、デザイン審査基準第２部第３章第１節 4)は、組物のデザインとして

不適切なもの（１デザインの出願として認められないもの）として、「一組の

卓球用具、一組のバドミントン用具、完成形が様々な組立玩具」を挙げてい

る。 

 その他の登録要件 

一組の物品のデザインの類否判断は、一組全体としてのみ判断される（デ

ザイン審査基準第５部第２章第２節 9）。関連デザインについては、第４部

第８章第１節 3）を参照。）。  

http://www.jetro-ipr.or.kr/lawIndustry_list.asp
http://www.jetro-ipr.or.kr/lawIndustry_list.asp
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新規性要件の判断、先後願の判断についても、一組全体としてのみ判断さ

れる（デザイン審査基準第４部第３章第１節 3）、第４部第７章第１節 4））。

また、一組の物品に含まれる個々の構成物品は、拡大された先願の地位を有

する（デザイン審査基準第４部第５章第１節 3））。 

 

 出願手続 

 図面の記載要件 

デザイン審査基準第２部第３章第３節 2)では、一組の物品のデザインを出

願する場合に特有の図面の記載要件として、下記の３点が挙げられている。  

 

 各構成物品の図面だけで一組の物品のデザインを十分に表現できる場合には、

構成物品ごとに一組の図面を提出する。  

 一組の物品の各構成物品が相互集合され、一つの統一した形状・形、又は観

念を表現する場合には、構成物品が組み合わされた状態の一組の図面と、構

成物品ごとに一組の図面を提出しなければならない。  

 一つのデザインを、図面と 3D モデリング図面を混合して表現することはで

きないため、表現方法を統一しなければならない。  

 デザインに係る物品 

デザイン審査基準第２部第２章第１節 2)によると、一組の物品を構成する

物品の区分が２以上の場合には、下記のように、その区分を記載することと

されている。 

 

 構成物品の数が多い物品に物品類区分を記載する。  

 構成物品の数が同じである場合には、出願人の意思により、一の区分を記載

する。ただし、構成物品に審査対象の物品と一部審査対象の物品をともに含

む場合には、審査対象の物品区分を記載する。  
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また物品名の記載については、一般的な名称がない場合には、構成物品の

名称を羅列して記載する（デザイン審査基準第２部第２章第３節 (5)）。具体

例として、「一組のレインコート、レインブーツ及び傘のセット」が挙げられ

ている。 

 

（vii） カナダ知的財産局（CIPO） 

意匠法第２条は、「set」について、「同一の包括的特性を備え、通常共に

販売され又は共に使用されることを意図した多数の物品であって、その各個

には同一の意匠又はその変形が適用されているものをいう。」と定義してい

る。セットを構成する物品については、特に制限はない。  

ある物品のセットが一意匠と認められるには、物品のうちの一の形態が、

全体として一つのセットを構成すると認められる程に、他の形態と十分に関

連していなければならない（意匠規則第 10 条参照。） 85。 

セットの意匠を出願する場合には、例えば、「ゴルフクラブのセット」（ set 

of golf clubs）のように、その名称に「set」の語を含ませなければならな

い（意匠法施行規則第９条、意匠実務ガイド 6.4.4）。また、意匠の説明の記

載から、出願された意匠がセットに係るものであることが明らかでなければ

ならない（例えば、「同一（バリエーション）の意匠が各構成物品に表されて

いる。」等の記載が考えられよう。）（意匠実務ガイド 6.4.5）。ただし、意

匠の説明には、どの位置に意匠的特徴が存在しているかを記載することはで

きるが、当該意匠的特徴は、セットを構成するすべての物品に共通するもの

でなければならない。 

セットの意匠を出願する際の図面又は写真には、各構成物品を個別に表す

こともできるが、少なくとも一図には、セットを構成するすべての物品が表

されていなければならない（意匠実務ガイド 6.5.1、 Annex B (Sample 

                                                   
85 Industrial Design Application No. 1998-0950, Re (2001), 14 C.P.R. (4th) 213 (P.A.B.).【審

判決例 D05】、 Industrial Design Application 2000-2268/95949, Re (2006) 56 C.P.R. (4th) 154 

at 157 (P.A.B.).【審判決例 D06】、 DRG Inc. v Datafile Ltd (1991), 35 C.P.R. (3d) 243 at 

250-251 (F.C.A.); Re Sylvie Youle-White (1985), 9 C.P.R. (3d) 129 at 133.【審判決例 D08】等

を参照。  
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Drawings) 21 頁）。 

 

意匠実務ガイドの Annex B (Sample Drawings) 21 頁に掲載されている図面

の記載例  
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３． 各国・官庁の上記に係る審決例・判決例の抽出 

（１） 概要 

関連する審決例・判決例の合計 52 件を抽出し、その事案の概要と判断につい

てとりまとめた。さらに、個別の審決例・判決例については専門家によるコメン

トを追記した。 

（i） 意匠登録出願における図の省略の取扱い 

No. 国  事件番号等  

A01 JP 
東京地判昭和 52 年 2 月 16 日無体裁集 9 巻 1 号 43 頁（昭和 49 年（ワ）第

3436 号）〔車輪用ナット〕  

A02 JP 
東京高判平成 15 年 2 月 25 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（ネ）第 4093

号）〔バルブ用筺体〕  

A03 
WO 

(DE) 

German Braunschweig District Court, July 2, 2008 - Case 9 O 2705/07 - 

Wing Screw 

A04 EU 
Decision of the Invalidity Division of 18 May 2009 - ICD000005155 - 

radiators 

A05 US 
Philco Corp. v. Admiral Corp.，  199 F. Supp. 797，  131 USPQ 413(D. Del. 

1961) 

A06 JP 
特許庁審決平成 21 年 11 月 20 日補正 2009-500008〔折りたたみ式携帯揺り

かご〕  

A07 US Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D.6 (Comm ’r Pat. 1938) 
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（ii） 意匠登録出願における図面の種類及び記載要件  

No. 国  事件番号等  

B01 JP 特許庁審決平成 27 年 7 月 8 日不服 2015-5834〔背もたれ用マッサージ具〕  

B02 JP 特許庁審決平成 17 年 9 月 14 日無効 2005-88001〔ブラインド〕  

B03 EU 
PMS International Group v. Magmatic Limited, UK Supreme Court 

2016/3/9 

（iii） 意匠登録出願における参考図の取扱い 

No. 国  事件番号等  

C01 JP 特許庁審決平成 13 年 6 月 14 日不服 2000-2524〔植木鉢台〕  

C02 JP 特許庁審決平成 20 年 4 月 30 日補正 2007-500010〔包装用容器〕  

C03 JP 東京高判平成 15 年 4 月 14 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 374

号）〔建築構造材用継手〕  

C04 JP 知財高判平成 17 年 9 月 13 日裁判所ウェブサイト（平成 17 年（行ケ）第 10165

号）〔輸液バッグ審決取消訴訟〕  

C05 JP 知財高判平成 21 年 7 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 21 年（行ケ）第 10036

号）〔輪ゴム〕  

C06 JP 東京高判平成 15 年 12 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第

355 号）〔法張りブロック〕  

C07 JP 東京高判平成 15 年 2 月 24 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 422

号）〔道路用防獣さく〕  

C08 JP 大阪地判平成 24 年 5 月 24 日判時 2179 号 118 頁（平成 23 年（ワ）第 9476

号）〔角度調整金具用浮動くさび〕  

C09 JP 知財高判平成 24 年 1 月 16 日裁判所ウェブサイト（平成 23 年（行ケ）第 10264

号）〔穀類乾燥機用集塵器〕  

C10 JP 知財高判平成 18 年 7 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年 (行ケ )第 10004

号）〔スポーツ用シャツ〕  
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C11 JP 知財高判平成 23 年 12 月 15 日判例時報 2146 号 125 頁（平成 23 年（行ケ）

第 10239 号）〔印刷用はくり紙〕  

C12 JP 知財高判平成 18 年 8 月 24 日判時 2002 号 137 頁（平成 18 年（行ケ）第 10136

号）〔ピアノ補助ペダル〕  

C13 JP 知財高判平成 26 年 9 月 11 日判例時報 2250 号 71 頁（平成 26 年（行ケ）第

10072 号）〔携帯情報端末〕  

C14 EU German Federal Supreme Court, Decision of March 8, 2012 - Case I ZR 

124/10 - Weinkaraffe 

C15 CN 北京市高級人民法院（2008）高行終字第 10 号審決取消請求事件  

C16 CN 広東市高級人民法院（2010）専高法民三終第 152 号侵害事件  

C17 KR 特許法院 2009 年 6 月 5 日付言渡し、2009 ホ 1736 

C18 KR 最高裁 2010 年 9 月 30 日付言渡し、2010 ダ 23739 

C19 JP 東京高判平成 15 年 9 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第 57

号）〔包装用容器〕  

C20 JP 東京高判平成 14 年 3 月 28 日裁判所ウェブサイト（平成 13 年（行ケ）第 187

号）〔金網〕  

C21 JP 知財高判平成 18 年 3 月 31 日判時 1929 号 84 頁（平成 17 年（行ケ）第 10679

号）〔コネクター接続端子〕  

C22 JP 知財高判平成 18 年 9 月 20 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行ケ）第 10088

号）〔金属製ブラインドのルーバー〕  

C23 JP 特許庁審決平成 17 年 1 月 18 日無効 2004-88007〔配膳用食品収納函〕  

C24 JP 特許庁審決平成 21 年 6 月 29 日無効 2009-880001〔壁板材〕  

C25 JP 特許庁審決平成 18 年 8 月 28 日不服 2005-24239〔リモートコントローラー〕 

C26 JP 特許庁審決平成 13 年 2 月 8 日補正 1999-50133〔ブリスターパックホルダ

ー〕  

C27 JP 特許庁審決平成 21 年 12 月 17 日補正 2009-500011〔録音再生器具〕  

C28 JP 特許庁審決平成 18 年 6 月 14 日補正 2006-50001〔容器ホルダー〕  

C29 JP 特許庁審決平成 27 年 12 月 15 日不服 2015-11709〔立体パズル〕  

C30 JP 特許庁審決平成 26 年 10 月 28 日不服 2014-5214〔携帯情報端末機〕  



- 98 - 

 

C31 JP 知財高判平成 28 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 27 年（ネ）第 10077

号）〔包装用箱〕  

C32 JP 東京高判平成元年 4 月 27 日判時 1324 号 135 頁（昭和 63 年（行ケ）第 250

号）〔額縁用枠材〕  

C33 JP 知財高判平成 21 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 20 年（行ケ）第 10332

号）〔基礎杭〕  

C34 JP 特許庁審決平成 23 年 8 月 10 日不服 2011-3209〔盗難防止用保安器具〕  

C35 JP 特許庁審決平成 19 年 6 月 11 日補正 2006-50023〔インクリボンカートリッ

ジ〕  

（iv） 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い 

No. 国  事件番号等  

D01 JP 特許庁審決平成 15 年 7 月 24 日不服 2002-11490〔一組の自動二輪車用フェンダ

ーセット〕  

D02 JP 特許庁審決平成 22 年 8 月 31 日不服 2010-7874〔自動車用フロアマット〕  

D03 EU Decision of the Third Board of Appeal of 7 May 2009 in Case R 1258/2008 - 

Upholstered furniture (Set of - ) 

D04 CN 北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第 81 号審決取消請求事件  

D05 CA Industrial Design Application No. 1998-0950, Re (2001), 14 C.P.R. (4th) 213 

(P.A.B.). 

D06 CA Industrial Design Application 2000-2268/95949, Re (2006) 56 C.P.R. (4th) 154 

at 157 (P.A.B.).  

D07 JP 知財高判平成 28 年 9 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（行ケ）第 10034

号）〔容器付冷菓〕  

D08 CA DRG Inc. v Datafile Ltd (1991), 35 C.P.R. (3d) 243 at 250-251 (F.C.A.); Re 

Sylvie Youle-White (1985), 9 C.P.R. (3d) 129 at 133. 
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（２） 意匠登録出願における図の省略の取扱い 

No. 国  事件  

A01 JP 
東京地判昭和 52 年 2 月 16 日無体裁集 9 巻 1 号 43 頁（昭和 49 年（ワ）第 3436

号）〔車輪用ナット〕  

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠登録第 346332 号（意匠に係る物品：車輪用ナット）の意匠権者（原告）が、被告に

よるイ号物品（車両用ナット）の製造販売が意匠権の侵害にあたるとして、訴えを提起し、

本件登録意匠とイ号物品の意匠の類否が争われた事案。  

 

（本件意匠）  （イ号物品の意匠）  

意匠登録第 346332 号   

意匠に係る物品：車輪用ナット   

  

（共通点）  

「両意匠は車輪用ナツトとしての基本的形状においてほとんど同一である」  

（差異点）  

「ナツト本体部の内周面及び外周面にねじ

溝を欠いている」  

「これ（報告者注：ナツト本体部の内周面

及び外周面のねじ溝）を備えているとい

う」  
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＜判断＞  

 原告は、上記差異点について、本件登録意匠にかかる物品が「車輪用ナツト」であること、

取付け使用状態を示す参考図の記載から、本件登録意匠にかかるナットの本体部の内周面

及び外周面がねじ溝を備えていることは自明であって、意匠登録の図面においては、ねじ溝

の記載が当然のこととして省略されている旨、主張した。  

 裁判所は、原告の主張に対し、「物品がナツトであるということからは、通常その中空部

（内周面）にねじ溝を有するとはいえるにしても、当然にその外周面にもねじ溝を有すると

はいえ」ず、また、「本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面のすべてについて

一切ねじ溝の記載がないことが認められ、かつ右甲号各証から認められる右添付図面中の

参考図に示された本件登録意匠にかかるナツトの使用状態によつても、右ナツト本体部の

内、外周面にねじ溝があるのが省略されているものであると認めることは困難であるから、

本件登録意匠が本体部の内、外周面にねじ溝を有するナツトにかかるものであるとはいえ

ない。」とした。さらに、「ねじ溝といつても、その形状、寸法等が多様でありうることはい

うまでもないから、仮に原告の主張するように本件登録意匠がナツト本体部の内、外周面に

ねじ溝を備えた形状のものとしても、右ねじ溝の形状、寸法等は特定できないことになり、

本件登録意匠は不特定の部分を含むという不当な結果になる。」として、本件登録意匠の形

態について、図面とおり、ナット本体部の内周面及び外周面のいずれにも、ねじ溝を欠いた

ものであると認定した。  

 

＜コメント＞  

 判例タイムズ 360 号 261 頁のコメントは、「本件登録意匠は、『車輪用ナツト』に関する

ものであるならば、当業者ならずともねじ溝があると考えるのが当然であり、ねじ溝を作図

する方法の一つに単に２本の線で表示する方法もあり、本件でもその作図方法を用いてい

ると見ることもあながち無理な判断とも言えないであろう。本件判決は、当業者にとつて自

明であるとの主張についての説明が足りなかつたか、あるいは、裁判所が当業者の知識と関

わりなく、裁判官の知識で処理してしまつたか、何れにせよ問題を残した判断であろう。」

として、本判決に対して批判的である。  
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No. 国  事件  

A02 JP 
東京高判平成 15 年 2 月 25 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（ネ）第 4093

号）〔バルブ用筺体〕  

原審判決  
東京地判平成 14 年 6 月 28 日裁判所ウェブサイト（平成 13 年（ワ）第 1560

号）  

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠登録第 1002366 号（意匠に係る物品：バルブ用筐体）の意匠権者（原告・控訴人）

が、被告（被控訴人）による被告製品の製造販売が意匠権の侵害にあたるとして訴えを提起

した事案。これに対して、被告が、本件意匠登録出願前に第三者のカタログに掲載された写

真に写る意匠と、本件登録意匠が類似すると主張して、本件意匠登録に無効理由が存在する

かが争われた。  

 原告は、被告による上記主張に対して、当該写真からは、意匠の背面部の具体的形状を特

定、認定できない旨を主張して争った。  

 原審は、原告の上記主張について、「背面部の形状は、右手前から見た形状と同様である

と推認することができるから、本件カタログをもってその構成態様を上記のとおり認める

ことができるというべきである。」と判示し、本件登録意匠と引用意匠が類似するとして、

原告意匠登録に無効理由があることを理由に、請求を棄却した。  

 原告は控訴し、控訴審においても引き続き、上記点について主張した。  

 

＜判断＞  

 裁判所（控訴審）は、原告の主張について、「一般に、カタログにおいて商品の写真を掲

載するときは、商品の特徴的な形状が分かるように撮影するものであり、写真に撮影されて

いない背面部等は、他と同一又はありふれた形状であるために省略されることが多いこと、

したがって、通常の場合は、カタログの写真自体から商品の全体的形状を理解し、推認する

ことができることが一般的であることは、当裁判所に顕著である（商品のカタログとして

は、１枚の写真で商品の全体的形状が理解できる場合は１枚の写真を掲載するだけですむ

であろうし、２枚以上の写真でなければ、商品の全体的形状が理解困難であれば、２枚以上

の写真が掲載されることが一般的であろう。）。本件カタログに掲載された本件アングルバ

ルブの写真についていえば、アングルバルブという商品の通常の形状から、その写真に写っ

ていない部分（背面部）の形状を推認することは容易であり、本件カタログに掲載された写

真自体から、そのアングルバルブの全体的形状を十分に理解し、推認することができる」と

した。なお、控訴も棄却された。  
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＜コメント＞  

 本件は、引用意匠に関するものであるが、写真に表れていない形状の認定について言及し

た。  
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No. 国  事件  

A03 
WO 

(DE) 

German Braunschweig District Court, July 2, 2008 - Case 9 O 2705/07 - 

Wing Screw 

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 国際意匠登録 DM/030369（意匠に係る物品：ウイングスクリュー（Wing Screw））を

有する意匠権者（原告）が、展示会に出展された被告製品が、原告意匠権を侵害するも

のであるとして、訴えを提起した事案。これに対し、被告は、原告登録意匠が新規性、

独自性を有さないことを理由に、権利の有効性について争うとともに、被告製品が原告

の国際登録の保護範囲に含まれない旨を主張し、争った。  

 

（本件意匠）  

DM/030369 

意匠に係る物品：ウイングスクリュー（Wing Screw）  

 

 

＜判断＞  

 本件では、原告の国際出願で提出されていた複製物は、上記の１図のみであって、背

面側の形態を認識することができないものであった。  

 しかしながら、裁判所は、「登録された意匠に係る図面に表現される特徴点のみによっ

て意匠の保護範囲を判断する。本件では、１つの図面しか提出されておらず、その図面

はミッキーマウスの耳のような凹みを具えた羽部が開示されているが、背面については

描かれていない。仮に、通常の情報を有する者（ Informed User）であれば提出された図

面と製品の機能から背面も同一の形状を備えていると推認できるとしても被告製品は原

告保有の国際登録の保護範囲には含まれず、同様の結論となる。」と判示した。  

 なお、裁判所は、原告登録意匠の新規性、独自性を認めたが、原告登録意匠の全体的

印象と被告製品の全体的印象が異なると判断し、原告の請求を棄却した。  
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＜コメント＞  

 本件では、原告意匠の認定に際して、背面側については、本体部については背面側を

含めて円筒状であると認定されているが、図面に表されていない、羽部背面側の形態に

ついては、何も認定されず、意匠の構成要素としてはないものとして扱われている（平

成 25 年度意匠委員会第２委員会外国部会「ハーグ協定ジュネーブアクトの実務と留意

点」パテント 67 巻 10 号 68 頁（2014 年）も参照。）。  
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No. 国  事件  

A04 EU 
Decision of the Invalidity Division of 18 May 2009 - ICD000005155 - 

Radiators 

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠権者は、共同体意匠登録 RCD000757547-0003（意匠に係る物品：ラジエーター

（Radiators））を所有していたところ、当該共同体意匠登録出願より前に公知となって

いた引用意匠（共同体意匠登録 RCD000330402-0014）の存在を理由に、本件共同体登

録意匠には新規性・独自性がないとして、その有効性が争われた。当該意匠登録には下

記の３図のみ、引用意匠には下記の１図のみが含まれていた。  

 

（本件意匠）  

RCD000757547-0003 

意匠に係る物品：ラジエーター（Radiators）  

(0003.001) (0003.002) 

(0003.003) 

 

（引用意匠）  

RCD000330402-0014 

意匠に係る物品：暖房用ラジエーター（Radiators for heating）  

(0014.001) 

 

＜判断＞  

 OHIM は、本件登録意匠には発光する透明ガラストップパネルが存在すること、発熱

体の形状が異なることを理由に、新規性、独自性を肯定した。  
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＜コメント＞  

 本件では、本件登録意匠、引用意匠ともに、物品の全体形状が開示されていなかった

が、OHIM は、図面で開示されている形状のみを対比し、無効理由の有無を判断した。

また、第１図でのみ発光状態が表された照明の存在を基に、独自性を肯定する判断が下

された。  

 なお、松井宏記『共同体商標と共同体意匠の実務』（発明協会， 2010 年）286 頁は、

本件に対するコメントとして、「共同体意匠における参考図の重要性を認識させられる事

案」とも評している。  
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No. 国  事件  

A05 US 
Philco Corp. v. Admiral Corp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413(D. Del. 

1961) 

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 ３件の特許（内２件が意匠特許）を所有する原告（Philco Corporation）が、被告

（Admiral Corporation）による特許権侵害を理由に、訴えを提起した。これに対して、

被告が、原告特許の無効を主張し、争った。  

 原告が有していた２件の意匠特許のうち、本テーマに関係するのは、意匠特許第 183､

692 号（意匠に係る物品：携帯用テレビ受信機（PORTABLE TELEVISION RECEIVER））

である。同特許は、下記のとおり、１枚の斜視図のみで出願がされていた。また、意匠

の説明には、「背面には、装飾が施されていない。」（ the back is unornamented）と記載

されていた。  

 

（本件意匠）  

Des. 183,692 

意匠に係る物品：携帯用テレビ受信機（PORTABLE TELEVISION RECEIVER）  

 

 

＜判断＞  

 裁判所は、意匠特許の開示要件について、当業者にとって、推測を交える必要がない

ほど安定的に、かつ明白に意匠特許の対象となる物品の外観全体を開示していなければ

ならないとした。その理由として、意匠特許が特定人に独占を許すものである以上、そ

の開示が曖昧であることは許されず、十分な開示といえるためには、独占の範囲が予見

可能でなければならないとした。  

 その上で、本件意匠特許を検討すると、本件意匠の形状は、背面が飾りのない平らな

ものであると解釈されるべきであるとするが、現在（報告者注：判決当時）のテレビ受
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信機の技術水準を考慮すると、背面が平坦ということは考えられず、そのような意匠は

実施することは不可能であるとされた。したがって、当該意匠特許において、背面の形

態は不可欠であって、それが開示されていない本件意匠特許は、開示要件違反で無効で

あると判断された。  

 

＜コメント＞  

 本件では、Ex parte Salsbury【審判決例 No.A07】も引用しつつ、意匠特許の開示要

件に関する一般論を述べ、具体的なあてはめにおいて、クレームの範囲を受信機全体と

する一方、背面図について装飾がない（unornamented）としていた点について、技術的

な理由から、背面図の具体的な形態の開示が必要とされ、その全体的な美感的効果

（overall aesthetic effect）を把握するためには、上記図面のみでは足りず、背面の形態

が確定されなければならないとした。  

 本件は、 MPEP1503.02 I でも引用されているが、 MPEP の同箇所においても、

「unornamented」という語について、「明らかに平坦でない構造を含む可視の表面を記

述するために使用すべきでない」とされている。  
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No. 国  事件  

A06 JP 
特許庁審決平成 21 年 11 月 20 日補正 2009-500008〔折りたたみ式携帯揺りか

ご〕  

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「折りたたみ式携帯揺りかご」として、下記

写真を添付した意匠登録出願（意願 2008-10344）を行ったところ、６面図が添付されてい

ないことを理由として手続補正指令書（方式）を通知された。これに対して、出願人は、図

面を追加する補正を行ったが、当該補正が意匠の要旨を変更するものであるとして却下さ

れたことから、出願人が補正却下決定不服審判を請求した事案。  

出願当初の意匠  

 

 

＜判断＞  

 審判合議体は、補正前後の意匠の内容表現の相違点を、「（Ａ）揺りかごの底面側の態様」

と「（Ｂ）揺りかごの内側の態様」の２点であると認定している。ここでは、このうち（Ａ）

について、すなわち、下記底面図を追加した点に関する判断について、紹介する。  

 

 審判合議体は、出願当初開示されていなかった「揺りかご左半部の底面側の態様について、
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確かに揺りかご左半部の底面側の態様は出願当初の意匠に表されてはいないが、もともと

揺りかごの底面側は、左半部にしても右半部にしても、揺りかごの意匠全体からみれば限ら

れた一部分であり、通常の使用の状態において殆ど目にしないところであって、補正により

表れる底面側の態様も、底面を補強する技術的なリブ構造を表すだけであり、左半部の底面

側の態様は需要者の注意を殆ど惹くものではないことから、出願当初に表していない底面

図を補正により表すことは、揺りかご左半部の底面側の一部分について、在るべき底面側の

態様の不足した図を単に補充して、新たな態様を付加することなく不明確なところを具体

的なものに明確にしたと言うべきであり、両意匠の要旨の認定に影響を与える程のもので

はない。」として、上記底面図の追加は、要旨を変更する補正には該当しないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件は、図面の省略そのものについて判断した事例ではないが、出願当初に開示されてい

なかった態様が、意匠の要旨の認定に与える影響について判断していることから、図面が省

略され、意匠の一部が開示されていない場合に、当該開示されていない部分をどのように認

定するかを検討するに際に、参照し得ると思われる。  
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No. 国  事件  

A07 US Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D.6 (Comm’r Pat. 1938) 

テーマ  図の省略の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人は当初、一の斜視図のみで、意匠特許の出願を行ったが、審査官は、すべての面の

外観を認定するのに必要な図面を欠いており、また、それに代わる説明の記載を欠いてい

ることから、前記斜視図のみでは、意匠の開示が不十分であるとして、当該出願を拒絶し

た事案。  

 

＜判断＞  

 Board of Appeals は、意匠特許出願の図面には、需要者の目に触れる外観が表現されて

いなければならず、意匠特許を構成する要素に不確定なものが存在してはならないとしつ

つ、ただし、物品によって必要とされる図面は異なることから、あらゆる事案に適用でき

る単一の基準を設けることはできないとした。  

 その上で、意匠特許出願は、物品の外観を完全に、明確に、当業者による推量の余地を残

さないように、開示していなければならないとし、より具体的には、平坦な物品であれば、

一図による開示で十分と認められ得、対称な形状の物品であれば、一の斜視図によって十

分に意匠を表すことができるとしつつ、他方で、非対称な形状の物品であれば、一図のみ

では完全な開示とはいえないとした。  

 また、場合によっては、明細書中の記述によって、図面を補うことができるとしつつ、他

方で、背面が平坦であるといったように、ごくありふれた形状であれば、明細書中の記述

も図面による表現も必要ないとした。  

 

＜コメント＞  

 本件では、意匠の開示の程度について具体的に言及されており、MPEP1504.04 I におい

ても引用されている。MPEP の同箇所では、さらに次のように述べられている。  

「販売中又は使用中に見られない非開示の表面は、意匠の名称が完全な物品に関連してい

ないものであっても、明細書に記述される必要はないが、それは、当該意匠が、可視の物品

表面のみに具現化されていることを理由とする。」「平坦かつ表面装飾を欠いている可視の

表面を図面に示す必要はないが、当該可視の表面は、クレームされている意匠の部分とみ

なされる場合は、説明的な陳述によって明細書に記述されるべきである。」「そのような説

明的陳述は、明らかに平坦ではない構造を含む可視の表面を記述するために使用すること

ができない。」  
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（３） 意匠登録出願における図面の種類及び記載要件  

No. 国  事件  

B01 JP 特許庁審決平成 27 年 7 月 8 日不服 2015-5834〔背もたれ用マッサージ具〕  

テーマ  CG 作成図等の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「マッサージ背もたれ」とする意匠登録出願

（意願 2014-000163）を行ったが、形状が相互に一致せず、一の意匠を特定することがで

きないため、工業上利用することができる意匠に該当しないとして、拒絶された。これに

対して、出願人が拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 

（本件意匠）  

意願 2014-000163 

意匠に係る物品：マッサージ背もたれ  

 

 

＜判断＞  

 上記は、願書に添付された図面の一部であるが、これらはカメラで撮影された写真を基

に CG で作成された図面であると認定されている。  

 まず、審判合議体は、ある物体をカメラで撮影すると、写真では、その物体は通常、透視

図法で作成された図のように表れてしまい、また、撮影角度を正確にして撮影することも

困難であることから、意匠を写真で表す場合には、各図間の不整合が生じてしまうことは

不可避であるとする。そして、「図面代用写真で構成される基本六面図の写真間に上記理由

による不整合が存在していても、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて具

体的な一の意匠の形態を直接的に導き出せるのであれば、その意匠は拒絶されるべきでは

ない。」とし、写真に基づいて CG で作成された図面についても同様であるとした。  

 その上で、正面図と背面図の不整合の程度は、「カメラからの距離の差や撮影角度のズレ

のみによっては生じ得ない程大きなものであ」って、「写真に基づいて CG で作成された図
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面では回避できない種類及び程度の不整合であるとは言えない」と判断した。  

 ただし、審判合議体は、本件出願に添付された図面のうち、背面図のみが誤りであって、

その他の図面から一の意匠を特定することが可能であるとして、本件意匠を登録すべきで

あると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、カメラで撮影された写真を基に CG で作成された図面で意匠を表す場合には、

図面代用写真の場合と同様に、不整合が不可避に生じ得るが、そのような場合であっても、

その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、一の意匠を直接導き出せる場合に

は、拒絶されるべきではないとする一般論が示された。  
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No. 国  事件  

B02 JP 特許庁審決平成 17 年 9 月 14 日無効 2005-88001〔ブラインド〕  

テーマ  CG 作成図等の取扱い  

＜事案の概要＞  

 審判被請求人は、意匠登録第 1200829 号（意匠に係る物品：ブラインド）の意匠権者で

あったところ、審判請求人が、当該登録意匠が意匠法第３条第１項第３号及び同条第２項

に該当することを理由として、無効審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、本件登録意匠が、請求人によって提出された甲第 12 号証意匠と甲第 11

号証意匠に基づいて、容易に創作できるか判断した（下記では、甲第 12 号証意匠との対比

の一部のみを引用する。）。  

 

 （本件登録意匠）  （甲第 12 号証意匠）  

 意匠登録第 1200829 号   

 意匠に係る物品：ブラインド   

 

  

（差異点）  

（イ）  

素材感について、「下部レール、バ

ランス及びスラット開閉操作ヒモ

の先端ツマミを『木』を感じさせ

る木目調とし、スラット部は『金

属』光沢を感じさせる金属調子と

した」  

「下部レール、バランス及びスラッ

ト部をともに『木』を感じさせる木

材調子とした」  

（ロ）  ＜＜省略＞＞  

（ハ）  

スラット部について、その枚数が

20 数枚で「各スラットには『金

属』光沢を感じさせる帯状に表れ

る陰影の写り込みがある」  

スラットの枚数が約 30 枚  

＜＜その他、省略＞＞  
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 審判合議体は、上記のとおり、本件意匠登録の図面から、本件意匠の素材感を考慮して、

引用意匠との共通点及び差異点を認定した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、登録意匠の形態の認定において、CG 図（審決中では、「図面代用写真」とし

ているが、意匠公報によると、CG 図と思われる。）の表現（陰影等）に基づいて、その素

材感を認定し、引用意匠との対比が行われた。  
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No. 国  事件  

B03 EU 
PMS International Group v. Magmatic Limited, UK Supreme Court 

2016/3/9 

テーマ  CG 作成図等の取扱い  

＜事案の概要＞  

 本件は、共同体意匠登録（RCD43427-0001）の所有者である原告・上訴人（Magmatic 

Ltd.）が、被告・被上訴人（PMS International Group）製品のスーツケースの輸入・販売

が意匠権の侵害にあたるとして、訴えを提起した事案。原告の登録で開示されていた図面

と、被告のスーツケースは、下記のとおりである。  

 

（本件登録意匠）  （被告製品）  

RCD43427-0001  

意匠に係る物品：Suitecases  

  

 

 第一審では、共同体意匠登録の権利範囲は、その形状に係るものであって、被告のスー

ツケースの表面に施されたグラフィックデザインは考慮されるべきではないとして、原告

の請求を認容した。他方、控訴審では、第一審が、(a) 登録意匠が角を有する動物のデザイ

ンであるという全体的な印象を適切に評価していないこと、 (b) 登録意匠に表面装飾がな

いことを考慮していないこと、(c) 登録意匠の色彩のコントラストを無視していること、の

３点に誤りがあるとされ、被告製品の輸入・販売等は原告の意匠権を侵害しないと判断さ

れた。  

 

＜判断＞  

 最高裁は、原告による上訴を棄却し、控訴審の判断を支持した。  

 本テーマとの関連では、本件登録意匠には、本体が灰色、車輪等が黒と、２色が表れてい

る点（上記 (c)）について、共同体意匠の出願人が、CAD 図を提出することを選択し、当該

CAD 図上で、本体部が灰色で表されているが、黒のストリップ、紐、車輪等を有している
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という場合には、黒で表された要素は、本体部と色彩に違いがあると考えるのが、自然な

解釈であると判示した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、意匠権の権利範囲の画定に、CAD 図上の色彩のコントラストが考慮された。 

 

  



- 118 - 

 

（４） 意匠登録出願における参考図の取扱い 

No. 国  事件  

C01 JP 特許庁審決平成 13 年 6 月 14 日不服 2000-2524〔植木鉢台〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「植木鉢台」とする意匠登録出願（意願平

10-34790）を行ったが、出願当初に願書に添付されていた図面が六面図のみであって、そ

の後、「使用状態を示す参考斜視図」を追加する補正を行ったものの、意匠の立体形状を

十分明確に特定して認識することができないとして、拒絶された。これに対して、出願人

が拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、出願当初に添付されていた六面図のみからは、一の意匠を特定できない

可能性もあるとしつつ、補正によって追加された「使用状態を示す参考図」について、「当

該図面の表示は『参考図』であることを示したものであるとしても、当該図面の内容自体

は、本願の意匠の『斜視図』そのものであり、また、当該図面は拒絶理由通知に対し本願

の意匠をより具体的に示すことを目的として補充されたものでもあるから、当該図面の表

示を『斜視図』としていない点に軽微な瑕疵があるとしても、当該図面を『斜視図』と解

することは可能であ」るとして、本件意匠を登録すべきであると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、本来であれば必要図としての「斜視図」を提出しなければならなかったとこ

ろ、出願人は、「参考図」として、斜視図を提出していた。しかしながら、審判合議体は、

提出された図面の内容を実質的に検討し、出願人が「参考」と表示したとしても、その表

示は軽微な瑕疵であって、必要図としての「斜視図」と解釈できるとした。  
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No. 国  事件  

C02 JP 特許庁審決平成 20 年 4 月 30 日補正 2007-500010〔包装用容器〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠登録出願（意

願 2006-17993）を行い、その後、「蓋を開けた状態の参考斜視図」を削除し、「蓋を開け

た状態の斜視図」及び「正面中央縦断面図」を追加する補正を行ったところ、当該補正

を却下する決定がなされた。これに対して、出願人が補正却下決定不服審判を請求した

事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、出願当初の願書に添付された「蓋を開けた状態の参考斜視図」につい

て、「一組の図面及び【斜視図】だけでは、その意匠を十分に表現することができないた

め、必要な図として加えられたものと認められ」、「意匠の理解を助けるため必要がある

とき加えられた参考図ではなく、図面表示に『参考』の語句を付記したことは、図面表

示上の誤記と認められる」として、「蓋を開けた状態の参考斜視図」を削除し、「蓋を開

けた状態の斜視図」を追加した補正は、単なる誤記の訂正に過ぎないと判断し、補正却

下の決定を取り消した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、出願当初の願書に添付されていた参考図について、提出された図面の内容

を実質的に検討し、「参考」の表示は誤記であって、それを必要図に補正することは、要

旨の変更にあたらないと判断された。  
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No. 国  事件  

C03 JP 
東京高判平成 15 年 4 月 14 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 374

号）〔建築構造材用継手〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 被告（審判被請求人）らは、意匠登録第 1006603 号の類似意匠登録第１号意匠（意匠

に係る物品：建築構造材用継手）の意匠権者であったところ、原告（審判請求人）が当

該意匠登録の無効審判を請求した。特許庁では、請求不成立の審決が下されたことから、

原告が審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。原告は、その主張の一つとして、本

件意匠の図面中、六面図と斜視図等との間に不一致が存在することから、本件意匠は工

業上利用することができる意匠に該当しないことを主張した。  

 

（本件意匠）  

意匠登録第 1006603 号の類似意匠登録第１号意匠  

意匠に係る物品：建築構造材用継手  

（斜視図／使用状態参考図）  （六面図）  

  

 

＜判断＞  

 裁判所は、六面図と参考図・使用状態参考図との間に不一致があることを認めた上で、

意匠法第６条、意匠法施行規則第３条、意匠法施行規則様式第６備考８、同備考１４「の

規定によれば、六面図は、意匠登録出願の願書に添付することが必要な必須図面である

が、斜視図及び参考図等は、六面図によりその意匠を十分表現することができるときは、

添付することを要しない図面である。そして、本件意匠は、六面図により十分表現でき
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る意匠であることは、上記のとおり六面図の記載自体から明らかであるから、斜視図等

は、上記規定の趣旨からすれば、本来、添付することを要しない図面であって、添付す

べき場合に該当しないのにもかかわらず添付したものといわざるを得ない。したがって、

斜視図等の記載に誤りがあったとしても、必須図面とされる六面図により意匠を十分表

現できる以上、その誤りは、意匠登録を無効とするほど重大なものということはできな

い。」とし、「本件意匠は、願書添付図面に記載の六面図は相互に一致しており、これら

の図面から把握できる形状は特定できるものであって、斜視図及び使用状態を示す参考

図は、誤って記載されたと解釈するのが相当」として、本件意匠が工業上利用すること

ができる意匠であると判断した。  

 なお、原告が、出願人が六面図のみではその意匠を十分に表現することができないと

判断して斜視図を提出した以上、斜視図も必須図面であって、その誤記による不利益は、

原告が甘受すべきであると主張したことに対しては、裁判所は、意匠法施行規則様式第

６について、「立体を表す図面において、六面図が必須図面であり、斜視図及び参考図等

は、六面図によりその意匠を十分表現することができるときは、添付することを要しな

い図面であることが明らかであ」ることから、当該原告の主張は採用されなかった。  

 

＜コメント＞  

 本件では、一組の図面と、その他の必要図・参考図との関係が判断された。すなわち、

意匠の認定においては、一組の図面が、優先的にその判断の基礎とされ、一組の図面と

必要図・参考図との間に不一致がある場合であっても、一組の図面によって意匠が十分

に表現されていれば、必要図及び参考図における不一致点の記載は誤記であるとして、

一組の図面のみから意匠の認定が行われた。  
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No. 国  事件  

C04 JP 
知財高判平成 17 年 9 月 13 日裁判所ウェブサイト（平成 17 年（行ケ）第

10165 号）〔輸液バッグ審決取消訴訟〕  

関連判決  
同日付判決：平成 17 年（行ケ）第 10403 号、平成 17 年（行ケ）第 10421

号、平成 17 年（行ケ）第 10422 号  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 被告（審判被請求人）は、意匠登録第 1107140 号（意匠に係る物品：輸液バッグ）の

意匠権者であったところ、原告（審判請求人）が当該意匠登録の無効審判を請求した。

特許庁では、請求不成立の審決が下されたことから、原告が審決の取消しを求めて訴え

を提起した事案。  

 

＜判断＞  

（本件意匠）  

意匠登録第 1107140 号  

意匠に係る物品：輸液バッグ  

（正面図）  （背面図）  （参考正面図）  

   

（共通点）＜＜省略＞＞  

（差異点）  

＜＜（あ）及び（い）省略＞＞  

（う）  

「上半部を、本件登録意匠は薬剤収納室を縦

長隅丸長方形下方（１／４程）の左右両下隅を

内側に、両側辺台形切り欠き部斜辺とほぼ並

行に傾斜させた逆台形状としたもので、その

傾斜部のシール部をやや幅広帯状とし、下部

シール部（上下収納室の境部シール部）はその

「甲２意匠の薬液収納室

形状を、正方形に近い隅丸

長方形状としており、その

下方に左右の傾斜辺を構

成していないので、下部シ

ール部はその左右側部シ
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傾斜部シール幅の半分程の幅の帯状とした」  ール幅の倍強の水平帯状

とした」  

＜＜以下、省略＞＞  

 

 原告が、「上記差異点（う）に記載されたシール部の形状は必要図である正面図には表

れておらず、単に参考図として記載されている参考正面図に表れているにすぎないので

あり、参考図のみに表されているにすぎない構成は本件登録意匠を構成するものとはい

え」ず、審決の認定に誤りがあると主張したのに対して、裁判所は、意匠法施行規則３

条、意匠法施行規則様式第６備考８、同備考１４から、「本件願書（甲２）の図面には、

六面図のほかに、【アルミラミネートシートをはがした状態の参考正面図】（参考正面図）

及び【右側面図中央部分拡大参考断面図】が含まれている。参考図と六面図との間に明

らかな矛盾があるといった特段の事情がない限り（参考図と六面図との間に矛盾がある

場合に参考図に基づいて意匠を認定することは、必須図面である六面図に基づく認定に

反した誤った認定となるが、本件においては、両者に矛盾があるとは認められない。）、

六面図とともに参考図をも参照して意匠を認定すべきことは、上記備考１４の趣旨に従

い立体的な意匠を的確に把握するために当然のことというべきである。」として、審決の

認定に誤りはないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、意匠の形態を認定する際の参考図の参照について一般論を述べた上で、参

考正面図に表された形状に基づいて、意匠の認定がなされた。  

 なお、本件と関連する侵害訴訟（大阪地判平成 16 年 7 月 15 日裁判所ウェブサイト

（平成 14 年（ワ）第 8765 号）〔輸液バッグ侵害訴訟〕）では、上記差異点として認定さ

れた本件意匠の構成（侵害訴訟では「基本的構成態様⑤」に相当する。）について、「本

件登録意匠の意匠公報の必要図中、背面図にのみ表れている。」としつつ、「本件登録意

匠及びイ号意匠に係る輸液バッグにおいては、アルミカバーシートが付された正面のみ

ならず、背面も、看者の目に多く触れることが認められる。」として、当該構成を意匠の

要部として認定した。また、参考正面図については、「本件登録意匠の意匠公報の【アル

ミラミネートシートをはがした状態の参考正面図】においては、アルミラミネートシー

トをはがした状態で、正面にも基本的構成態様⑤の構成が表れることが示されている。

もとより、登録意匠の権利範囲を確定する上で、参考図はあくまでも参考にとどまるが、

同参考図によれば、基本的構成態様⑤が、本件登録意匠の構成中において、少なくとも

無視されるべき構成でないことは認められるといえる。」と言及した。  
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No. 国  事件  

C05 JP 
知財高判平成 21 年 7 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 21 年（行ケ）第 10036

号）〔輪ゴム〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「輪ゴム」とする意匠登録出願を行ったが、引

用意匠と類似しているとして、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定不服審判

を請求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、審決の取消しを求めて訴え

を提起した事案。  

 

（本件意匠）  （引用意匠）  

意願 2007-8951 実開昭 61-144057 

意匠に係る物品：輪ゴム  考案の名称：包装用ゴムバンド  

 

 

 

 

 

＜判断＞  

 裁判所は、願書に添付された必要図から導き出される本件意匠と引用意匠に需要者に

注目される大きな違いがあると認定したのとは別に、使用状態参考図を参照しつつ、「方

形体の物品を結束する場合、その物品が雑誌のように薄いものであっても、箱のように

厚いものであっても、本願意匠と引用意匠とでは、その使用形態に差異が生ずるという

べきである。」と認定し、「本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めて

いるとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与

えないという需要者に注目される大きな違いがある上、」「使用形態においても差異があ
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るから、本願意匠と引用意匠とが意匠法３条１項３号により類似するということはでき

ない。」と判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件については、複数の判例評釈が公表されている（小谷「〔輪ゴム〕事件評釈」、川

瀬幹夫「〔輪ゴム〕事件判批」知財管理 60 巻 2 号 275 頁（2010 年））が、そのいずれも、

上記のような使用状態参考図の参照に批判的である。いずれの批判にも共通すると思わ

れるのは、参考図はあくまでも意匠の理解を助けるための図であって、登録意匠の範囲

を画定するための基礎となるものではないにも関わらず、本件ではその使用状態を直接

対比したことは誤りであると指摘する点であろう。  
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No. 国  事件  

C06 JP 
東京高判平成 15 年 12 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第

355 号）〔法張りブロック〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「法張りブロック」とする意匠登録出願を行っ

たが、引用意匠と類似しているとして、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定

不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、審決の取消しを求

めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 （本件意匠）  （引用意匠）  

  意願平 10-5073 

 意匠に係る物品：法張りブロッ

ク  

意匠に係る物品：コンクリート型

枠  

（共通点）＜＜省略＞＞  

（差異点）  

（ア）「基板の

４辺の態様」  

「本願の意匠は、内側に僅かに

湾曲している」  

「引用の意匠は、直線状である点」 

（イ）＜＜省略＞＞  

（ウ）「中央部

のアンカー挿

通孔の態様」  

「本願の意匠は、すり鉢状の凹

部を設けその底部に円孔を設け

ている」  

「引用の意匠は、上面に円孔を設

けている」  

 

 裁判所は、差異点（ア）について、正面図及び背面図からは「一見してすぐ気付くよ

うなものではな」く、実際の製品でも気付きにくいと認定した上で、「それが縦横に並べ

られた状態においても（甲第２号証『使用状態を示す参考図』参照）、注視すれば、ブロ

ックに囲まれた正方形部分の４辺が、外側に湾曲していることは看取できるものの、こ

れも、必ずしも一見してすぐに分かるようなものとは認められない。」として、使用状態

参考図に言及し、本件意匠の湾曲が強い印象を持っているとは認められないとされた。  

 また、差異点（ウ）については、「本願意匠に係る物品の使用時においては、アンカー

挿通孔には、文字どおりアンカーが挿通され、その形態（少なくとも底部の円孔）は外

観上現われなくなる（前掲の、本件登録願（甲第２号証）２頁１９行目から２０行目の
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記載『使用状態を示す参考図は、ブロックの中央部に穿設した逆円錐台形透孔に蓋を被

せた状態で示されている。』参照）。」として、看者に強い印象を与えるとは認められない

とした。  

 

＜コメント＞  

 本件では、差異点の評価に際して、使用状態参考図に言及して、意匠に係る物品の実

際の使用時の状態を考慮し、看者に強い印象を与えるとは認められないと判断された。  
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No. 国  事件  

C07 JP 
東京高判平成 15 年 2 月 24 日裁判所ウェブサイト（平成 14 年（行ケ）第 422

号）〔道路用防獣さく〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「道路用防獣さく」とする意匠登録出願を行っ

たが、引用意匠と類似しているとして、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定

不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、審決の取消しを求

めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 （本件意匠）  （引用意匠）  

（共通点）＜＜省略＞＞  

（差異点）  

（イ）＜＜省略＞＞  

（ロ）「格子パネ

ル体の下端付近

の態様」  

「櫛歯状に突出した縦条線の下端

近傍に一本の横条線を水平に配し

ている」  

「その様な横条線を配していな

い」  

（ハ）＜＜省略＞＞  

 

 裁判所は、「意匠の類否を判断するに当たっては、意匠に係る物品の性質、用途、使用

態様等も参酌した上、意匠を全体として観察することを要するところ、本願意匠に係る

物品は『道路用防獣さく』、引用意匠に係る物品は『防獣フェンス』であって、いずれも

動物の侵入を防止するためのフェンス体であり、その下端部を地中に埋設して使用する

ものであることは、別添審決謄本写し別紙第一の『使用状態を示す参考図』及び同第二

の引用図面から明らかである」として、原告の「意匠に係る物品の使用状態としての顕

著性よりも取引の流通過程での顕著性に重きを置くべき類否判断の手法を誤っている」

との主張を斥け、類否判断に与える影響は大きくないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、類否判断において物品の使用状態が参酌されることを前提として、使用状

態参考図を参照して、上記差異点が看者に与える影響は大きくないと判断された。  
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No. 国  事件  

C08 JP 
大阪地判平成 24 年 5 月 24 日判時 2179 号 118 頁（平成 23 年（ワ）第 9476

号）〔角度調整金具用浮動くさび〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠登録第 1379531 号（意匠に係る物品：角度調整金具用浮動くさび）及び第 1399739

号（意匠に係る物品：角度調整金具用揺動アーム）の意匠権者（原告）が、被告による被告

製品の実施が意匠権の侵害にあたるとして、訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 ここでは、意匠登録第 1379531 号に関する判示部分のみを紹介する。  

 

（本件意匠）  

意匠登録第 1379531 号  

意匠に係る物品：角度調整金具用浮動くさび  

（正面図）  

 

（背面図）  

 

（左側面図）  

 

（右側面図）  

 

（平面図）  

 

（底面図）  

 

（使用状態を示す参考図１）  

 

（使用状態を示す参考図２）  

 

（使用状態を示す参考図３）  
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ア  基本的構成態様  

（ア）  正面視において、縦長であり、上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少

する形状である。  

（イ）  右側面には、複数個のギア歯が列設され、歯面がゆるやかな凹状として形成さ

れている。  

（ウ）  左側面には、滑らかで、ゆるやかな凸弯曲の当接面が形成されている。  

（エ）  左右の各側面視における輪郭は、縦横比の差が小さな長方形である。  

（オ）  平面視及び底面視における輪郭は、縦長の長方形である。  

イ  具体的構成態様  

（ア）  頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する、平滑な上傾斜面が形成されている。 

（イ）  ギア歯の数は６個である。  

（ウ）  正面視において、歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する、平滑

な下傾斜面が形成されており、当該下傾斜面の下端は、下方に凸の略半円形状

に形成された膨出部に繋がる。  

 

 裁判所は、登録意匠の要部を認定するに際し、使用状態を示す参考図１乃至３と特許文献

を参照して、その「性質、用途及び使用態様」を認定し、需要者・取引者は、「ギア部分（本

件意匠１の基本的構成態様（イ））と当接面（同（ウ））の各構成に注意を惹かれると認める

ことができる。」とした。また、「【使用状態を示す参考図３】から明らかなとおり、本件意匠

１は、基本的構成態様（エ）（左右の各側面視における輪郭は、縦横比の差が小さな長方形で

ある。）及び同（オ）（平面視及び底面視における輪郭は、縦長の長方形である。）の形状によ

り、全体的に扁平な印象を与えるものであると認めることができ」、これらが意匠全体の美

感に及ぼす影響は大きいとした。  

 

＜コメント＞  

 本件では、要部認定において、実際の使用状態において、需要者・取引者がどの構成に注

意を惹かれるかを判断するために、その判断資料の一つとして、使用状態参考図が参照され

た。  
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No. 国  事件  

C09 JP 
知財高判平成 24 年 1 月 16 日裁判所ウェブサイト（平成 23 年（行ケ）第 10264

号）〔穀類乾燥機用集塵器〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「穀類乾燥機用集塵器」とする意匠登録出願（意

願 2008-28212）を行ったが、引用意匠と類似するとして、拒絶された。これに対して、

原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、

審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

＜判断＞  

 （本件意匠）  （引用意匠）  

 意願 2008-28212 意匠登録第 1096954 号  

 意匠に係る物品：穀類乾燥機用集塵器  

 

  

（共通点）＜＜省略＞＞  

（差異点）  

相違点ア－１＜＜省略＞＞  

相違点ア－２  

空気出口筒 の態様 の

うち、空気出口筒の表

面  

略倒コ字形状の屈曲部に蛇腹

状の凹凸面を含む  

略倒コ字形状の屈曲部も含め

全体が平滑面  

相違点イ－１＜＜省略＞＞  

相違点イ－２  

含塵空気導 入口筒 の

筒体  

その端部まで水平方向を向い

たものである  

水平方向に延伸したのち斜め

上方向に屈曲している  

相違点ウ＜＜省略＞＞  
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（本件意匠）  （引用意匠）  

  

  

 

 裁判所は、相違点ア－１について、「本願意匠の参考図によれば、本願意匠においても

引用意匠と同様の可撓性筒材を用いることが予定されていると認められるのであって、

この点は実質的な相違点とはいえない。」とし、また、「相違点イ－２も、両意匠の参考

図に記載されるように、含塵空気を導入するためのホースは上方から下方に向けられて

いるのであるから、筒を上方に屈曲させることは一般的な処理にすぎない。」として、こ

れらを実質的な相違点とはいえないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、使用状態参考図に表された実際の使用態様を参照し、差異点を考慮したと

しても、本件意匠と引用意匠は、全体として取引者・需要者に共通の美感を生じさせる

と評価された。  
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No. 国  事件  

C10 JP 
知財高判平成 18 年 7 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年 (行ケ )第 10004

号）〔スポーツ用シャツ〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「上着」（後に「スポーツ用シャツ」と補正。）

とする意匠登録出願（意願 2004-445）を行ったが、引用意匠と類似するとして、拒絶さ

れた。これに対して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決

が下されたことから、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 原告は、本件意匠の形態のうち、袖口部分に「伸縮自在領域」が存在する一方、引用

意匠にはそのような領域が存在せず、審決がこの点を差異点として認定しなかったのは

誤りであると主張したのに対し、裁判所は、「本願部分意匠における伸縮自在領域は、意

匠に係る物品であるスポーツ用シャツの先端の袖口部分の一画を占めるにすぎないとこ

ろ、その大きさは、本件出願の願書に添付した正面図及び背面図による限り、格子模様

の一枡目を横半分にした程度であり、これらの図面に使用状態を示す参考図（１）、（２）

を併せても、格子模様の一枡目と同じ程度か、あるいは、それよりやや大きい程度のも

のであって、スポーツ用シャツ全体からみると、シャツの末端のごく小さい区画にすぎ

ないものと認められる。」とした。  

 

＜コメント＞  

 本件では、原告が主張する差異点の大きさを認定するために、正面図及び参考図によ

る認定とあわせて、参考図も参照された。  
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No. 国  事件  

C11 JP 
知財高判平成 23 年 12 月 15 日判例時報 2146 号 125 頁（平成 23 年（行ケ）

第 10239 号）〔印刷用はくり紙〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「印刷用はくり紙」とする意匠登録出願を行っ

たが、本件意匠が引用意匠に基づいて容易に創作できるとして、拒絶された。これに対

して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたこと

から、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 裁判所は、本件意匠の使用状態を認定する際に、「使用時には山折りにする縦の実線部

や谷折りにする破線部のミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせること

により、冊子状に形成できるものである（別紙第１『使用状態を示す参考図１、２』）」

として、使用状態参考図に言及した。そして、引用意匠も同様に冊子状に形成できるこ

とから、この点を共通点として認定した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、使用状態参考図の記載から本件意匠の使用時の形態が認定され、引用意匠

とその実際の使用態様が共通するとされた。  
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No. 国  事件  

C12 JP 
知財高判平成 18 年 8 月 24 日判時 2002 号 137 頁（平成 18 年（行ケ）第 10136

号）〔ピアノ補助ペダル〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意願 2003-14135（原出願）を出願後、当該出願に基づいて、意匠

に係る物品を「ピアノ補助ペダル」とする分割出願を行ったが、拒絶された。これに対

して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたこと

から、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 特許庁は、本件分割出願が適法ではないことから、出願日が原出願のものに遡及せず、

結果、本件分割出願に係る意匠には新規性がないとして、本件意匠の登録を拒絶してい

た。  

 本件分割出願の適否について、裁判所は、本件分割出願が、原出願の参考図にのみ表

れる意匠に係るものであったところ、「意匠法１０条の２第１項の『二以上の意匠を包含

する意匠登録出願』か否かは、同法２４条と同様、願書の記載及び願書に添付した図面

に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づい

て確定されるべきものであり、必要があれば、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、

斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図をも参照することにな

る。したがって、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図、

使用の状態を示した図その他の参考図中に、『意匠登録を受けようとする意匠』とは別の

意匠が記載されているとしても、『二以上の意匠を包含する意匠登録出願』か否かにおい

て検討されるべき対象になるものではない。」として、分割出願が適法なものではないと

していた審決の判断を支持した。  

 なお、参考図については、「参考図において、仮に、意匠登録を受けようとする意匠以

外の意匠が示されたとしても、それは飽くまで意匠登録を受けようとする意匠の理解を

助ける目的で、当該意匠とは別の、意匠登録を受けようとしない意匠として示されてい

るものであり、その意匠は、必ずしも、意匠登録を受けようとする意匠のように所定の

様式に従って厳密に記載された図面によって示されているものではなく、意匠登録を受

けるため、意匠に係る物品を明らかにしているわけでもないから、この意匠を意匠制度

の下で保護することが予定されているということはできない。」として、そのような参考

図に記載された意匠について分割出願を認めると、「意匠登録を受けようとする意匠につ
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いて、意匠に係る物品を明らかにして、所定の図面により意匠を示して出願した場合に、

一定の要件の下に登録して排他的、独占的な保護を与えるという意匠制度の趣旨に反す

るものであるだけでなく、不当に出願日遡及効が認められる範囲を広げ、第三者及び公

益を不当に害するものとなる。」とも判示した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、参考図にのみ表れた意匠は、意匠登録を受けようとする意匠とは認められ

ず、そのような意匠に基づいて分割出願を行うことはできないとされた。  

 なお、小谷「〔輪ゴム〕事件評釈」54 頁は、「この判決は断面図、斜視図等の付加的必

要図を参考図扱いとしている点誤りがあるといえる。」と指摘している。  
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No. 国  事件  

C13 JP 
知財高判平成 26 年 9 月 11 日判例時報 2250 号 71 頁（平成 26 年（行ケ）第

10072 号）〔携帯情報端末〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠登録出願を行った

が、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、請求不成立

の審決が下されたことから、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 本件意匠は、携帯情報端末の画像デザインに係るものであったところ、原告による当

該画像部分に表示される動画の画像が本件意匠を構成するにも関わらず、審決が当該構

成を無視して引用意匠との対比や創作容易性の判断を行ったとの主張に対して、裁判所

は、「本願画像部分中に表示される動画については、本願の願書にはその内容が特定され

ておらず、動画の表示態様が参考図に示されているにすぎないことからすれば、その内

容自体は当該物品の操作の用に供されるものではなく、当該物品とは独立した内容のも

のとして操作者による視聴の対象になるものであると認められる。」として、このような

動画が意匠に係る物品から独立した内容であって、意匠を構成するものでないと判断し、

本件意匠の構成態様については、審決の認定に誤りがないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、画像デザインの意匠登録について、参考図にのみ示されている動画につい

ては、物品とは独立したものであって、意匠を構成するものではないと判断された。  
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No. 国  事件  

C14 EU 
German Federal Supreme Court, Decision of March 8, 2012 – Case I ZR 

124/10 – Weinkaraffe 

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 共同体意匠登録 RCD000383757-0001（意匠に係る物品：ボトル（Bottles））を有する

意匠権者（原告）が、被告のワインデキャンタが、原告意匠権を侵害するものとして、

訴えを提起した事案。  

 

（本件意匠）  （被告製品）  

RCD000383757-0001  

意匠に係る物品：ボトル（Bottles）   

 

(0001.001) 

 

(0001.002) 

 

(0001.003) 

 

(0001.004) 

  

(0001.005) 

 

(0001.006) 

 

(0001.007) 

 

＜判断＞  

 本件意匠登録の複製物（図面）中、第１図から第４図には、デキャンタの台が表れて

いるが、第５図から第７図にはそれが表れていなかったところ、ドイツ連邦最高裁は、

登録対象となっている意匠は、出願の内容から導かれる製品の全体又は部分の外観の各

面から特定されるとして、たとえ図面が整合していない場合であっても、異なる登録対

象や複数の登録対象が存在することにはならず、一の出願は一の登録対象のみを構成す

ると判示した。そして、図面が整合していない場合には、裁判所は登録対象の性質を正

確に認定しなければならないとして、その際には、物品の表示、意匠の説明、物品の区

分を含む諸要素を考慮しなければならないとした。  

 その上で、本件では、登録意匠を表す複数の面が相互に一致していないが、その登録
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対象は、すべての面において認められる特徴を含む、最も一般的な形態に限定するのが

適切であるとして、台付きのデキャンタが本件登録意匠であると認定した。  

 なお、被告製品には、本件意匠のような台が付いていないことから、被告製品の実施

は、意匠権の侵害とはならないと判断された。  

 

＜コメント＞  

 本件では、図面から複数の意匠を特定できると考えられる場合であっても、当該登録

に複数の意匠が含まれるとは解されず、すべての面から導かれる特徴を考慮して、一の

意匠が認定されるべきであると判断された。  
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No. 国  事件  

C15 CN 北京市高級人民法院（2008）高行終字第 10 号審決取消請求事件  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告は、意匠専利第 02370766.6（意匠に係る物品：ソファベッド）の意匠権者であっ

たところ、第三者から無効審判を請求された。覆審委員会は、本件意匠と引用意匠が類

似しているとして、本件意匠登録を無効とする審決を下したことから、これに対し、原

告が訴えを提起した事案。  

 審決では、使用状態参考図は、あくまで本件意匠の使用方法や用途を特定するための

ものであるから、引用意匠との類否判断の根拠とすべきではないとして、本件意匠の使

用状態参考図に表された形態を考慮せず、本件意匠専利を無効とした。  

 

（本件意匠）  （引用意匠）  

意匠専利第 02370766.6  

意匠に係る物品：ソファベッド   

 
 

 

※中国専利代理（香港）有限公司  意匠研究班「中国における意匠登録の『使用状態参考

図』について」知財管理 61 巻 9 号 1317 頁（2011 年）に掲載の図面から作成。  

 

＜判断＞  

 原告は、引用意匠との対比において、使用状態参考図にのみ表された、変化した状態
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の形態も考慮し、意匠の類否判断を行うべきであると主張していた。  

 しかしながら、北京市第一中級人民法院は、審決の判断を支持し、「状態が変化する物

品の意匠が係争意匠である場合、その変化する状態の比較は、『使用状態図』に基づかな

ければならない。『使用状態参考図』は、係争意匠を確定するためのものではない」と判

断した。より具体的には、①「使用状態参考図」は、あくまで、商品の用途・使用方法

等を確定するためのものであって、保護を求める意匠以外も記載できることから、使用

状態参考図を比較対象とすると、保護範囲が不確定となること、②「使用状態図」では

なく、「使用状態参考図」で変化した状態を表している以上、変化した状態の意匠の保護

は放棄したものと解されること、③審査指南において、使用状態図の提出が認められて

いる上に、使用状態参考図について記載していることについては、専利法及び実施細則

に違反するものではないこと、の３点を根拠に、上記判断を下した。  

 高級人民法院は、③の点について、審査指南の記載が専利法や実施細則等の上位法令

に違反するとはいえないとして、中級人民法院の判断を支持した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、「使用状態参考図」と「使用状態図」の区別が明確にされ、使用状態参考図

は類否判断において考慮されるべきではないと判断された。  
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No. 国  事件  

C16 CN 広東市高級人民法院（2010）専高法民三終第 152 号侵害事件  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠専利 ZL200630076245.9（意匠に係る物品：ソファ）を有する意匠権者（原告・

被控訴人）が、被告（控訴人）の実施するイ号製品が、原告意匠権を侵害するものとし

て、訴えを提起した事案。  

（本件意匠）  

意匠専利 ZL200630076245.9 

意匠に係る物品：ソファ  

 

（正面図）  

 

（平面図）  

 

（左側面図）  

 

（斜視図）  

 

（使用状態参考図１）  

 

（使用状態参考図２）  

 

＜判断＞  

 被告が、本件意匠の使用状態参考図１に表された状態及び平坦な状態において、イ号

製品の意匠と顕著な相違があることから、イ号製品の製造販売が本件意匠の意匠権を侵

害することはないと主張したことについて、裁判所は、使用状態参考図は通常、意匠に

係る物品の用途、使用方法、場所等を明らかにするためのものであって、権利範囲を判

断するための根拠とはならならないと判示して、本件意匠の使用状態参考図がイ号製品

の意匠と相違することから、全体的な視覚的効果が異なるとする被告の主張を採用しな

かった。  

＜コメント＞  

 本件は侵害訴訟の事案ではあるものの、「使用状態参考図」と「使用状態図」の区別が

明確にされ、使用状態参考図は類否判断において考慮されるべきではないと判断された。 
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No. 国  事件  

C17 KR 特許法院 2009 年 6 月 5 日付言渡し、2009 ホ 1736 

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 被告（審判被請求人）は、デザインに係る物品を「包装用箱」とするデザイン登録の

意匠権者であったところ、原告（審判請求人）が当該デザイン登録の無効審判を請求し

た。審判段階では請求不成立の審決が下されたことから、原告が審決の取消しを求めて

訴えを提起した事案。  

 

（本件デザイン）  

デザインに係る物品：包装用箱  

 

（斜視図）  

 

（正面図）  

 

（背面図）  

 

（左側面図）   

（平面図）  

 

（底面図）  

 

（参考図１）  

（デザインの説明の欄（一部抜粋））  

「参考図１は、本願のデザインの内部のカバーを分離した状態である」  

 

（引用デザイン）  
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＜判断＞  

 本件の争点の一つは、本件デザインが引用デザインと類似するか否かであった。  

 この点について、特許法院は、参考図は、物品及び形態を六面図等の基本図では十分

に開示できない場合に、使用状態等を示す等のために基本図に追加されるものであって、

「デザインの説明」の欄に参考図に表されたデザインも出願されたデザインの形態であ

ると明示されているといったような事情がない限り、参考図に表されたデザインは、基

本図に表された形態を補充するものであって、出願されたデザインの形態を構成するも

のではないと考えるべきであるとの一般論を述べた。その上で、本件デザインの図面は、

変化後の形状・模様を十分に開示しているとはいえず、また、「デザインの説明」の欄で

は、「内部カバーを閉じた状態の形状と模様」のみを「本願デザイン」と称しているとし

た。  

 したがって、参考図には内蓋を取り外した状態のデザインが開示されていたものの、

基本図には内蓋が閉じた状態のデザインのみが開示されていたことから、内蓋が閉じた

状態の登録デザインと、内蓋が閉じた状態の引用デザイン（内蓋を外した内部の形状は、

参考図に開示されていた登録デザインの内部の形状と異なっていた。）が比較されるべき

であるとし、両デザインが互いに類似することから、デザイン登録が無効であると判断

した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、参考図にのみ開示されたデザインは、「デザインの説明」の欄において、当

該デザインも出願対象のデザインであると明記されているような場合を除いて、出願さ

れたデザインの形態を構成するものではないと判断された。  
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No. 国  事件  

C18 KR 最高裁 2010 年 9 月 30 日付言渡し、2010 ダ 23739 

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 デザイン登録第 387818（意匠に係る物品：包装用箱）のを有する意匠権者（原告）が、

被告製品が、原告デザイン権を侵害しているとして、訴えを提起した事案。  

 

（本件デザイン）  

デザイン登録第 387818 

デザインに係る物品：包装用箱  

 

（斜視図）  

 

（平面図）  

 

（底面図）  

 

（正面図）  

 

（背面図）  

 

（左側面図）  

 

（右側面図）   

（参考図１）  

 

（参考図２）  

 

（被告実施デザイン）  

    

 

＜判断＞  

 本件デザイン登録の図面には、内蓋と外蓋の両方が閉じられた状態を表す参考図２が

含まれるところ、デザインの説明の欄によると、それらはいずれも登録デザインの使用

状態を表すものであった。最高裁は、対比されるデザインの物品がいずれも、その機能・
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用途の性質上、形態に変化が生じる場合には、そのデザインの類否は、形態の一連の変

化の前後に応じて、互いに同じ状態をそれぞれ対比した上で、これらを全体として判断

しなければならないとした。そして、本件デザインも被告実施デザインもいずれも、「携

帯電話の包装用ケース」に係るデザインであって、その機能・用途の性質上、内蓋と外

蓋の両方が閉じられた状態、内蓋のみが閉じられた状態、内蓋も外蓋も両方が開いた状

態といった変化が当然に生ずるので、これらのデザインの類否判断においては、形態の

変化の前後に応じて、互いに同じ状態で、それぞれ対比し、それらを全体的に判断しな

ければならないとした。  

 

＜コメント＞  

 本件では、その物品の機能・用途の性質上、変化するデザインの類否判断において、

一連の変化する形態がすべてについて、比較対象となるデザインとの対比が行われるべ

きであるとされ、結果的に、参考図においてのみ開示されているデザインも、被告実施

デザインとの比較対象とされた。  
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No. 国  事件  

C19 JP 
東京高判平成 15 年 9 月 18 日裁判所ウェブサイト（平成 15 年（行ケ）第 57

号）〔包装用容器〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠登録出願（平成 10 年

意匠登録願第 35391 号）を行ったが、引用意匠と類似しているとして、拒絶された。こ

れに対して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下され

たことから、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 裁判所は、審決が差異点を認定する際に、一組の６面図ではなく、「展開状態を示す参

考図」を参照したことについて判断する中で、「本願意匠及び引用意匠の願書に添付した

図面のいずれにも、六面図のほかに、展開図が含まれている（甲第２、第４号証）。展開

図と六面図との間に明らかな矛盾があるいった特段の事情がない限り（このような事情

がある場合、その差異点の認定は、六面図から見て、誤った認定になる。しかし、本件

においては、明らかな矛盾があると認めるに足りる証拠はない。）、審決が、両意匠の差

異点を説明する際に、展開図に基づく限りのものであることを明示した上で、その差異

点を認定したことが誤りであるとする理由はない。六面図も展開図も、立体の形態を表

現するための図面であり、六面図に表された立体の形態と、これを展開した展開図によ

って表される立体の形態とは、本来 ,同一のものであるはずであるから、立体的な意匠を

的確に把握するために展開図をも参照することは当然である。このような参照が許され

ないということになれば、展開図を記載することの意味は、およそ存在しないことにな

ってしまうのである。」として、審決の認定に誤りはないと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、「展開図」について、６面図と明らかな矛盾があるといった特段の事情がな

く、「展開図」に基づく限りのものであることを明示していれば、「展開図」を基にして

差異点を認定することは誤りではないと判断された。  
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No. 国  事件  

C20 JP 
東京高判平成 14 年 3 月 28 日裁判所ウェブサイト（平成 13 年（行ケ）第 187

号）〔金網〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「金網」とする意匠登録願（平成 10 年意匠登録

出願第 23041 号）を行ったが、出願意匠が創作容易であるとして、拒絶された。これに

対して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたこ

とから、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 原告は、「③一定間隔で素材の幅に変化が見られる。」、「④特異な隆起部が一定間隔で存

在する。」を含めた５つの点から、本願意匠と従来の金網とが異なる旨、主張していた。

これに対し、裁判所は、「③及び④の素材の幅及び隆起部の点について判断するに、本願

意匠の正面図において、縦材と横材が交差する部分ごとに素材の幅に変化が見られるが、

これは、作図上における線の表現であり、縦横材の幅そのものに変化はないことが、本

願意匠の『分解した状態の参考図』から明らかである。したがって、本願意匠のその態

様は、顕著な特徴を有するとはいい難く、格別創作を必要とするほどの特異性はない。」

と判断した。また、その他の点でも、本件意匠の特異性は認められず、原告の請求は棄

却された。  

 

＜コメント＞  

 本件では、正面図に表された形態について、「分解した状態の参考図」を参照して、「作

図上における線の表現であ」ると判断された。  
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No. 国  事件  

C21 JP 
知財高判平成 18 年 3 月 31 日判時 1929 号 84 頁（平成 17 年（行ケ）第 10679

号）〔コネクター接続端子〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「コネクター接続端子」とする意匠登録出願を行

ったが、本願意匠が肉眼で認識できないほど微小であることから、視角を通じて美感を

起こさせるものではないとして、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定不服審

判を請求したものの、請求不成立審決が下されたことから、審決の取消しを求めて訴え

を提起した事案。  

 

＜判断＞  

 裁判所は、意匠に係る物品の使用状態を認定する際に、「『本願意匠』末尾の【使用状態

を示す参考図】に示されたとおり、多数のコネクター接続端子をコネクター用ハウジン

グに装着した、いわゆる多極コネクターにおける接続端子として使用される。」として、

出願意匠の用途を認定した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、意匠に係る物品が、単に「コネクター接続端子」とされていたが、「使用状

態を示す参考図」を参照することによって、より具体的に、「多極コネクターにおける接

続端子」と認定され、「多極コネクターにおける接続端子」の取引における事情が検討さ

れた。  
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No. 国  事件  

C22 JP 
知財高判平成 18 年 9 月 20 日裁判所ウェブサイト（平成 18 年（行ケ）第 10088

号）〔金属製ブラインドのルーバー〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「金属製ブラインドのルーバー」とする意匠登録

出願（意願 2003-35193）を行ったが、本願意匠が引用意匠に基づいて容易に創作できる

として、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請

求不成立の審決が下されたことから、審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 裁判所は、引用意匠について、その意匠に係る物品「建造物笠木の装飾用ホルダ材」の

用途を認定するために、意匠の説明と使用状態を示す参考図が参照した上で、「引用意匠

に係る物品は、笠木体に装飾笠木を取り付けるためのホルダ材として用いられるもので

あって、本願意匠に係る『金属製ブラインドのルーバー』とは、その機能・構造におい

て全く異なるものである」と認定した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、引用意匠の意匠に係る物品の用途を認定するための資料の一つとして、使用

状態参考図が参照された。  
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No. 国  事件  

C23 JP 特許庁審決平成 17 年 1 月 18 日無効 2004-88007〔配膳用食品収納函〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 審判被請求人は、意匠登録第 888590 号（意匠に係る物品：配膳用食品収納函）の意匠

権者であったところ、審判請求人が、当該登録意匠が意匠法第３条第２項に該当するこ

とを理由として、無効審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、審判請求人が、「『六面図は閉じた状態の容器全体のものだけで、これを

して、本件登録意匠の要部は、容器本体の外面的全体形状だけではなく、内容器も含む

とした主張は失当である。』と主張」したことに対して、「登録意匠の範囲は願書の記載

及び添付図面全体から定められるものであり、本件登録意匠の分解斜視図 (1)及び分解斜

視図 (2)も意匠を十分表現する上で必要な図面に含まれるものであり、『参考図』の表示

があるならば別として、これらの図により表現されかつ認識することができる形態は本

件登録意匠の範囲に含まれるものであり、本件登録意匠の『要旨』は前述 (ア )ないし (オ )

のとおりである。」と判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、審判請求人による、意匠を認定する際には一組の六面図のみを参照すべきで

ある、との主張が明確に否定され、意匠を認定する際に、一組の六面図はもちろん、そ

の他の必要な図面も参酌することが明らかにされた。  
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No. 国  事件  

C24 JP 特許庁審決平成 21 年 6 月 29 日無効 2009-880001〔壁板材〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 審判被請求人は、意匠登録第 979915 号（意匠に係る物品：壁板材）の意匠権者であっ

たところ、審判請求人が、当該意匠登録が意匠法第３条第１項第３号に該当することを

理由として、無効審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、図面が相互に一致しない点のうち、「 (3)裏板材の段部の位置について、

『右側面図』と『正面図中央縦断面図』と『装着状態参考図』は、同じ位置であるが、

『背面図』は、両図の位置よりもやや下方寄りとした点」について、「背面図」に明らか

な誤記が存在すると認めた。  

 

＜コメント＞  

 本件では、図面の整合性を判断する際に、必要図のみならず、参考図の記載も参照され

た。  
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No. 国  事件  

C25 JP 特許庁審決平成 18 年 8 月 28 日不服 2005-24239〔リモートコントローラー〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「リモートコントローラー」とする意匠登

録出願（意願 2004-35847）を行ったが、工業上利用することができる意匠に該当しない

として、拒絶された。これに対して、出願人が拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 本願意匠には、透明な部分が含まれていることから、審判請求人は、本来であれば、「透

明部分の内側が透けた状態をあらわした図」を必要図として提出しなければならなかっ

たところ、それを「参考図として作成すると共に、意匠の説明の項においても、参考図

としての説明に終始したものである。」。これに対して、審判合議体は、「本願意匠は、願

書の記載及び願書添付図面の全体によれば、その正面左側部分が、不透明なもの或いは

透光性を有するものでなく、その内側が透けて見える透明なものであることを意図した

ものであると推定されるから、一の意匠として特定することができるものであり、具体

的なものと認められる。」と判断した。  

 

【斜視図】  
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【参考斜視図】  

 

【透明部分を斜線であらわした参考斜視

図】  

 

 

＜コメント＞  

 本件では、審決文中で明言はされていないものの、特許庁が判断の基礎とした「願書の

記載及び願書添付図面の全体」には、参考図も含まれると思料される。本件では、必要

図たる斜視図のみでは、透明部分が存在しないように解されるが、意匠の説明の記載や

参考斜視図、透明部を示す参考図等を参酌し、透明部分の存在を認定しものと思料され

る。  
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No. 国  事件  

C26 JP 特許庁審決平成 13 年 2 月 8 日補正 1999-50133〔ブリスターパックホルダー〕 

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「ブリスターパックホルダー」とする意匠

登録出願（平成 10 年意匠登録願第 31 号）を行い、その後、物品の説明の欄を追加する

とともに、使用状態参考図を追加する補正を行ったところ、当該補正を却下する決定が

なされた。これに対して出願人が補正却下決定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、審判請求人による「当該手続補正書における意匠に係る物品の説明に記

載した事項は、単に意匠に係る物品を説明したに過ぎないものであり、また、使用状態

を示す参考図により新たに表した使用状態は、意匠に係る物品及び添付図面から容易に

想起する事が出来る使用状態を単に表したに過ぎないものであって、この種意匠に属す

る分野における通常の知識を有する者が、当然に推定できる範囲内のものであり、出願

当初の願書及び添付図面の要旨を変更するものではない」との主張に対して、物品の名

称の語義、出願当初の図面の記載に言及して、「使用の目的、使用の状態が不明で意匠の

要旨が特定できないとする原審の判断には無理がある。」とした上で、出願人（審判請求

人）による補正が適法であると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、使用状態参考図の追加を含む補正について、出願当初の図面等の記載からで

も意匠の要旨を特定でき、当該補正も要旨を変更するものではないと判断された。  
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No. 国  事件  

C27 JP 特許庁審決平成 21 年 12 月 17 日補正 2009-500011〔録音再生器具〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判被請求人）は、意匠に係る物品を「録音再生器具」とする意匠登録出願（意

願 2008-20164）を行い、その後、「内部構造を示す参考図」を追加し、「意匠に係る物品

の説明」欄の記載を変更する補正を行ったところ、当該補正を却下する決定がなされた。

これに対して、出願人が補正却下決定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、補正によって追加された事項のうち、「内部構造を示す参考図」の追加

について、「本願意匠は、外観形態に現れていないが、スイッチは参考図のような位置及

び領域に特定されて内蔵されていると解するのが合理的である。しかしながら、本願意

匠のスイッチの位置及び領域の特定は、物品の成立のためには重要ではあるが、参考図

で現される内部構造はそもそも外観と等価とみるべきではなく、前項のとおり、意匠の

要旨がこれにより特定されたとするのは適切ではない。」として、そもそも出願当初の願

書の記載及び添付図面の記載によって、意匠の要旨は特定されていたのであって、参考

図を追加する補正は、「本願意匠は、物品特性に係るスイッチの位置等の内部構造と外観

形態との関係性が、未だ確たるものではなかったため、当該補正により、その位置の確

認がなされた」ものであると認定された。  

 

＜コメント＞  

 本件では、内部構造を示す参考図が、内部構造と外観形態との関係性を明らかにするも

のであると判断された。  
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No. 国  事件  

C28 JP 特許庁審決平成 18 年 6 月 14 日補正 2006-50001〔容器ホルダー〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「容器ホルダー」とする意匠登録出願を（意

願 2004-28670）行い、その後、意匠に係る物品を「エアゾール容器用ホルダー」とし、

「意匠に係る物品の説明」の欄に追記する補正を行ったところ、当該補正を却下する決

定がなされた。これに対して、出願人が補正却下決定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、意匠の説明の欄を追記する補正について、使用状態参考図に言及し、「本

願意匠は、手元からやや離れたところにある小型容器を操作するために使用されるもの

であることは、出願当初の願書、及び添付図面の記載に基づき推認でき、してみると、

手続補正書により、この容器がエアゾール容器であると特定し、更にその遠隔操作に用

いられるホルダーであると具体的に記載したとしても、出願当初の願書、及び添付図面

を総合して想定できる範囲内のもの、とみるのが相当」であるとして、補正が適法なも

のであると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、物品の説明を追記する補正の適否を判断するに際して、出願当初、願書に添

付されていた使用状態参考図が参照され、出願意匠に係る物品が認定された。  
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No. 国  事件  

C29 JP 特許庁審決平成 27 年 12 月 15 日不服 2015-11709〔立体パズル〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「立体パズル」とする意匠登録出願（意願

2014-21468）を行ったが、出願に係る意匠が工業上利用することができる意匠に該当し

ないことを理由に拒絶された。これに対して、出願人が拒絶査定不服審判を請求した事

案。  

 

＜判断＞  

 本件では、意匠に係る物品が「立体パズル」であることから、当該物品が組み立てと分

解とを繰り返すことを目的としたものなのか、またそうであれば、各構成片と組み立て

た状態の形態の両方を図面に記載しなければならないか、という点が問題とされた。  

 審判合議体は、「本願の出願当初の願書に添付された６面図及び４方向からの斜視図、

各ピースの配置を示す参考図、並びに願書の意匠に係る物品の説明中の『複数のピース

を組み合わせることで本物品を構成する』との記載から、本願意匠は、多くのピースを

組むことによって完成し、組み立てた後は観賞用として使用されるジグソーパズルの類

いのものであるということを容易に導き出すことができる。」と判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、意匠に係る物品の性質を認定するに当たって、参考図が参照された。  
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No. 国  事件  

C30 JP 特許庁審決平成 26 年 10 月 28 日不服 2014-5214〔携帯情報端末機〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「携帯情報端末機」とする意匠登録出願

（意願 2013-10293）を行ったが、願書には、一組の六面図、斜視図、後方斜視図、参考

図１乃至３が添付されていたところ、参考図１乃至３に表された意匠の色彩と、その他

の図面に表された意匠とは、色彩が異なり、「参考図を本願の理解のために参考とする

と、本願の色彩を特定することができ」ないとして、本件意匠が工業上利用することが

できる意匠に該当しないとして、拒絶された。これに対して、出願人が拒絶査定不服審

判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判請求人は、審判請求と同日付けで、参考図１乃至３を削除する補正を行ったこと

により、原審の拒絶理由が解消したことから、本件意匠を登録すべきであると判断した。 

 

＜コメント＞  

 本件では、審判合議体は、実質的な判断を下していないものの、本件の審査段階にお

いて、必要図で特定される意匠と、参考図に表された意匠との色彩の相違を理由として、

出願が拒絶されていた。  
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No. 国  事件  

C31 JP 
知財高判平成 28 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 27 年（ネ）第 10077

号）〔包装用箱〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 意匠登録第 1440898 号（意匠に係る物品：包装用箱）の意匠権者（原告・控訴人）が、

被告（被控訴人）による被告商品の販売等が意匠権の侵害にあたるとして、訴えを提起

し、本件登録意匠と被告商品の意匠の類否が争われた事案。一審判決では、原告の請求

が棄却されたことから、原告が控訴した。  

 

（本件意匠）  

意匠登録第 1440898 号  

意匠に係る物品：包装用箱  

（参考折りたたみ図）  

 

（参考開口図）  

 

（折りたたみ線を示す参考図）  

 

（斜視図）  

 

 

＜判断＞  

 被告は、本件意匠の認定において、「本件意匠に係る図面である本件各参考図を六面図

と同様に参酌すれば、『包装用箱』である本件意匠に係る物品が平面的に折りたたまれた
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状態（『参考折りたたみ図』）から出発して、同図の右端にあたる線と左端にあたる線と

を中央方向につぶしながら立体に組み立てる途中経過の状態（『参考開口図』）が図示さ

れ、両図上端の頂点を円弧状の切り込み線に挿し込んで立体を完成させた状態（『折りた

たみ線を示す参考図』）が、六面図と整合する実線及び破線により図示されている」こと

から、本件意匠がいわゆる動的意匠にあたると主張した。  

 これに対して、裁判所は、「被告がその根拠とする本件各参考図は、あくまで参考図で

あって、意匠登録を受けようとする意匠の理解を助ける目的で記載されたものにすぎな

い。」として、被告の主張を採用しなかった。  

 

＜コメント＞  

 本件では、参考図について、意匠登録を受けようとする意匠の理解を助ける目的で記

載されたものである点を明確にし、参考図の記載を根拠として本件意匠をいわゆる動的

意匠とすることはできないと判断された。  
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No. 国  事件  

C32 JP 
東京高判平成元年 4 月 27 日判時 1324 号 135 頁（昭和 63 年（行ケ）第 250

号）〔額縁用枠材〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 被告（審判被請求人）は、意匠登録第 426407 号の類似意匠登録第３号意匠（意匠に

係る物品：額縁用枠材）の意匠権者であったところ、原告（審判請求人）が当該意匠登

録の無効審判を請求した。特許庁では、請求不成立の審決が下されたことから、原告が

審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。原告は、その主張の一つとして、本件意匠

と本件意匠の本意匠とが類似しないことを主張した。  

 

＜判断＞  

 裁判所は、差異点の検討において、「本件意匠においては、山形状部の左側の傾斜面が

極めて僅かに外反りとされているのに対し、件外本意匠では、これが内反りとされてい

ることが認められるが、いずれも、それほど際立った弧状をなすものではなく（この点

も原告の争わないところである。）、また、右のとおり、看者の注意を最も引く面である

正面図との関係でこれをみても、最も外側に位置する傾斜面における差異であるうえ、

これを正面からみるときは、その視覚上、反りの差異は目立ちにくいものであるものと

認められるから（なお、別紙一（１）、（２）の使用状態を示す各参考図参照）、この点の

差異は、この種物品の特徴である左右、或いは上下に連続するいわゆる長尺物の態様の

中にあって、外観上特に看者の目を引きつける程度のものとまで認めることはできない

というべきであり、全体として観察すれば、前記両意匠に共通する基本的及び具体的構

成態様や正面形状から受ける印象を凌駕して、看者に格別の美感又は印象を与えるもの

ともいい難いから、これをもって、両意匠の類否を左右するような構成上の差異と認め

ることはできない。」と判断した。  

 

＜コメント＞  

 本判決では、差異点を評価する際に、正面図とあわせて使用状態参考図に言及し、看

者に強い印象を与えるとはいえないと判断された。  

 

  



- 163 - 

 

 

No. 国  事件  

C33 JP 
知財高判平成 21 年 1 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 20 年（行ケ）第

10332 号）〔基礎杭〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「基礎杭」とする意匠登録出願（意願２００６

－８６９１）を行ったが、引用意匠と類似しているとして、拒絶された。これに対して、

原告は、拒絶査定不服審判を請求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、

審決の取消しを求めて訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 （本件意匠）  （引用意匠）  

 意匠に係る物品：基礎杭  意匠に係る物品：コンクリート杭  

（共通点）＜＜省略＞＞  

全体  

「縦長の略円筒状であって、内径のほぼ全体を同径とし、外径の上方
部分を下方部分よりも太径とし、上方部分（以下、「太径部」という。）
と下方部分（以下、「細径部」という。）との間に段差部を形成した態
様」  

具体的な態様  

「太径部の外径を細径部の外径の約１．５倍としている点」  

「内径を長さ方向のほぼ全長にわたり等径としている点」  

「段差部の側面がやや短い逆円錐台側面形状である点」  

（差異点）＜＜省略＞＞  

 

 原告は、上記共通点のうち、「太径部の外径を細径部の外径の約１．５倍としている点」

について、「『細径部を１とした場合、本願意匠の太径部は１．３８、引用意匠の太径部

は１．６４であり、約１．５倍と認定することはできないから、審決の認定は誤りであ

る』と主張」したが、裁判所は、公知文献と「本件意匠登録出願に係る【使用状態を示

す参考図１】及び同【使用状態を示す参考図２】によると、本願意匠に係る基礎杭は、

『プレボーリング拡大根固め工法』に使用され得るものであると認められる」とし、需

要者・取引者は、「同工法における基礎杭の『杭外径』」には相当な幅があり得ることを

認識しており、需要者・取引者は、原告が主張するような比率の差を格別厳密に意識し

なければならないことはないことから、当該「比率の違いを差異点とせず、『約１．５倍』

の限度で共通するとした審決の認定・判断に」誤りはないと判断した。  
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＜コメント＞  

 本件では、使用状態参考図を含む複数の文献を参照して、実際に物品を使用する工法、

当該工法に必要とされる物品の条件から、若干の寸法の差異を共通点として認定した。  

 

  



- 165 - 

 

 

No. 国  事件  

C34 JP 特許庁審決平成 23 年 8 月 10 日不服 2011-3209〔盗難防止用保安器具〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「ピン止め無し防犯装置」とする意匠登

録出願（意願 2010-1751）を行ったが、願書には、「使用状態を示す参考図」は添付され

ていたが、「意匠に係る物品の説明」の記載がなく、意匠に係る物品の用途、機能に基づ

く使用方法およ使用状態が明確ではないことを理由の一つとして、拒絶された。これに

対して、出願人が拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 

（本件意匠）  

意願 2010-1751 

意匠に係る物品：ピン止め無し防犯装置  補正後：盗難防止用保安器具  

 
 

 

＜判断＞  

 審判請求人は、審判請求と同日付けで、意匠に係る物品を「盗難防止用保安器具」と

補正するとともに、意匠に係る物品の説明として、「本物品は、小売業における盗難防止

を目的とする、靴、衣料品その他の商品に取り付けることが可能な、止め具が不要な保

安器具である。本保安器具は、電子物品監視マーカーを収納するものである。本保安器

具は、靴への取り付けにおいてとりわけ有用である。本保安器具は、取り付けのための

止め具や鋲を必要とせず、商品に穴を開けることなく圧力により固定することにより、

商品に取り付けることができるものである。商品と係合させた状態については、『使用状

態を示す参考図』に示すとおりである。」との記載を追加する等した。  

 審判合議体は、「本願意匠に係る物品の使用方法、使用状態については、出願当初の【意

匠に係る物品】及び【使用状態を示す参考図】の記載により、本願意匠に係る物品は、
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靴に取り付けて用いる防犯用具であることが明らかであって」、上記補正は、これをより

具体的にしたものであるとして、拒絶理由が解消したことから、本件意匠を登録すべき

ものと判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、物品の名称の変更及び意匠に係る物品の説明の追加を行う補正について認

定する際に、使用状態参考図が言及された。  
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No. 国  事件  

C35 JP 
特許庁審決平成 19 年 6 月 11 日補正 2006-50023〔インクリボンカートリッ

ジ〕  

テーマ  参考図の取扱い  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「インクリボンカートリッジ」とする意

匠登録出願（意願 2005-9871）を行い、その後、「左側面図」及び「右側面図」から、出

願当初に添付された当該図面に表れていた、略横凸状回転部上方の突起部を削除する等

の補正を行ったところ、当該補正を却下する決定がなされた。これに対して、出願人が

補正却下決定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、上記突起部について、出願当初に添付された「リボンガイドのついた

状態を示す参考斜視図」にリボンガイドとして示されていることから、「このリボンガイ

ドが誤って『左側面図』、『右側面図』に記載されたと解すのが自然で、してみれば、こ

れを他の六面図と整合させるために削除したとしても、その補正は図面作成上の誤記を

訂正した範囲のもので、意匠の内容を変更したものとはいえ」ないとして、当該補正が

適法なものであると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、出願当初に願書に添付されていた参考図の記載に基づいて、出願当初に添

付されていた必要図の誤記が認定され、当該誤記を訂正する補正が適法であると判断さ

れた。  

 

  



- 168 - 

 

（５） 組物の意匠 

No. 国  事件  

D01 JP 
特許庁審決平成 15 年 7 月 24 日不服 2002-11490〔一組の自動二輪車用フェ

ンダーセット〕  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「一組の自動二輪車用フェンダーセット」

とする意匠登録出願（意願 2001-12168）を行ったが、拒絶された。これに対して、出願

人が拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 本件意匠は、「自動二輪車用前輪フェンダー」と「自動二輪車用後輪フェンダー」から

構成されるところ、審査段階において、参考意匠１及び２によって、それぞれ、「自動二

輪車用前輪フェンダー」と「自動二輪車用後輪フェンダー」が公知となっており、本件

意匠はこれらを組物として表し、構成した程度に過ぎないとして、創作容易であると判

断された。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、まず、「本願意匠は、意匠に係る物品が経済産業省令で定める組物であ

り、その構成物品が同時に使用されるものとして適当であって、その組物の構成物品が

組物全体として統一があるものであるから、意匠法第８条に規定する組物の意匠として

意匠登録出願をすることができるもの」であるとした。そして、創作非容易性について

は、「本願意匠を構成する本願前輪フェンダーの意匠と本願後輪フェンダーの意匠を意匠

全体として検討する。」とした上で、本件前輪フェンダーの意匠も、本件後輪フェンダー

の意匠のいずれも、それぞれ参考意匠１及び２からは容易に創作することはできないと

し、「本願前輪フェンダーの意匠と本願後輪フェンダーの意匠は、何れも、その形態の具

体的態様において、顕著な特徴を有するといわざるを得ないものであって、形態全体か

ら観れば、参考意匠１或いは参考意匠２に基づいて容易に創作することができたとはい

えないから、本願前輪フェンダーと本願後輪フェンダーとの、二つの構成物品に係る意

匠から成る本願意匠は、参考意匠１及び参考意匠２に基づいて容易に創作することがで

きたとはいえない。」と判断し、原査定を取り消した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、組物の意匠の創作非容易性について、組物を構成する物品の意匠が全体と

して検討、判断された。  
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No. 国  事件  

D02 JP 特許庁審決平成 22 年 8 月 31 日不服 2010-7874〔自動車用フロアマット〕  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 出願人（審判請求人）は、意匠に係る物品を「自動車用フロアマット」とする意匠登

録出願（意願 2009-11258）を行ったところ、新規性がないとして、拒絶された。これに

対して、出願人が、拒絶査定不服審判を請求した事案。  

 

＜判断＞  

 審判合議体は、まず、本件意匠と引用意匠の物品について、「その用途・機能に実質的

な差異は認められないから、両意匠は意匠に係る物品が共通」すると判断した。そして、

その形態については、複数の差異点を指摘した上で、「両意匠は意匠全体として類似せ

ず、本願意匠が意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠に該当し、同項柱書の規定によ

り、意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶

すべきものとすることはできない。」と判断した。  

 

（本件意匠）  （引用意匠）  

意匠登録第 1399602 号  意匠登録第 1258974 号  

「自動車用フロアマット」  「一組の自動車用フロアマットセット」  

  

 

＜コメント＞  

 本件では、公知意匠として組物の意匠が引用され、類否判断における比較対象とされ

ており、引用意匠は組物全体として形態が認定された。  
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No. 国  事件  

D03 EU 
Decision of the Third Board of Appeal of 7 May 2009 in Case R 1258/2008 

- Upholstered furniture (Set of - ) 

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 意匠権者は、共同体登録意匠 RCD 000512074-0001（意匠に係る物品：布張り家具セ

ット）を所有していたところ、複数の公知文献の存在を理由に新規性又は独自性がない

として、その有効性が争われた事案。  

 

（本件意匠）  

共同体登録意匠 RCD 000512074-0001 

意匠に係る物品：布張り家具セット  

 

（View 1）  

 

(View 2) 

 

(View 3) 

 

(View 4) 

 

＜判断＞  

 本件意匠登録の図面は、上記４図であったところ、これがセットの意匠について登録

されたものであるか否かについて、OHIM は、もし意匠権者が、セットそのものについ

ての意匠登録を希望していたのであれば、完全なセット全体を異なる角度から表した図

面を提出するはずであって、それぞれの物品についてまで提出しないであろうとした。  

 また、意匠権者は、出願時にはその意匠に係る物品の表示を「upholstered furniture」

とし、その区分をロカルノ分類 06-01 としていたところ、OHIM は、本件意匠を公告す

る際に、その職権で、物品の表示を「Set of upholstered furniture」とし、区分のロカ

ルノ分類 06-06 と変更していたが、このような職権による変更が許されないことは、

OHIM の他の先例でも示されているとおりであるとした。  
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 以上から、OHIM は、本件意匠は、３つの個別の家具の意匠と、必要な場合には、View 

4 に表されたような当該３つの家具のセットであることを前提に、本件意匠の有効性を

検討した。  

 有効性の判断においては、３つの個別の家具については、公知意匠の存在から、新規

性又は独自性がなく、無効と判断され、View 4 に表された３つの家具のセットについて

も、新規性又は独自性のない構成物品の組み合わせであることから、セットの意匠につ

いても無効であると判断された。  

 

＜コメント＞  

 本件では、出願当初の願書の内容、図面に表された意匠から実質的に検討し、その物

品の表示が、OHIM の職権でセットの意匠へと変更されていたが、各個別の物品の意匠

とセットの意匠であると認定された。  
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No. 国  事件  

D04 CN 北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第 81 号審決取消請求事件  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 原告は、意匠専利第 98333604.0（意匠に係る物品：多機能ジューサー）について無効

審判を請求したところ、覆審委員会は、本件意匠登録の一部を無効とする審決を下した

ことから、これを不服として、原告が審決の取消しを求める訴えを提起した事案。  

 

＜判断＞  

 本件意匠は、本体部と附属品１乃至４から構成されるところ、原告は、これらの組み

合わせは組物の意匠に該当しないと主張した。  

 裁判所は、この点について、本件意匠を構成する本体部と附属品には、それぞれ独立

した使用価値はないが、これらを組み合わせた場合には、その組み合わされた製品ごと

に独立して使用価値が現れるものであって、また、附属品１乃至４は同じ本体に用いる

ものであることから、本体は一台のみあればよいとして、したがって、組合せ後の製品

は、組物の意匠の要件である、「同時に販売し又は使用されること」及び「各製品の意匠

に同じ設計思想があること」を満たしていると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、覆審委員会における一部無効の判断が維持されていることから、組物の意

匠においては、その有効性判断において、個々の構成物品に係る意匠がそれぞれ先行意

匠と比較され、その一部のみが無効となることがあり得ることが示された。  
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No. 国  事件  

D05 CA 
Industrial Design Application No. 1998-0950, Re (2001), 14 C.P.R. (4th) 

213 (P.A.B.). 

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 出願人は、意匠に係る物品を「Plurality-fingered Burner」とする意匠登録出願（1998-

0950）を行ったが、図面には、３つの実施形態が表されていたところ、これらの意匠が

別の意匠であって、一の意匠とは認められないとして、拒絶された。これに対して、出

願人が不服を申し立てた事案。  

（本件意匠）  

1998-0950 

意匠に係る物品：Plurality-fingered Burner 

FIG 1 

 

FIG 7 

 

FIG 11 

 

 

＜判断＞  

 審判官は、まず、意匠法第２条において「変形（ variants）」の定義が、「同一の物品又

は組物に適用した意匠であって，互いに実質的な差異がないものをいう。」と規定されて

いることを確認した上で、上記３つの実施形態のうち、爪状の形状（ fingered shape）と

その数に言及して、本件意匠に含まれている実施形態はそれぞれ類似していることから、

これらが変形の意匠であって、一の意匠と認められると判断した。  

 

＜コメント＞  

 セットの意匠と認定されるためには、各構成物品に同一の意匠又はその変形が適用さ

れていなければならないところ、本件では、そのうちの「変形（ variants）」について判

断された。  

  



- 174 - 

 

 

No. 国  事件  

D06 CA 
Industrial Design Application 2000-2268/95949, Re (2006) 56 C.P.R. (4th) 

154 at 157 (P.A.B.).  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 出願人は、意匠に係る物品を「Sanitary Faucet」（蛇口）とする意匠登録出願（2000-

2268）を行ったが、図面では、「飲み口」（ spout）と「取っ手」（handle）が分離して表

されていたところ、これらはプレート等で支持されておらず、したがって、別の意匠で

あって、一の意匠とは認められないとして拒絶された。これに対して、出願人が不服を

申し立てた事案。  

 

（本件意匠）  

2000-2268 

意匠に係る物品：Sanitary Faucet 

FIG 1 

 

FIG 6 

 

 

＜判断＞  

 審判官は、「 faucet」を構成する要素を認定するにあたり、辞書の記述とインターネッ

トによる検索結果を参照した上で、「 faucet」には通常、ほぼ例外なく、「飲み口」（ spout）

と「取っ手」（handle）から構成されるものであると認定した。また、本件意匠の出願よ

りも前の登録例においても、本件意匠と同じ構成の「 faucet」の意匠が登録されており、

これらはプレート等を介するよりも、シンク又はコーナートップに直接、支持されてい

ることが多いとされ、本件意匠も全体として、一の意匠として認められると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件では、分離して表された複数の構成物品であっても、実際の物品の使用態様等か

ら、一の意匠として認められると判断された。  
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 なお、本件意匠の出願当初は、その意匠に係る物品の名称が「Sanitary Faucet Set」

とされていたところ、本件意匠はセットの意匠とは認められず、その物品の名称に「 set」

の語を含めるべきではないと判断されたことから、出願人は、その名称を「 Sanitary 

Faucet」に補正していた。  

 また、審判官は、FIG 6 のような、環境を破線で表した図面が、意匠実務ガイドに則

ったものであることも確認した。  
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No. 国  事件  

D07 JP 
知財高判平成 28 年 9 月 21 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（行ケ）第 10034

号）〔容器付冷菓〕  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 原告（出願人）は、意匠に係る物品を「冷菓」（後に、「容器付冷菓」と補正。）とする

意匠登録出願（意願 2013-5010）を行ったが、出願意匠が一の意匠と認められない（意

匠法第７条違反）として、拒絶された。これに対して、原告は、拒絶査定不服審判を請

求したものの、請求不成立の審決が下されたことから、審決の取消しを求めて訴えを提

起した事案。  

 

＜判断＞  

 審決は、意匠法第７条について、「一意匠の要件として、意匠の創作としての一つのま

とまりという観点に立って考察されるべきもので、具体的には，意匠の創作において、

その全体の創作に至る各対象部位の創作の内容が、必然的に相互に関連するよう考慮、

調整されると共に、全体として総合的に設計、造形されているものであり、その各対象

部位に対してなされたそれぞれの創作の内容が、まとまりのある一体のものとして捉え

て評価ができるものであることが必要である。」と判断していた。裁判所は、この基準に
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ついて、意匠法第７条は、「意匠登録出願が『物品ごとに』かつ『形態ごとに』行われる

べきことを規定したものと解」した上で、「意匠に係る物品には、特定の用途及び機能が

あることから、『物品ごとに』とは、ある一つの特定の用途及び機能を有する一物品であ

ることを意味するものと解される。また、『形態ごとに』とは、意匠登録の出願図面に表

される形態が、全体的なまとまりを有して単一の一形態であることを意味するものと解

される。そして、一つの特定の用途及び機能を有する一物品といえるか、及び、出願図

面に表される形態が全体的なまとまりを有して単一の一形態といえるかは、後記２ (2)ア

の観点を考慮した上で、社会通念に照らして判断されるべきものである。」の判断基準を

示し、それが審決の示した基準と実質的に同義であるとした。  

 そして、「物品の単一性」について、願書の記載を参照し、「①意匠登録出願に係る物品

の内容、製造方法，流通形態及び使用形態、②意匠登録出願に係る物品の一部分がその

外観を保ったまま他の部分から分離することができるか、並びに③当該部分が通常の状

態で独立して取引の対象となるか等の観点を考慮して、当該物品が一つの特定の用途及

び機能を有する一物品といえるか否かを、社会通念に照らして判断すべきものである。」

とた上で、本件意匠に係る物品「容器付冷菓」について、「冷菓」が主体であって、「容

器」が付随している点、その製造・流通・使用において、「冷菓」が「『容器』に充填さ

れ冷やし固められたままの一体的状態である」点、製造方法から、「冷菓」を「容器」か

ら分離することが容易でなく、製造・流通・使用の各段階を鑑みても、「冷菓」が「容器」

から独立して通常の状態で取引の対象となるとはいえない点、を総合考慮し、本件意匠

に係る物品が「社会通念上、一つの特定の用途及び機能を有する一物品であると認めら

れ」ると判示した。  

 また、「形態の単一性」についても、図面の形式条、二以上の形態を併記したものでは

なく、実質的にも「容器内に冷菓を入れた状態の図面であって、冷菓と容器とは隙間な

く接しており、一塊になった状態のものであるから、二以上の形態を併記したとはいえ

ない。」として、本件意匠の形態が単一であると認定した。  

 以上から、裁判所は、審決を取り消す判決を下した。  

＜コメント＞  

 本件では、「一意匠」について判示された。組物の意匠について判示されたものではな

いものの、一意匠一出願の原則（意匠法第７条）について判断されたものであることか

ら、組物の意匠について検討する際にも、参照され得ると考えられる。  
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No. 国  事件  

D08 CA 
DRG Inc. v Datafile Ltd (1991), 35 C.P.R. (3d) 243 at 250-251 (F.C.A.); Re 

Sylvie Youle-White (1985), 9 C.P.R. (3d) 129 at 133.  

テーマ  組物の意匠  

＜事案の概要＞  

 控訴人は、一連のラベルデザインの著作権登録を有していたところ、被控訴人が当該

登録の無効を申し立てた事案。被控訴人は、著作権登録が無効であることの根拠として、

本件ラベルデザインが意匠法によって保護され得るものであることから、著作権によっ

ては保護されないというものであった。  

 

＜判断＞  

 本件ラベルデザインの意匠登録性における争点の一つは、本件ラベルデザインがセッ

トの意匠に該当するか否かであったところ、裁判所は、本件の一連のラベルデザインは、

色彩、文字、数字が異なっていたが、(i) 文字又は数字が同じ書体であること、(ii) 当該

文字又は数字が反転（白抜き）で書かれていること、 (iii) 当該文字又は数字が黒の線で

囲まれていること、(iv) 文字又は数字が長方形の中の同じ位置に配されていること、(v) 

それぞれのラベルが同じ形の同じ大きさであること、 (vi) それぞれのラベルが同じ光沢

加工がされていること、を挙げて、すべてのラベルが同じ特徴を有しているとした。  

 そして、個別のデザインの全体的印象が、同じ由来、コンセプト、目的等を示唆して

いると認められ、看者にそのような特徴を印象づけるような場合には、セットの意匠の

定義にある、意匠の同一性（ sameness of design）があると考えられるとして、本件ラ

ベルデザインがセットの意匠として保護され得ると判断した。  

 

＜コメント＞  

 本件は、著作権登録の有効性が争われた事案であるが、その判断中において、セット

の意匠と認められる場合に必要とされる「同一の意匠」の判断基準について判示された。 
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４． 凡例 

【日本】  

意匠審査基準  特許庁『意匠審査基準』（2016 年）  

特許庁・手引き  
特許庁『意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き』
（2013 年）  

 

【WIPO】  

ハーグ協定  意匠の国際登録に関するハーグ協定  

ジュネーブ改正協定  
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協
定  

共通規則  
ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年
改正協定に基づく共通規則  

実施細則  ハーグ協定に係る出願のための実施細則  

WIPO・ガイド  
WIPO「ハーグ協定に基づく意匠の国際登録に関するガイ
ド」（2014 年）  

図面ガイダンス  

WIPO 「 Guidance on Preparing and Providing 
Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals 
on the Ground of Insufficient Disclosure of an 
Industrial Design by Examining Offices」（2016 年）  

 

【EUIPO】  

意匠ディレクティブ  
意匠の法的保護に関する 1998 年 10 月 13 日の欧州議会
及び理事会指令 98/71/EC 

CDR 
共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の欧州共同体理
事会規則 No.6/2002 

CDIR 
欧州理事会規則第 6/2002 号の施行に係る 2002 年 10 月
21 日の欧州共同体委員会規則  

共同体意匠出願ガイドライン  
Examination of Applications for Registered 
Community Designs 
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【USPTO】  

MPEP 米国特許審査便覧  

意匠特許出願ガイドライン  Guide to Filing a Design Patent Application 

 

【SIPO】  

専利審査指南  専利審査指南  

 

【KIPO】  

デザイン審査基準  デザイン審査基準  

 

【CIPO】  

意匠実務ガイド  INDUSTRIAL DESIGN OFFICE PRACTICE 

 

【報告書等】  

各国における意匠の表現  
平成 24 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業報
告書「各国における意匠の表現に関する調査研究報告
書」（2013 年）  

意匠権の効力範囲  
平成 25 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等
事業「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範
囲に関する調査研究報告書」  

 

【書籍】  

意匠法コンメンタール  
寒河江孝允ほか（編著）『意匠法コンメンタール〔第２版〕』
（レクシスネクシス・ジャパン，2012 年）  

高田  高田忠『意匠』（有斐閣，1969 年）  

斎藤  斎藤暸二『意匠法概説〔補訂版〕』（有斐閣， 1995 年）  

茶園  茶園成樹（編）『意匠法』（有斐閣，2012 年）  

森  
森智香子（編著）『中国デザイン関連法』（発明協会，2012
年）  
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【論文】  

小谷「〔輪ゴム〕事件評釈」  
小谷悦司「意匠の類否における『使用状態を示す参考図』
の位置づけ」知財ぷりずむ 8 巻 85 号 53 頁（2009 年）  

佐藤「組物の意匠登録 (1)」  
佐藤恵太「組物の意匠登録 (1)」発明 95 巻 1 号 75 頁（1998
年）  

「実務家のための出願ガイド
ライン」  

日本弁理士会平成 26 年度意匠委員会外国部会「実務家の
ための米国・欧州・韓国意匠出願のガイドライン」パテ
ント 68 巻 9 号 31 頁（2015 年）  

 

 

  



- 182 - 

 

 

 

 



- 183 - 

 

 国内出願人・代理人における意匠制度運用の現状認識  

本章では、意匠の出願人である国内企業 975 者 1及び、意匠登録出願の代理

経験のある国内代理人 49 者 2を対象としたアンケート調査結果、意匠の出願

人である国内企業及び意匠登録出願の代理経験のある国内代理人を対象とし

たヒアリング調査結果に基づき、現行意匠制度におけるニーズ・意見を収

集・整理すること、制度上の問題点等を明らかにした。  

１． 調査実施概要 

（１） 国内アンケート調査 

調査実施方法と回答者数及び回答率は表 III-1～表 III-2 のとおりである。 

 

表 III-1 国内アンケート調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運用

の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 

郵送法、又は、ウェブから調査票をダウンロードし電子メール

で回答 

（回答者が任意に選択） 

調査時期 2016 年 9 月 5 日～2016 年 10 月 19 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

表 III-2 国内アンケート調査回答者数及び回答率 

調査票 

タイプ 

アンケート 

送付数 

有効回答数 有効回答率 

企業 975 439 45.0% 

代理人 49 24 49.0% 

                                                   
1 日本意匠分類グループ別のバランスを考慮した意匠登録出願件数上位者  
2 意匠登録出願代理件数上位の代理人  
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（２） 国内ヒアリング調査 

調査実施方法と調査対象は表 III-3～表 III-4 のとおりである。 

表 III-3 国内ヒアリング調査実施方法 

調査方法 対象者への対面式インタビュー（1.5 時間程度） 

調査時期 2016 年 9 月～2016 年 10 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 III-4 国内ヒアリング調査対象 

 調査対象者数（計 18 者） 

企業 13 

代理人  5 
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２． 調査結果 

調査結果は、国内アンケート調査の設問ごとに、企業、代理人それぞれについ

て国内ヒアリング調査で得られた意見を補足しながら整理・分析した。  

なお、国内アンケート、国内ヒアリング調査より得られた意見の抜粋・要約に

ついて、それぞれ区別できるよう以下のように記載した。  

 

 「」を付した部分は国内アンケート調査より得られた意見の抜粋または

要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

 「」*を付した部分は国内ヒアリング調査より得られた意見の抜粋または

要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

（１） 回答者情報 

当該設問は企業に対してのみ設定した。各表の数値は上段が実数、下段が調査

数に占める割合（%）を示している。 

 回答者区分 

 規模 

表 III-5 回答者区分「規模」 

調
査
数 

大
企
業
（
製
造
業
） 

大
企
業
（
非
製
造
業
） 

中
小
企
業
（
製
造
業
） 

中
小
企
業
（
非
製
造
業
） 

そ
の
他 

無
回
答 

455 279 17 130 21 6 2 

100.0 61.3 3.7 28.6 4.6 1.3 0.4 
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 海外拠点 

表 III-6 回答者区分「海外拠点」 

調
査
数 

あ
る 

な
い 

無
回
答 

455 337 117 １  

100.0 74.1 25.7 0.2 

 

 製品分類 

表 III-7 回答者区分「製品分類」 

調
査
数 

製
造
食
品
及
び
嗜

好
品 

衣
服
及
び
身
の
回

り
品 

生
活
用
品 

住
宅
設
備
用
品 

趣
味
娯
楽
用
品
及

び
運
動
競
技
用
品 

事
務
用
品
及
び
販

売
用
品 

409 12 10 41 33 10 22 

100.0 2.9 2.4 10.0 8.1 2.4 5.4 

 

運
輸
又
は
運
搬 

機
械 

電
気
電
子
機
械
器

具
及
び
通
信
機
械

器
具 

一
般
機
械
器
具 

産
業
用
機
械
器
具 

土
木
建
築
用
品 

そ
の
他 

無
回
答 

36 73 22 48 32 67 3 

8.8 17.8 5.4 11.7 7.8 16.4 0.7 

 

  



- 187 - 

 

（２） 日本及び外国での意匠登録出願の基本情報 

 外国での意匠登録出願/意匠登録出願代理 

 企業 

表 III-8 外国での意匠登録出願【企業】 

調
査
数 

現
在
行
っ
て
お

り
、
今
後
も
行
う

予
定 

今
後
行
う
予
定 

該
当
な
し 

無
回
答 

455 287 33 133 2 

100.0 63.1 7.3 29.2 0.4 

 

 代理人 

表 III-9 外国での意匠登録出願代理【代理人】 

調
査
数 

あ
る 

な
い 

24 23 1 

100.0 95.8 4.2 
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 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願/代行 

 企業 

表 III-10 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願【企業】 

調
査
数 

出
願
し
た
こ
と
が

あ
る 

出
願
し
た
こ
と
は

な
い 

無
回
答 

455 39 398 18 

100.0 8.6 87.5 4.0 

 代理人 

表 III-11 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願代理【代理人】 

 
調
査
数 

日
本
を
窓
口
と
し

て
代
理
出
願
を
行

っ
た
こ
と
が
あ
る 

E
-F

ilin
g

を
用
い

て
出
願
代
理
を
行

っ
た
こ
と
が
あ
る 

国
際
登
録
後
の
手

続
代
理
を
行
っ
た

こ
と
が
あ
る 

代
理
し
た
こ
と
は

な
い 

24 4 10 9 10 

100.0 16.7 41.7 37.5 41.7 
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（３） 日本における図面の記載の省略 

 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

B-3: 例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の使

用状態では目に触れない面であって、意匠上の特徴があらわれない面であって

も、現状では、意匠全体の形態を特定するために、そのような面についても、図

の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能とすべきとお考えです

か。 

 

通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略については 45.1％の企業が「省

略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企

業は 26.2％だった。 

「省略可能とすべきである」とする理由として、「特徴もなく、権利主張する

意思もない場合、選択肢として図を省略可能とすべき。」 *、「省略したとしても

全体形状が特定されるのであれば、その範囲に限定して省略可能とすべき。」 *、

「出願人の裁量で、省略範囲を指定して、一定の省略を認めるべき。」*、「明確な

ルールがあれば、省略可能。詳細にルールが決まっていれば、省略可能な面をあ

えて省略しない場合、当該部分が要部であるとのメッセージにもなり得る。」*と

いう意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」とする企業は、大企業（製造業）、大企業（非製造

業）で割合が大きい。また、「省略可能とすべきでない」とする企業は、B グルー

プ（衣服及び身の回り品）、F グループ（事務用品及び販売用品）、H グループ（電

気電子機械器具及び通信機械器具）、J グループ（一般機械器具）でも割合が高

い。 

通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略については 75．0％の代理人が

「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とす

る代理人は 25.0％だった。企業の割合とは異なり、「省略可能とすべきである」

とする割合が高い傾向にある（企業では「省略可能とすべき」は 45.1％）。 

「省略可能とすべきでない」理由として、「意匠全体の形態を特定するため」

「通常、目に触れないとしても、その面に特徴的な創作がなされた場合、先行意

匠等にその面の図面がなければ、類否判断の際、不明確とされる恐れがある。」
*、「通常の使用状態で目に触れなくとも流通の際には目に触れる場合もあり、権

利行使など係争になったときに問題となる。」 *という意見が挙げられた。 
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「省略可能とすべきである」理由として、「諸外国の方が省略可能な図の範囲

が広い場合があるため、外国から優先権主張を伴い日本に出願する案件は、その

ままの図面で出願すると、オフィスアクションの対象となる場合がある。通常の

使用状態で目に触れない部分は要部ではないと考えれば、当該面の図は省略可能

とすべき。」 *、「省略箇所は出願人が権利主張していないと考えることが可能で

あれば省略しても良いだろう。」 *という意見が挙げられた。 

 

図 III-1 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【企業】 

 

図 III-2 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【企業：規模別】 

 

  

N=455

45.1 26.2 25.5
2.6

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

45.1

46.2

41.2

44.6

42.9

16.7

26.2

27.2

29.4

25.4

14.3

16.7

25.5

24.0

23.5

26.9

38.1

33.3

2.6

2.5

5.9

2.3

16.7

0.7

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答



- 191 - 

 

図 III-3 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

【企業：製品分類別】 

 

図 III-4 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【代理人】 

 

 

 

 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れ

る内側の形態を表す図の省略 

B-4: 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合、現状では、意匠登

録を受けようとする部分と、それ以外の部分を特定するために、意匠登録を受け

ようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、意匠登録を

受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する

方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する必要があります。  

以下の（ア）、（イ）における場合は、意匠登録を受けようとする部分以外の部

分のみが表れる内側の形態を表す図であっても、省略することができません。  

今後、そのような意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側

の形態を表す図について、省略を認めるべきとお考えですか。  

 

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

45.7

41.7

30.0

56.1

54.5

50.0

40.9

41.7

52.1

40.9

58.3

37.5

29.9

26.7

8.3

40.0

19.5

21.2

10.0

36.4

27.8

34.2

31.8

12.5

28.1

32.8

24.9

50.0

20.0

24.4

24.2

30.0

22.7

25.0

9.6

22.7

27.1

34.4

34.3

2.4

10.0

10.0

5.6

4.1

4.5

2.1

1.5

0.2

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 75.0 25.0 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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（ア）折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形

態についてのみ意匠登録を受けようとする場合  

（イ）蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の

外側の形態についてのみ意匠登録を受けようとする場合  

 

図(ア)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【平面図】  【底面図】  

【右側面図】  【背面図】  

【開いた状態の正面図】  

【正面図】  【左側面図】  
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図(イ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内

側の形態を表す図の省略については 46.8%の企業が「（ア）（イ）のいずれも省略

可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企業

は 26.8%だった。 

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」とする理由として、「説明

だけ、形状的な限定をしないで済むのであれば、省略しても良い」*、「省略可能

とすべきだが、クリアランスの際、全体意匠と誤解する可能性がある。」*、「出

願人の判断に任せるべき。例えば開閉部を有するものについて、開いた状態の

形態を強調するために開いた状態のみで出願したとする。その際、開閉の可否

が不明となるリスクは出願人に負わせれば良い。」*【大企業（製造業）、J グル

ープ（一般機械器具）】という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」とした企業は大企業（非製造業）、中小企業（製

造業）で割合が大きい。また、「省略可能とすべきでない」とした企業は B グル

ープ（衣服及び身の回り品）、G グループ（運輸又は運搬機械）、C グループ（生

活用品）で割合が大きい。 

これらのグループの企業は全体の把握と、審査・調査時の形状把握を訴求し

【正面図】  【背面図】  【蓋部の正面図】  

【収容部の正面図】  

【収容部の平面図】  【蓋部の平面図】  
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ている可能性が高い。例えば、B グループ（衣服及び身の回り品）では「多方向

からの図があるため、全体の形、構想を想像できる」という意見が挙がっており、

G グループ（運輸又は運搬機械）では「出願人側の立場は、少ない図面がよいが、

調査側の立場は、複数の公報を一枚一枚見るときに形状を把握しにくい。」、「登

録を受けようとする部分以外の部分も他の部位との関係で審査、権利範囲に影

響するため。」という意見が挙がっており、C グループ（生活用品）では「包装

用噴霧器など噴霧器部分が破線部であっても、意匠分類を決定する際に破線部

の形状が影響することが考えられ、クリアランスの際など第三者の立場では権

利解釈に不安が残るため。」という意見が挙がっている。 

一方、代理人では 62.5%が「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」

と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする代理人は 20.8%だった。

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」と回答した代理人の割合は、

同様の回答をした代理人よりも高い傾向にある。「（ア）（イ）のいずれも省略可

能とすべきである」と回答した代理人は「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべ

きである」と回答した企業よりも多い傾向にあり（企業「（ア）（イ）のいずれも

省略可能とすべきである」46.8％）、「省略可能とすべきでない」とする代理人

の割合は、「省略可能とすべきでない」とする企業の割合と同程度であった（企

業「省略可能とすべきでない」26.8%）。 

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」と回答した理由として、「現

行運用は、意匠の認定において蓋の内部形状の開示を重要視しているが、商品

の特性によっては、開示を要する場合と不要な場合とがある。」*、「外観の六面

図に加え、キャップを取り外した図を作成するのは負担が大きい。願書に説明

を記載すれば良しとすべき。例えば、物品名がマーカーや万年筆であればペン

先は自ずとわかる。特徴がある場合は別途図面を提出するはずだ。」 *という意

見が挙げられた。 

「省略不可」とした理由として、「（ア）について、開き方は内部形態とは無

関係に、特定されるべき。」、「開いた状態の正面図がある方が全体を把握しやす

い」、「部分の特定、全体意匠との区別に問題を生じる。」という意見が挙げられ

た。 
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図 III-5 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業】 

 

 

図 III-6 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：規模別】 3 

  

                                                   
3図中の「 N=122」は設問 B-4 にて「省略可能とすべきでない」と回答した企業全体の数  
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図 III-7 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：規模別】 

 

 

図 III-8 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：製品分類別】 

 

  

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6
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  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33
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競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36
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その他 67
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図 III-9 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【代理人】 

 

 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描

き分けの省略 

B-5: 「意匠の説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部

分が特定できる場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分と、

その他の部分とを描き分ける必要はないとお考えですか。  

 

部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分け

の省略については 26.6%の企業が「描き分ける必要はない」と回答しており、「描

き分ける必要がある」とする企業は 54.1%だった。 

「描き分ける必要はない」とする理由として、「出願人の立場からは、描き分

けするか否かは、出願人の判断に任せるべき。」 *という意見が挙げられた。 

「描き分ける必要がある」とした企業は B グループ（衣服及び身の回り品）、

E グループ（趣味娯楽用品及び運動競技用品）、K グループ（産業用機械器具）、

C グループ（生活用品）、H グループ（電気電子機械器具及び通信機械器具）で

割合が大きい。 

一方、代理人は 12.5%が「描き分ける必要はない」と回答しており、「描き分

ける必要がある」とする代理人は 83.3%だった。これは、企業の割合とは異なる

傾向を示しており、「描き分ける必要がある」と回答した代理人は同様に回答し

た企業よりも多い傾向にある（企業「描き分ける必要がある」54.1%、「描き分

ける必要はない」26.6%）。 

「描き分ける必要がある」と回答した理由として「不明確な出願が増えること

への懸念」、「文章では、きちんと特定できるのか疑問。意匠登録を受けようと

N =

24 62.5 20.8

0.0

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである
省略可能とすべきでない
わからない
その他

N=24     
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する部分が図面のみから把握できない」、「類似判断がしにくい」*、「「意匠の

説明」での説明と、図面等による描き分けを両方することで、意匠の特定がより

明確になる。」 *、「図面は登録意匠の範囲を定めるに当たり必須のものである

ため」*、「視覚的に特定できる方がわかりやすい。」、「クリアランス調査で不

便」、「当該記載の解釈如何で将来的に揉める虞があると考えられるから。」、

「文言の説明は曖昧なことがあるので、図面で描き分けるべき。逆に、説明は

省略されても問題はない。」、「国際的に見ても、説明を書くことができない国

は多く、外国では通用しない図法を日本で認めるのはミスリードになる可能性

が大きく避けるべきである。」、「意匠登録を受けようとする部分を一義的に明

確にして、また、一見して把握できるようにするため」という意見が挙げられた。 

 

図 III-10 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業】 

 

 

図 III-11 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業：規模別】 

 

  

N=455

26.6 54.1 16.5
1.1

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6
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26.9

23.8

33.3
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5.9
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1.1

5.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答
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図 III-12 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業：製品分類別】 

 

 

図 III-13 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【代理人】 

 

 

 

 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

B-6: 現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定のために必要な図（以

下、「必要図」という。）中に、出願に係る意匠以外のものを表すこと（例えば、

「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を記載した場合等）は、

出願の対象が不明確となるおそれがあることから、認められていません。  

今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係

る物品と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る

物品以外の物品の記載を認めるべきとお考えですか。  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具
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一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67
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意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱いについては 16.7%の企業が

「必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、

37.6%の企業が「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場

合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、

28.1％の企業が「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答

した。 

「必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由

として、「マネキンに意匠を装着させた写真から図面をおこすことがある。写真

を用いる場合も、マネキン部分を画像処理で消す必要があり、出願に係る意匠以

外の物品の記載を認めてもらえれば、当該作業負担が無くなる」 *【大企業（製

造業）、B グループ（衣服及び身の回り品）】という意見が挙げられた。 

「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由として「服や手袋等は

着用状態においてはじめて意匠としての特徴が出るものである。現在はそうし

たものを平面上で表すことしかできない。ただし、許容するにあたり明確なル

ールが必要。例えばマネキンはカラフルであると出願に係る意匠と峻別が難し

くなるため、色付けは不可とするなど。ルールがあれば意匠の特徴を示す良い

必要図となるであろう。」*【大企業（製造業）、J グループ（一般機械器具）】、

「シルエットが分かる程度（スミアミ等）で記載し、それ自体が意匠の対象とな

らないように配慮すべき。」という意見が挙げられた。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答した理由とし

て、「クリアランスの立場からは、説明欄を確認するための負担が大きくなるた

め、必要図認めるべきでない。」*【大企業（製造業）、G グループ（運輸又は運

搬機械）】、「参考図での記載で良い」という意見が挙げられた。 

「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき」とする企業は大企業（製造業）

及び B グループ（衣服及び身の回り品）、C グループ（生活用品）、E グループ

（趣味娯楽用品及び運動競技用品）で割合が大きい。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」とする企業は大企業

（非製造業）及び H グループ（電気電子機械器具及び通信機械器具）、L グルー

プ（土木建築用品）で割合が大きい。 

一方、代理人は 20.8%が「必要図中に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」

と回答しており、50.0%の代理人が「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描

き分けられている場合にのみ、必要図中以外の物品の記載を認めるべき」と回答

しており、20.8％の代理人が「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきで
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ない」と回答した。これは企業の割合と同様の傾向を示している（企業「必要図

中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」16.7％、「意匠以外の物品

と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外

の物品の記載を認めるべき」37.6％、「必要図中の意匠以外の物品の記載を認め

るべきでない」28.1％）。 

「必要図中に意匠に係る物品以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由

として、「マネキン等に着用した状態の方が、意匠の特徴を明確に示すことが可

能となるのであれば記載を認めるべき（被服や車のシートカバー等）。」*、「「意

匠に係る物品」の記載から特定できれば問題ない」 *という意見が挙げられた。 

「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中に意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由として、「意匠

の説明において、「マネキン部分は権利範囲ではない」と明文の記載があり、六

面図が揃っている場合であれば認めてもよい。」 *という意見が挙げられた。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答した理由とし

て、「意匠に係る物品以外の物品は参考図に入れるのが適切」 *という意見が挙

げられた。 

 

図 III-14 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い【企業】  

 

  

N=455

16.7 37.6 28.1 13.2
2.4

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以

外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない
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図 III-15 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

【企業：規模別】 

 

 

図 III-16 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

【企業：製品分類別】 

 

  

企業形態 N=
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図 III-17 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い【代理人】 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 日本における願書の記載の省略 

 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略  

B-7: 正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図からなる一組の

六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の省略を行っ

た際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った旨とその理

由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっています。今後、当該説明

を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

B-8: 【B-8】は【B-7】で「①省略可能とすべきである」と回答された方にお伺

いいたします。 

図の省略を行った旨とその理由の説明は、どのような場合に省略可能とお考え

ですか。 

 

図の省略を行った旨とその理由の説明の省略については 27%の企業が「省略可

能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企業は

52.3%だった。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「説明まで省略すると、

クリアランスの際に不便。代理人との連携ミスにより、本来省略すべきでなか

った図を不提出としてしまった際も、説明を要するルールとしておくことによ

り、後に対処可能な余地が残る。」 *、「記載はたった一文であるため負担はな

N =

24 20.8 50.0 20.8 4.2 4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必

要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない

その他

N=24     
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い。意匠全体の形態の特定に役立つのであれば、説明を追加すべき。」 *、「説

明の記載がないと、司法判断時に新たな主張がなされるおそれがあり、安定性

に欠ける。」 *、「クリアランス上も権利行使上も、権利範囲を明確にするため

に省略を行った場合は説明の記載を必須とすべき。」 *という意見が挙げられた。  

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は大企業（製造業）、大企業（非

製造業）で割合が大きい。 

図の省略を行った旨とその理由の説明の省略については 25%の代理人が「省略

可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする代理

人は 62.5%だった。これは企業の割合と同様の傾向を示している（企業「省略可

能とすべきである」27％、「省略可能とすべきでない」52.3%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「意匠が不明確となる。」、

「記載しなければ省略した形状について推測する必要が生じる」、「後々、疑義

が生じる可能性がある」、「権利範囲が不明確になるおそれがある」、「クリア

ランスの際に不明確であるから」、「本当に省略の意図があって省略されたのか、

単に記載し忘れたのかが不明確になるから」、「省略箇所についての意思を示す

箇所であり、図面を省略するのであれば、説明は記載した方が良い。」という意

見が挙げられた。 

 

図 III-18 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【企業：規模別】 

 

 

図 III-19 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【代理人】 

 

 

 

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

27.0

23.7

29.4

30.8

47.6

16.7

52.3

58.8

52.9

43.1

23.8

66.7

18.7

16.1

17.6

24.6

23.8

1.1

1.4

0.8

0.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 25.0 62.5

0.0

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略  

B-9: 立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点等により表

すことが認められていますが、現状では、このような「陰」が、意匠の構成要素

である模様等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描いた旨、

及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載することが

必要となっています。 

今後、このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状

を特定するための「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可

能とすべきとお考えですか。 

 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略については 33.8%

の企業が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでな

い」とする企業は 47.3%だった。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「説明の省略を認めた場

合、裁判において、線や点を模様と認識するかどうかが争点になるかもしれな

い。」 *、「係争になった際、図面を見る側の主観によって模様や陰を判別する

ことになり、認識に齟齬が生まれる可能性が生じる。」 *という意見が挙げられ

た。 

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は大企業（製造業）、大企業（非

製造業）で割合が大きい。 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略については 58.3%

の代理人が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきで

ない」とする代理人は 33.3%だった。これは企業の割合の傾向とは異なる（企業

「省略可能とすべきである」33.8％、「省略可能とすべきでない」47.3%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「点」の場合、どちらと

も理解できるので、説明が必要。」、「陰を付す図面を前提としているか陰のな

い図面を前提としているかで異なるので、この前提を明定してから行うべきで

ある。」、「図面作成者によって陰影の入れ方がかわる。細い溝の場合もある」

「誤解を生じさせないため」、「陰であることが明らかかどうか不明な場合と区

別すべきではない。」、「何をもって、『陰』であることが明らか」と云えるの

か、将来的に争点を残すことになる虞があるから。」、「図面と違ってそのよう

な記載をすることが格別負担になるとも思われない。」、「米国の立体陰線

(shading)は一定のルールがあって線図の出願のすべてに対して表すことを求め
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られているが、日本では陰線のルールがなく、任意の記載であるため。」、「米

国等で作成した図面の場合に限定すれば、省略可能とすべきではない。米国の

顧客は意味があって線を付けている。シェーディング付きの図面を許容しつつ、

説明を加えることで権利範囲が明確になる。他国のプラクティスを尊重するこ

とが必要。」 *という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきである」と回答した理由として「線図で記載される線、点

等は、弁理士がみても陰でなく模様に見える場合がある。誰がみても明らかで

ある図に限り、説明の省略が可能とすべき」 *という意見が挙げられた。 

 

図 III-20 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略 

【企業：規模別】 

 

 

図 III-21 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略 

【代理人】 

 

 

 

  

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

33.8

31.9

35.3

36.2

47.6

16.7

47.3

53.0

58.8

38.5

23.8

33.3

14.7

12.2

5.9

20.8

19.0

16.7

1.5

2.2

0.8

2.6

0.7

3.8

9.5

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 58.3 33.3

0.0

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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 CG で作成された図における「陰」の説明の省略 

B-10: コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変

化を表している図については、現状ではその明度変化が「陰」である旨を「意匠

の説明」の欄に記載することとしていますが、今後、そのような説明がなくとも

「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考

えですか。 

 

CG で作成された図における「陰」の説明の省略については 45.5%の企業が「省

略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企

業は 34.1%だった。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「クリアランスの立場で

みると、説明はあった方が判別しやすい。」*、「「省略可能な陰」に関する明確

な基準が定められていなければ、混乱するだろう。」 *という意見が挙げられた。  

「省略可能とすべきである」と回答した理由として、「説明の省略が可能とな

れば、手続負担が減る。CG は、陰影を加えるだけでなく、断面図を加え、さま

ざまな説明を加えていくと、非常に煩雑になってくる。この点を考えれば、な

るべく説明は省略できるのが良い。」 *、「出願人の立場からみると、CG は自動

的に陰が付されるため、当たり前であることを「意匠の説明」として記載する必

要はないと考える」*、「写真と同様に CG の精度が高くなっている」*、「シェー

ディングの場合とは異なり、CG は誰が作成しても、近似した光の加減となるた

め、陰の説明を省略しても問題ない。」 *という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は B グループ（衣服及び身の回り

品）、F グループ（事務用品及び販売用品）、L グループ(土木建築用品)で割合

が大きい。 

CG で作成された図における「陰」の説明の省略については 79.2%の代理人が

「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とす

る代理人は 20.8%だった。これは企業の割合の傾向とは異なり、「省略可能とす

べきである」とした代理人の割合が大きい（企業「省略可能とすべきである」45.5%、

「省略可能とすべきでない」34.1%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「陰を付す図面を前提と

しているか陰のない図面を前提としているかで異なるので、この前提を明定し

てから行うべきである。」、「誤解を生じさせないため。」、「陰があることが

不明である場合と区別するべきではない」、「何をもって、「『陰』であること
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が明らか」といえるのか、将来的に争点を残すことになる虞があるから。」、「必

ずしも陰であることが明確であるとは限らないし、記載することが格別負担に

なるとも思われない。」、「説明は省略可能とすべきではない。たまたま濃淡が

表されているのか、それとも意図的な濃淡なのかが不明となるため、省略せず

に記載した方が良い。」 *という意見が挙げられた。 

 

図 III-22 CG で作成された図における「陰」の説明の省略【企業】 

 

図 III-23 CG で作成された図における「陰」の説明の省略 

【企業：製品分類別】 

 

 

 図 III-24 CG で作成された図における「陰」の説明の省略【代理人】 

 

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67
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N=455

45.5 34.1 17.4

1.8

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

B-11: コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、形状線が表れない図の

場合、外形形状を明確にするため、背景に彩色を施すことが認められていますが、

その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成要素の一部であるとの誤解

を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要があ

ります。今後、そのような説明がなくとも、背景の彩色であることが明らかであ

る場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略については

51.2%の企業が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべ

きでない」とする企業は 28.4%だった。 

「省略可能とすべきである」と回答した理由として、「CG 図面による出願を多

くしているが、意匠と背景の識別がつかないようなケースはめったにない。」 *、

「出願人の判断に任せてよい。権利範囲を特定する上で支障がなければ、説明

を省略しても問題ない。」 *という意見が挙げられた。「省略可能とすべきでな

い」と回答した企業は B グループ（衣服及び身の回り品）、G グループ（運輸又

は運搬機械）、K グループ(産業用機械器具)、A グループ（製造食品及び嗜好品）

で割合が大きい。 

CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略については

79.2.%の代理人が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とす

べきでない」とする代理人は 20.8%だった。これは、企業の割合と同様の傾向を

示しているが、若干、企業よりも「省略可能とすべきである」と回答した代理人

の割合が大きい（企業「省略可能とすべきである」51.2％、「省略可能とすべき

でない」28.4%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「CG において背景以外で

も多色を使用する例が欧米にあるので、説明は必要として説明により disclaim

が明解されれば図面補正の必要なしとする方が良い。」、「誤解を生じさせない

ため」、「彩色であることが不明である場合と区別するべきではない」、「何を

もって、「背景の彩色であることが明らか」といえるのか、将来的に争点を残す

ことになる虞があるから。」、「意匠の構成要素である場合もある。省略するの

であれば、背景色とする色彩を指定／統一すべき。」という意見が挙げられた。 

  



- 210 - 

 

図 III-25 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【企業】 

 
 

図 III-26 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【企業：製品分類別】 

 

 

図 III-27 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【代理人】 
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（５） 参考図の取扱い 

 必要図と異なる意匠を表した参考図 

C-3: 参考図として、必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表すことに

ついて、どのようにお考えですか。 

 

必要図と異なる意匠を表した参考図については 17.8%の企業が「問題がある」

と回答しており、53.0%の企業が「問題ない」と回答した。 

「問題ない」と回答した理由として、「線図と最終的な製品デザインの参考図

の双方で、意匠の理解が深まる。最終的に出来上がった製品デザインと意匠図

面がずれてしまうことは少なくない。不一致であったとしても、参考図がある

ことによって最終的な製品デザインイメージから意匠の理解が可能となるので

はないか。参考図はクリアランスに役立つ材料の一つになるはずである。クリ

アランスの際には、必要図に掲載されず参考図で示されるような装飾部分には、

特に意識して注視することもない。参考図は権利範囲とは別物と回答している」
*、「参考図はあくまでも参考なので、現行の制度において、参考図には権利範

囲に影響を与える情報は含まれていないと認識している。参考図を後願排除効

のための戦略として利用することについては、現行の制度を利用したひとつの

テクニックであり当社としては否定的な意見ではない。」 *、「六面図等、必要

図の中で意匠が明確になっていることを前提とすれば、参考図の内容はある程

度自由に記載されていても問題ないものと考える」 *、「使用状態参考図に必要

図と異なる意匠が表れていても常識の範囲内ならば問題ない。」 *という意見が

挙げられた。 

必要図と異なる意匠を表した参考図については 20.8%の代理人が「問題がある」

と回答しており、62.5%の代理人が「問題ない」と回答した。これは企業の割合

と同様の傾向を示している（企業「問題がある」17.8%、「問題ない」53.0%）。 

「問題がある」と回答した理由として、「意匠登録を受けようとする意匠と異

なるものが、公報に掲載されると、引用意匠（公知）として、引例にひかれる可

能性あり。」、「参考図であっても、他の権利図面と同一に示されるので、誤解

を与える。」、「公報に掲載されることにより後願排除機能が考えられるため」
*、「意匠登録を受ける形態が特定できない。」、「異なる形態の意匠がどのよ

うなものを想定しているのか不明だが、それを記載した意匠登録出願と記載し

ていない出願が不公平になることはないか。」、「実施品を出願に含めたいとい
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う気持ちがある。その背景には出願段階の図面と実施品が若干異なることがあ

り得るという事情がある。」 *、「公知例にする目的で、色々な意匠を入れ込む

のは問題。しかし、実施品は確実に押さえたいという思いがあり、必要図から

ではわかりにくい物品については参考図に実施品を入れている。」 *、「出願時

に検討した類似デザインや派生する色のバリエーションまで含めようという関

連意匠の代替のような意図のものについては問題がある。現行制度の一意匠一

出願の原則に照らすと、問題がある。」 *、「必要図に表された意匠と異なる形

態の意匠を参考図に表すのは問題がある。」 *という意見が挙げられた。 

 

 図 III-28 必要図と異なる意匠を表した参考図【企業】 

 

図 III-29 必要図と異なる意匠を表した参考図【企業：製品分類別】 

 

  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67
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27.3

16.7
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10.0
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2.0

8.3

4.5

1.4

4.5
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3.1

3.0
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問題がある 問題ない どちらでもない その他 無回答

N=455 17.8 53.0 24.2
1.8

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題がある 問題ない どちらでもない その他 無回答
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図 III-30 必要図と異なる意匠を表した参考図【代理人】 

 

 

C-4: 【C-4】は【C-3】で、「①問題がある」と回答された方にお伺いします。 

必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表す参考図について、審査上との

ように取り扱うべきとお考えですか。  

 

必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱いについては 71.6%の企業

が「当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき」と回答

しており、8.6%の企業が「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した。 

必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱いについては 60.0%の代理

人が「当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき」と回

答しており、20.0%の代理人が「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した。こ

れは、企業の割合とは異なり、「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した代理

人の割合は、「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した企業の割合よりも大き

い。 

 

図 III-31 必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱い【企業】 

 

  

N =

24 20.8 62.5 12.5 4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題がある 問題ない どちらでもない その他

N=24    

N=81

71.6 8.6 13.6 4.9 1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等）

意匠広報には不掲載とすべき

わからない

その他

無回答

意匠公報には不掲載とすべき   

わからない    

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等）   

その他     

無回答     
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図 III-32 必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱い【代理人】 

（６） 組物の意匠 

 日本での組物の意匠登録出願の経験 

D-1: 我が国での意匠登録出願について、組物の意匠として出願したこと／出

願を取り扱ったことがありますか？ 

 

我が国での組物の意匠登録出願の経験については 1.3%の企業が「よく出願す

る」と回答しており、6.2%の企業が「ときどき出願する」と回答しており、14.7％

の企業が「ほとんど出願したことがない」と回答し、 74.7％の企業が「出願した

ことがない」と回答した。 

我が国での組物の意匠登録出願の経験については 4.2%の代理人が「よく取り

扱う」と回答しており、4.2%の代理人が「ときどき取り扱う」と回答しており、

29.2％の代理人が「ほとんど取り扱ったことがない」と回答し、62.5％の代理人

が「取り扱ったことがない」と回答した。これは、企業の割合とはやや異なり、

「よく取り扱う」と回答した代理人の割合は、「よく出願する」と回答した企業

の割合より大きく、「ときどき取り扱う」と回答した代理人の割合と、「ときど

き出願する」と回答した企業の割合は同程度、「ほとんど取り扱ったことがない」

と回答した代理人の割合は「ほとんど出願したことがない」と回答した企業の割

合よりも大きく、「取り扱ったことがない」と回答した代理人の割合は、「出願

したことがない」と回答した企業の割合よりも小さい傾向を示している（企業「よ

く出願する」1.3％、「ときどき出願する」6.2％、「ほとんど出願したことがな

い」14.7％、「出願したことがない」74.7％）。 

 

N =

5 60.0 20.0

0.0

20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由

通知等）
意匠広報には不掲載とすべき

わからない

その他

意匠公報には不掲載とすべき 

わからない 

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等） 

その他  

N=5    
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図 III-33 我が国での組物の意匠登録出願の経験【企業】 

 

図 III-34 我が国での組物の意匠登録出願の経験【代理人】 

 

 

 

  

N =

24
4.2 4.2 29.2 62.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく取り扱う ときどき取り扱う

ほとんど取り扱ったことがない 取り扱ったことがない

N=24    

N=455

1.3
6.2 14.7 74.7 3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく出願する ときどき出願する ほとんど出願したことがない

出願したことがない 無回答 系列1
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 海外出願人・代理人における意匠制度運用の現状認識  

本章では、意匠の出願人である海外企業及び意匠登録出願の代理経験のあ

る海外代理人を対象として、質問票調査（12 者）及び現地ヒアリング調査（5

者）を実施し、現行意匠制度におけるニーズ・意見を収集・整理すること、制

度上の問題点等を明らかにした。 

１． 調査実施概要 

（１） 海外質問票調査 

調査実施方法と回答者数は表 IV-1～表 IV-3 のとおりである。 

表 IV-1 海外質問票調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運

用の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 電子メールにて調査票を送付、電子メールで回答 

調査時期 2016 年 11 月 11 日～2017 年 1 月 5 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

表 IV-2 海外質問票調査の回答者属性別回答者数及び回答社・所数 

属性 回答数 回答社・所数 

企業 5 4 

代理人 7 7 

 

表 IV-3 海外質問票調査の地域属性別回答者数及び回答社・所数 

国・地域 回答数 回答社・所数 

米国 2 2 

欧州 7 6 

中国 2 2 

韓国 1 1 

  



  

- 218 - 

 

（２） 海外現地ヒアリング調査 

調査実施方法と調査対象を表 IV-4～表 IV-6 以下に示す。 

表 IV-4 海外現地ヒアリング調査実施方法 

調査方法 
対象者への対面式インタビュー（1～1.5 時間程度）。一部は

TV 電話会議による実施。 

調査時期 2016 年 11 月～2016 年 12 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 IV-5 海外現地ヒアリング調査の回答者属性別対象者数 

 対象者数 

企業 4 

代理人  1 

 

 

表 IV-6 海外現地ヒアリング調査の地域属性別対象者数 

 対象者数 

米国 1 

欧州  3 

韓国  1 
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２． 調査結果 

調査結果は、海外質問票調査の設問ごとに、企業、代理人それぞれについて海

外質問票の回答内容及び海外現地ヒアリング調査で得られた意見を補足しなが

ら整理・分析した。 

なお、海外質問票票、海外現地ヒアリング調査より得られた意見について、そ

れぞれ区別できるよう以下のように記載した。  

 

 「」を付した部分は海外質問票調査より得られた意見の抜粋または要約

（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。 

 「」*を付した部分は海外現地ヒアリング調査より得られた意見の抜粋ま

たは要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。 

（１） 回答者情報 

表 IV-7 回答者情報 

 

調
査
数 

企
業 

代
理
人 

アンケート 12 5 7 

ヒアリング 5 4 1 

  



  

- 220 - 

 

（２） 日本の意匠制度に関する理解 

図法や図の省略については海外企業・代理人にもおおよそ知られている一方、

CG による出願や組物については制度が比較的知られていない。  

 図法（正投影図） 

B-1-1: 図法（正投影図） 

原則として、意匠登録を受けようとする意匠を表した正面図、背面図、左側面

図、右側面図、平面図及び底面図（以下、「一組の六面図」という。）により出

願の意匠を開示する必要があります。 

 

表 IV-8 図法（正投影図）に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業  2 3 0 0 

代理人  4 3 0 0 
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 図の省略の取扱い 

B-1-2: 図の省略の取扱い 

六面図のうち、正面図と背面図が同一形又は対称形である場合は背面図を省略

できます。また、左側面図と右側面図が同一形又は対称形である場合は一方の

側面図を省略できます。また平面図と底面図が同一形又は対称形である場合は

底面図を省略できます。 

表 IV-9 図の省略の取扱いに対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業  2 2 1 0 

代理人  2 4 0 1 

 

 CG 図による出願 

B-1-3: CG 図による出願 

CG 図による出願も可能です。ただし「陰」としての明度変化を表している図に

ついては、その明度変化が「陰」である旨を【意匠の説明】の欄に記載するこ

とが必要です。 

表 IV-10 CG 図による出願に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ

い

た

い

知

っ

て

い
た 

あ

ま

り

よ

く

知

ら

な
か
っ
た 

全

く

知

ら

な

か

っ

た 

企業 1 0 3 1 

代理人 0 3 2 2 
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 参考図 

B-1-4:参考図 

物品の説明や透明部を示すために補足的に図を用いる必要がある場合は、参考

図を加えることができます。参考図は意匠登録出願の意匠の形態そのものを表

す図ではありません。 

表 IV-11 参考図に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 2 0 1 

代理人 1 4 2 0 

 

 組物の意匠 

B-1-5: 組物の意匠 

同時に使用される二以上の物品が、組物に該当し、組物全体として統一があ

るときは、二以上の物品を「組物の意匠」という一意匠として出願できます。

組物は現在 56 あります。それぞれの組物ごとに構成物品が定められており、

組物の出願には少なくとも構成物品の一品を含まなければなりません。  

 

表 IV-12 組物の意匠に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 1 2 0 

代理人 0 4 2 1 
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（３） 日本及び外国における図面の記載の省略 

 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略  

C-5: 例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の

使用状態では目に触れない面であって、意匠上の特徴があらわれない面であっ

ても、日本においては、現状では、意匠全体の形態を特定するために、そのよ

うな面についても、図の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能

とすべきとお考えですか。 

 

日本においては、現状では、通常の使用状態で目に触れない面であり、意匠上

の特徴があらわれない面であっても、意匠全体の形態を特定するために、そのよ

うな面についても図の提出を省略することはできない。これに関しては、「省略

可能とすべき」とする意見が企業・代理人とも多く見られた。「保護したい意匠

を完全に表した図面は出願人が決定すべきことである。」 *という意見が代表的

である。その一方で、「省略可能とすべきでない」とする意見の中には「破線を

使ってディスクレームすべき」という意見や、「手続きの問題で省略すべきとい

うよりは、デザインのアピールポイントとの関係で省略を可能とすべきである」
*もあり、図の省略のあり方と部分意匠における破線による記述との関係を指摘

する意見も見られた。 

表 IV-13 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

 
 は

い
（
省
略
可

能
と
す
べ
き
） 

い
い
え
（
省
略

可
能
と
す
べ
き

で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 4 2 0 0 

代理人 5 2 0 0 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  
不要な要素は破線を使ってディスクレームすべき（企業）  

流通環境が権利者の意図通りにのみ成り立つものではないため（代理人）  
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 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れ

る内側の形態を表す図の省略 

C-6: 【日本における部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】「意匠の

説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる

場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分と

を描き分ける必要は無いとお考えですか。  

(a) 折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形

態についてのみ意匠登録を受けようとする場合（図(a)の点線で囲んだ部分） 

(b) 蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の

外側の形態のみ意匠登録を受けようとする場合（図(b)の点線で囲んだ部分） 

図(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開いた状態の正面図】  

【平面図】  【底面図】  

【右側面図】  【背面図】  【正面図】  【左側面図】  
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図(b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本での部分意匠の意匠登録出願に関して、「意匠の説明」の欄における説明

によって意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、意匠登録を受けよ

うとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図の省略については、国

内企業と海外企業とで意見が分かれる結果となった。国内企業のヒアリング結果

からは、意匠登録が全体意匠であるか部分意匠であるかの判別は重要で、図の省

略により判別がしづらくなることについての懸念が多く見られた一方で、海外企

業からは、「描いていないところは気にしないということであれば、全体意匠な

のか部分意匠なのかを特に意識する必要は無い。」*という意見に代表されるよう

に、部分意匠に対する考え方の違いが回答結果の違いをもたらしていることが示

唆された。 

  

【正面図】  【背面図】  【蓋部の正面図】  

【収容部の正面図】  
【収容部の平面図】  【蓋部の平面図】  
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表 IV-14 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部

分のみが表れる内側の形態を表す図の省略  

 
 

(a)

と(b)

の

両

方

と

も

省

略

可

能.

と
す
べ
き
で
あ
る 

(a)

は
省
略
不
可
、

(b)

は

省

略

可

能

と
す
べ
き 

(b)

は
省
略
不
可
、

(a)

は

省

略

可

能

と
す
べ
き 

(a)

と(b)
の

両

方

と
も
省
略
可
能
と

す
べ
き
で
な
い 

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 3 1 0 0 1 0 

代理人 6 0 0 1 0 0 

 

(a)と (b)の両方とも省略可能とすべきでない→具体的に  
保護を受けようとする部分意匠の位置、大きさ、範囲を参考し、意匠の権利範囲の確認のために破線部分に

対しても参考にする場合が発生し得るため（代理人）  

 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い  

C-8: 日本においては、現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定の

ために必要な図（以下、「必要図」という。）中に、出願に係る意匠以外のもの

を表すこと（例えば、「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を

記載した場合等）は認められていません。  

今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係

る物品と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係

る物品以外の物品の記載を認めるべきとお考えですか。  

 

日本においては、現状では、一組の六面図及びその他の意匠特定のために必要

な図（以下、「必要図」という。）の中に、出願にかかる意匠以外のものをあらわ

すことができない。 

「意匠の説明」の欄における説明により、出願にかかる意匠の意匠に係る物品

と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る物品以

外の物品の記載を認めるべきかという質問については、アンケートでは意見が分

かれる結果となった。 

なお、ヒアリング対象とした企業はすべて、製造時に作成した設計図をベース

に意匠登録出願図面を作成するため、図面上に意匠に係る物品以外の物品が表

れることはないということであった。このことが回答の傾向に影響を与えている
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可能性がある。設計図を必ずしも作成しないファッションや製造業以外などの企

業などの意向も精査する必要がある。  

 

表 IV-15 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

 
 必

要
図
中
に
出
願
に
係
る
意
匠
以
外

の
物
品
の
記
載
を
認
め
る
べ
き 

意
匠
以
外
の
物
品
と
、
出
願
に
係
る

意
匠
と
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
場

合
に
の
み
、
必
要
図
中
の
意
匠
以
外

の
物
品
の
記
載
を
認
め
る
べ
き 

必
要
図
中
の
意
匠
以
外
の
物
品
の
記

載
を
認
め
る
べ
き
で
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 2 2 0 0 1 

代理人 2 2 3 0 0 

 

その他→具体的に  

どちらでもよい（企業）  

 

 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との描

き分けの省略 

C-7: 【日本における部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】「意匠の

説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる

場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分と

を描き分ける必要は無いとお考えですか。  

 

日本における部分意匠に際して、「意匠の説明」の欄における説明によって、

意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、図面等における意匠登録を

受けようとする部分とその他の部分との描き分けの必要性の有無については、図

面の省略と比較して、現行どおりの運用を求める意見が特に代理人において多い。

「図面の中で区別できるようにすべきである。図面のみに焦点を当てるほうが
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明らかに望ましい」* という代表的意見からも分かるとおり、描き分けの省略に

ついては消極的である。また、「破線で表現する方法は現在英国、欧州、米国、

韓国、日本において統一されている」ことから、あえてハーモナイゼーションを

崩す運用を求めないという意見が見られる。  

 

表 IV-16  部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との描き分けの省略 

 
 

描

き

分

け

る

必

要

は
な
い 

描

き

分

け

る

必

要

が
あ
る 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 2 3 0 0 

代理人 0 7 0 0 

 

描き分ける必要がある→具体的に  
部分意匠において破線を用いてディスクレーム部分を破線で表現する方法は現在英国、欧州、米国、韓国、

日本において（いくらか違いがあるものの、ほとんど）統一されている。日本において英国、米国、欧州大陸と異

なる運用がなされることは支持しない。（企業）  

これがまさに破線を使うべき理由である。内容を示し一般に分からせる（企業）  

もっとも容易で正確だから（代理人）  

権利範囲を明確にするため（代理人）  

日本語を解さなくても権利範囲を明らかにすることができるため（代理人）  

意匠権は図面に基づくべき（代理人）  

意匠の説明だけでは図面が特定されにくいため（代理人） 
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（４） 日本及び外国における願書の記載の省略 

 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略  

C-11: 日本においては、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側

面図からなる一組の六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のう

ち、裏面図の省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、

省略を行った旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっ

ています。今後、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。 

 

日本においては、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図から

なる一組の六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の

省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った

旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要である。これらの図の

省略を行った旨とその理由の「意匠の説明」の省略について、企業は省略可能と

すべきという意見が多いのに対して、代理人は意見が分かれている。 

 

 

表 IV-17 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略 

 
 は

い
（
省
略
可
能

と

す

べ

き

で

あ

る
） 

い
い
え
（
省
略
可

能

と

す

べ

き

で

な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 3 0 2 0 

代理人 2 3 1 1 

 

省略可能とすべきでない→具体的に 

図の省略に対して厳しい日本の運用の中では、出願人によるこのような説明は有効である。（代理人）  

意匠を不明確にする恐れがある。（代理人）  

他人が当該登録意匠の権利範囲を明確に把握するためには記載が必要（代理人）  

 

その他→具体的に 

場合による（代理人）  
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C-12: (C-11 で「はい」の場合) 図の省略を行った旨とその理由の説明は、

どのような場合に省略可能とお考えですか。当てはまるものすべてお選びくだ

さい。 

 

表 IV-18 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略（内訳） 

 

 
 大

型
の
機
械
等
で
、
設
置
し
て

あ
る
た
め
に
常
時
は
底
面
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ

い
て
、
底
面
図
を
省
略
し
た
場

合 大
型
の
車
両
等
の
重
量
物
で
あ

っ
て
通
常
は
底
面
を
見
ら
れ
る

こ
と
が
な
く
、
か
つ
底
面
図
が

な
く
て
も
意
匠
を
正
確
に
把
握

で
き
る
と
き
に
、
底
面
図
を
省

略
し
た
場
合 

本
棚

の
背

面

や
底

面

の
よ

う

に
、
通
常
の
使
用
状
態
で
は
目

に
触
れ
な
い
面
で
あ
っ
て
、
意

匠
上
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
な
い

面
に
つ
い
て
、
そ
の
面
を
表
す

図
を
省
略
し
た
場
合 

平
面
的
な
も
の
を
表
す
図
面
の

う
ち
、
裏
面
が
無
模
様
で
あ
る

も
の
に
つ
い
て
、
裏
面
図
を
省

略
し
た
場
合 

企業 2 2 2 2 

代理人 2 2 2 1 

 
い
ず
れ
か
の
図
と
同
一
又
は

対
称
で
あ
る
図
を
省
略
し
た

場
合 

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
部
分
以
外
の
部
分
の
み
が

表
れ
る
図
を
省
略
し
た
場
合 

意
匠
法
第
２
条
第
２
項
に
規

定
す
る
、
物
品
と
一
体
と
し

て
用
い
ら
れ
る
物
品
に
表
示

さ
れ
る
画
像
に
つ
い
て
の
み

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
部
分
意
匠
の
出
願
の
場
合

に
お
い
て
、
画
像
図
以
外
の

物
品
を
表
す
図
を
省
略
し
た

場
合 

そ
の
他 

1 2 2 1 

1 1 1 0 

 

その他→具体的に 

権利範囲を示すのに不要な図（企業）  
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 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略  

C-13: 日本においては、立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中

に線、点等により表すことが認められていますが、現状では、このような「陰」

が、意匠の構成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避けるため

に、「陰」を描いた旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」

の欄に記載することが必要となっています。今後、このような説明がなくとも、

図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定するための「陰」であること

が明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

日本においては、立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点

等により表すことが認められている。現状では、このような「陰」が、意匠の構

成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描い

た旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載する

ことが必須である。 

このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定

するための「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とす

るかという設問については、企業の多くは「省略可能とすべき」とする一方で、

代理人においては意見が分かれている。「誤解を防止するため」、「侵害対応時に

争点になるのを防ぐため」といったリスク回避を意識した回答と考えられる。  

表 IV-19 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の 

省略 

 
 は

い
（
省
略
可
能

と

す

べ

き

で

あ

る
） 

い
い
え
（
省
略
可

能
と
す
べ
き
で
な

い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 3 0 2 

代理人 3 4 0 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  
誤解を防止するため（代理人）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  

実務上では「明らかな」状況を想定するのは難しい（代理人）  
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明確 /不明確の基準が曖昧なため審査基準では一括的に要求するのが合理的（代理人）  

 CG で作成された図における「陰」の説明の省略 

C-14: 日本においては、コンピュータ・グラフィクス（ CG）で作成され、「陰」

としての明度変化を表している図について、現状では、その明度変化が「陰」

である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしていますが、今後、そのよ

うな説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省

略可能とすべきとお考えですか。 

 

コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変化を表し

ている図について、現状では、その明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」

の欄に記載することとしている。今後、そのような説明がなくとも「陰」である

ことが明らかである場合に当該説明を省略可能とすべきかという点については、

前述の線図における形状特定のための陰の説明と同様、企業の多くは「省略可能

とすべき」とする一方で、代理人においては意見が分かれている。「誤解を防止

するため」、「侵害対応時に争点になるのを防ぐため」といったリスク回避を意識

した回答と考えられる。 

 

表 IV-20 CG で作成された図における陰の説明の省略  

 
 は

い
（
省
略
可
能
と

す
べ
き
で
あ
る
） 

い
い
え
（
省
略
可
能

と
す
べ
き
で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 3 0 2 

代理人 4 3 0 

省略可能とすべきでない→具体的に  

誤解を防止するため（代理人）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  

明確 /不明確の基準が曖昧なため審査基準では一括的に要求するのが合理的（代理人）  
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 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

C-15: 日本においては、コンピュータ・グラフィクス（ CG）で作成され、形

状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背景に彩色を施すこと

が認められていますが、その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成

要素の一部であるとの誤解を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説

明」の欄に記載する必要があります。今後、そのような説明がなくとも、背景

の彩色であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお

考えですか。※別添参考図面をご参照ください。  

 

CG で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背景

に彩色を施すことが認められている。その場合、現状では、この彩色について、

背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。  

背景の彩色についての説明の省略については、図の陰の説明の省略とは逆に、

「意匠の説明」の欄への記載を「省略可能とすべき」であるという意見が多い。

CG 技術の発展により、背景か物体の形状かの判別が容易になってきたことを反

映していると考えられる。 

 

表 IV-21 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省

略 

 
 は

い
（
省
略
可

能
と
す
べ
き
で

あ
る
） 

い
い
え
（
省
略

可
能
と
す
べ
き

で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 2 1 2 

代理人 6 1 0 

 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  

明らかにし、あいまいにせず、誤解を招かないため（企業）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  
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（５） 参考図の取扱い 

 必要図と異なる形態の意匠を表した参考図 

D-4: （D-1 で「記載している」場合）参考図として、必要図に表された意匠

と異なる形態の意匠のみを記載することについて、問題があるとお考えです

か。 

 

必要図と異なる形態の意匠を表した参考図の記載について、問題があると回答

したのは企業 1 社にとどまっており、許容する傾向が強い。また、国によっては

「参考図は権利範囲に入らないという判例が出ており、必要図と異なる意匠を表

した参考図があっても気にしていない」* という実態を反映していると考えられ

る。 

 

表 IV-22 必要図と異なる形態の意匠を表した参考図 

 
 は

い
（
問
題
が

あ
る
） 

い
い
え
（
問
題

な
い
） 

ど

ち

ら

で

も

な
い 

そ
の
他 

企業 1 2 0 0 

代理人 0 4 0 1 

 

問題がある→具体的に 

悪意のある場合は問題になる（企業）  

 

その他 

一般的には問題だが、翻訳がなく、そのような参考図なしで意匠登録の範囲を把握するのが困難な場合は認

められるべき（代理人）  
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（６） 組物の意匠 

 組物の意匠登録出願の経験 

E-1: 貴社/貴所では、過去に組物の意匠を出願したことがありますか。 

 

海外企業・代理人においても、日本の企業・代理人と同様に組物の意匠登録出

願の経験は少ない。 

 

表 IV-23 組物の意匠登録出願の経験 

 
 は

い 

い
い
え 

分
か
ら
な
い 

企業 0 5 0 

代理人 2 4 1 
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 意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しの方向性  

１． 論点及びニーズの整理 

本調査研究においては、これまで、企業のデザイン活動の実態に則しつつ、国

際協調を意識した、意匠制度の利便性向上に係る運用改訂の方向性を検討するた

め、（１）願書及び図面の記載要件、（２）参考図の取扱い、及び（３）組物の意

匠の各検討項目について、内外国における制度及び運用の状況、並びにユーザー

ニーズの調査を行ってきた。 

II.で整理した国内外の裁判・審決例と III.IV.で整理した国内外の企業・代理

人の現行意匠制度の運用に対するニーズに鑑み、各検討項目について、問題の所

在及びその対応方針を検討した。 

 

２． 見直しの方向性 

（１） 願書及び図面の記載要件 

願書及び図面の記載要件に係る運用に関しては、以下の各論点について検討を

行った。 

 

（ⅰ）図面、写真等の省略に関する論点  

【論点１】 通常の使用状態で目に触れない設置面に係る図の取扱い  

【論点２】 布ものや装着して使用するもの等、当該物品だけでは自立させた

形で意匠の特徴を開示することが困難なものの取扱い  

【論点３】 意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略  

【論点４】 内側の形態を表す図の省略 

 

（ⅱ）願書の記載の省略に関する論点  

【論点５】 形状を特定するための線、点等の説明の省略  

【論点６】 CG で作成された図における陰の説明の省略  

【論点７】 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【論点８】 部分意匠である場合の意匠登録を受けようとする部分を特定する

方法の説明の省略 
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【論点９】 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略  

a 大型の機械等で常時は底面を見られないものの底面図を省略した旨

の説明の省略 

b 大型の車両等の重量物で通常底面は見られず、かつ、底面がなくても

意匠を正確に把握できるものの底面図を省略した旨の説明の省略  

c 通常の使用状態で目に触れない設置面に係る図を省略した旨の説明

の省略 

d 平面的なものの裏面図を省略した旨の説明の省略  

e いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合の説明の省略  

f 意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる表示

機器に表示される画像について意匠登録を受けようとする部分意匠

の場合において、画像図以外の物品を表す図を省略した旨の説明の

省略 

 

見直しの方向性を検討するにあたっては、上記各論点を、以下のとおり、早急

に対応が可能と思われる短期的課題と、意匠制度全体の体系を考慮して慎重に検

討を行う必要のある、中・長期的課題とに分けることとした。 

 

【短期的課題】 

① 形状を特定するための線、点等の説明の省略【論点５】 

② CG で作成された図における陰の説明の省略【論点６】 

③ CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略【論点７】

  

【中・長期的課題】 

① 通常の使用状態で目に触れない設置面に係る図の取扱い【論点１】 

② 布ものや装着して使用するもの等、当該物品だけでは自立させた形で意匠

の特徴を開示することが困難なものの取扱い【論点２】 

③  意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略【論点３】 

④ 内側の形態を表す図の省略【論点４】 

⑤ 部分意匠である場合の意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の説

明の省略【論点８】 

⑥ 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【論点９】 
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（２） 短期的課題への対応の方向 

（i） 形状を特定するための線、点等の説明の省略【論点５】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、立体表面の形状を特定するための「陰」

を、図形中に線、点等により表すことが認められているが、このような「陰」を

描いた場合は、その旨及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」

の欄に記載しなければならない。［参考１］  

しかしながら、国際意匠登録出願においては、上記の「意匠の説明」の欄の記

載の無いものが見受けられる。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、線図における

形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略について、 33.8％の企業が①「省

略可能とすべきである」、47.3％の企業が「省略可能とすべきでない」と回答し

ている。ただし、中小企業による回答においては、①の回答比率が全体の回答

比率に比して高い傾向にある。また、代理人については、 58.3％が①「省略可能

とすべきである」、33.3％が②「省略可能とすべきでない」と回答しており、企

業の回答と逆転している。 

 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略について（企業回答）  

 

 

 

 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略について（代理人回答）  

 

 

 

 

 

②「省略可能とすべきでない」と判断した理由として、「裁判において、線や

点を模様と認識するかどうかが争点になるかもしれない」、「係争になった際、

図面を見る側の主観によって模様や陰を判別することになり、認識に齟齬が生

まれる可能性が生じる」、「他国においては一定のルールの下で立体陰線の記載

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

33.8

31.9

35.3

36.2

47.6

16.7

47.3

53.0

58.8

38.5

23.8

33.3

14.7

12.2

5.9

20.8

19.0

16.7

1.5

2.2

0.8

2.6

0.7

3.8

9.5

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 58.3 33.3

0.0

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他
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が認められているが、日本ではルールがないため」等との意見が挙げられている。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、線図における形状

を特定するための線、点等の説明の省略の可否について、検討を行った。 

 

［参考１］ 関連規定 

・意匠法施行規則様式第６備考７ 

図形(参考図の図形を除く。) の中には、中心線、基線、水平線、影を表す

ための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号又は文字その他意匠

を構成しない線、符号又は文字を記入してはならない。ただし、意匠登録を受

けようとする意匠に係る形状を特定するための線、点その他のものは記載する

ことができる。この場合は、その旨及びいずれの記載によりその形状が特 定 さ

れるのかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  

 

 対応方針案 

形状特定のための線、点等（陰）であることが明らかであると判断される場合

は、当該線、点等の説明の省略を認めても良いのではないか。その際は、形状

特定のための線、点等であることが明らかと判断する際の基本的考え方及び具

体例を示すことが望ましい。 

 

 

  a 説明の記載の省略が認められるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例１  意匠に係る物品「眼鏡」  

「眼鏡」の物品の性質上、レンズ中

央に線模様等を表すことは一般的

ではない。  

 

事例２  意匠に係る物品「乗用自動車」  

「乗用自動車」の物品の性質上、車体部や窓部

に線模様を表すことは一般的でない。  
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  b 説明の記載が必要なものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利点】 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

・ 国際協調が図られた運用となる。 

【問題点】 

・ 裁判所において、形状特定のための線、点等（陰）であることが

明らかであるかどうかが争点となる可能性がある。 

・ クリアランス上の問題や、権利行使時の権利の明確性が損なわれ

るとの問題点を挙げたユーザーの意見がみられる。 

・ 模様との区別が難しい場合がある。 

・ 模様であるが、陰か否かが明らかでないものについては、模様で

あるとの説明を記載することを推奨してはどうか。  

・ 説明の省略の可否の判断が難しいものもあると考えられ、審査結

果が不統一となる可能性がある。具体的な判断事例を示す必要が

あるのではないか。 

 

（ii） CG で作成された図における陰の説明の省略【論点６】  

 問題の所在 

意匠法施行規則様式第６備考７の規定に照らし、現行の「意匠登録出願の願書

及び図面等の記載の手引き」においては、CG で作成された図について、「陰」と

しての明度変化を表している図については、その明度変化が「陰」である旨 を 【 意

匠の説明】の欄に記載することを推奨している。［参考１］  

しかしながら、国際意匠登録出願のみならず、国内の出願においても、上記の

意匠に係る物品「石けん」  

「石けん」の物品の性質上、説明がなければ模様である

のか、立体表面の形状を表したものであるのかが不明。  

 



- 242 - 

 

「意匠の説明」の欄の記載の無い出願が多く見受けられる。  

また、平成 10 年意匠法改正により導入された CG による図面表現方法は、既に

ユーザーの間に十分定着しており、かつ、この間 CG による作図技術が発達し、

写真と見紛う画質のものも多い。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、 CG で作成され

た図における陰の説明の省略について、①「省略可能とすべきである」との回答

が、②「省略可能とすべきでない」との回答を大きく上回っている（企業：① 45.5％

に対し②34.1％、代理人：①79.2％に対し②20.8％）。 

 

CG で作成された図における陰の説明の省略について（企業回答） 

 

 

 

 

CG で作成された図における陰の説明の省略について（代理人回答） 

 

 

 

 

一方、②「省略可能とすべきでない」との回答は、①を下回ったものの、当

該回答の理由において、「クリアランスの立場でみると、説明はあった方が判

別しやすい」、「何をもって「陰」であることが明らかといえるのか、将来的に

争点を残すおそれがあるから」等との指摘が寄せられている点に留意が必要

である。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、 CG で作成された

図における陰の説明の省略の可否について、検討を行った。 

 

［参考１］ 関連規定等 

１）意匠法施行規則様式第６備考７ 

図形 (参考図の図形を除く。 ) の中には、中心線、基線、水平線、影を表

すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号又は文字その他意

匠を構成しない線、符号又は文字を記入してはならない。ただし、意匠登録を

受けようとする意匠に係る形状を特定するための線、点その他のものは記載す

ることができる。この場合は、その旨及びいずれの記載によりその形状が特 定

N = 4 5 5

4 5 . 5 3 4 . 1 1 7 . 4

1 . 8

1 . 3

0% 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

省 略 可 能 と す べ き で あ る省 略 可 能 と す べ き で な いわ か ら な いそ の 他 無回答

N  =

24 7 9 . 2 2 0 . 8 0 . 00 . 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 0 0 %

省 略 可 能 と す べ き で あ る省 略 可 能 と す べ き で な いわ か ら な いそ の 他
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されるのかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  

２）「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」第１部、 ２．、2A.5、

(9)コンピュータ・グラフィックスを使用した図、 〔CG による作成の場合

の留意点〕③ 

「陰」としての明度変化を表している図については、その明度変化が「陰」

である旨を【意匠の説明】の欄に記載することが必要です。 

 

 対応方針案 

CG による作図技術が発達し、写真と同等あるいは、それ以上に鮮明な意匠

の開示が可能となっていることに照らし、明度変化を表した CG により作成さ

れた図については、その明度変化が「陰」であることが明らかである場合は、

写真の取扱いと同様に、当該説明の記載を不要としても良いのではないか。

その際は、明度変化が「陰」であることが明らかであるか否かの判断について

の基本的考え方及び具体例を明示することが望ましい。 

 

a 説明がなくても明度変化が「陰」であることが明らかなものの例 

 

 

 

 

 

 

b 説明がなければ明度変化が「陰」であるか否か明らかでないものの例 

 

 

 

 

 

 

 
 意匠に係る物品「消しゴム」  

意匠に係る物品「医療用画像撮影機」  意匠に係る物品「電子計算機用マウス」  

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】  
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【利点】 

・ ユーザーの多数意見に則した運用となる。 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

・ 明度変化が「陰」であることが明らかであるか否かについて、審査

官と第三者の認識に食い違いが生じることがあり得る。 

・ 少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時

の権利の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見

がみられた。  

 

（iii） CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略【論点７】 

 問題の所在 

CG で作成された形状線を表さない図の場合は、必要に応じて背景に彩色を施し、

当該彩色が背景である旨を【意匠の説明】の欄に記載することを推奨している

1。しかしながら、現状、国際意匠登録出願のみならず、国内の出願において

も、上記の「意匠の説明」の欄の記載の無い出願が多く見受けられる。  

また、平成 10 年意匠法改正により導入された CG による図面表現方法は、

既にユーザーの間に十分定着している。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、 CG で作成さ

れた図における背景の彩色についての説明の省略について、①「省略可能とす

べきである」との回答が、②「省略可能とすべきでない」との回答を大きく上

回っている（企業：① 51.2％に対し② 28.4％、代理人：① 79.2％に対し②

20.8％）。 

 

 

                                                   
1 「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」第１部、  ２．、 2A.5、 (9)コンピュータ・グラフ

ィックスを使用した図、  〔 CG による作成の場合の留意点〕②  

「形状線を表さない図の場合は、必要に応じて背景に彩色を施します。 (外形形状を明確にするために必

要な場合の例外的な扱いとして認めています。 ) 背景の彩色は、出願の意匠を構成しない単一色とし、背

景の彩色である旨を【意匠の説明】の欄に記載して下さい。」  
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CG で作成された図における背景の彩色の説明の省略について（企業回答） 

 

 

 

CG で作成された図における背景の彩色の説明の省略について（代理人回答）  

 

 

 

 

一方、②「省略可能とすべきでない」との回答は、①を下回ったものの、当

該回答の理由において、「誤解を生じさせないため」、「意匠の構成要素である

場合もある。省略するのであれば、背景色とする色彩を指定／統一すべき。」

等との指摘が寄せられている点に留意が必要である。  

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、 CG で作成された

図における背景の彩色についての説明の省略の可否について、検討を行った。 

 

 対応方針案 

CG で作成された図における背景の彩色について、当該彩色が背景であることが

明らかであると判断される場合は、説明の省略を認めることとしても良いの

ではないか。 

その際は、説明がなければ背景の彩色であるか否かが不明確であると判断

されるものの例を明示することが望ましい。 

 

a 説明がなくても背景の彩色であることが明らかなものの例  

 

 

 

 

 

 

 

意匠に係る物品「医療用画像撮影機」  意匠に係る物品「電子計算機用マウス」  

N=455

51.2 28.4 17.8
1.1

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 79.2 20.8 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他
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b 説明がなければ背景の彩色であるか否かが明らかでないものの例  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【利点】 

・ ユーザーの多数意見に則した運用となる。 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

・ 背景の彩色であることが明らかであるか否かについて、審査官と

第三者の認識に食い違いが生じることがあり得る。 

・ 少数意見ではあるものの、権利行使時の権利の明確性が損なわれ

るとの問題点を挙げたユーザーの意見もみられた。  

 

（３） 中・長期的課題への対応の方向 

以下の（ⅰ）ないし（ⅴ）の各論点は、いずれも、全体意匠及び部分意匠そ

れぞれの、意匠の開示の在り方について、意匠制度全体として十分に整理をし

た上で、慎重な検討が必要となる事項であることから、中・長期的課題と整理

した。 

 

 意匠に係る物品「装飾用シール」 

【表面図】  
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（i） 通常の使用状態で目に触れない設置面に係る図の取扱い【論点１】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、出願に係る意匠が立体である場合は、

原則として正投影図法により作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、

平面図及び底面図（以下、「一組の六面図」という。）を、一組として記載する

必要がある。ただし、上記一組の六面図は、所定の範囲で一部の図を省略する

ことが認められている［参考１］。 

しかしながら、我が国における図の省略可能な範囲は、部分意匠については

過去の意匠審査基準の改訂によって、既に一定の緩和がなされている一方、特

に全体意匠については未だ限定的であり、現状では、通常の使用状態で目に触

れない部分の図についても、省略が認められていない。  

国際意匠登録出願においては、通常の使用状態で目に触れない部分の図の

省略がなされたものも見受けられ、現状では、そうした国際意匠登録出願につ

いては、意匠の開示が不十分であり、意匠が不明確であるとして、拒絶理由の

対象とされることも多い。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、通常の使用

状態で目に触れない部分の図の省略について、①「省略可能とすべきである」

との回答が、②「省略可能とすべきでない」との回答を大きく上回っている

（企業：①45.1％に対し②26.2％、代理人：①75.0％に対し②25.0％）。 

 

通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略（企業回答）  

 

 

 

 

通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略（代理人回答） 

 

 

 

 

N=455

45.1 26.2 25.5
2.6

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 75.0 25.0 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他
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一方、②「省略可能とすべきでない」との回答は、①を下回ったものの、当

該回答の理由において、「流通時の意匠全体の形態がわかることが望ましい」、

「意匠権の抵触の判断が困難となる」、「物品の特定に支障が生じる」、「設置

前には取引者の注意を引く部分に該当する場合がある」、「海外の登録例は、

権利範囲がわからないことがある」等との指摘が寄せられている点に留意が

必要である。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、通常の使用状態で

目に触れない部分の図の省略の可否について、検討を行った。 

 

 ［参考１］ 関連規定等 

１） 意匠法施行規則上認められる図の省略  

・意匠法施行規則様式第６備考８ 

立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、

左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載する。ただし、

次の表の左の欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図を省略してもよい。

この場合は、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  

 

 

正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図 

左側面図と右側面図が同一又は対称の場合 一方の側面図 

平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図 

 

２） 意匠審査基準上認められる図の省略  

・意匠審査基準「21.1.2 意匠が具体的なものであること」 

(1) 意匠が具体的なものと認められない場合の例 

（中略） 

 ⑩立体を表す図面が下記に該当する場合 

  （中略） 

 (iii)6 面図が揃っていない場合(立体的なものの場合)  

  ただし、下記の場合は除く。 

イ 正投影図法により作成した図について、次の表の左の欄に掲げる場合において、

その右欄の図が省略され、その旨が願書の「意匠の説明」の欄に記載されてい

る場合 
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正面図、背面図、左側面図及び右側面図が 

同一の場合 

背面図 

左側面図 

右側面図 

    （中略） 

ハ  大型の機械などであって、設置又は定置してあるために常時は底面を見ること

ができないものについて、底面図を省略した場合 

ニ  大型の車両などの重量物であって通常は底面を見られることがなく、かつ底面

図がなくても意匠を正確に把握することができるものである場合において、底

面図を省略した場合 

ホ  意匠法第 2 条第 2 項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示さ

れる画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の出願の場合に

おいて、画像図以外の意匠に係る物品を表す一組の図面又は一部の図を省

略した場合 

ヘ  物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であって、意匠登録を受け

ようとする部分以外の部分のみが表れる図のうち、以下の a から c のいずれか

に該当する図を省略した場合 

   a 正面図又は背面図のいずれか一方 

   b 左側面図又は右側面図のいずれか一方 

   c 平面図又は底面図のいずれか一方 

 

３） ハーグ協定のジュネーブ改正協定等における関連規定  

・ジュネーブ改正協定 第１２条 拒絶 

(1) [拒絶する権利] 

指定締約国の官庁は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締約

国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合には、当該指定

締約国の領域における国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができる。

ただし、いずれの官庁も、国際出願の形式若しくは記載事項に関する要件であっ

て、この改正協定若しくは規則に定めるもの又は当該要件に追加  的な若しく

は当該要件と異なる要件が当該指定締約国の法令の規定を満たしていないこ

とを理由に、国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができない。 

  

・共通規則 第９規則 意匠の複製物 

(1) [意匠の複製物の形式及び数]  

(a)意匠の複製物は、出願人の選択により、意匠そのもの又は意匠を構成する一

若しくは二以上の製品の写真又は他の図示的表現の形式によるものとする。
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同一の製品は、異なる角度から表すことができる。異なる角度からの図は、

異なる写真又は他の図示的表現に含める。  

(b)複製物は、実施細則に定める数の写しを提出する。 

(2) [複製物に関する要件] 

(a)複製物は、意匠の詳細の全てを明確に識別でき、かつ、公表できる品質のも

のとする。 

(b)複製物中に表されているが保護を求めないものについては、実施細則に定め

るところにより表示することができる。 

(3) [要求される図]  

(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、千九百九十九年改正協定に拘束さ

れる締約国であって、意匠を構成する又は意匠が使用される一若しくは二以

上の製品について特定の図を要求するものは、要求する図及びそれらの図 を

要求する場合を特定し、宣言によりその旨を事務局長に通告する。  

(b)締約国は、意匠又は製品が平面的なものである場合には一より多くの図を、

立体的なものである場合には六より多くの図を要求することができない。 

(4) [意匠の複製物に関する理由による拒絶] 締約国は、(3)(a)の規定に従い、 

その締約国が通告した意匠の複製物の形式に関する要件に対して追加的な又

はこれと異なる複製物の要件がその締約国の法令に基づいて満たされていな

いことを理由に、国際登録の効果を拒絶することができない。ただし、締約

国は、国際登録に含まれる複製物が意匠を完全に開示する上で十分でないこ

とを理由に、国際登録の効果を拒絶することができる。 

 

・共通規則第９規則(3)(a)に規定する我が国の宣言事項 

意匠を構成する物品が 3 次元（立体）である場合には、正投影図法により

作成した正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図及び右側面図が必要。  

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

［案１］ 

通常の使用状態において目にふれない設置面の図は、当該図を省略して

も、意匠に係る物品全体の形態の認定に支障を来さない場合に限り、例外
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的に省略を認めることとしてはどうか。また、出願当初、当該設置面の図

の省略がなされているときは、出願後に、補正によって新規な特徴等を表

した設置面の図を追加した場合、当該補正は要旨を変更したものと判断す

ることとしてはどうか。 

 

a  通常の使用状態において目にふれない部分の図が省略可能と判断さ

れるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 通常の使用状態において目にふれない部分の図であっても省略が認

められないものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この事例では、右枠内のように、２つの態様が想

定されるため底面図の記載が必須 

 

意匠に係る物品「本棚」  

 

意匠に係る物品「花瓶」  

【正面図】 【右側面図】  【平面図】  

【底面図】  

【底面図】  
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【利点】 

・ ユーザーの多数意見に則した運用となる。  

・ 国際協調が図られた運用となる。 

 

【問題点】 

・ 省略の可否の判断が難しいものもあると考えられ、審査結果が不統一と

なる可能性がある。省略を認めるとしても、より限定的な場合に止め、

ユーザーにとっても明確性の担保ができる範囲内とすべきではないか。  

・ 少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時の権利

の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見がみられた。 

 

［案２］  

現行運用の省略の範囲を緩和しない。 

 

【利点】 

・少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時の権利

の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見に則した運用

となる。 

・審査結果が不統一となる問題が生じない。  

【問題点】 

・ユーザーの多数意見と異なる。 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができない。 

 

（ii）  布ものや装着して使用するもの等、当該物品だけでは自立させた形で意

匠の特徴を開示することが困難なものの取扱い【論点２】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、一組の六面図及びその他の意匠の特

定のために必要な図（以下、「必要図」という。）の図形の中には、原則として、

意匠を構成しないものを表してはならないこととしている［参考１］。  

しかしながら、例えば一部の衣類品のように、当該物品だけでは自立させた

形で意匠の特徴を開示することが困難であり、マネキン等に着用させた状態
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でなければ、意匠の特徴を表すことができない物品も存在する。本調査研究の

企業ヒアリングの結果においては、こうした物品の場合、意匠登録出願の図面

を作成する際に、マネキンに着用させた写真から図面をおこし、マネキン部分

を画像処理で消すことも多く、当該処理は、図面作成上の負担となっていると

の声も寄せられている。 

また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に係る実施細則においては、複製物

中に意匠を構成しないものを表した場合にも、説明によって、ディスクレーム

することが可能であるとしている［参考１］。  

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、①「必要図中

に意匠に係る物品以外の物品の記載を認めるべき」、又は②「意匠以外の物品

と出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中に意匠に係

る物品以外の物品の記載を認めるべき」とした回答が、③「必要図中の意匠以

外の物品の記載を認めるべきでない」とした回答を上回っている。（企業：①

16.7％、②37.6％（①と②の計 54.3％）に対し、③28.1％ 代理人：①20.8％、

②50.0％（①と②の計 70.8％）に対し、③20.8％）。 

 

意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い（企業回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N=455

16.7 37.6 28.1 13.2
2.4

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以

外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない
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意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い（代理人回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、③「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」との回答

は、①又は②の回答の計を下回ったものの、③と回答した理由において、「意

匠の説明の欄の記載を確認する負担が大きくなる」、「意匠に係る物品以外の

物品は参考図に入れるのが適切」といった点が挙げられていることに留意が

必要である。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、出願に係る意匠以

外の物品を表した図面の取扱いについて、検討を行った。 

 

［参考１］ 関連規定 

１） 意匠法施行規則様式第６備考７  

図形(参考図の図形を除く。) の中には、中心線、基線、水平線、影を表すた

めの細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号又は文字その他意匠を

構成しない線、符号又は文字を記入してはならない。ただし、意匠登録を受け

ようとする意匠に係る形状を特定するための線、点その他のものは記載するこ

とができる。この場合は、その旨及びいずれの記載によりその形状が特定され

るのかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  

 

２） ハーグ協定に係る出願のための実施細則 

・第 402 節 意匠の表現 

(a) 写真及び他の図示的表現には、意匠のみ、又は意匠が使用されることと

なる製品を表すものとし、他のいかなる対象物、附属品、人又は動物も

除外する。 

(b) 略 

N =

24 20.8 50.0 20.8 4.2 4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必

要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない

その他
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・第 403 節 ディスクレーマー及び意匠又は意匠が使用されることとなる製品の

一部を構成しないもの 

(a) 複製物中に表されるが保護を求めないものについては、次のとおり表示す

ることができる。  

  (i) 第七規則(5)(a)に規定する説明において、及び/又は 

  (ii) 点線若しくは破線又は着色により 

(b) 第 402 節(a)の規定にかかわらず、意匠又は意匠が使用されることとなる

製品の一部を構成しないものは、(a)に従って表示する場合には、複製物

中に表すことができる。 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

［案１］  

出願に係る意匠以外の物品と出願に係る意匠とが描き分けられており、

かつ、出願に係る意匠以外の物品により、出願に係る意匠の一部が隠れ

（ただし、隠れている部分が意匠登録を受けようとする部分以外の部分の

みである場合を除く）、当該部分の形態が特定できないといった問題が無

い場合のみ、必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めてはどう

か。 

 

【利点】 

・ユーザーの多数意見に則した運用となる。  

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

・少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時の権利

の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見がみられた。 

 

［案２］ 

出願に係る意匠以外の物品と出願に係る意匠とが描き分けられている場

合、又は描き分けられていない場合においても、説明の記載により、それ

らの区別を明確に行うことが可能であり、かつ、出願に係る意匠以外の物
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品により、出願に係る意匠の一部が隠れ（ただし、隠れている部分が意匠

登録を受けようとする部分以外の部分のみである場合を除く）、当該部分

の形態が特定できないといった問題が無い場合のみ、必要図中に出願に係

る意匠以外の物品の記載を認めてはどうか。 

 

【利点】 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

・少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時の権利

の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見がみられた。 

 

［案３］ 

 現行運用のままとする。 

【利点】 

・少数意見ではあるものの、クリアランス上の問題や、権利行使時の権利

の明確性が損なわれるとの問題点を挙げたユーザーの意見に則した運用

となる。 

【問題点】 

・ ユーザーの多数意見と異なる。 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができない。 

 

（iii） 意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略【論点

３】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、部分意匠の場合は、図面等において、

意匠登録を受けようとする部分とその他の部分を描き分け、かつ、意匠登録を

受けようとする部分を特定する方法を、願書の「意匠の説明」の欄に記載する

必要がある［参考１］。 

しかしながら、一部のユーザーから、実線と破線によって図面を描き分ける

ことは難しく、図面作成上の負担となっているとの声も寄せられている。  

また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定においては、複製物中に表されるか
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、゙保護を求めないものについては、説明において、及び/又は点線若しくは破線

又は着色により、ディスクレームすることが可能であるとしている［参考１］。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、図面等にお

ける意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略につい

て、①「描き分ける必要はない」とした企業が 26.6％であるのに対し、54.1％

の企業が②「描き分ける必要がある」としており、また、代理人については、

①が 12.5％、②が 83.3％であった。 

 
図面等における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略  

（企業回答） 

 

 

 

 

 
図面等における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分けの省略  

（代理人回答）  

 

 

 

 

 

①「描き分ける必要はない」との回答の理由としては、「描き分けるか否か

は出願人の判断に任せるべき」との意見、②「描き分ける必要がある」との回

答の理由としては、「文言での特定では、不明確となる場合が発生する恐れが

ある」、「調査の際、図面だけでわかるため。説明を読むとなると時間がかか

る」等との意見があった。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、意匠登録を受けよ

うとする部分とその他の部分の描き分けの省略の可否について、検討を行っ

た。 

 

［参考１］ 関連規定 

１） 意匠法施行規則様式第６備考１１  

物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、8 から 10 まで及び

N=455

26.6 54.1 16.5
1.1

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答

N =

24 12.5 83.3

0.0

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他
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14 に規定される画像図(意匠法第 2 条第 2 項に規定する物品と一体として用い

られる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。) において、意匠に係

る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破

線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録

を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載

する。 

 

２） ハーグ協定に係る出願のための実施細則  

・第 403 節 ディスクレーマー及び意匠又は意匠が使用されることとなる製品の

一部を構成しないもの 

(a) 複製物中に表されるが保護を求めないものについては、次のとおり表示する

ことができる。  

  (i) 第七規則(5)(a)に規定する説明において、及び/又は 

  (ii) 点線若しくは破線又は着色により 

(b) 略 

 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

［案１］ 

説明の記載により、意匠登録を受けようとする部分と、その他の部分と

が明確に区別することができる場合に限り、図面等における描き分けの省

略を認めることとしてはどうか。 

 

【利点】 

・拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

・クリアランス上の問題や、権利行使時の権利の明確化に問題が生じる等

としたユーザーの多数意見と異なる。 

・ 審査結果が不統一となる問題が生じやすい。  
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［案２］  

現行運用のままとする。 

 

【利点】 

・クリアランス上の問題や、権利行使時の権利の明確化に問題が生じる等

としたユーザーの多数意見に則した運用となる。  

・ 審査結果が不統一となる問題が生じにくい。  

【問題点】 

・拒絶理由等に該当するケースを減らすことができない。 

 

（iv） 内側の形態を表す図の省略【論点４】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、ふたと本体のように分離することができ

る物品であって、組み合わされたままでは、その意匠を十分表現することができ

ないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれ

ぞれの構成部分についても図面等により開示しなければならない［参考１］。 

また、部分意匠の場合は、図面等において、意匠登録を受けようとする部分

と意匠登録を受けようとする部分以外の部分（以下、「その他の部分」という。）

を描き分け、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を、願書の

「意匠の説明」の欄に記載しなければならない［参考１］。  

よって、現状では、全体意匠である場合、部分意匠である場合の何れにおい

ても、以下の事例（ア）、（イ）における場合のように、その他の部分のみが現

れる内側の形態を表す図を開示しなければならない。  
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【事例ア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例イ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、諸外国の意匠制度においては、こうした開蓋状態のを表した

図を必須としていないところもあり、国際意匠登録出願においても、かかる図

が含まれていないものが見受けられる。 

本調査研究におけるユーザーニーズ調査においては、内側が部分意匠にお

けるその他の部分である場合について、ユーザーの意見を調査したが、その結

果、その他の部分のみが現れる図の省略について、①「（ア）（イ）のいずれも

省略可能とすべきである」との回答が、②「省略可能とすべきでない」との回

答を上回っている（企業：①46.8％に対し②26.8％、代理人：①62.5％に対し

②20.8％）。 
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意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の図の省略（企業回答）  

 

 

 

 

 
意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の図の省略（代理人回答） 

 

 

 

 

 

 

一方、②「省略可能とすべきでない」との回答は、①を下回ったものの、当

該回答の理由において、「第三者の立場では権利解釈に不安が残るため」、「部

分意匠の特定、全体意匠との区別に問題を生じる」、「開いた状態の図がある

方が全体を把握しやすい」等との指摘が寄せられている点に留意が必要であ

る。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、内側の形態を表す

図の省略の可否について、検討を行った。 

 

［参考１］ 関連規定 

１） 意匠法施行規則様式第６備考１１  

物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、8 から 10 まで及び

14 に規定される画像図(意匠法第 2 条第 2 項に規定する物品と一体として用

いられる物品に表示される画像を 表す図をいう。以下同じ。) において、意匠

に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分

を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠

登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に

記載する。 

 

２） 意匠法施行規則様式第６備考１８ 

ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であつて、 そ の 

N=455

46.8 26.8 22.4
2.4

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである
省略可能とすべきでない
わからない
その他

無回答

N =

24 62.5 20.8

0.0

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである
省略可能とすべきでない
わからない
その他
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組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、

組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構 成 部 分 に つ

いて 8 から 10 までの図面及び 14 の図を加える。  

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

［案１］ 

意匠に係る物品全体の用途と機能、部分意匠の場合にあっては、意匠登

録を受けようとする部分の用途と機能、及び物品全体における位置・大き

さ・範囲の認定に影響が無い場合には、内側の形態を表す図の省略を認め

ることとしてはどうか。ただし、ケース付きの物品等のように、意匠に係

る物品の大半がケース等の内方に隠れてしまう物品については、その内側

の態様についても開示する必要があるものとしてはどうか。 

 

【利点】 

 ・ユーザーの多数意見に則した運用となる。 

・ 拒絶理由等に該当するケースを減らすことができる。 

【問題点】 

 ・ クリアランス上問題が生じたり、権利行使時の権利の明確性が損なわれ

たりする可能性がある。 

 

［案２］  

現行運用のままとする。 

 

【利点】 

 ・ クリアランス上問題が生じたり、権利行使時の権利の明確性が損なわれ

たりする可能性が少ない。 

【問題点】 

・ 拒絶理由等を通知すべきケースを減らすことができない。 
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（v） 部分意匠である場合の意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の

説明の省略【論点８】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、部分意匠の場合は、図面等において、

意匠登録を受けようとする部分とその他の部分を描き分け、かつ、意匠登録を

受けようとする部分を特定する方法を、願書の「意匠の説明」の欄に記載する

必要がある。［参考１］ 

一方、ハーグ協定のジュネーブ改正協定においては、複製物中に表されるが、

保護を求めないものについては、説明において、及び/又は点線若しくは破線又

は着色により、ディスクレームすることが可能であるとしている。［参考１］ 

国際意匠登録出願においては、図面が実線と破線で描き分けられているも

のの、破線が何を意味しているのかについて、説明の記載が無いものも見受け

られる。 

本調査研究における国内外のアンケート調査においては、当該説明の記載

の省略の可否について、明示的な質問項目を設けなかったが、海外ヒアリング

調査において、ユーザーから、「図面のみが有効であり、追加的な記述は関係

ないとしているＥＵと同様、図面の中で区別できるようにすべきである」、「説

明の記載要件の多くが不要であると思う」、さらには「部分意匠であるか全体

意匠であるかの区別自体が不要であり、描いていないところは、権利化を望む

部分ではないため、注意を払う必要が無い」との意見も寄せられている。 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、部分意匠である場

合の意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の説明の省略の可否につ

いて、検討を行った。 

 

［参考１］ 関連規定 

１） 意匠法施行規則様式第６備考１１  

物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、 8 から 10 まで及び

14 に規定される画像図(意匠法第 2 条第 2 項に規定する物品と一体として用

いられる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。 ) において、意匠

に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部
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分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意

匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄

に記載する。 

 

２） ハーグ協定に係る出願のための実施細則  

・ 第 403 節 ディスクレーマー及び意匠又は意匠が使用されることとなる製品

の一部を構成しないもの 

(a)複製物中に表されるが保護を求めないものについては、次のとおり表示するこ

とができる。  

  (i) 第七規則(5)(a)に規定する説明において、及び/又は 

  (ii) 点線若しくは破線又は着色により 

(b) 略 

 

 対応方針案 

本検討事項については、以下の各対応方針案が考えられる。  

 

［案１］ 

破線や色彩等により描き分けられた部分が、その他の部分であることが明

確である場合には、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法の説明の

省略を認めることとしてはどうか。 

 

【利点】 

 ・ 拒絶理由等を通知すべきケースを減らすことができる。 

・国際協調が図られた運用となる。 

【問題点】 

 ・ クリアランス上の問題や、権利行使時の権利の明確性が損なわれるとの

問題が生じるおそれがある。 

・ 説明の省略の可否の判断が難しいものもあると考えられ、審査結果が不

統一となる可能性がある。 

 

［案２］  

現行運用のままとする。 
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【利点】 

 ・ クリアランス上の問題や、権利行使時の権利の明確性が損なわれるとの

問題が生じにくい。 

・ 審査結果が不統一となる可能性が低い。  

【問題点】 

・ 拒絶理由等を通知すべきケースを減らすことができない。 

 

（vi） 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【論点９】 

 問題の所在 

我が国の現行の意匠制度においては、図の省略を行った場合は、その旨を、

願書の「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。［参考１］  

国際意匠登録出願においては、図の省略がなされている場合に、その旨及び

省略の理由についての説明の記載が無いものも見受けられる。しかしながら、

それら全てが、意匠が特定できないとの拒絶理由に該当するのではなく、一部

には、当該説明がなくとも意匠が特定できる場合も存在する。かかる状況に照

らせば、我が国の国内ルートの出願においても、一部、図の省略を行った旨及

び省略の理由についての説明を、省略できるものがあるのではないか。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、図の省略を

行った旨とその理由の説明の省略について、27％の企業が①「省略可能である

とすべきである」と判断しているのに対し、②「省略すべきではない」とする

企業は、52.3％であった。代理人においても、25.0％が①と判断しているのに

対し、②としたのは 62.5％であり、いずれも②「省略すべきではない」との

回答が上回っている。 

また、①「省略可能であるとすべきである」と回答した企業に対する、「ど

のような場合に省略可能と考えるか」との問いについては、以下の回答結果と

なった。 
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図の省略を行った旨とその理由の説明の省略（企業回答）  

 

 

 

 

 
図の省略を行った旨とその理由の説明の省略（代理人回答）  

 

 

 

 

 

 
図の省略を行った旨とその理由の説明の省略・項目別（企業回答） 

 

 

上記の状況に照らし、ユーザーのニーズを踏まえた上で、図の省略がなされ

ている場合における、その旨及び省略の理由に係る説明の省略の可否につい

て、以下の項目毎に検討を行った。 

①大型の機械等や車両等の重量物の底面図を省略した旨の説明の省略  

②通常の使用状態で目に触れない部分の図を省略した旨の説明の省略  

③平面的なものの裏面図を省略した旨の説明の省略  

④いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合の説明の省略 

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

27.0

23.7

29.4

30.8

47.6

16.7

52.3

58.8

52.9

43.1

23.8

66.7

18.7

16.1

17.6

24.6

23.8

1.1

1.4

0.8

0.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 25.0 62.5

0.0

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

Ｂ－８．図の省略を行った旨とその理由の説明の省略

％

N = 123

大型の機械等で、設置してあ
るために常時は底面を見るこ
とができないものについて、
底面図を省略した場合

大型の車両等の重量物で
あって通常は底面を見られる
ことがなく、かつ底面図がなく
ても意匠を正確に把握できる
ときに、底面図を省略した場
合

本棚の背面や底面のように、
通常の使用状態では目に触
れない面であって、意匠上の
特徴があらわれない面につい
て、その面を表す図を省略し
た場合

平面的なものを表す図面のう
ち、裏面が無模様であるもの
について、裏面図を省略した
場合

いずれかの図と同一又は対
称である図を省略した場合

意匠登録を受けようとする部
分以外の部分のみが表れる
図を省略した場合

意匠法第２条第２項に規定す
る、物品と一体として用いられ
る物品に表示される画像につ
いてのみ意匠登録を受けよう
とする部分意匠の出願の場
合において、画像図以外の物
品を表す図を省略した場合

その他 　無回答
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⑤意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる表示機器

に表示される画像について意匠登録を受けようとする部分意匠の場合におい

て、画像図以外の物品を表す図を省略した旨の説明の省略  

 

［参考１］ 関連規定 

１） 意匠法施行規則上認められる図の省略の場合  

・意匠法施行規則様式第６備考８ 

立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背

面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載する。

ただし、次の表の左の欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図 を 省 略 し

てもよい。この場合は、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  

正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図 

左側面図と右側面図が同一又は対称の場合 一方の側面図 

平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図 

 

・意匠法施行規則様式第６備考１０ 

平面的なものを表す図面は、各図同一縮尺により作成した表面図及び裏 面

図をもつて一組とし、原則として一組の図面は 1 枚の用紙に記載する。ただ

し、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には

裏面図を省略してもよい。この場合は、その旨を願書の「【意匠の説明】」

の欄に記載する。 

 

２） 意匠審査基準上認められる図の省略の場合  

・意匠審査基準「21.1.2 意匠が具体的なものであること」 

(2) 意匠が具体的なものと認められない場合の例 

（中略） 

 ⑩立体を表す図面が下記に該当する場合 

   （中略） 

 (iii)6 面図が揃っていない場合(立体的なものの場合)  

  ただし、下記の場合は除く。 

イ  正投影図法により作成した図について、次の表の左の欄に掲げる場合にお

いて、その右欄の図が省略され、その旨が願書の「意匠の説明」の欄に記

載されている場合 

 



- 268 - 

 

正面図、背面図、左側面図及び右側面図が

同一の場合 

背面図 

左側面図 

右側面図 

    （中略） 

ハ  大型の機械などであって、設置又は定置してあるために常時は底面を見る

ことができないものについて、底面図を省略した場合 

ニ  大型の車両などの重量物であって通常は底面を見られることがなく、かつ

底面図がなくても意匠を正確に把握することができるものである場合にお

いて、底面図を省略した場合 

ホ  意匠法第 2 条第 2 項に規定する物品と一体として用いられる物品に表

示される画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の出願

の場合において、画像図以外の意匠に係る物品を表す一組の図面又は

一部の図を省略した場合 

ヘ  物品の部分について意匠登録を受けようとする場合で あって、意匠登録

を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図のうち、以下の a から c

のいずれかに該当する図を省略した場合 

   a 正面図又は背面図のいずれか一方 

   b 左側面図又は右側面図のいずれか一方 

   c 平面図又は底面図のいずれか一方 

(iv)正投影図法により作成した 6 面図において図を省略した場合に、 省略の

説明が願書の「意匠の説明」の欄に正しく記載されていない場合 

 

３） ハーグ協定のジュネーブ改正協定等における関連規定  

・ジュネーブ改正協定 第１２条 拒絶 

(1) [拒絶する権利] 

指定締約国の官庁は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締

約国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合には、当該指

定締約国の領域における国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができる。

ただし、いずれの官庁も、国際出願の形式若しくは記載事項に関する要件であっ

て、この改正協定若しくは規則に定めるもの又は当該要件に追加的な若しくは当

該要件と異なる要件が当該指定締約国の法令の規定を満たしていないことを理由

に国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができない。 
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・共通規則 第９規則 意匠の複製物 

(1) [意匠の複製物の形式及び数]  

(a)意匠の複製物は、出願人の選択により、意匠そのもの又は意匠を構成する一

若しくは二以上の製品の写真又は他の図示的表現の形式によるものとする。

同一の製品は、異なる角度から表すことができる。異なる角度からの図は、

異なる写真又は他の図示的表現に含める。  

(b)複製物は、実施細則に定める数の写しを提出する。 

(2) [複製物に関する要件] 

(a)複製物は、意匠の詳細の全てを明確に識別でき、かつ、公表できる品質のも

のとする。 

(b)複製物中に表されているが保護を求めないものについては、実施細則に定め

るところにより表示することができる。 

(3) [要求される図]  

(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、千九百九十九年改正協定に拘束さ

れる締約国であって、意匠を構成する又は意匠が使用される一若しくは二以

上の製品について特定の図を要求するものは、要求する図及びそれらの図 を

要求する場合を特定し、宣言によりその旨を事務局長に通告する。  

(b)締約国は、意匠又は製品が平面的なものである場合には一より多くの図を、

立体的なものである場合には六より多くの図を要求することができない。 

(4) [意匠の複製物に関する理由による拒絶] 締約国は、(3)(a)の規定に従い、 

その締約国が通告した意匠の複製物の形式に関する要件に対して追加的な又

はこれと異なる複製物の要件がその締約国の法令に基づいて満たされていな

いことを理由に、国際登録の効果を拒絶することができない。ただし、締約

国は、国際登録に含まれる複製物が意匠を完全に開示する上で十分でないこ

とを理由に、国際登録の効果を拒絶することができる。 

 

・共通規則第９規則(3)(a)に規定する我が国の宣言事項 

意匠を構成する物品が 3 次元（立体）である場合には、正投影図法により

作成した正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図及び右側面図が必要。  

 

 対応方針案 

本検討事項については、下記の各検討項目ごとに、「説明の省略を認めるこ
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ととする」又は「現行運用のままとする」との各対応方針案が考えられるが、

現行の意匠制度の下においては、意匠権の明確性の観点から、いずれの説明の

省略も認めるべきではないのではないか。  

 

a 大型の機械等で常時は底面を見られないものの底面図を省略した旨の説明

の省略 

 

b 大型の車両等の重量物で通常底面は見られず、かつ、底面がなくても意匠を

正確に把握できるものの底面図を省略した旨の説明の省略  

 

c 通常の使用状態で目に触れない部分の図を省略した旨の説明の省略  

 

d 平面的なものの裏面図を省略した旨の説明の省略  

 

e いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合の説明の省略 

 

f 意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる表示機器に

表示される画像について意匠登録を受けようとする部分意匠の場合におい

て、画像図以外の物品を表す図を省略した旨の説明の省略  

 

（４） 参考図の取扱い 

 問題の所在 

意匠登録出願手続における参考図は、出願の意匠の理解を助けるために必

要な場合に記載すべきものである［参考１］［参考２］。しかしながら、必要図

を線図で表している際に、その実施物のバリエーションを多数写真で表した

ものや、必要図に表した形態を改変した意匠を表したものなど、本来であれば

別個の意匠として出願すべき意匠についても、参考図として、一の意匠登録出

願中に複数記載する事例が多くなってきている。  

参考図の取扱いについては、現状、意匠審査基準において明確な規定がない

ことから、ユーザーから、審査上の取扱いが不明確であるとの声が寄せられて
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いる。また、出願人が提出する参考図が種々広範なものに及ぶことから、審査

においても、その取扱いを個別案件ごとに検討しなければならない状況とな

っている。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、必要図と異

なる意匠を表した参考図について、17.8％の企業が①「問題がある」と判断し

ており、53.0％の企業が②「問題ない」と判断した。また、代理人においては、

20.8％が①「問題がある」と判断し、62.5％が②「問題ない」と判断しており、

いずれも②「問題ない」との回答が上回っている。  

 
必要図と異なる意匠を表した参考図（企業回答） 

 

 

 

 
必要図と異なる意匠を表した参考図（代理人回答）  

 

 

 

 

 

②「問題ない」と判断した理由として、「線図と最終的な製品デザインの参

考図の双方で意匠の理解が深まる。クリアランスの際は、必要図に表されず参

考図で示されるような装飾部分には、特に意識して注視することもない。参考

図は権利範囲とは別物と判断している。」、「参考図はあくまで参考なので、現

行の制度において、権利範囲に影響を与える情報は含まれていないと認識し

ている。参考図を後願排除効のための戦略として利用することについては、現

行の制度を利用したひとつのテクニックであり、当社としては否定的な意見

ではない」、「必要図の中で意匠が明確になっていることを前提とすれば、参

考図の内容はある程度自由に記載されていても問題ないものと考える」等と

の意見が挙げられた。 

一方、①「問題がある」との回答は、②「問題ない」との回答を下回ったも

のの、①と判断した理由について、「意匠登録を受けようとする意匠と異なる

ものが公報に掲載されると、引用意匠（公知）として引例に引かれる可能性が

N=455 17.8 53.0 24.2
1.8

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題がある 問題ない どちらでもない その他 無回答

N =

24 20.8 62.5 12.5 4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題がある 問題ない どちらでもない その他



- 272 - 

 

ある」、「参考図であっても、他の権利図面と同一に示されるので、誤解を与え

る」、「意匠登録を受ける（意匠の）形態が特定できない」、「出願時に検討した

類似デザインや派生する色のバリエーションまで含めようという関連意匠の

代替のような意図のものについては問題がある。現行制度の一意匠一出願の

原則に照らすと問題がある」等との指摘が寄せられている点に留意が必要で

ある。 

上記状況に照らし、意匠審査における参考図の取扱いについて検討を行っ

た。 

 

［参考１］関連規定 

・意匠法施行規則様式第６備考 11 

８から１０までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができない

ときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の

必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用

の状態を示した図その他の参考図を加える。  

 

［参考２］適切な参考図の例 

１） 用途及び機能等の理解を助けるための参考図  
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a 使用状態を示す参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 各部の機能、名称等を示す参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 必要図に記入できない説明のための線・色彩等を表した参考図  

 

 透明部を示す参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 対応方針案 

意匠審査基準上に、一組の図面及びその他必要な図に表されたものと異な
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る形状、模様又は色彩が表されている参考図については、出願の意匠の形態に

係る認定において、それら異なる要素そのものは、考慮しないことを明記す

る。 

 

【利点】 

・ユーザーの多数意見に則した運用となる。  

・審査運用を統一しやすい。 

【問題点】 

・少数意見ではあるものの、権利範囲を示すものとの誤解が生じるおそれが

あるとのユーザーの意見が見られた。 

 

（５） 組物の意匠 

 問題の所在 

現状、我が国における組物の意匠の出願件数は極めて少なく、年間約 60 件

程度にとどまっている（2014 年実績、全出願に占める割合は 0.2%）。また、

近時の傾向として、ごく一部の組物に出願が集中しており、その他の組物に

は、ほぼ出願がなされていない。 

本調査研究におけるユーザーニーズの調査の結果においては、組物の意匠

について、ほとんどの回答者が、①「出願したことがない」又は、②「ほとん

ど出願したことがない」と回答している（企業：①74.7％、②14.7％、代理人：

①62.5％、②29.2％）。 

 

 

我が国での組物の意匠登録出願の経験（企業回答）  

 

 

 

 

 

 

 

N=455

1.3
6.2 14.7 74.7 3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく出願する ときどき出願する ほとんど出願したことがない

出願したことがない 無回答 系列1
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我が国での組物の意匠登録出願の経験（代理人回答）  

 

 

 

 

 

 

上記の①「出願したことがない」又は、②「ほとんど出願したことがない」

と回答した理由について、「権利として厳しい審査を受けた結果の登録（意匠

権）が行使しにくい」、「権利行使時に問題が考えられるため」、「組物の構成物

品個々に意匠権が発生するものでないから」等との意見が挙げられた。  

 

 対応方針案 

組物の意匠制度の活用が進まない主な理由は、上記調査の結果のとおり、意

匠制度の運用上の問題ではなく、登録要件を満たしているか否かの審査を経

て登録となった意匠権であっても、権利行使が困難であり、使いにくい等とい

った、法又は施行規則等、法制度に関わるものであった。  

したがって、今後ユーザーの意向に照らし、必要に応じ、意匠制度全体の問

題とともに検討を行う必要があると考える。 

 

  

N =

24
4.2 4.2 29.2 62.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく取り扱う ときどき取り扱う

ほとんど取り扱ったことがない 取り扱ったことがない
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資料１ 公開情報調査における参考文献  

以下に示す文献を主な調査対象とした。  

 

 Russell-Clarke & Howe on Industrial Designs（9th edition）  

 Jonathan Hudis, Philippe Signore, Protection of Industrial Designs 

in the United States 

 WIPO,STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS,  

INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 9th Edition, 

Revision 07.2015, Last Revised November 2015 

 USPTO, A Guide to Filing/ A Design Patent Application 

 Jonathan Hudis, Philippe Signore, Protection of Industrial Designs 

in the United States 

 Gorham v. Company v. White  81 U.S. 511 (1871) 
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資料１ 国内アンケート・ヒアリング調査結果  

意匠の出願人である国内企業 975 者 1及び、意匠登録出願の代理経験のある

国内代理人 49 者 2を対象としたアンケート調査結果、意匠の出願人である国内

企業及び意匠登録出願の代理経験のある国内代理人を対象としたヒアリング

調査結果に基づき、現行意匠制度におけるニーズ・意見を収集・整理すること、

制度上の問題点等を明らかにした。 

１． 調査実施概要 

（１） 国内アンケート調査 

調査実施方法と回答者数及び回答率は表 II-1～表 II-2 のとおりである。 

表 II-1 国内アンケート調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運

用の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 

郵送法、又は、ウェブから調査票をダウンロードし電子メール

で回答 

（回答者が任意に選択） 

調査時期 2016 年 9 月 5 日～2016 年 10 月 19 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

表 II-2 国内アンケート調査回答者数及び回答率 

調査票 

タイプ 

アンケート 

送付数 

有効回答数 有効回答率 

企業 975 439 45.0% 

代理人 49 24 49.0% 

  

                                                 
1 日本意匠分類グループ別のバランスを考慮した意匠登録出願件数上位者  
2 意匠登録出願件数上位の代理人  
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（２） 国内ヒアリング調査 

調査実施方法と調査対象は表 II-3～表 II-4 のとおりである。 

表 II-3 国内ヒアリング調査実施方法 

調査方法 対象者への対面式インタビュー（1.5 時間程度） 

調査時期 2016 年 9 月～2016 年 10 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 II-4 国内ヒアリング調査対象 

 調査対象者数（計 18 者） 

企業 13 

代理人  5 
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２． 調査結果 

調査結果は、国内アンケート調査の設問ごとに、企業、代理人それぞれについ

て国内ヒアリング調査で得られた意見を補足しながら整理・分析した。  

なお、国内アンケート、国内ヒアリング調査より得られた意見の抜粋・要約に

ついて、それぞれ区別できるよう以下のように記載した。  

 

 「」を付した部分は国内アンケート調査より得られた意見の抜粋または

要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

 「」*を付した部分は国内ヒアリング調査より得られた意見の抜粋または

要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

（１） 回答者情報 

当該設問は企業に対してのみ設定した。各表の数値は上段が実数、下段が調査

数に占める割合（%）を示している。 

（i） 回答者区分 

 規模 

表 II-5 回答者区分「規模」 

調
査
数 

大
企
業
（
製
造
業
） 

大
企
業
（
非
製
造
業
） 

中
小
企
業
（
製
造
業
） 

中
小
企
業
（
非
製
造
業
） 

そ
の
他 

無
回
答 

455 279 17 130 21 6 2 

100.0 61.3 3.7 28.6 4.6 1.3 0.4 
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 海外拠点 

表 II-6 回答者区分「海外拠点」 

 

調
査
数 

あ
る 

な
い 

無
回
答 

455 337 117 １  

100.0 74.1 25.7 0.2 

 

（ii） 製品分類 

表 II-7 回答者区分「製品分類」 

調
査
数 

製
造
食
品
及
び
嗜

好
品 

衣
服
及
び
身
の
回

り
品 

生
活
用
品 

住
宅
設
備
用
品 

趣
味
娯
楽
用
品
及

び
運
動
競
技
用
品 

事
務
用
品
及
び
販

売
用
品 

409 12 10 41 33 10 22 

100.0 2.9 2.4 10.0 8.1 2.4 5.4 

 

運
輸
又
は
運
搬 

機
械 

電
気
電
子
機
械
器

具
及
び
通
信
機
械

器
具 

一
般
機
械
器
具 

産
業
用
機
械
器
具 

土
木
建
築
用
品 

そ
の
他 

無
回
答 

36 73 22 48 32 67 3 

8.8 17.8 5.4 11.7 7.8 16.4 0.7 
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（２） 日本及び外国での意匠登録出願の基本情報 

（i） 外国での意匠登録出願／意匠登録出願代理 

 企業 

表 II-8 外国での意匠登録出願【企業】 

調
査
数 

現
在
行
っ
て
お

り
、
今
後
も
行
う

予
定 

今
後
行
う
予
定 

該
当
な
し 

無
回
答 

455 287 33 133 2 

100.0 63.1 7.3 29.2 0.4 

 代理人 

表 II-9 外国での意匠登録出願代理【代理人】 

 

 

 

 

 

 

 

調
査
数 

あ
る 

な
い 

24 23 1 

100.0 95.8 4.2 
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（ii） ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願／代理  

 代理人 

表 II-10 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願【企業】 

調
査
数 

出
願
し
た
こ
と
が

あ
る 

出
願
し
た
こ
と
は

な
い 

無
回
答 

455 39 398 18 

100.0 8.6 87.5 4.0 

 代理人 

表 II-11 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願代理【代理人】 

 
調
査
数 

日
本
を
窓
口
と
し

て
代
理
出
願
を
行

っ
た
こ
と
が
あ
る 

E
-Filing

を
用
い
て

出
願
代
理
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る 

国
際
登
録
後
の
手

続
代
理
を
行
っ
た

こ
と
が
あ
る 

代
理
し
た
こ
と
は

な
い 

24 4 10 9 10 

100.0 16.7 41.7 37.5 41.7 
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（３） 日本における図面の記載の省略 

（i） 省略が可能な図の省略に関する出願人・代理人としての評価  

B-1: 我が国では意匠登録を受けようとする意匠を表した正面図、背面図、平

面図、底面図、右側面図、及び左側面図（以下、「一組の六面図」という。）によ

り出願の意匠を開示する必要がありますが、省略が可能な図（同一・対称な図の

一方、重量物の底面図、無模様の裏面図、部分意匠の破線のみが現れる図等）に

ついて、出願人／代理人の立場からどのようにお考えですか？  

 

省略が可能な図の省略に関して、出願人としての評価は 86.4%の企業が「妥当

である」と回答しており、「省略対象を増やすべきである」とする企業は 9.0%に

とどまる。 

「妥当である」とする理由として、「正しく権利範囲を示すに当たり、現行制

度は基本的には妥当。」 *、「一目で判断できることが重要。」 *、「重量物の底面図

は省略できるため困っていない。」*【大企業（製造業）、G グループ（運輸又は運

搬機械）】という意見が得られた。 

「省略対象を増やすべきである」とする企業は E グループ（趣味娯楽用品及び

運動用品）、D グループ（住宅設備用品）、G グループ（運輸又は運搬機械）及び

非製造業で割合が大きい。これらのグループの企業は、底面図に対する図の省略

に関して、より柔軟な運用を求めている可能性がある。たとえば、E グループ（趣

味娯楽用品及び運動用品）では「重量物でない物品の底面図、無模様の裏面図」

を省略対象とすべきであるという意見が挙がっており、D グループ（住宅設備用

品）では、「カーペットの裏面等特徴のない部分」、「住宅（断面図まで記載する

負担が大きい）」が、そして G グループ（運輸又は運搬機械）では「バンパー等

（美観に関わらない部品の裏面）」が挙げられた。また、「使用状態で底面を見る

ことのないトイレ、浴室は省略可能にしてもよいのではないか。」 *【大企業（製

造業）、D グループ（住宅設備用品）】という意見も挙げられた。  

一方、省略が可能な図の省略に関しての代理人としての評価は 58.3%が「妥当

である」と回答している。「省略対象を増やすべきである」とする代理人は 37.5%

であり、企業の割合とは異なる傾向を示している（「妥当である」86.4%、「省略

対象を増やすべきである」9.0%）。 

「省略対象を増やすべきである」対象として、「背面図」「底面図」「使用状態

で通常見えない部分からなる図面」等が挙げられた。理由としては、「軽量物で
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も、意匠として重要と考えられなければ背面図、底面図は省略してもよいのでは

ないか。」「背面斜視図に開示されている場合、背面図は省略してもよいのではな

いか。」等が挙げられた。また、「六面図の提出はあくまで原則とし、どのように

開示するかの判断・責任は出願人に委ねるべきである。」という意見や、外国出

願を踏まえ、「完全に破線のみの図面は省略可能としてよいのではないか」*、「全

体形状が把握できれば斜視図 3 面でもいい」 *という意見、そして画像意匠に関

して、「実際に権利化したい画面のみを記載すればよく、端末の図面（背面図等）

は不要。意匠の物品が特定されていれば図を省略しても問題ない。」*という意見

が挙げられた。 

 

図 II-1 省略が可能な図の省略に関する出願人としての評価【企業】 

 

 

図 II-2 省略が可能な図の省略に関する出願人としての評価 

【企業：規模別】 

 

 

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

9.0

9.7

11.8

6.9

9.5

16.7

86.4

86.7

82.4

87.7

81.0

66.7

4.0

3.6

5.4

4.8

0.7

5.9

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略対象を増やすべきである 妥当である 省略対象を減らすべきである 無回答

N =455

9.0 86.4 4.0 0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略対象を増やすべきである 妥当である 省略対象を減らすべきである 無回答
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図 II-3 省略が可能な図の省略に関する出願人としての評価 

【企業：製品分類別】 

 

図 II-4 省略が可能な図の省略に関する代理人としての評価【代理人】 

 

 

 

 

表 II-12 「省略対象を増やすべきである」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

諸 外 国 とのハーモナイゼーションのため。  A 大 ・製  

ズボン類 の平 面 図 、底 面 図  B 大 ・製  

特 許 の図 面 を基 に意 匠 への出 願 変 更 がしやすくなる。  C 大 ・製  

カーペットの裏 面 など特 徴 の無 い部 分  D 大 ・製  

意 匠 上 の特 徴 があらわれないものは省 略 してもよい。  D 中 小 ・製  

住 宅 は大 きく断 面 図 まで記 載 する負 担 大  D 大 ・製  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

8.8

8.3

10.0

9.8

15.2

20.0

9.1

19.4

9.6

6.3

6.0

87.0

91.7

90.0

87.8

81.8

80.0

86.4

77.8

83.6

90.9

91.7

96.9

88.1

4.2

2.4

3.0

4.5

2.8

6.8

9.1

2.1

3.1

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略対象を増やすべきである 妥当である 省略対象を減らすべきである

N=24    
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重 量 物 の底 面 図 、無 模 様 の裏 面 図  E 大 ・製  

斜 視 図 代 用 等  G 大 ・製  

重 量 物 でない場 合 の底 面 図  G 大 ・製  

美 観 に関 わらない部 品 の裏 面 （バンパー等 ）  G 大 ・製  

省 略 できるならば省 略 したい  工 数 及 び金 額 低 減  G 大 ・製  

意 匠 登 録 の対 象 でない箇 所 について省 略 したい。  G 大 ・製  

据 え置 きで使 用 する物 品 の底 面 図 や、背 面 図  H 大 ・製  

壁 取 り付 け製 品 の背 面 図 、底 面 図  H 大 ・製  

部 分 意 匠 において権 利 範 囲 ではない部 分  H 大 ・製  

可 能 な範 囲 で、権 利 範 囲 を広 くしたいため。  M,N 中 小 ・製  

第 三 者 から明 らかに ,判 断 可 能 な部 分 は省 略 を認 めても問 題 ないと考 える。  

省 略 する基 準 については ,慎 重 な議 論 が必 要 。  
M,N 大 ・製  

簡 素 化 すべき、多 岐 に渡 るため複 雑 、他 国 と比 べても多 すぎる。  複 数  大 ・製  

同 一 、対 処 な図 の一 方 、部 分 意 匠 の破 線 のみが現 れる図  複 数  複 数  

物 品 の意 匠 が特 定 できれば不 要 。  複 数  大 ・製  

質 問 B-3 に示 されるような図 面 は省 略 でよいと考 る。  複 数  大 ・製  

 

表 II-13 「省略対象を増やすべきである」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

軽 量 物 でも、底 面 図 、背 面 図 など意 匠 としては重 要 と考 えられない図  

背 面 斜 視 図 に開 示 されている場 合 の背 面 図  

通 常 の使 用 状 態 で視 認 できない底 面 、背 面 の図  

（例 えば、球 体 のように正 面 図 ・平 面 図 ・側 面 図 が）同 一 又 は対 称 の場 合 や、重 量 物 の底 面 図 については省

略 を認 めるべき。  

条 件 を決 めて省 略 ができるというのではなく、一 組 の六 面 図 の提 出 を必 要 条 件 ではなくて、原 則 とし、どのよう

に開 示 するかの最 終 的 な責 任 は出 願 人 に帰 すべきである。  
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表 II-14 「省略対象を減らすべきである」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

背 面 図  底 面 図  F 中 小 ・製  

見 えない面 は必 要 ないと思 う。  H 中 小 ・製  

記 載 不 備 の解 消 が困 難 なケースを恐 れて利 用 できない。  H 大 ・製  

全 体 の形 態 が、イメージしやすい。  J 中 小 ・製  

無 模 様 の裏 面 等 省 略 できそう。  K 大 ・製  

書 類 作 成 にかかるコストを削 減 したい。  複 数  中 小 ・製  

同 一 の他 方 面  複 数  中 小 ・製  

六 面 図 に統 一 し、特 例 なしとすべき。ただし、六 面 図 は省 略 しない方 がよい。  複 数  大 ・製  

 

表 II-15 「省略対象を減らすべきである」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

部 分 意 匠 の類 否 判 断 に影 響 しない破 線 のみ表 れる図 は省 略 可 でも良 い。  

 

表 II-16 ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

重 量 物 以 外 に、使 用 状 態 で底 面 を見 ることのない設 置 物 なども省 略 可 能 にし

てもよい。六 面 図 揃 う必 要 はないのではないか。  
D 大 ・製  

出 願 人 としての立 場 もさることながら、クリアランスも重 要 視 しているため、一 目

で判 断 できないような図 面 では不 便 である。  
J 大 ・製  

意 匠 が特 定 できるのであれば、出 願 人 側 で重 量 物 の底 面 図 省 略 が可 能 という

現 行 運 用 は妥 当 である。重 量 物 の底 面 図 、対 称 な図 の一 方 などは省 略 しても

特 定 には問 題 がないため、現 在 の省 略 可 能 な図 は妥 当 である。  

B,G 大 ・製  

出 願 人 の立 場 からみると、日 本 の意 匠 制 度 にある図 面 の省 略 は、正 しく権 利

範 囲 を示 す図 面 として基 本 的 には妥 当 であると考 える。  
D,G 大 ・製  
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表 II-17 ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

欧 州 の運 用 を踏 まえ、省 略 が可 能 な図 については省 略 対 象 を増 やすべきと考 える。全 体 形 状 が把 握 できれば

斜 視 図 ３面 でもよい。ただし、審 査 基 準 を定 めるのは難 しいだろう。クリアランス上 も問 題 ない。物 品 さえ把 握 で

きれば、出 願 人 の責 任 で、不 明 な部 分 は権 利 範 囲 外 とすればよい。  

代 理 人 の立 場 からは、省 略 可 能 な図 は増 やすべき。例 えば回 転 体 は正 面 一 図 でよい。  

外 国 で出 願 した意 匠 を日 本 で出 願 する場 合 を考 えると完 全 に破 線 のみの図 面 は省 略 可 としてもよいのではな

いか。  

図 の省 略 対 象 を増 やすべきである。類 否 判 断 で重 要 視 しない場 合 は不 要 と考 えている。  

画 像 意 匠 を有 する端 末 の場 合 、実 際 に権 利 化 したい画 面 のみを記 載 すればよく、端 末 の図 面 （背 面 図 など）

は不 要 であろう。意 匠 の物 品 が特 定 されていれば図 を省 略 しても問 題 ないと思 う。ただし、これは物 品 性 を外

すということではなく、意 匠 の説 明 等 で物 品 の用 途 が特 定 できれば類 否 判 断 や先 行 調 査 に関 わる負 担 が減 る

ということである。一 方 、類 否 判 断 の観 点 でいうと、例 えばアイコンのみの図 面 では、画 面 上 での位 置 特 定 がで

きないので類 否 判 断 で不 明 瞭 となる可 能 性 がある。  

他 の図 から客 観 的 に導 き出 せる場 合 には省 略 可 能 としてもよいのではないか。  

（ii） 省略が可能な図の省略に関するクリアランスの観点からの評価 

B-2: 省略が可能な図について、クリアランス（先行意匠調査・意匠権侵害調

査等）の際、どのように感じますか？  

 

省略が可能な図の省略に関して、クリアランスの観点からの評価については、

62.4％の企業が「問題ない」と評価しており、「省略対象を減らすべきである」

とする企業は 3.3％にとどまる。 

「問題ない」とする理由として、「図面の省略は、現状の範囲に限られていれば問

題ない。」*、「省略理由が明記してあれば問題ない。」*、「重量物の底面図、対称な

図の一方などは省略しても特定には問題がない。」*【大企業（製造業）、B グループ

（衣服及び身の回り品）】という意見が得られた。 

「省略対象を減らすべきである」とする企業は中小企業で割合が大きい。これ

らのグループの企業は、権利侵害に関する係争の回避、意匠全体のわかりやすさ

を求めている可能性がある。例えば、中小企業（製造業）では、「意匠権侵害を

しないため省略すべきでない。」、「どこが争いの争点になるかはわからない。す

べて記載しておくべき。」、「意匠全体の特定がしにくい」という意見が挙げられ

た。 
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一方、代理人については 91.7％の代理人が「問題ない」と回答している。「省

略対象を減らすべきである」とする代理人は 0％である。 

 

図 II-5 省略が可能な図の省略に関するクリアランスの観点からの評価 

【企業】 

 

 

図 II-6 省略が可能な図の省略に関するクリアランスの観点からの評価 

【企業：規模別】 

 

 

図 II-7 省略が可能な図の省略に関するクリアランスの観点からの評価 

【代理人】 

 

 

 

 

  

N=455
62.4 3.3 31.9

1.1
1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題ない 省略対象を減らすべきである わからない その他 無回答

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

62.4

67.0

76.5

59.2

23.8

16.7

3.3

2.5

4.6

9.5

31.9

28.3

17.6

34.6

61.9

66.7

1.1

1.8

1.3

0.4

5.9

1.5

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題ない 省略対象を減らすべきである わからない その他 無回答

N =

24 91.7

0.0

8.3

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題ない 省略対象を減らすべきである わからない その他

N=24   
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表 II-18  「省略対象を減らすべきである」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

どこが争 いの争 点 になるかはわからない。すべてかいておくべき。  B 中 小 ・製  

背 面 図 、底 面 図  F 中 小 ・製  

意 匠 がイメージしにくい。  G 大 ・製  

複 数 の公 報 を一 枚 一 枚 見 るときに形 状 を把 握 しにくい。代 表 図 （斜 視 図 ）を 18

分 割 等 で見 るときには問 題 ない。  
G 中 小 ・製  

調 査 が楽 になる。  K 大 ・製  

部 分 意 匠 の破 線 のみが現 れる図  L 中 小 ・製  

意 匠 権 侵 害 をしないため省 略 すべきでない。  M,N 中 小 ・製  

デザインを詳 細 に特 定 する事 によって、クリアランス調 査 が十 分 に行 えるため。  M,N 大 ・製  

意 匠 全 体 の特 定 がしにくい。  複 数  
大 ・製  

中 小 ・製  

六 面 図 は省 略 しない方 が良 いと思 う。意 匠 調 査 の際 の公 報 確 認 のスピードを

上 げるため、情 報 量 は多 い方 が良 い。（六 面 図 以 外 に斜 視 図 も必 須 として欲

しい）  

複 数  大 ・製  

 

表 II-19  「その他」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

省 略 理 由 （「対 称 」等 ）が明 記 してあれば問 題 ない。  H 大 ・製  

省 略 された面 側 の外 観 にある意 匠 上 の特 徴 に迷 う。  M,N 大 ・製  

例 えば、右 側 面 図 と左 側 面 図 が対 象 の場 合 は、原 則 として左 側 面 図 を省 略 す

るなどの目 安 があると、先 行 意 匠 との対 比 がしやすい。  
複 数  大 ・製  

（iii） 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

B-3: 例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の使

用状態では目に触れない面であって、意匠上の特徴があらわれない面であって

も、現状では、意匠全体の形態を特定するために、そのような面についても、図

の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能とすべきとお考えです

か。 
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通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略については 45.1％の企業が「省

略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企

業は 26.2％だった。 

「省略可能とすべきである」とする理由として、「特徴もなく、権利主張する

意思もない場合、選択肢として図を省略可能とすべき。」 *、「省略したとしても

全体形状が特定されるのであれば、その範囲に限定して省略可能とすべき。」 *、

「出願人の裁量で、省略範囲を指定して、一定の省略を認めるべき。」*、「明確な

ルールがあれば、省略可能。詳細にルールが決まっていれば、省略可能な面をあ

えて省略しない場合、当該部分が要部であるとのメッセージにもなり得る。」*と

いう意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」とする企業は、大企業（製造業）、大企業（非製造

業）で割合が大きい。また、「省略可能とすべきでない」とする企業は、B グルー

プ（衣服及び身の回り品）、F グループ（事務用品及び販売用品）、H グループ（電

気電子機械器具及び通信機械器具）、J グループ（一般機械器具）でも割合が高

い。 

通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略については 75．0％の代理人が

「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とす

る代理人は 25.0％だった。企業の割合とは異なり、「省略可能とすべきである」

とする割合が高い傾向にある（企業では「省略可能とすべき」は 45.1％）。 

「省略可能とすべきでない」理由として、「意匠全体の形態を特定するため」

「通常、目に触れないとしても、その面に特徴的な創作がなされた場合、先行意

匠等にその面の図面がなければ、類否判断の際、不明確とされる恐れがある。」
*、「通常の使用状態で目に触れなくとも流通の際には目に触れる場合もあり、権

利行使など係争になったときに問題となる。」 *という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきである」理由として、「諸外国の方が省略可能な図の範囲

が広い場合があるため、外国から優先権主張を伴い日本に出願する案件は、その

ままの図面で出願すると、オフィスアクションの対象となる場合がある。通常の

使用状態で目に触れない部分は要部ではないと考えれば、当該面の図は省略可能

とすべき。」 *、「省略箇所は出願人が権利主張していないと考えることが可能で

あれば省略しても良いだろう。」 *という意見が挙げられた。 
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図 II-8 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【企業】 

 

 

図 II-9 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【企業：規模別】  

 

 

図 II-10 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

【企業：製品分類別】 

 

N=455

45.1 26.2 25.5
2.6

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6
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46.2

41.2

44.6

42.9

16.7
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27.2

29.4

25.4

14.3

16.7
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24.0

23.5

26.9

38.1

33.3

2.6

2.5

5.9

2.3

16.7

0.7

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

45.7

41.7

30.0

56.1

54.5

50.0

40.9

41.7

52.1

40.9

58.3

37.5

29.9

26.7

8.3

40.0

19.5

21.2

10.0

36.4

27.8

34.2

31.8

12.5

28.1

32.8

24.9

50.0

20.0

24.4

24.2

30.0

22.7

25.0

9.6

22.7

27.1

34.4

34.3

2.4

10.0

10.0

5.6

4.1

4.5

2.1

1.5

0.2

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答
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図 II-11 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略【代理人】 

 

 

 

 

表 II-20 「省略可能とすべきでない」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

部 分 意 匠 制 度 の活 用 で対 応 できるから。  A 大 ・製  

物 品 の形 状 を把 握 するため。  B 大 ・製  

形 状 が不 明 瞭 になるおそれ。 B 中 小 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 を特 定 するため。  B 大 ・製  

意 匠 の特 徴 があらわれるか否 かは出 願 人 の意 図 のみで決 するものではないと

考 える。解 釈 に疑 義 が生 じる余 地 を増 やすべきではない。  
B 大 ・製  

使 用 や取 引 先 の実 体 は様 々。  C 中 小 ・製  

通 常 の使 用 状 態 でも目 に触 れるケースを完 全 に否 定 することはできない。  C 中 小 ・製  

上 記 設 置 面 を省 略 したければ部 分 意 匠 とすべき。  C 中 小 ・製  

流 通 時 に需 要 者 （業 者 含 む）の目 に触 れる。また、審 査 で他 の部 位 との関 係

が見 られる可 能 性 がある。  
C 大 ・製  

特 徴 の最 終 判 断 は審 査 官 のため。  C 大 ・製  

壁 面 に設 置 しやすい形 状 を特 徴 としている製 品 の場 合 、その特 徴 を表 すこと

ができないから。  
C 大 ・製  

通 常 の使 用 状 態 を物 品 毎 に定 義 できるか？  D 大 ・製  

特 徴 を現 せないケースが出 ないかを懸 念 。  D 大 ・製  

物 品 の特 定 に支 障 をきたす恐 れがあるため。  

図 面 についてある程 度 デフォルメ（ブラックアウト等 ）された図 面 を受 け入 れる

ことは良 いが、省 略 されるべきではない。  

（物 品 名 は出 願 人 がある程 度 自 由 に決 められるため、物 品 の特 定 には図 面

も重 要 であり、図 面 の省 略 を積 極 的 に認 めてほしくはない。）  

D 大 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 を特 定 するために必 要 である。  D 大 ・製  

登 録 意 匠 が特 定 できないため。 E 大 ・製  

近 年 は製 造 者 が想 定 していない使 用 状 態 がインターネットによって拡 散 、一

般 化 する事 例 があるため。  
F 中 小 ・製  

類 否 判 断 をする際 に全 く考 慮 する必 要 でないのであれば省 略 も可 能 であるか F 中 小 ・製  

N =

24 75.0 25.0 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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もしれないが、現 行 そのようにはなっておらず、省 略 可 能 とすべきではないと思

う。  

最 終 使 用 者 ではなく、中 間 者 （設 計 事 務 所 、設 置 業 者 等 ）が注 目 する場 合 が

ある。中 間 者 が主 にメーカー選 定 や物 品 選 定 に携 わるため、通 常 見 えない部

分 も差 別 化 できる部 分 であり、重 要 と考 える。  

F 大 ・製  

意 匠 全 体 の特 徴 点 がわかり難 くなる。  F 大 ・製  

部 分 意 匠 とすればよい。  F 大 ・製  

部 分 意 匠 制 度 との関 係 が混 乱 する。  G 中 小 ・製  

要 部 のとらえ方 が理 解 できる。 G 大 ・製  

意 匠 の形 態 特 定 に役 立 つため。 G 大 ・製  

通 常 の使 用 状 態 では目 に触 れなくても、取 引 の際 には重 視 される場 合 もあ

り、正 確 な対 比 を行 うためには必 要 な図 面 と考 える。  
G 大 ・製  

本 棚 の背 面 等 は設 置 状 態 によっては、目 に触 れる場 合 もある。  G 大 ・製  

権 利 範 囲 がわからない。  G 大 ・製  

取 引 において背 面 の形 状 も必 要 な場 合 がある。  G 大 ・製  

商 品 の流 通 時 には目 に触 れる。 G 大 ・製  

流 通 時 の意 匠 全 体 の形 態 がわかること望 ましい。  H 大・製 

意 匠 全 体 の形 態 を特 定 するのに必 要 。  H 中小・製 

全 体 像 がわからなくなるため。  H 大 ・製  

取 引 （設 置 前 ）では目 に触 れて取 引 者 （需 要 者 ）が注 意 を引 く部 分 に該 当 す

る場 合 がある。そのような面 を意 匠 評 価 で考 慮 されないようにしたいのなら部

分 意 匠 制 度 を利 用 すべき。  

H 中 小 ・製  

特 徴 があらわれないとしても、事 例 としては思 いつかないが、一 面 ないと全 体

像 が理 解 しにくいものがありそうなため。  
H 大 ・製  

使 用 時 に目 に触 れなくても権 利 範 囲 であることには変 わりないため。  H 大 ・製  

物 品 の取 引 状 態 と使 用 状 態 が必 ずしも一 致 しないと思 われる。  H 大 ・製  

現 状 の記 載 目 的 と同 じ。  H 大 ・製  

日 本 国 民 にとってあまりメリットが無 い。  H 大 ・製  

全 体 意 匠 としての権 利 範 囲 が曖 昧 になりそうなので。  H 中 小 ・製  

クリアランス問 題 の点  H 大 ・製  

形 状 の全 体 イメージがつかみにくくなる。  H 大 ・製  

全 体 形 状 を明 確 にしておく必 要 があると考 えるから。  H 大 ・製  

流 通 途 上 では目 に触 れる。  H 大 ・製  

全 体 の形 状 を明 確 に示 すため。 H 大 ・製  
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意 匠 全 体 のイメージの把 握 に必 要 。  H 大 ・製  

省 略 する必 要 性 が分 からない。  H 大 ・製  

絶 対 に目 に触 れないとは言 えないし、取 引 者 の目 には触 れるし、それが物 品

選 定 の基 準 となることも考 えられる。  
H 大 ・製  

全 体 を特 定 するのに必 要 。  H 大 ・製  

全 体 を把 握 するため省 略 不 可 。  H 大 ・製  

省 略 したい場 合 は、部 分 意 匠 を使 えばよいから。  H 大 ・製  

意 匠 を正 確 に把 握 するため。 H 大 ・製  

見 えない部 分 も全 体 への形 状 に関 与 する。  H 大 ・製  

立 体 把 握 上 の不 都 合 が想 定 できない。  H 大 ・製  

意 匠 全 体 の特 定 がしやすい。 H 大 ・製  

現 状 の考 えでよい。  J 中 小 ・製  

当 事 者 であれば容 易 に想 像 できるが、その分 野 に携 わっていない者 には想 像

が困 難 な場 合 がある。  
J 中 小 ・製  

なじみのない物 品 では形 状 特 定 が難 しいと感 じるため。  J 中 小 ・製  

不 要 との判 断 が困 難 。  J 大 ・製  

形 態 をはっきりさせることで権 利 範 囲 も明 確 になる。  J 中 小 ・製  

目 に触 れない面 も特 徴 ある場 合 もある。  J 中 小 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 特 定 のため。 K 大 ・製  

形 態 の特 定 に必 要 。  K 中 小 ・製  

判 断 できなくなるため。  K 大 ・製  

判 り易 さ、明 確 性 。  K 大 ・製  

権 利 の一 部 と考 えるため。  L 中 小 ・製  

全 体 の形 態 がイメージできなくなる。  L 中 小 ・製  

参 考 にすべきなので。  L 中 小 ・製  

権 利 解 釈 に影 響 が出 る。  L 中 小 ・製  

製 造 者 には必 要 。  L 大 ・製  

省 略 する必 要 性 を感 じないので。  L 大 ・製  

全 体 の形 態 がイメージしやすい。  L 大 ・製  

どの様 な使 い方 をされるかは、購 入 者 の判 断 による。そのため全 体 の意 匠 を

明 確 にする必 要 有 り。  
L 大 ・製  

六 面 図 から物 品 を特 定 すべきだと思 う。  M,N 中 小 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 が特 定 し易 いため。  M,N 中 小 ・製  

出 願 人 側 の立 場 は、少 ない図 面 がよい。しかし、調 査 側 の立 場 は、複 数 の公 M,N 中 小 ・製  
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報 を一 枚 一 枚 見 るときに形 状 を把 握 しにくい。  

省 略 しない方 が、明 確 であると考 えるため。  M,N 中 小 ・製  

省 略 したい場 合 、部 分 意 匠 で対 応 。  M,N 中 小 ・製  

流 通 時 においては、目 に触 れるから。  M,N 中 小 ・製  

通 常 の使 用 状 態 の定 義 は変 わるため。（不 必 要 に背 面 図 等 で権 利 範 囲 を狭

くはしたくないが）  
M,N 大 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 が特 定 できなくなるため。  M,N 大 ・製  

物 品 構 造 の特 定 に必 要 。  M,N 中 小 ・製  

第 三 者 的 には確 認 したい時 もあるため。  M,N 大 ・製  

実 際 の使 用 時 に設 置 面 は他 人 の目 に触 れないとしても、その物 品 としては背

面 や底 面 が存 在 し、物 品 の流 通 時 にはそうした面 も他 人 の目 に触 れる部 分

であるため、全 体 意 匠 として権 利 を求 める場 合 は省 略 可 能 とすべきではない

と考 えます。  

M,N 大 ・製  

意 匠 権 全 体 イメージを把 握 するため必 要 。  M,N 大 ・製  

流 通 段 階 での必 要 性 あり。  M,N 大 ・製  

通 常 の使 用 状 態 では目 に触 れなくても、取 引 の際 には重 視 される場 合 もあ

り、正 確 な対 比 を行 うためには必 要 な図 面 と考 える。  
M,N 大 ・製  

通 常 の使 用 状 態 では目 に触 れなくても、取 引 の際 には重 視 される場 合 もあ

り、正 確 な対 比 を行 うためには必 要 な図 面 と考 える。  
M,N 大 ・製  

商 取 引 上 は、該 当 物 品 の全 体 の形 態 が目 に留 まるため。  M,N 大 ・製  

デザイン上 特 徴 が現 れない部 分 であっても、デザインの詳 細 を把 握 する ため

に、省 略 すべきではない。  
M,N 大 ・製  

流 通 時 に需 要 者 （業 者 含 む）の目 に触 れる。また審 査 で他 の部 位 との関 係 が

見 られる可 能 性 がある。  
M,N 大 ・製  

出 願 物 が架 空 でないことを示 す意 味 で。  M,N 大 ・製  

設 置 面 の図 面 により、他 面 の形 状 が明 確 になる場 合 があるため。  M,N 大 ・製  

実 施 の状 態 の特 定 が困 難 になりクリアランス時 に抵 触 判 断 が困 難 となるた

め。 
無 回 答  

中 小 ・非 製  

流 通 時 には目 で触 れないとは限 らないから。  無 回 答  中 小 ・非 製  

あった方 が特 定 し易 い混 乱 を防 ぐ。  無 回 答  中 小 ・非 製  

省 略 可 否 の判 断 が難 しいのではないか。  無 回 答  大 ・非 製  

意 匠 全 体 の形 態 を特 定 するため。  無 回 答  大 ・非 製  

例 外 が多 いと、調 査 が困 難 になるから。  無 回 答  無 回 答  
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表 II-21  「その他」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

図 形 の省 略 はされても、文 字 での説 明 文 は入 れるべき。 B 中 小 ・製  

設 置 後 見 えない部 分 であっても（一 般 ユーザーから見 て）開 発 者 側 の立 場 か

ら見 ると、重 要 な意 匠 的 要 素 が含 まれることがあるかもしれない。具 体 的 な例

は出 せないが。外 観 は違 っても内 部 機 構 などをコピーされるケースも有 りま

す。  

E 中 小 ・製  

省 略 が可 能 ならばしたいが、省 略 するしないの判 断 が不 明 。  G 大 ・製  

通 常 、意 匠 面 ではなく出 願 人 が不 要 と考 える場 合 は省 略 可 とすべき。  G 大 ・製  

ユーザーの選 択 に任 せても良 い。  H 中 小 ・製  

他 社 出 願 に関 してはどちらでも良 いが、自 己 の出 願 においては権 利 範 囲 を明

らかにすべく省 略 する予 定 はない。  
H 大 ・製  

設 置 面 が特 徴 でなくとも設 置 面 を部 分 意 匠 とする出 願 の審 査 では必 要 なの

で開 示 しておくべきではないかと考 える。  
H 大 ・製  

部 分 意 匠 で出 願 することもできるので。  J 大 ・製  

部 分 意 匠 との関 係 は？特 徴 があらわれないとの判 断 基 準 は？  K 大 ・製  

要 部 でなければ省 略 可 能 としても良 い。ただし、基 本 的 に六 面 図 は必 須 と考

える。  
M,N 大 ・製  

どちらでもよい。  無 回 答  その他  

背 面 等 を破 線 とした部 分 意 匠 の出 願 と比 較 して、審 査 や権 利 行 使 などにお

いて平 等 に取 り扱 われるならば省 略 可 とすべき。  
無 回 答  大 ・非 製  

 

表 II-22  「省略可能とすべきでない」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄 

物 品 を特 定 するために必 要 。 

意 匠 全 体 の形 態 を特 定 するため。  

通 常 、目 に触 れないとしても、もし、その面 に特 徴 的 な創 作 がなされた場 合 、先 行 意 匠 等 にその面 の図 面 がな

ければ、類 否 判 断 の際 、不 明 確 とされる恐 れがある。  
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表 II-23  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

通 常 使 用 において視 認 されない面 の図 は、省 略 する全 体 形 状 が不 明 確 にな

るのであれば省 略 は容 認 できないが、省 略 したとしても全 体 形 状 が特 定 される

のであれば、その範 囲 に限 定 して省 略 可 能 とすべき。  

D 大 ・製  

物 品 の特 定 に支 障 をきたす恐 れがあるため省 略 は認 めるべきでないが、ある

程 度 デフォルメすること（例 えばブラックアウト等 ）を許 容 すべき。  
G 大 ・製  

プリンター等 のように、必 ずしも重 量 物 とまでは言 い得 ない製 品 でも、常 に据 え

置 いて底 面 や背 面 を見 ることがない製 品 は、図 を省 略 しても良 い。  
H 大 ・製  

明 確 なルールさえあれば、省 略 可 能 。詳 細 にルールが決 まっていれば、省 略

可 能 な面 をあえて省 略 しない場 合 、当 該 部 分 が要 部 であるとのメッセージにも

なり得 る。  

H 大 ・製  

海 外 の登 録 例 は権 利 範 囲 がわからないことがある。日 本 はわかりやすく、図 面

だけで全 体 形 状 が把 握 できる。  
H 大 ・製  

省 略 部 分 におけるルールは、記 載 したことによって不 当 に権 利 範 囲 が縮 小 し

たり、記 載 しなかったことで、想 定 よりも権 利 範 囲 が拡 大 したりすることがないよ

うな制 度 設 計 を希 望 。省 略 部 分 はディスクレームとする運 用 を固 めるべき。  

H 大 ・製  

設 置 面 に特 徴 がなくとも、審 査 上 は必 要 であり、開 示 すべき。理 由 は 2 点 。①

当 社 の製 品 の多 くは、通 常 の使 用 状 態 では目 に触 れない部 分 が少 ない。②意

匠 権 は図 面 で権 利 範 囲 を示 すものであり、図 面 をみて権 利 範 囲 が明 示 的 に

分 かる必 要 がある。設 置 面 に特 徴 が無 ければ、図 を省 略 するのではなく、アウ

トラインを描 けばよい。他 業 種 で、省 略 したいという要 望 があれば、省 略 しても

よいだろうが、その場 合 は明 確 なルールを定 めて実 施 すべき。一 方 、そうした明

確 なルールは、世 界 的 に見 れば日 本 独 自 のルールとなり、世 界 の要 件 調 和 に

逆 行 する点 を懸 念 する。  

J 大 ・製  

特 徴 もなく、権 利 主 張 する意 思 もないときに、選 択 肢 として図 を省 略 することが

できるようにするとよい。  
B,D 大 ・製  

出 願 人 の裁 量 で、省 略 範 囲 を指 定 して、一 定 の省 略 を認 めるべき。  G,G 大 ・製  
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表 II-24  ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見 

諸 外 国 の方 が省 略 可 能 な図 の範 囲 が広 い場 合 がある一 方 、日 本 では重 量 物 以 外 は底 面 図 の省 略 ができない

ため、外 国 から優 先 権 主 張 を伴 い日 本 に出 願 する案 件 は、そのままの図 面 で出 願 すると、オフィスアクションの

対 象 となる場 合 がある。通 常 の使 用 状 態 で目 に触 れない部 分 は要 部 ではないと考 えれば、当 該 面 の図 は省 略

可 能 とすべき。  

省 略 可 能 とすべきではあるが、通 常 の使 用 状 態 で目 に触 れなくとも流 通 の際 には目 に触 れる場 合 もあり、例 え

ば背 面 も「運 搬 しやすい」「壁 に設 置 しやすい」という特 徴 が僅 かでもある場 合 、省 略 すべきでないのではないか。

権 利 行 使 など係 争 になったときに問 題 となる。一 方 、容 器 の断 面 図 や香 水 瓶 の中 など、不 要 ではと思 う図 も存

在 。権 利 行 使 の視 点 からは、権 利 内 容 の特 定 ができればよい。省 略 箇 所 は出 願 人 が権 利 主 張 していないと考

えることが可 能 であれば省 略 しても良 いだろう。部 分 意 匠 のその他 の部 分 とするのが良 いだろう。  

説 明 により、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 とその他 の部 分 との区 別 が明 らかであるとしても、図 で描 き分 ける

必 要 がある。クリアランスは、まず図 面 に基 づいて行 うことが多 い。描 き分 けがないと、大 きな運 用 変 更 となり混

乱 が生 じる可 能 性 がある。  

（iv） 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れ

る内側の形態を表す図の省略 

B-4: 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合、現状では、意匠登

録を受けようとする部分と、それ以外の部分を特定するために、意匠登録を受け

ようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、意匠登録を

受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する

方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する必要があります。  

以下の（ア）、（イ）における場合は、意匠登録を受けようとする部分以外の部

分のみが表れる内側の形態を表す図であっても、省略することができません。  

今後、そのような意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側

の形態を表す図について、省略を認めるべきとお考えですか。  

 

（ア）折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形

態についてのみ意匠登録を受けようとする場合 

（イ）蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の

外側の形態についてのみ意匠登録を受けようとする場合  
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図(ア)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(イ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開いた状態の正面

図】  

【平面図】  【底面図】  

【右側面図】  【背面図】  【正面図】  【左側面図】  

【正面図】  【背面図】  【蓋部の正面図】  

【収容部の正面】

図】  

【収容部の平面図】  【蓋部の平面図】  
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部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内

側の形態を表す図の省略については 46.8%の企業が「（ア）（イ）のいずれも省略

可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企業

は 26.8%だった。 

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」とする理由として、「説明

だけ、形状的な限定をしないで済むのであれば、省略しても良い」*、「省略可能

とすべきだが、クリアランスの際、全体意匠と誤解する可能性がある。」*、「出

願人の判断に任せるべき。例えば開閉部を有するものについて、開いた状態の

形態を強調するために開いた状態のみで出願したとする。その際、開閉の可否

が不明となるリスクは出願人に負わせれば良い。」*【大企業（製造業）、J グル

ープ（一般機械器具）】という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」とした企業は大企業（非製造業）、中小企業（製

造業）で割合が大きい。また、「省略可能とすべきでない」とした企業は B グル

ープ（衣服及び身の回り品）、G グループ（運輸又は運搬機械）、C グループ（生

活用品）で割合が大きい。 

これらのグループの企業は全体の把握と、審査・調査時の形状把握を訴求し

ている可能性が高い。例えば、B グループ（衣服及び身の回り品）では「多方向

からの図があるため、全体の形、構想を想像できる」という意見が挙がっており、

G グループ（運輸又は運搬機械）では「出願人側の立場は、少ない図面がよいが、

調査側の立場は、複数の公報を一枚一枚見るときに形状を把握しにくい。」、「登

録を受けようとする部分以外の部分も他の部位との関係で審査、権利範囲に影

響するため。」という意見が挙がっており、C グループ（生活用品）では「包装

用噴霧器など噴霧器部分が破線部であっても、意匠分類を決定する際に破線部

の形状が影響することが考えられ、クリアランスの際など第三者の立場では権

利解釈に不安が残るため。」という意見が挙がっている。 

一方、代理人では 62.5%が「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」

と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする代理人は 20.8%だった。

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」と回答した代理人の割合は、

同様の回答をした代理人よりも高い傾向にある。「（ア）（イ）のいずれも省略可

能とすべきである」と回答した代理人は「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべ

きである」と回答した企業よりも多い傾向にあり（企業「（ア）（イ）のいずれも

省略可能とすべきである」46.8％）、「省略可能とすべきでない」とする代理人

の割合は、「省略可能とすべきでない」とする企業の割合と同程度であった（企

業「省略可能とすべきでない」26.8%）。 

「（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである」と回答した理由として、「現
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行運用は、意匠の認定において蓋の内部形状の開示を重要視しているが、商品

の特性によっては、開示を要する場合と不要な場合とがある。」*、「外観の六面

図に加え、キャップを取り外した図を作成するのは負担が大きい。願書に説明

を記載すれば良しとすべき。例えば、物品名がマーカーや万年筆であればペン

先は自ずとわかる。特徴がある場合は別途図面を提出するはずだ。」 *という意

見が挙げられた。 

「省略不可」とした理由として、「（ア）について、開き方は内部形態とは無

関係に、特定されるべき。」、「開いた状態の正面図がある方が全体を把握しやす

い」、「部分の特定、全体意匠との区別に問題を生じる。」という意見が挙げられ

た。 

 

図 II-12 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業】 

 

  

N=455

46.8 26.8 22.4
2.4

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである
省略可能とすべきでない
わからない
その他

無回答



  

- 311 - 

 

図 II-13 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：規模別】 3 

 

図 II-14 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：規模別】 

 

  

                                                 
3 図中の「 N=122」は設問 B-4 にて「省略可能とすべきでない」と回答した企業全体の数  

 

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17
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その他 6

46.8

50.9

29.4

43.8

33.3

16.7

26.8

24.7

41.2

30.0

28.6

16.7

22.4

20.4

17.6

23.8

33.3

50.0

2.4

2.9

5.9

1.5

1.5

1.1

5.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない

％

N = 122

（ア）は省略不可 （イ）は省略不可 　無回答

7
7
.9

7
8
.7

7
.4

7
9
.7

7
9
.7

7
.2

8
5
.7

7
1
.4

0
.0

7
4
.4

7
6
.9

1
0
.3

6
6
.7

1
0
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

全 体 大企業（製造業） 大企業（非製造業）

中小企業（製造業） 中小企業（非製造業） その他



  

- 312 - 

 

図 II-15 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【企業：製品分類別】 

 
 

図 II-16 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが

表れる内側の形態を表す図の省略【代理人】 

 

表 II-25 「省略不可」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

分 離 可 能 な意 匠 は、分 離 状 態 も確 認 できた方 が抵 触 判 断 が不 明 確 にならな

い。  
A 大 ・製  

物 品 の特 定 が難 しくなる。  B 大 ・製  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 を特 定 する際 に必 要 であると思 う。  B 大 ・製  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

48.7

50.0

40.0

46.3

54.5

50.0

59.1

41.7

58.9

45.5

45.8

46.9

43.3

26.4

8.3

50.0

31.7

27.3

20.0

22.7

36.1

21.9

27.3

22.9

21.9

28.4

21.5

41.7

10.0

19.5

15.2

30.0

13.6

16.7

17.8

22.7

25.0

31.3

22.4

2.4

2.4

5.6

1.4

4.5

6.3

3.0

1.0

3.0

4.5

3.0
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（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない

N =

24 62.5 20.8

0.0
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（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである
省略可能とすべきでない
わからない
その他

N=24     
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（ア）に対 しては、意 匠 全 体 の形 態 の把 握 が可 能 で、（イ）に対 しては、正 面 図

により、蓋 部 と収 納 部 の正 面 図 にて把 握 可 能 である。  
B 大 ・製  

パッと見 て、すぐに何 なのかがわからなくなりそう。 色 々な方 向 の図 があるか

ら、全 体 の形 、構 造 が想 像 できる。  
B 中 小 ・製  

省 略 すると解 りにくくなる。  B 中 小 ・製  

（ア）は、どこを省 略 しようとしているのかが一 目 でわかりやすい。（イ）は月 状 の

部 分 が表 面 の図 か、凹 をもっているかがわかる。  
C 中 小 ・製  

調 査 時 や権 利 解 釈 に役 立 つと思 われる。  C 大 ・製  

確 認 する側 に立 つと、必 要 な情 報 と考 えられる。  C 中 小 ・製  

例 えば包 装 用 噴 霧 器 など噴 霧 器 部 分 が破 線 部 であっても、意 匠 分 類 を決 定

する際 に破 線 部 の形 状 が影 響 することが考 えられ、クリアランスの際 など第 三

者 の立 場 では権 利 解 釈 に不 安 が残 るため。  

C 大 ・製  

外 観 が要 部 であり、携 帯 も通 話 部 が物 品 の要 部 であり省 略 すべきでない。  C 中 小 ・製  

あった方 がわかりやすい。  C 中 小 ・製  

複 数 の物 の組 合 せで発 生 する意 匠 権 であれば、省 略 すべきではなく、全 容 を

開 示 することが望 ましい。  
C 大 ・製  

形 状 認 識 の正 確 性 が高 まる。 C 中 小 ・製  

（ア）は開 いた状 態 の背 面 図 が登 録 を受 けようとする部 分 の範 囲 内 であること

から、背 面 図 と対 向 する正 面 図 も必 要 。  
C 中 小 ・製  

より具 体 的 な方 がいい。内 容 を理 解 しやすい。  C 大 ・製  

どういったものが記 載 されるかは、破 線 においても重 要 なので。  D 大 ・製  

開 くこと、分 割 できることの表 現 が何 らかの形 で必 要 と思 われるため。  D 中 小 ・製  

出 願 人 の意 図 の把 握 のため。 D 大 ・製  

この例 では、蓋 と本 体 が、どのように組 み合 わさるのかを把 握 する上 で、必 要

になると思 われるため。  
D 大 ・製  

形 状 を特 定 するために外 形 線 は必 要 。  D 大 ・製  

全 体 が特 定 されなくなり、一 見 してわかりにくいので。  E 中 小 ・製  

点 線 部 分 は詳 細 に描 く必 要 がないので大 きな負 担 にはならない。点 線 部 分 は

あった方 が形 状 を理 解 し易 い。  
F 大 ・製  

物 品 の形 や配 置 が分 かるようにするため。  F 中 小 ・製  

ないと第 三 者 が理 解 できない。  F 大 ・製  

省 略 されると、全 体 形 状 のイメージがつかみにくくなる。  G 大 ・製  

全 体 の中 の部 分 の位 置 ・大 きさが判 りにくくなると思 われるから。  G 大 ・製  

立 体 形 状 が分 からないため。  G 中 小 ・製  
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出 願 人 側 の立 場 は、少 ない図 面 がよい。しかし、調 査 側 の立 場 は、複 数 の公

報 を一 枚 一 枚 見 るときに形 状 を把 握 しにくい。  
G 中 小 ・製  

登 録 を受 けようとする部 分 以 外 の部 分 も他 の部 位 との関 係 で審 査 、権 利 範

囲 に影 響 するため。  
G 大 ・製  

（ア）は自 動 車 のドアを当 てはめ、（イ）は水 筒 の蓋 （コップ）を当 てはめた場 合 、

省 略 可 能 と考 えられる。  
G 大 ・製  

(ア)(イ )で省 略 しようとしている図 面 は、本 棚 や照 明 器 具 の設 置 面 とは違 い消

費 者 の目 につきやすい部 分 である。  

加 えて、 (ア )(イ )はともに省 略 しようとしている正 面 図 や平 面 図 が提 出 されるこ

とによって、物 品 が携 帯 電 話 や円 形 の箱 であることがよくわかる。（＝物 品 の

特 定 がしやすい。）  

これらの図 面 が省 略 されることで、物 品 の特 定 が難 しくなる恐 れがあるため省

略 すべきでないと考 える。  

G 大 ・製  

開 閉 機 構 を開 状 態 にした際 に、どの程 度 の角 度 まで開 くのかによって、外 側

の形 態 の見 え方 （印 象 ）が変 化 する可 能 性 があるため。  
G 大 ・製  

内 側 のどこまでが破 線 でどこまでが実 線 なのか分 からない。  G 大 ・製  

（イ）の事 例 で省 略 可 としてしまうと、全 体 の形 状 が略 球 形 ということが把 握 で

きなくなってしまう可 能 性 が生 じるため。  
G 大 ・製  

破 線 部 分 のみが表 れる図 であっても、実 線 部 分 の位 置 ・大 きさ・範 囲 を判 断

する際 の重 要 な情 報 になる場 合 もある。よって、省 略 すべきではないと思 う。  
H 大 ・製  

その製 品 の使 用 状 態 や全 体 像 の分 かりやすさ。  H 大 ・製  

外 国 の法 制 と共 通 とすべき。  H 大 ・製  

（ア）、（イ）のいずれも省 略 すると、物 品 の形 状 がわかりにくくなり、類 否 判 断 し

づらい。  
H 大 ・製  

部 品 の特 定 のため。  H 中 小 ・製  

外 観 のみの開 示 は、その機 能 が反 映 されたものか否 かが、わかりづらく、把 握

しづらい類 似 が、より把 握 しづらくなる。  
H 中 小 ・製  

権 利 を明 確 にするため。  H 中 小 ・製  

（ア）は六 面 図 のみから、開 いた状 態 がどのような形 態 かがわからないため。

（イ）はフタと収 容 部 が分 離 されることがわかるので省 略 可 能 。  
H 大 ・製  

出 願 人 の想 定 した形 態 が分 かった方 が権 利 範 囲 を特 定 し易 いと思 う。  H 大 ・製  

開 閉 する物 品 のようなもので、中 身 が予 測 できない可 能 性 がある場 合 は、参

考 図 でも付 けた方 が、見 る側 、特 に審 査 官 にも親 切 なのでは。  
H 大 ・製  

産 業 上 利 用 可 能 であるか判 断 できない事 例 が発 生 する可 能 性 がある。  H 大 ・製  
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アについては開 いた状 態 は関 係 ない図 面 であるため必 要 ではない。  H 中 小 ・製  

全 体 としてどのような形 態 の意 匠 か一 目 でわかりにくくなる。 J 大 ・製  

意 匠 全 体 の形 態 を把 握 するために必 要 と考 える。  J 中 小 ・製  

たとえディスクレーム部 分 においても、例 外 なく六 面 図 で出 願 することが望 まし

い。  
J 大 ・製  

明 確 性 。  J 中 小 ・製  

（イ）の平 面 図 が無 い場 合 、どこを正 面 とするかは任 意 なので、正 面 図 と背 面

図 から、円 筒 や円 柱 （かまぼこ型 の蓋 部 と収 容 部 ）の可 能 性 も否 定 できない

ので。  

J 大 ・製  

使 用 される全 ての形 態 を図 にすべき。  K 大 ・製  

（ア）は使 用 状 態 を示 す参 考 図 のため、需 要 者 の目 に触 れる。破 線 とはいえ、

意 匠 の美 感 を起 こさせる一 役 を買 うと考 えるため。  
K 大 ・製  

物 品 全 体 と部 分 の間 係 がわかるように、図 面 を書 くべき。  K 大 ・製  

イメージがわきにくくなる可 能 性 があるため。  K 中 小 ・製  

使 用 状 況 によって形 態 が変 化 するものの場 合 、形 態 を特 定 するために省 略 し

ないほうがよい。  
K 大 ・製  

省 略 されることにより、目 視 で確 認 できない部 分 が発 生 すると、余 計 な出 願 を

しなければならない場 合 が生 じる恐 れがあるため。  
K 大 ・製  

（ア）どの部 分 意 匠 であるか特 定 する必 要 があるため。  K 大 ・製  

全 体 があっての部 分 意 匠 であるべき。  L 中 小 ・製  

記 載 されていればわかり易 い。不 意 な権 利 行 使 がない。  L 大 ・製  

物 品 の機 能 が不 明 確 となるため。  L 中 小 ・製  

権 利 が広 くなりすぎる。  L 大 ・製  

後 で見 た時 に分 かり易 いので、省 略 すべきでない。  L 中 小 ・製  

部 分 だけの記 載 ではどの部 分 かが判 り辛 くなる場 合 があるため。  M,N 大 ・製  

調 査 の際 意 匠 の全 体 イメージの把 握 に必 要 。  M,N 大 ・製  

省 略 はどのような物 品 であるかの理 解 を妨 げる可 能 性 がある。  M,N 大 ・製  

全 体 を特 定 するため、必 要 。  M,N 大 ・製  

物 品 の具 体 的 な構 成 がわからなくなる。  M,N 中 小 ・製  

（イ）の場 合 は、平 面 図 がないと全 体 意 匠 が把 握 しづらい。  M,N 大 ・製  

形 態 が分 からないから。  M,N 大 ・製  

実 施 品 の特 定 が困 難 な場 合 があるため。  M,N 大 ・製  

凹 面 等 の場 合 、断 面 で表 せばいいもの  M,N 中 小 ・製  

意 匠 が特 定 できない場 合 もある。  M,N 中 小 ・製  
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意 匠 権 全 体 イメージを把 握 するため必 要 。  M,N 大 ・製  

中 国 のように部 分 意 匠 の制 度 が設 定 されていない国 もあり、そのような国 に出

願 する際 に支 障 を来 すところがあるため。  
M,N 大 ・製  

平 面 図 があってはじめて球 形 とわかるから。  無 回 答  中 小 ・非 製  

物 品 特 定 の有 無 による。  無 回 答  中 小 ・非 製  

ボタンと画 面 が逆 の場 合 もありえるため意 匠 権 の権 利 範 囲 を明 確 にすべきと

考 える。  
無 回 答  大 ・非 製  

先 行 意 匠 の調 査 時 に類 似 のイメージが考 えにくくなる。  無 回 答  大 ・非 製  

登 録 を受 けようとする部 分 以 外 の部 分 も、他 の部 位 との関 係 で審 査 ・権 利 範

囲 に影 響 するため。  
無 回 答  中 小 ・非 製  

（ア）開 いた状 態 の背 面 図 があれば省 略 可  

（イ）月 状 の部 分 の凹 凸 感 が明 確 になるので必 要 。  
無 回 答  大 ・非 製  

形 態 が分 かりやすい。  無 回 答  中 小 ・非 製  

意 匠 を把 握 しづらくなるから。  無 回 答  大 ・非 製  

 

表 II-26  「その他」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

出 願 人 としては省 略 したいが、第 三 者 としては省 略 してもらいたくない。  C 大 ・製  

（ア」に関 しては、開 いた状 態 を示 すために必 要 と考 えるが、開 いた状 態 のボ

タンなどの記 載 については簡 略 記 載 を可 とすべき。  
G 大 ・製  

可 動 する物 品 の部 分 意 匠 について、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が可 動

した際 に現 れる場 合 は、その状 態 図 を記 載 した方 がよい。  
G 大 ・製  

（イ）は省 略 可 能 とすべき。  H 中 小 ・製  

どちらでも構 わない。  J 中 小 ・製  

省 略 してもいいが、参 考 図 として開 いた状 態 の正 面 図 などを記 載 し、物 品 が

特 定 できるようにした方 がいいと思 う。  
K 大 ・製  

「意 匠 の説 明 」の欄 での記 載 は必 須 であれば、省 略 しても良 いかも。  K 大 ・製  

参 考 資 料 に示 された事 例 は、いずれも「閉 じた状 態 」の全 ての面 が意 匠 登 録

を受 けようとする部 分 であるため、「開 いた状 態 」においても、外 形 線 (最 も外

側 の線 )は実 線 で描 かれるものと思 われる。  

意 匠 登 録 を受 けようとする範 囲 が外 側 面 の一 部 であり、「開 いた状 態 」の全

てが破 線 であらわされる場 合 は、 (ア)(イ)共 に省 略 可 能 とすべきと考 える。  

複 数  大 ・製  

（ア）は省 略 不 可 。物 品 が携 帯 電 話 であり、内 側 の形 態 は利 用 者 が操 作 す 無 回 答  大 ・非 製  
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る部 分 であることを考 慮 すると、内 側 の形 態 が外 側 の形 態 の用 途 ・機 能 を

特 定 する上 で必 要 になってくるため。（イ）は物 品 が何 かがわからないが、仮

に単 なる箱 であるとすると、携 帯 電 話 と比 較 すると内 側 の形 態 が外 側 の形

態 に与 える影 響 は少 ないと考 えられるので省 略 可 としてもよいように思 う。  

 

表 II-27  「省略不可」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

（ア）について、「どのように開 くのか」は、内 部 形 態 とは無 関 係 に、特 定 されるべき。  

部 分 の特 定 、全 体 意 匠 との区 別 に問 題 を生 じる。  

動 的 要 素 があれば必 要 。  

［開 いた状 態 の正 面 図 ］がある方 が物 品 の全 体 を把 握 しやすい。  

 

表 II-28  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

物 品 が特 定 出 来 る範 囲 での省 略 を可 能 とすべきで意 匠 の説 明 に明 記 する必 要 がある。  

省 略 可 能 でよいですが、省 略 した図 には部 分 意 匠 の範 囲 外 しか表 れないことにつき、意 匠 の説 明 に記 載 されて

いた方 がわかりやすいと思 う。 

（ア）も（イ）も破 線 部 分 を開 示 しないという意 味 では省 略 可 能 に賛 成 だが、ただし、物 品 全 体 の形 態 を明 確 にす

るために、（ア）折 り畳 み式 の携 帯 電 話 機 であること（開 いた状 態 の構 成 の具 体 的 な開 示 ）や（イ）蓋 が取 り外 し

可 能 な容 器 であることは明 確 に開 示 されるべきである。  

 

表 II-29  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

説 明 だけ、形 状 的 な限 定 をしないで済 むのであれば、省 略 しても良 い。一

方 、サーチする際 は不 便 であろう。現 在 は、部 分 意 匠 であるか否 かは、破 線

の有 無 、CG の塗 り分 け等 を見 て判 断 しており、省 略 があると部 分 意 匠 と気

づかないかもしれない。  

D 大 ・製  

省 略 を認 めると、図 面 のみでクリアランスできなくなり、全 ファイルを開 いて確

認 しなければならなくなり不 便 。  
D 大 ・製  

（ア）の事 例 は、携 帯 電 話 は内 部 がないと機 能 が特 定 できない点 、どこから D 大 ・製  
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開 くのかが当 事 者 判 断 に任 されることとなるため省 略 不 可 とすべき。（イ）は

機 能 の特 定 には影 響 しないため断 面 図 があれば省 略 可 能 。破 線 が用 途 ・機

能 に影 響 する場 合 は省 略 できないが、そうでなければ省 略 可 能 。  

省 略 可 能 とすべきだが、クリアランスの際 、全 体 意 匠 と誤 解 する可 能 性 があ

る。（ア）の例 では、二 つ折 りの携 帯 電 話 ではなく、スマートフォンと誤 解 する

可 能 性 がある。  

F 大 ・製  

米 国 ではノートパソコンは閉 じたまま権 利 取 得 が可 能 。しかしながら、内 部 が

わからないのは実 務 上 困 る。破 線 であっても開 示 されている方 が有 り難 い。  
H 大 ・製  

物 品 によっては破 線 が省 略 されることによって、用 途 機 能 が不 明 確 となる。

侵 害 訴 訟 における物 品 の類 否 の判 断 の際 に、支 障 が生 じるおそれがある。  
H 大 ・製  

出 願 人 の判 断 に任 せるべき。例 えば開 閉 部 を有 するものについて、開 いた

状 態 の形 態 を強 調 するために開 いた状 態 のみで出 願 したとする。その際 、開

閉 の可 否 が不 明 となるリスクは出 願 人 に負 わせれば良 い。現 状 は、開 閉 両

方 の状 態 の開 示 が義 務 付 けられているが、今 後 は、出 願 人 の判 断 に任 せる

べき。  

J 大 ・製  

ルールを明 確 にして行 えば良 いが、日 本 のみの独 自 ルールとなる危 険 性 が

ある。  
J 大 ・製  

 

表 II-30  ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

蓋 と本 体 が分 離 する意 匠 について、文 房 具 はキャップを外 した図 、香 水 瓶 ではスプレー部 分 が表 れた図 の提 出

を求 められるが、キャップを閉 じた状 態 の権 利 だけが欲 しい場 合 は、省 略 可 能 とすべき。現 行 運 用 は、意 匠 の認

定 において蓋 の内 部 形 状 の開 示 を重 要 視 しているが、商 品 の特 性 によっては、開 示 を要 する場 合 と不 要 な場

合 とがある。  

外 観 の六 面 図 に加 え、キャップを取 り外 した図 を作 成 するのは負 担 が大 きい。願 書 に説 明 を記 載 すれば良 しと

すべき。例 えば、物 品 名 が「マーカー」や「万 年 筆 」であればペン先 は自 ずとわかる。そこに特 徴 がある場 合 は別

途 図 面 を提 出 するはずだ。  

（v） 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き

分けの省略 

B-5: 「意匠の説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部

分が特定できる場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分と、
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その他の部分とを描き分ける必要はないとお考えですか。  

 

部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の描き分け

の省略については 26.6%の企業が「描き分ける必要はない」と回答しており、「描

き分ける必要がある」とする企業は 54.1%だった。 

「描き分ける必要はない」とする理由として、「出願人の立場からは、描き分

けするか否かは、出願人の判断に任せるべき。」 *という意見が挙げられた。 

「描き分ける必要がある」とした企業は B グループ（衣服及び身の回り品）、

E グループ（趣味娯楽用品及び運動競技用品）、K グループ（産業用機械器具）、

C グループ（生活用品）、H グループ（電気電子機械器具及び通信機械器具）で

割合が大きい。 

一方、代理人は 12.5%が「描き分ける必要はない」と回答しており、「描き分

ける必要がある」とする代理人は 83.3%だった。これは、企業の割合とは異なる

傾向を示しており、「描き分ける必要がある」と回答した代理人は同様に回答し

た企業よりも多い傾向にある（企業「描き分ける必要がある」54.1%、「描き分

ける必要はない」26.6%）。 

「描き分ける必要がある」と回答した理由として「不明確な出願が増えること

への懸念」 *、「文章では、きちんと特定できるのか疑問。意匠登録を受けよう

とする部分が図面のみから把握できない」*、「類似判断がしにくい」*、「「意匠

の説明」での説明と、図面等による描き分けを両方することで、意匠の特定がよ

り明確になる。」 *、「図面は登録意匠の範囲を定めるに当たり必須のものであ

るため」*、「視覚的に特定できる方がわかりやすい。」、「クリアランス調査で

不便」、「当該記載の解釈如何で将来的に揉める虞があると考えられるから。」、

「文言の説明は曖昧なことがあるので、図面で描き分けるべき。逆に、説明は

省略されても問題はない。」、「国際的に見ても、説明を書くことができない国

は多く、外国では通用しない図法を日本で認めるのはミスリードになる可能性

が大きく避けるべきである。」、「意匠登録を受けようとする部分を一義的に明

確にして、また、一見して把握できるようにするため」という意見が挙げられた。 
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図 II-17 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業】 

 

 

図 II-18 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業：規模別】 

 

  

N=455

26.6 54.1 16.5
1.1

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

26.6

26.5

23.5

26.9

23.8

33.3

54.1

57.3

52.9

52.3

38.1

16.7

16.5

14.0

11.8

19.2

33.3

33.3

1.1

1.1

5.9

0.8

1.8

1.1

5.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答
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図 II-19 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【企業：製品分類別】 

 

 

図 II-20 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の

描き分けの省略【代理人】 

 

 

 

 

表 II-31  「描き分ける必要がある」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

意 匠 の権 利 範 囲 が確 定 するため。文 章 表 現 だけでは権 利 範 囲 が不 明 確

となるため。  
A 大 ・製  

説 明 のみだと、どこまで意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 か特 定 しにくいた

め。 
A 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  B 大 ・製  

意 匠 の形 態 を「意 匠 の説 明 」と図 面 にて確 認 できるため。 B 大 ・製  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

26.7

41.7

10.0

24.4

27.3

20.0

40.9

38.9

24.7

31.8

20.8

31.3

19.4

55.7

16.7

70.0

61.0

54.5

70.0

45.5

52.8

60.3

50.0

64.6

46.9

55.2

15.6

41.7

20.0

14.6

15.2

10.0

9.1

8.3

13.7

18.2

12.5

21.9

19.4

1.0

1.4

2.1

3.0

1.0

3.0

4.5

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他 無回答

N =

24 12.5 83.3

0.0

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

描き分ける必要はない 描き分ける必要がある わからない その他

N=24   



  

- 322 - 

 

どこが特 徴 なのかは、描 き分 けていた方 がわかりやすい。  B 中 小 ・製  

解 りにくくなる。  B 中 小 ・製  

描 き分 けた方 が明 確 であるから。（下 の例 と同 じ）  B 中 小 ・製  

描 き分 けた方 が、明 確 であると思 えるから。  B 中 小 ・製  

文 言 での特 定 では、不 明 確 となる場 合 が発 生 する恐 れがあるため。  B 大 ・製  

意 匠 の説 明 を読 んで図 を理 解 するのは面 倒 である。図 で検 討 する事 が多

い。  
C 中 小 ・製  

確 認 する側 に立 つと必 要 な情 報 と考 えられる。  C 中 小 ・製  

文 言 だけではあやふやであり目 で確 認 できた方 が良 い。  C 中 小 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  C 大 ・製  

物 品 と要 部 の関 係 を理 解 するのに役 立 つから。  C 中 小 ・製  

上 同 様 形 状 判 別 の精 度 が高 まる。  C 中 小 ・製  

文 章 によっては、その部 分 が「何 か」は分 かっても、全 体 の「どこに」位 置 す

るか不 明 瞭 なケースも考 えられるため。  
C 中 小 ・製  

より明 確 にするため。  C 大 ・製  

文 章 （言 葉 ）は読 み手 によって受 け取 り方 が異 なる場 合 があり、クリアラン

スでの判 断 が難 しくなる。  
C 大 ・製  

クリアランスの際 、図 面 をみて早 く判 断 できるから。  C 大 ・製  

調 査 の際 に不 明 確 であり、判 断 がしにくいため。  C 大 ・製  

わかりやすいため。  C 中 小 ・製  

意 匠 の説 明 の欄 の記 載 は文 章 なので書 き方 次 第 では権 利 範 囲 が不 明 確

になる可 能 性 があるため。  
C 大 ・製  

描 き分 けた方 が分 かりやすいと思 うため。  C 中 小 ・製  

図 面 として権 利 が明 確 である必 要 があると思 う。  C 大 ・製  

一 見 して判 別 し易 いため。  C 中 小 ・製  

図 面 で特 定 する方 が権 利 範 囲 がはっきりわかるため。  C 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  C 中 小 ・製  

物 品 が何 で、全 体 意 匠 との関 連 性 が特 徴 と関 連 すると考 えられるから  C 中 小 ・製  

図 面 等 により描 き分 けた方 がより明 確 になるから。  C 中 小 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  C 大 ・製  

説 明 文 の内 容 によって、意 図 が正 確 に伝 わらない可 能 性 があるため。  C 中 小 ・製  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が一 目 で判 断 できず、部 分 の特 定 に時 間

がかかる。特 に抵 触 調 査 時 に困 る。  
C 大 ・製  

図 面 等 によって、その部 分 が確 実 に特 定 される場 合 があるから。  D 中 小 ・製  
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取 付 方 法 等 が不 明 確 であるから。  D 中 小 ・製  

図 面 にてある程 度 、判 断 できるようにして頂 きたい。  D 大 ・製  

略 しすぎると何 か判 らない。  D 中 小 ・製  

省 略 する理 由 がない。  D 大 ・製  

意 匠 の説 明 の欄 だけで本 当 に特 定 できればよいが、困 難 だと思 うから。  D 大 ・製  

権 利 主 張 範 囲 を明 確 にするため。  D 大 ・製  

見 た目 で分 かり易 いため。  D 中 小 ・製  

出 願 人 の意 図 の把 握 のため。 D 大 ・製  

図 面 があったほうが、誤 解 なく、また、容 易 に意 匠 を把 握 できると思 われる

ため。  
D 大 ・製  

権 利 行 使 の範 囲 が不 明 瞭 であるから。（どこまで実 施 していいのか分 から

ない） 
D 大 ・製  

不 明 確 となることを避 ける。  D 中 小 ・製  

特 定 できるか否 かが不 明 確 となるおそれがあるから。  D 大 ・製  

具 体 的 な説 明 が必 要 と感 じる。  D 中 小 ・製  

図 面 で判 断 したい。  D 大 ・製  

権 利 範 囲 を明 確 にするため。  E 大 ・製  

図 を見 てわかるほうがよい。翻 訳 の際 も図 面 を見 ながらの方 がうまくいくの

で。 
E 中 小 ・製  

出 願 人 と審 査 官 とのコンセンサスが確 実 に行 われるか どうか？という 問

題 。誤 解 が生 じないか不 安 。  
E 中 小 ・製  

調 査 時 に部 分 意 匠 であることが理 解 しやすい。  E 大 ・製  

文 章 では解 釈 をする必 要 があり不 明 確  E 大 ・製  

意 匠 の権 利 範 囲 は図 面 で表 現 されている方 が望 ましい。 E 大 ・製  

描 き分 けた方 がクリアランスの時 に分 かりやすいから。  E 大 ・製  

権 利 範 囲 が不 明 確 で、権 利 行 使 の際 の不 安 材 料 になるから。  F 大 ・製  

説 明 と描 かれた部 分 が合 致 させるため。  F 中 小 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  F 大 ・製  

調 査 の際 に、図 面 だけでわかるため、説 明 を読 むとなると時 間 がかかる。  F 中 小 ・製  

調 査 の時 に全 ての「意 匠 の説 明 」を確 認 するとは限 らないから。  F 大 ・製  

権 利 範 囲 を明 確 にするため必 要 。  F 大 ・製  

念 のために描 き分 ける必 要 がある。  F 中 小 ・製  

審 査 官 等 には特 定 できても一 般 の人 には特 定 できない場 合 があるから。  F 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  F 大 ・製  
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例 と同 様 の理 由 。  G 大 ・製  

部 分 としての定 義 が明 確 になる。  G 大 ・製  

意 匠 調 査 の際 に内 容 が不 明 確 となるから。  G 大 ・製  

説 明 だけではあいまいなため、図 面 ではっきりして欲 しい。  G 大 ・製  

権 利 範 囲 の明 確 化 のため。  G 大 ・製  

調 査 するときに、図 面 のみを見 て判 断 するので、描 き分 けていないと権 利

範 囲 を簡 単 に把 握 することが難 しくなる。  
G 中 小 ・製  

誤 解 が生 じ得 る。可 能 性 が低 くても誤 解 から係 争 に発 展 しかねない。  G 大 ・製  

権 利 を受 けようとする部 分 の特 定 が不 明 になる恐 れ。  G 大 ・製  

意 匠 権 は図 面 ありきの権 利 であると考 えているため、図 面 で「どこの部 分 に

権 利 を受 けようとしているのか」がわかるよう描 き分 けるのは必 須 であると

考 える。また、クリアランス等 の際 に都 度 「意 匠 の説 明 」を読 むことは負 担

が大 きい。  

G 大 ・製  

クリアランス調 査 の際 に、図 面 のみで意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 の見

当 がつかなくなり、調 査 効 率 が低 下 するため。  
G 大 ・製  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 がより明 確 になる。  G 大 ・製  

図 で見 た方 が確 実 。意 匠 は図 で比 較 するもの。  G 大 ・製  

図 面 等 で描 き分 けられているほうが、意 匠 登 録 されている部 分 をより明 確

に把 握 することが出 来 ると考 える。  
G 大 ・製  

位 置 ・大 きさ・範 囲 が不 明 確 であるから。  G 大 ・製  

視 覚 的 に一 目 見 て権 利 範 囲 を知 りたい。  G 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 瞭 である。権 利 範 囲 がより明 確 になる。  G 大 ・製  

全 体 の（権 利 化 を主 張 する）デザインとして表 記 すべき。  G 大 ・製  

「意 匠 の説 明 」の欄 の説 明 のみにより意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が特

定 できるとは考 えにくいから。  
G 大 ・製  

権 利 範 囲 をより明 確 にするため。  G 大 ・製  

「意 匠 の説 明 」欄 の記 載 があいまいな場 合 、権 利 範 囲 に疑 義 が正 じる。無

効 理 由 にもなるのでは。  
H 大 ・製  

図 面 によって権 利 範 囲 が明 確 になるので。  H 大 ・製  

人 により解 釈 が異 ならないか？  H 大 ・製  

その他 の部 分 を破 線 にせずに文 章 による説 明 だけだと、類 否 判 断 する際

に、実 線 部 分 の位 置 ・大 きさ・範 囲 等 をイメージしにくいと思 う。  
H 大 ・製  

文 章 が足 りず、理 解 粗 語 がでるおそれがあるから。  H 大 ・製  

図 面 上 で特 定 することで権 利 範 囲 が明 確 となる。  H 大 ・製  
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権 利 範 囲 を明 確 にすると共 に言 葉 での検 索 も可 能 であるから。  H 大 ・製  

意 匠 を受 けようとする部 分 の特 定 のため。  H 中 小 ・製  

権 利 の範 囲 が不 明 確 である。 H 中 小 ・製  

特 定 できない例 が出 てくるため権 利 範 囲 が不 明 確 になる。 H 中 小 ・製  

権 利 範 囲 を明 確 に特 定 するため。  H 大 ・製  

意 匠 の権 利 範 囲 は図 面 で表 現 すべきであり、説 明 のみでは、あいまいにな

るため。調 査 の場 合 も不 便 である。  
H 大 ・製  

外 国 では説 明 文 が付 けられない国 もあるから。  H 大 ・製  

意 匠 の説 明 は、あくまでも図 面 の補 足 をする予 備 的 なもので、一 番 最 初 に

目 に留 まる部 分 は図 面 であるから、図 面 の描 き分 けは必 要 と考 えている。  
H 大 ・製  

クリアランス等 の調 査 が面 倒 になる。  H 大 ・製  

一 見 把 握 のため。  H 大 ・製  

意 匠 は図 面 が主 体 であるべきであり、図 面 において視 覚 的 に理 解 しやすく

表 現 した上 で、説 明 文 で補 足 する方 が好 ましいと考 える。  
H 大 ・製  

位 置 、範 囲 、大 きさが本 当 に特 定 できるのか？  H 大 ・製  

物 品 によって、出 願 人 の意 図 と異 なる解 釈 ができてしまう可 能 性 があるの

ではないか？  
H 大 ・製  

図 面 による特 定 は、解 釈 に疑 義 が生 じる惧 れが最 も少 ない手 法 と考 える。  H 大 ・製  

図 示 が明 確 なため。  H 大 ・製  

登 録 意 匠 の明 確 化 。（権 利 要 求 範 囲 の明 確 化 ）  H 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  H 大 ・製  

描 き分 けた方 が、意 匠 の特 定 部 分 が明 確 となるため。  H 大 ・製  

権 利 範 囲 は説 明 だけでなく図 面 によっても定 められるべき。  H 大 ・製  

クリアランスや権 利 行 使 時 の疑 義 を少 なくするため。  H 大 ・製  

文 章 よりも図 面 の方 が明 確 なため。  H 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  H 大 ・製  

権 利 範 囲 が明 確 に特 定 できない可 能 性 があり、権 利 行 使 する側 、される

側 両 方 にとって不 便 である。  
H 大 ・製  

意 匠 の説 明 欄 を読 まなければ意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が判 別 でき

ないのは不 便 。  
H 中 小 ・製  

図 面 のみで判 断 可 能 にすべき。  H 大 ・製  

図 形 を言 葉 で表 現 する場 合 、共 通 認 識 が得 られない場 合 があるので、基

本 は図 面 を見 てある程 度 特 定 できる必 要 がある。主 体 は図 面 で「意 匠 の

説 明 」はあくまでも補 足 。  

H 大 ・製  
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六 面 図 によって判 断 されるべきである、という原 則 に則 ってほしい。  H 大 ・製  

図 をみただけで、部 分 意 匠 が明 確 になるため。  H 中 小 ・製  

描 き分 けた方 が、言 葉 よりも、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 を、瞬 時 に特

定 できると考 えられるため。  
H 大 ・製  

意 匠 調 査 の観 点 で図 面 で描 き分 けていないとその都 度 願 書 説 明 を確 認 し

なければならなくなるので不 便 だと思 う。  
H 大 ・製  

権 利 範 囲 の把 握 が困 難 となるため。  H 大 ・製  

権 利 範 囲 を明 確 にするため。  H 大 ・製  

説 明 は場 合 によっては不 明 確 となるから。  H 中 小 ・製  

部 分 の明 確 化 のため。  H 大 ・製  

登 録 意 志 を明 確 にするため。 H 中 小 ・製  

外 国 の出 願 において、意 匠 の説 明 が無 い国 もあるので、図 面 にて明 確 化

しておく必 要 がある。  
H 大 ・製  

権 利 範 囲 を示 す図 面 にて特 定 する必 要 がある。  H 大 ・製  

意 匠 は視 覚 を通 じて美 感 を起 こさせるものであるため。  J 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  J 中 小 ・製  

図 面 だけで理 解 したい。  J 中 小 ・製  

物 品 は図 面 によって明 確 に示 すべき。  J 大 ・製  

意 匠 の説 明 の欄 の説 明 （文 ）にもよるが、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分

が描 き分 けていないと説 明 （文 ）の意 図 したところとは、違 う部 分 となってし

まう可 能 性 がある。  

J 大 ・製  

読 み手 により権 利 範 囲 の解 釈 が異 なる可 能 性 があるため。  J 中 小 ・製  

言 葉 による説 明 のみだと、部 分 の特 定 が、あいまいになる可 能 性 がある。

また、図 の方 が分 かりやすい。  
J 中 小 ・製  

意 匠 権 の権 利 範 囲 の明 確 化 のため。・手 続 の違 い（描 き分 けるか否 か）に

よる不 公 平 の防 止 。  
J 大 ・製  

説 明 記 載 では、必 ずしも第 三 者 に理 解 できるかが疑 問 なので  J 大 ・製  

部 分 意 匠 は、あくまで物 品 全 体 の中 の特 徴 部 分 であるため、物 品 全 体 の

中 での位 置 ・大 きさ・範 囲 が権 利 範 囲 に影 響 すると考 えられており、部 分

意 匠 という制 度 の趣 旨 及 び実 務 的 観 点 から描 き分 けるべき。  

J 大 ・製  

明 確 化 するため。  K 大 ・製  

［意 匠 の説 明 ］は補 足 であり、図 面 が優 先 すると思 う。  K 中 小 ・製  

文 章 だけの説 明 では、解 釈 が分 れる場 合 があるかもしれないと考 えたため  K 大 ・製  

部 分 意 匠 を受 けようとする部 位 を明 確 にするため。  K 大 ・製  
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図 面 を見 て容 易 に理 解 できるので。  K 大 ・製  

視 覚 で明 確 に認 識 できるべきであるから。  K 大 ・製  

公 知 例 調 査 の際 に、図 面 ＋物 品 名 のみでの判 断 が難 しくなるため。  K 大 ・製  

意 匠 公 報 の権 利 範 囲 は分 かり易 くあるべきと思 うので。  K 大 ・製  

意 匠 は図 がメインであり、文 で説 明 して、特 定 したというのは不 十 分 に感 じ

る。また、クリアランスの際 に不 明 確 となる。  
K 大 ・製  

わかりやすいため。  K 中 小 ・製  

権 利 範 囲 を明 確 にするため。  K 大 ・製  

検 索 ・調 査 の利 便 性 向 上 。  K 大 ・製  

全 体 の中 のどの部 分 を権 利 化 するのか、はっきりさせるため。  K 大 ・製  

間 違 いがなく明 確 になる。  K 大 ・製  

意 匠 の説 明 の欄 における説 明 の記 載 方 法 次 第 で意 匠 登 録 を受 けようとす

る部 分 の解 釈 が変 わるおそれがある。  
K 大 ・製  

図 面 上 、明 確 化 しておくことが望 ましい。  K 大 ・製  

誤 解 を防 ぐため。意 匠 調 査 では図 面 だけで判 別 することが多 い。  K 大 ・製  

図 を見 るだけで、どこが部 分 意 匠 かを判 断 できる方 がよいと思 うため。  K 中 小 ・製  

描 き分 けることにより、目 視 で意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 を把 握 できる

ため、必 要 。  
K 大 ・製  

説 明 のみで明 確 に範 囲 を特 定 できるとは限 らないため、権 利 行 使 の際 、議

論 になる可 能 性 が高 く、紛 争 の早 期 解 決 を阻 害 することになりかねないた

め。また、クリアランス調 査 の際 、部 分 の特 定 に時 間 を要 するため。  

K 大 ・製  

調 査 する時 に「意 匠 の説 明 」を読 まないと権 利 範 囲 が分 からない。  

調 査 に手 間 がかかる。  
K 中 小 ・製  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が容 易 に判 別 できる。  K 大 ・製  

図 面 のみで判 断 できない。  K 大 ・製  

全 体 を見 た方 が意 匠 が分 かりやすい場 合 があるから。  K 大 ・製  

「意 匠 の説 明 」欄 の説 明 が不 十 分 な場 合 、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分

と、その他 の部 分 が不 明 瞭 になる懸 念 が予 想 されるため。 
K 中 小 ・製  

説 明 の理 解 を助 ける目 的 で、図 の描 き分 けが必 要 だから。  K 大 ・製  

言 葉 による説 明 のみでは、意 匠 登 録 しようとする部 分 が不 明 確 であるおそ

れがあるから。  
K 大 ・製  

説 明 部 分 の書 き方 に統 一 性 がない。また、その方 が分 かりやすい気 がす

る。 
K 中 小 ・製  

請 求 範 囲 を明 確 にするため。 K 大 ・製  
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説 明 だけで、特 定 が明 確 になるかどうかがわからない。  K 大 ・製  

説 明 のみだと特 定 内 容 に間 違 いが生 じる可 能 性 があるため。  L 大 ・製  

図 で表 した方 が明 確 であるため。  L 大 ・製  

「意 匠 の説 明 」の記 載 の解 釈 により後 から権 利 範 囲 を拡 大 できる可 能 性

があると考 えるため。  
L 大 ・製  

部 分 だけ示 されても、第 三 者 には全 体 図 が無 いと理 解 出 来 ない。  L 大 ・製  

説 明 文 だけで特 定 できると思 えない。  L 大 ・製  

言 語 による説 明 では、あいまいなため間 違 い防 止 のため、図 面 でも表 記 す

る必 要 がある。  
L 中 小 ・製  

より部 分 を説 明 できるから。  L 中 小 ・製  

説 明 だけでは不 明 確 な部 分 が生 じる恐 れがあるから。  L 大 ・製  

意 匠 登 録 を受 ける部 分 をより明 確 にするため、描 き分 けた方 が良 い。  L 中 小 ・製  

意 匠 だから。文 言 は不 明 確 。  L 中 小 ・製  

説 明 はあくまで文 章 なので、図 できちんと明 確 にすべき。  L 大 ・製  

類 否 判 断 の際 、図 面 等 であれば一 目 瞭 然 だが、文 言 の場 合 、疑 義 が生 じ

るおそれがあるため。  
L 中 小 ・製  

意 匠 権 は図 面 等 による権 利 であり、説 明 欄 での文 書 による説 明 は適 さな

い。  
L 大 ・製  

全 体 を理 解 しやすいため。  L 中 小 ・製  

出 願 人 は「意 匠 登 録 を受 ける部 分 が特 定 できる」との認 識 であっても、第

三 者 が必 ずしも特 定 できるとは限 らないから。  
L 大 ・製  

不 明 確 さを防 ぐために。  M,N 中 小 ・製  

図 で認 識 できた方 がよいから。 M,N 大 ・製  

分 かりづらい。  M,N 大 ・製  

範 囲 が明 確 となる。  M,N 中 小 ・製  

明 確 な記 載 のため。  M,N 大 ・製  

審 査 対 象 の認 定 や、権 利 範 囲 の解 釈 にあたっては、図 面 が重 視 されるべ

き。  
M,N 大 ・製  

全 体 の（権 利 化 を主 張 する）デザインとして表 記 すべき。  M,N 大 ・製  

図 面 等 のみで、特 定 ができにくい。  M,N 大 ・製  

特 定 できない場 合 があると考 えられる。  M,N 大 ・製  

図 面 から判 断 することができないため。  M,N 大 ・製  

やはり目 で見 てわかり易 い方 が良 い  文 面 より先 に図 面 を見 るため。  M,N 中 小 ・製  

「登 録 を受 けようとする部 分 が特 定 できる」が真 に確 実 ならば１だが、そもそ M,N 大 ・製  
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もその点 が重 要 なはず。  

文 言 での特 定 は不 明 確 になる可 能 性 が図 面 での特 定 よりも大 きいので

は。  
M,N 大 ・製  

本 当 に特 定 できるのか不 安 である。特 許 の調 査 の際 、人 によっては特 定 で

きないかも。  
M,N 大 ・製  

文 章 だけでは異 なる権 利 解 釈 が対 立 するおそれがある。  M,N 大 ・製  

不 明 瞭 にならないようにすべき。  M,N 大 ・製  

物 品 の具 体 的 な構 成 がわかる必 要 がある。  M,N 中 小 ・製  

意 匠 を把 握 するため。  M,N 大 ・製  

文 言 では不 明 確 な場 合 があるから。  M,N 大 ・製  

文 章 のみで明 確 に判 断 できれば良 いが、やはり図 面 で描 き分 けた方 がわ

かりやすいと考 えるす。  
M,N 大 ・製  

説 明 のみで明 確 に範 囲 を特 定 できるとは限 らないため、権 利 行 使 の際 、議

論 になる可 能 性 が高 く、紛 争 の早 期 解 決 を阻 害 することになりかねないた

め。また、クリアランス調 査 の際 、部 分 の特 定 に時 間 を要 するため。  

M,N 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  M,N 中 小 ・製  

どこまでが意 匠 登 録 したい部 分 なのか明 確 にするため。 M,N 中 小 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  M,N 大 ・製  

説 明 のみで明 確 に範 囲 を特 定 できるとは限 らないため、権 利 行 使 の際 、議

論 になる可 能 性 が高 く、紛 争 の早 期 解 決 を阻 害 することになりかねないた

め。また、クリアランス調 査 の際 、部 分 の特 定 に時 間 を要 するため。  

M,N 大 ・製  

同 じ部 分 意 匠 で異 なる運 用 をするのは混 乱 を招 くおそれがあるため。  M,N 大 ・製  

優 先 権 による他 国 への出 願 を考 慮 した場 合 、意 匠 の説 明 をそのまま採 用

され得 ない場 合 があるため、図 面 に表 しておくべきと考 える。 
M,N 中 小 ・製  

意 匠 の説 明 を読 まなければならないため。  M,N 大 ・製  

両 部 分 を描 き分 けないと、部 分 意 匠 の位 置 、範 囲 、大 きさが分 からないと

考 えられるため。  
M,N 大 ・製  

部 分 の特 定 に関 する説 明 に客 観 性 がない等 の場 合 、登 録 を受 けようする

対 象 部 分 が不 明 確 となるおそれがあると考 える。  
M,N 大 ・製  

説 明 のみではなく、どの部 分 の意 匠 を登 録 出 願 するのか意 匠 上 でも明 確

にする必 要 があるため。  
M,N 大 ・製  

重 要 と思 う部 分 は、描 き分 ける必 要 がある。  M,N 中 小 ・製  

説 明 文 の解 釈 により ,権 利 範 囲 が不 明 確 になる場 合 がある。 M,N 大 ・製  

細 かい部 分 を文 章 だけで的 確 に表 現 できるとは限 らないため。  M,N 大 ・製  
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意 匠 は物 品 の美 的 外 観 を保 護 する制 度 であるため、見 た目 で分 かるよう

に文 章 の説 明 ではなく図 面 で特 定 されている方 が、制 度 的 にも適 切 である

し、著 間 的 にも分 かりやすいと思 うから。  

M,N 中 小 ・製  

説 明 だけで意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が特 定 できるとは限 らないた

め。 
M,N 大 ・製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  

権 利 者 が想 定 している権 利 範 囲 が不 明 確 であるから。  
無 回 答  大 ・製  

図 面 だけで分 かるほうが良 い。  無 回 答  中 小 ・製  

図 面 だけで明 確 となるから。  無 回 答  大 ・非 製  

登 録 を受 けようとする部 分 の位 置 ・大 きさ・範 囲 が不 明 となる。  無 回 答  大 ・非 製  

クリアランス時 に権 利 把 握 が容 易 となるため。  無 回 答  大 ・非 製  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  無 回 答  大 ・非 製  

説 明 文 のみだけだと図 面 だけで確 認 ができなくなり、作 業 に時 間 を要 する

ため。  
無 回 答  中 小 ・非 製  

クリアランスの観 点 から、図 から権 利 範 囲 が読 み取 れる方 が効 率 的 である

ため。  
無 回 答  中 小 ・非 製  

全 体 のイメージをつかむため必 要 と考 える。  無 回 答  中 小 ・非 製  

対 象 物 品 の明 確 化 。  無 回 答  中 小 ・非 製  

意 匠 権 は願 書 に添 付 した図 面 によって定 められるため、図 面 はできるだけ

明 確 化 し、省 略 は避 けるべき。  
無 回 答  その他  

図 で確 認 した方 が早 い。  無 回 答  大 ・非 製  

説 明 簡 略 される。  無 回 答  中 小 ・非 製  

説 明 だけではあいまいになる可 能 性 がある。  無 回 答  大 ・非 製  

誤 解 が生 じ得 る。可 能 性 が低 くても誤 解 から係 争 に発 展 しかねない。  無 回 答  中 小 ・非 製  

視 覚 的 に明 確 になるため。  無 回 答  大 ・非 製  

クリアランスの効 率 が落 ちるから。文 字 だけよりも視 覚 的 にも把 握 できるこ

とが望 ましい。  
無 回 答  大 ・非 製  

説 明 だけでは曖 昧 な形 状 の場 合 に判 断 しづらい。  無 回 答  中 小 ・非 製  

不 明 確 になるおそれがあるから。  無 回 答  中 小 ・非 製  

例 外 が多 いと、調 査 が困 難 になるから。  無 回 答  大 ・非 製  
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表 II-32  「その他」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

特 定 できない場 合 は補 正 がかかり、明 確 にする（又 はその他 の部 分 も描 く）

ような仕 組 みを作 るなら。  
H 大 ・製  

意 匠 については、言 葉 による特 定 よりも、図 による特 定 の方 が合 っている

のではないか？  
K 大 ・製  

必 ず特 定 できるのだろうか？特 定 できる場 合 とは、出 願 時 から図 が省 略 さ

れているのか？あるいは特 定 できると判 断 された時 点 で省 略 してもよいこと

になるのか？また、説 明 が不 十 分 な場 合 には、図 を省 略 するために説 明 を

充 実 させるのか？それとも、改 めて図 を提 出 しなければならないのか？  

M,N 大 ・製  

ケースバイケースで描 き分 けたほうがわかりやすいケースもあるのではない

か？  
無 回 答  大 ・非 製  

 

表 II-33  「描き分ける必要がある」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

それを許 すと、不 明 確 な出 願 が増 えることが懸 念 される。  

文 章 では、きちんと特 定 できるのか疑 問 がある。意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が図 面 のみから把 握 できない。  

描 き分 けなれば意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が明 確 でなくなるおそれがあるから。  

部 分 意 匠 の範 囲 は明 確 にすべき。  

類 否 判 断 がしにくい。  

文 章 により、意 匠 登 録 を受 ける部 分 と特 定 するのは困 難 である。  

「意 匠 の説 明 」での説 明 と、図 面 等 による描 き分 けを両 方 することで、意 匠 の特 定 がより明 確 になる。  

図 面 は登 録 意 匠 の範 囲 を定 めるにあたり必 須 のものであるため。  

説 明 のみで特 定 する権 利 と図 面 で特 定 する権 利 が混 在 するとわかりづらい。  

視 覚 的 に特 定 できる方 がわかりやすい。  

クリアランス調 査 で不 便 。  

言 葉 や文 章 では分 かりにくいと思 われるため。  

クリアランスの際 に、意 匠 の説 明 を読 まなければ部 分 の範 囲 を特 定 できないと、時 間 がかかるし、説 明 の文 章 が

不 明 確 な場 合 は部 分 の範 囲 も不 明 確 になるから。  

「意 匠 の説 明 」の欄 の記 載 が、常 に、意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 が特 定 できる的 確 な記 載 になっているとは

思 えないから。換 言 すれば、当 該 記 載 の解 釈 如 何 で将 来 的 にもめるところがあると考 えられるから。  

特 定 されている部 分 が不 明 確 となる恐 れがあるから。  
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文 言 の説 明 は曖 昧 なことがあるので、図 面 で描 き分 けるべき。逆 に、説 明 は省 略 されても問 題 はない。  

視 覚 的 に分 かり易 いため。  

図 面 が第 一 義 的 に意 匠 を表 すものであり、図 面 において描 き分 けなくてよいというのは本 末 転 倒 。図 面 を見 て

すべてが理 解 できることが目 指 すべき方 向 。国 際 的 に見 ても、説 明 を書 くことができない国 は多 く、外 国 では通

用 しない図 法 を日 本 で認 めるのはミスリードになる可 能 性 が大 きく避 けるべきである。  

図 面 から明 確 である方 が調 査 しやすい。  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 を一 義 的 に明 確 にして、また、一 見 して把 握 できるようにするためにも、かき分 け

る必 要 がある。  

 

表 II-34  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

意 匠 検 索 調 査 に際 しては、図 面 だけで直 観 的 に理 解 できることが効 率 の点 から重 要 なので、「意 匠 の説 明 」だ

けでは適 切 ではないのでないか。  

 

表 II-35  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

図 面 作 成 の負 担 軽 減 を図 るよりも、意 匠 の権 利 範 囲 の特 定 は難 しい点 を

考 慮 し、極 力 不 確 定 な部 分 を無 くすべき。  
B 大 ・製  

全 て実 線 で表 現 されている場 合 、説 明 を読 まなければならなくなる。最 近 は

図 面 を見 て判 断 していくことが多 く、クリアランス上 問 題 あり。  
D 大 ・製  

描 き分 けは必 要 。説 明 のみでは権 利 範 囲 の特 定 に問 題 が生 じるおそれが

ある。侵 害 調 査 で図 面 を見 るときにも手 間 が増 える。  
D 大 ・製  

描 き分 ける必 要 あり。クリアランスの立 場 から、権 利 範 囲 の把 握 における

混 乱 を懸 念 。出 願 側 としても、労 を要 しても、図 面 を描 き分 けて権 利 範 囲

を明 示 的 に表 現 したい。  

G 大 ・製  

文 章 による表 現 は、人 により表 現 方 法 やとらえ方 が異 なることから、共 通

認 識 を持 つことができる図 面 による描 き分 けが必 要 。  
H 大 ・製  

出 願 人 の立 場 からは、描 き分 けするか否 かは、出 願 人 の判 断 に任 せるべ

き。クリアランスの立 場 からみると、図 面 で権 利 範 囲 を判 断 するために、図

面 は省 略 してほしくない。クリアランスの際 は、まず図 面 を代 表 図 一 覧 で確

認 し、類 似 した形 態 を探 すため、権 利 範 囲 が一 目 で判 別 つくことを望 む。  

J 大 ・製  
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（vi） 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

B-6: 現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定のために必要な図（以

下、「必要図」という。）中に、出願に係る意匠以外のものを表すこと（例えば、

「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を記載した場合等）は、

出願の対象が不明確となるおそれがあることから、認められていません。  

今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係

る物品と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る

物品以外の物品の記載を認めるべきとお考えですか。  

 

意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱いについては 16.7%の企業が

「必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、

37.6%の企業が「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場

合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、

28.1％の企業が「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答

した。 

「必要図中に意匠に係る物品以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由

として、「マネキンに意匠を装着させた写真から図面をおこすことがある。写真

を用いる場合も、マネキン部分を画像処理で消す必要があり、出願に係る意匠以

外の物品の記載を認めてもらえれば、当該作業負担が無くなる」 *【大企業（製

造業）、B グループ（衣服及び身の回り品）】という意見が挙げられた。 

「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由として「服や手袋等は

着用状態においてはじめて意匠としての特徴が出るものである。現在はそうし

たものを平面上で表すことしかできない。ただし、許容するにあたり明確なル

ールが必要。例えばマネキンはカラフルであると出願に係る意匠と峻別が難し

くなるため、色付けは不可とするなど。ルールがあれば意匠の特徴を示す良い

必要図となるであろう。」*【大企業（製造業）、J グループ（一般機械器具）】、

「シルエットが分かる程度（スミアミ等）で記載し、それ自体が意匠の対象とな

らないように配慮すべき。」という意見が挙げられた。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答した理由とし

て、「クリアランスの立場からは、説明欄を確認するための負担が大きくなるた

め、必要図認めるべきでない。」*【大企業（製造業）、G グループ（運輸又は運

搬機械）】、「参考図での記載で良い」という意見が挙げられた。 
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「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき」とする企業は大企業（製造業）

及び B グループ（衣服及び身の回り品）、C グループ（生活用品）、E グループ

（趣味娯楽用品及び運動競技用品）で割合が大きい。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」とする企業は大企業

（非製造業）及び H グループ（電気電子機械器具及び通信機械器具）、L グルー

プ（土木建築用品）で割合が大きい。 

意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱いについては 20.8%の代理人が

「必要図中に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、50.0%

の代理人が「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合に

のみ、必要図中以外の物品の記載を認めるべき」と回答しており、20.8％の代理

人が「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答した。これ

は企業の割合と同様の傾向を示している（企業「必要図中に出願に係る意匠以外

の物品の記載を認めるべき」16.7％、「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが

描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべ

き」37.6％、「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」28.1％）。 

「必要図中に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由として、

「マネキン等に着用した状態の方が、意匠の特徴を明確に示すことが可能とな

るのであれば記載を認めるべき（被服や車のシートカバー等）。」*、「「意匠に

係る物品」の記載から特定できれば問題ない」 *という意見が挙げられた。 

「意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、

必要図中以外の物品の記載を認めるべき」と回答した理由として、「意匠の説明

において、「マネキン部分は権利範囲ではない」と明文の記載があり、六面図が

揃っている場合であれば認めてもよい。」 *という意見が挙げられた。 

「必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない」と回答した理由とし

て、「意匠に係る物品以外の物品は参考図に入れるのが適切」 *という意見が挙

げられた。 
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図 II-21 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い【企業】  

 

 

図 II-22 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

【企業：規模別】 

 

  

N=455

16.7 37.6 28.1 13.2
2.4

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以

外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない

企業形態 N=

全 体 455 16.7

14.3

11.8

21.5

19.0

16.7

37.6

41.2

29.4

33.1

23.8

50.0

28.1

29.4

52.9

24.6

23.8

13.2

10.4

5.9

17.7

28.6

16.7

2.4

3.2

1.5

2.0

1.4

1.5

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき
意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない
わからない
その他

無回答

大企業（製造業） ２７９

大企業（非製造業） １７

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） ２１

その他 ６
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図 II-23 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い【企業：製品分類

別】 

 

  
主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動

競技用品
10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び

通信機械器具
73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

16.6

8.3

10.0

22.0

6.1

20.0

18.2

11.1

13.7

31.8

27.1

12.5

13.4

38.6

33.3

40.0

48.8

39.4

40.0

36.4

38.9

30.1

27.3

39.6

31.3

49.3

27.9

25.0

10.0

19.5

39.4

10.0

36.4

27.8

45.2

13.6

18.8

40.6

17.9

12.7

33.3

40.0

9.8

6.1

30.0

4.5

13.9

8.2

22.7

10.4

15.6

11.9

2.7

6.1

8.3

2.7

4.2

3.0

1.5

3.0

4.5

4.5

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき

必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない

その他

無回答

全 体  

 

 

生活用品 

住宅設備用品 

競技用品 

 

運輸又は運搬機械 

 

通 信 機械 器具 

一般機械器具 

産業用機械器具  

土木建築用品  

そ の他         

主要製品 

12    

409   

10    

41    

33    

10    

22    

38    

73    

22    

48    

32    

67    

N=     
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図 II-24 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い【代理人】 

 

 

 

 

 

 

 

表 II-36  「その他」の具体例【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

シルエットが分 かる程 度 （スミアミ等 ）で記 載 し、それ自 体 が意 匠 の対 象 となら

ないように配 慮 すべき。  
D 中 小 ・製  

参 考 図 との併 用 をすべき。  G 大 ・製  

出 願 にかかる物 品 とそうでない物 品 が意 匠 の説 明 にて明 確 に理 解 できる範

囲 である場 合 は、①とすべき。 
G 大 ・製  

明 確 、不 明 確 の線 引 きが難 しいので、意 匠 以 外 の物 品 は参 考 図 に入 れて表

現 すればよい。意 匠 以 外 の物 品 も同 時 に掲 載 する必 要 がある場 面 が思 いつ

かない。  

H 大 ・製  

必 要 図 において【使 用 状 態 参 考 図 】と記 載 があれば良 い。  M,N 大 ・製  

参 考 図 での記 載 で良 いのではないかと思 う。  
複 数  

大 ・製  

中 小 ・製  

六 面 図 以 外 の補 足 説 明 図 として記 載 すべき  複 数  大 ・製  

 

表 II-37  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

認 めるべきだが、後 願 排 除 を狙 っていることが明 らかな場 合 は認 めない方 が良 い。  

 

 

N =

24 20.8 50.0 20.8 4.2 4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき

意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必

要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべき
必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

わからない

その他

N=24     
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表 II-38  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

当 社 の場 合 、マネキンに意 匠 を装 着 させた写 真 から図 面 をおこすことが多 い。

写 真 を用 いる場 合 も、マネキン部 分 を画 像 処 理 で消 している。出 願 に係 る意

匠 以 外 の物 品 の記 載 を認 めてもらえれば、当 該 作 業 負 担 が無 くなり有 り難

い。  

B 大 ・製  

先 行 意 匠 調 査 は図 面 のみを見 て判 断 しており、文 章 まで読 むのは難 しい。  D 大 ・製  

クリアランスの立 場 からは、説 明 欄 を確 認 するための負 担 が大 きくなるため、

認 めるべきでない。  
G 大 ・製  

出 願 に係 る意 匠 以 外 の物 品 と出 願 に係 る意 匠 とが描 き分 けられている場 合

にのみ、必 要 図 中 の記 載 を認 めるべき。  
J 大 ・製  

当 社 の製 品 に関 しては、ニーズは小 さいが、意 匠 制 度 を活 用 する企 業 全 体 を

考 えると、出 願 に係 る意 匠 以 外 の物 品 の記 載 は必 要 であろう。例 えば、洋 服

や手 袋 等 は着 用 状 態 においてはじめて意 匠 としての特 徴 が出 るものである。

現 在 はそうしたものを平 面 上 で表 すことしかできない。ただし、許 容 するにあた

り明 確 なルールが必 要 。例 えばマネキンはカラフルであると出 願 に係 る意 匠 と

峻 別 が難 しくなるため、色 付 けは不 可 とするなど。ルールがあれば意 匠 の特 徴

を示 す良 い必 要 図 となるであろう。  

J 大 ・製  

 

表 II-39  ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

必 要 図 中 への記 載 は不 可 とすべき。意 匠 に係 る物 品 以 外 の物 品 は参 考 図 に入 れるのが適 切 ではないか。  

意 匠 の説 明 において、「マネキン部 分 は権 利 範 囲 ではない」と明 文 の記 載 があり、六 面 図 が揃 っている場 合 で

あれば認 めてもよい。  

マネキン等 に着 用 した状 態 の方 が、意 匠 の特 徴 を明 確 に示 すことが可 能 となるのであれば記 載 を認 めるべき

（被 服 や車 のシートカバー等 ）。  

「意 匠 に係 る物 品 」の記 載 から特 定 できれば問 題 ない。（例 えば「シャツ」の出 願 で、図 面 中 にシャツとマネキンが

表 されている場 合 、物 品 の特 定 は容 易 ）  
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（４） 日本における願書の記載の省略 

（i） 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略  

B-7: 正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図からなる一組の

六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の省略を行っ

た際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った旨とその理

由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっています。今後、当該説明

を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

B-8: 【B-8】は【B-7】で「①省略可能とすべきである」と回答された方にお伺

いいたします。 

図の省略を行った旨とその理由の説明は、どのような場合に省略可能とお考え

ですか。 

 

図の省略を行った旨とその理由の説明の省略については 27%の企業が「省略可

能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企業は

52.3%だった。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「説明まで省略すると、

クリアランスの際に不便。代理人との連携ミスにより、本来省略すべきでなか

った図を不提出としてしまった際も、説明を要するルールとしておくことによ

り、後に対処可能な余地が残る。」 *、「記載はたった一文であるため負担はな

い。意匠全体の形態の特定に役立つのであれば、説明を追加すべき。」 *、「説

明の記載がないと、司法判断時に新たな主張がなされるおそれがあり、安定性

に欠ける。」 *、「クリアランス上も権利行使上も、権利範囲を明確にするため

に省略を行った場合は説明の記載を必須とすべき。」 *という意見が挙げられた。  

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は大企業（製造業）、大企業（非

製造業）で割合が大きい。 

一方、代理人は 25%が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可

能とすべきでない」とする代理人は 62.5%だった。これは企業の割合と同様の傾

向を示している（企業「省略可能とすべきである」27％、「省略可能とすべきで

ない」52.3%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「意匠が不明確となる。」、

「記載しなければ省略した形状について推測する必要が生じる」、「後々、疑義
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が生じる可能性がある」、「権利範囲が不明確になるおそれがある」、「クリア

ランスの際に不明確であるから」、「本当に省略の意図があって省略されたのか、

単に記載し忘れたのかが不明確になるから」、「省略箇所についての意思を示す

箇所であり、図面を省略するのであれば、説明は記載した方が良い。」 *という

意見が挙げられた。 

 

図 II-25 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【企業：規模別】 

 

 

図 II-26 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略【代理人】 

 

 

 

 

表 II-40  「省略とすべきでない」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

意 匠 が不 明 確 となる。  

意 匠 の特 定 に支 障 を来 す。  

記 載 しなければ省 略 した形 状 について推 測 する必 要 が生 じるため。  

省 略 した理 由 が不 明 確 で、省 略 したのか、作 図 ミスか不 明 確 となる。  

意 匠 の充 分 な特 定 ができない。  

後 々、疑 義 が生 じる可 能 性 があるため。  

「意 匠 の説 明 」の欄 に記 載 があった方 が、理 解 が容 易 で疑 義 も生 じないと思 うから。  

省 略 する意 思 で省 略 したのか、意 匠 が特 定 できていないのかが明 らかになる。  

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

27.0

23.7

29.4

30.8

47.6

16.7

52.3

58.8

52.9

43.1

23.8

66.7

18.7

16.1

17.6

24.6

23.8

1.1

1.4

0.8

0.9

0.8

4.8

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 25.0 62.5

0.0

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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説 明 を省 略 した場 合 、対 称 なのかそうでないのかがあいまいになり、権 利 範 囲 が不 明 確 になるおそれがある。  

クリアランスの際 に不 明 確 であるから。  

省 略 可 能 とすると、クリアランスの際 に意 匠 の特 徴 を把 握 するのに時 間 がかかるように思 う。  

本 当 に省 略 の意 図 があって省 略 されたのか、単 に記 載 し忘 れたのかが不 明 確 になるから。  

不 明 確 となる懸 念 があるから。  

意 匠 が曖 昧 ／不 明 確 になる恐 れがあるので、事 故 防 止 の観 点 から明 示 すべき。  

省 略 意 図 が明 確 になり、形 状 を特 定 しやすくなるため。  

 

表 II-41  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

運 用 のみで対 処 する内 容 ではない。（１）省 略 した旨 の記 載 があれば、省 略 が明 確 （２）記 載 がない＝省 略 したと

理 解 するのか  記 載 がない＝登 録 を請 求 しないと理 解 するのかを決 定 した上 で進 めるべきである。  

諸 外 国 は記 載 を求 めていないので省 略 してもよいが、手 間 はかからないので記 載 を継 続 してもよい。  

底 面 図 に限 って省 略 を認 めてもよいと考 える。  

その他 については従 来 どおりとすべき。  

 

表 II-42  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

クリアランス上 も権 利 行 使 上 も、権 利 範 囲 を明 確 にするために省 略 を行 った

場 合 は説 明 の記 載 を必 須 とすべき。  
B 大 ・製  

説 明 の記 載 がないと、司 法 判 断 時 に新 たな主 張 がなされるおそれがあり、安

定 性 に欠 ける。  
H 大 ・製  

説 明 まで省 略 すると、クリアランスの際 に不 便 。代 理 人 との連 携 ミスにより、本

来 省 略 すべきでなかった図 を不 提 出 としてしまった際 も、説 明 を要 するルール

としておくことにより、後 に対 処 可 能 な余 地 が残 る。  

J 大 ・製  

図 の省 略 の説 明 は、何 もないと分 かりづらいことから省 略 可 能 とすべきでな

い。記 載 はたった一 文 であるため負 担 はない。意 匠 全 体 の形 態 の特 定 に役

立 つのであれば、説 明 を追 加 すべき。  

J 大 ・製  

省 略 部 分 におけるルールは、記 載 したことによって不 当 に権 利 範 囲 が狭 くなっ

たり、記 載 しなかったことにより想 定 よりも権 利 範 囲 が広 くなったりすることがな

いような制 度 設 計 を求 める。省 略 部 分 はディスクレームとする運 用 とすべき。  

H 大 ・製  
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表 II-43 ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

図 の省 略 を行 った旨 と、省 略 の理 由 の説 明 は記 載 すべきで、省 略 可 能 とすべきではない。省 略 箇 所 についての

意 思 を示 す箇 所 であり、図 面 を省 略 するのであれば、説 明 は記 載 した方 が良 い。  

 

図 II-27 図の省略を行った旨とその理由の説明が省略可能であると 

考える場合【企業：国・地域別】 

 

Ｂ－８．図の省略を行った旨とその理由の説明の省略

％

N = 123

大型の機械等で、設置してあ
るために常時は底面を見るこ
とができないものについて、
底面図を省略した場合

大型の車両等の重量物で
あって通常は底面を見られる
ことがなく、かつ底面図がなく
ても意匠を正確に把握できる
ときに、底面図を省略した場
合

本棚の背面や底面のように、
通常の使用状態では目に触
れない面であって、意匠上の
特徴があらわれない面につい
て、その面を表す図を省略し
た場合

平面的なものを表す図面のう
ち、裏面が無模様であるもの
について、裏面図を省略した
場合
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カナダ（出願・準備なし） その他（出願・準備あり） その他（出願・準備なし）
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（ii） 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略  

B-9: 立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点等により表

すことが認められていますが、現状では、このような「陰」が、意匠の構成要素

である模様等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描いた旨、

及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載することが

必要となっています。 

今後、このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状

を特定するための「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可

能とすべきとお考えですか。 

 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略については 33.8%

の企業が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでな

い」とする企業は 47.3%だった。 

いずれかの図と同一又は対
称である図を省略した場合

意匠登録を受けようとする部
分以外の部分のみが表れる
図を省略した場合

意匠法第２条第２項に規定す
る、物品と一体として用いられ
る物品に表示される画像につ
いてのみ意匠登録を受けよう
とする部分意匠の出願の場
合において、画像図以外の物
品を表す図を省略した場合

その他 　無回答
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今後行う予定 該当なし
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「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「説明の省略を認めた場

合、裁判において、線や点を模様と認識するかどうかが争点になるかもしれな

い。」 *、「係争になった際、図面を見る側の主観によって模様や陰を判別する

ことになり、認識に齟齬が生まれる可能性が生じる。」 *という意見が挙げられ

た。 

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は大企業（製造業）、大企業（非

製造業）で割合が大きい。 

線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略については 58.3%

の代理人が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきで

ない」とする代理人は 33.3%だった。これは企業の割合の傾向とは異なる（企業

「省略可能とすべきである」33.8％、「省略可能とすべきでない」47.3%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「点」の場合、どちらと

も理解できるので、説明が必要。」、「陰を付す図面を前提としているか陰のな

い図面を前提としているかで異なるので、この前提を明定してから行うべきで

ある。」、「図面作成者によって陰影の入れ方がかわる。細い溝の場合もある」

「誤解を生じさせないため」、「陰であることが明らかかどうか不明な場合と区

別すべきではない。」、「何をもって、『陰』であることが明らか」と云えるの

か、将来的に争点を残すことになる虞があるから。」、「図面と違ってそのよう

な記載をすることが格別負担になるとも思われない。」、「米国の立体陰線

(shading)は一定のルールがあって線図の出願のすべてに対して表すことを求め

られているが、日本では陰線のルールがなく、任意の記載であるため。」、「米

国等で作成した図面の場合に限定すれば、省略可能とすべきではない。米国の

顧客は意味があって線を付けている。シェーディング付きの図面を許容しつつ、

説明を加えることで権利範囲が明確になる。他国のプラクティスを尊重するこ

とが必要。」 *という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきである」と回答した理由として「線図で記載される線、点

等は、弁理士がみても陰でなく模様に見える場合がある。誰がみても明らかで

ある図に限り、説明の省略が可能とすべき」 *という意見が挙げられた。 
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図 II-28 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略 

【企業：規模別】 

 

 

図 II-29 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略 

【代理人】 

 

 

 

表 II-44  「省略可能とすべきでない」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

「点 」の場 合 、どちらとも理 解 できるので、説 明 が必 要 。「かげ線 」の場 合 、もっと簡 易 な説 明 でよいと思 う。  

陰 を付 す図 面 を前 提 としているか陰 のない図 面 を前 提 としているかで異 なるので、この前 提 を明 定 してから行 う

べきである。  

図 面 作 成 者 によって陰 影 の入 れ方 がかわる。細 い溝 の場 合 もある。  

誤 解 を生 じさせないため。  

陰 であることが明 らかどうか不 明 な場 合 と区 別 すべきではない。  

何 をもって、「『陰 』であることが明 らか」と云 えるのか、将 来 的 に争 点 を残 すことになる虞 があるから。  

必 ずしも陰 であることが明 確 であるとは限 らないし、図 面 と違 ってそのような記 載 をすることが格 別 負 担 になると

も思 われない。  

逆 に模 様 として付 されたもの（その場 合 の説 明 は、管 理 が煩 雑 になるでしょう。）が陰 とされては困 るのではない

か。  

米 国 の立 体 陰 線 (shading)は一 定 のルールがあって線 図 の出 願 のすべてに対 して表 すことを求 められているが、

日 本 では陰 線 のルールがなく、任 意 の記 載 であるため。これに対 して、CG は写 真 と同 様 なライティングによる陰

企業形態 N =

  全  体 455

大企業（製造業） 279

大企業（非製造業） 17

中小企業（製造業） 130

中小企業（非製造業） 21

その他 6

33.8

31.9

35.3

36.2

47.6

16.7

47.3

53.0

58.8

38.5

23.8

33.3

14.7

12.2

5.9

20.8

19.0

16.7

1.5

2.2

0.8

2.6

0.7

3.8

9.5

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 58.3 33.3

0.0

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24    
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であるので説 明 不 要 である。  

 

表 II-45  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

明 らかの基 準 を明 確 にしてもらった上 でなら可 。  

ガイドライン等 で記 載 のルールを決 めて、そのルールに合 致 していれば、記 載 不 要 とする。  

 

表 II-46  ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

説 明 の省 略 を認 めた場 合 、裁 判 において、線 や点 を模 様 と認 識 するかどうか

が争 点 になるかもしれない。  
D 大 ・製  

省 略 可 能 とすべきではない。係 争 になった際 、図 面 を見 る側 の主 観 によって

模 様 や陰 を判 別 することになり、認 識 に齟 齬 が生 まれる可 能 性 が生 じる。  
G 大 ・製  

必 要 図 中 に意 匠 以 外 の物 品 の記 載 を認 めるべきではない。  複 数  大 ・製  

シェーディング自 体 が必 須 なのか疑 問 を感 じる。米 国 を含 め、シェーディングの

記 載 を必 須 要 件 としないよう、図 面 の記 載 要 件 を世 界 的 に統 一 してほしい。  
複 数  大 ・製  

 

表 II-47  ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

外 内 出 願 を取 り扱 っていなければ、説 明 は省 略 可 能 と判 断 するかもしれないが、米 国 等 で作 成 した図 面 の場 合

に限 定 すれば、省 略 可 能 とすべきではない。米 国 の顧 客 は意 味 があって線 を付 けている。シェーディング付 きの

図 面 を許 容 しつつ、説 明 を加 えることで権 利 範 囲 が明 確 になる。他 国 のプラクティスを尊 重 することが必 要 。  

線 図 で記 載 される線 、点 等 は、弁 理 士 がみても陰 でなく模 様 に見 える場 合 がある。誰 がみても明 らかである図 に

限 り、説 明 の省 略 が可 能 とすべき。  

（iii） CG で作成された図における「陰」の説明の省略  

B-10: コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変

化を表している図については、現状ではその明度変化が「陰」である旨を「意匠

の説明」の欄に記載することとしていますが、今後、そのような説明がなくとも

「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考
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えですか。 

 

CG で作成された図における「陰」の説明の省略については 45.5%の企業が「省

略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とする企

業は 34.1%だった。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「クリアランスの立場で

みると、説明はあった方が判別しやすい。」*、「「省略可能な陰」に関する明確

な基準が定められていなければ、混乱するだろう。」 *という意見が挙げられた。  

「省略可能とすべきである」と回答した理由として、「説明の省略が可能とな

れば、手続負担が減る。CG は、陰影を加えるだけでなく、断面図を加え、さま

ざまな説明を加えていくと、非常に煩雑になってくる。この点を考えれば、な

るべく説明は省略できるのが良い。」 *、「出願人の立場からみると、CG は自動

的に陰が付されるため、当たり前であることを「意匠の説明」として記載する必

要はないと考える」*、「写真と同様に CG の精度が高くなっている」*、「シェー

ディングの場合とは異なり、CG は誰が作成しても、近似した光の加減となるた

め、陰の説明を省略しても問題ない。」 *という意見が挙げられた。 

「省略可能とすべきでない」と回答した企業は B グループ（衣服及び身の回り

品）、F グループ（事務用品及び販売用品）、L グループ(土木建築用品)で割合

が大きい。 

CG で作成された図における「陰」の説明の省略については 79.2%の代理人が

「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべきでない」とす

る代理人は 20.8%だった。これは企業の割合の傾向とは異なり、「省略可能とす

べきである」とした代理人の割合が大きい（企業「省略可能とすべきである」45.5%、

「省略可能とすべきでない」34.1%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「陰を付す図面を前提と

しているか陰のない図面を前提としているかで異なるので、この前提を明定し

てから行うべきである。」、「誤解を生じさせないため。」、「陰があることが

不明である場合と区別するべきではない」、「何をもって、「『陰』であること

が明らか」といえるのか、将来的に争点を残すことになる虞があるから。」、「必

ずしも陰であることが明確であるとは限らないし、記載することが格別負担に

なるとも思われない。」、「説明は省略可能とすべきではない。たまたま濃淡が

表されているのか、それとも意図的な濃淡なのかが不明となるため、省略せず

に記載した方が良い。」 *という意見が挙げられた。 
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図 II-30 CG で作成された図における「陰」の説明の省略【企業】 

 

図 II-31 CG で作成された図における「陰」の説明の省略  

【企業：製品分類別】 

 
 

 図 II-32 CG で作成された図における「陰」の説明の省略【代理人】 

 

 

 

  

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

46.2

25.0

20.0

65.9

39.4

80.0

36.4

47.2

47.9

54.5

52.1

37.5

38.8

33.7

33.3

60.0

19.5

33.3

54.5

33.3

31.5

31.8

33.3

43.8

35.8

17.6

33.3

20.0

14.6

27.3

20.0

9.1

16.7

17.8

13.6

12.5

18.8

17.9

2.0

2.8

2.7

2.1

6.0

0.5

8.3

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N=455

45.5 34.1 17.4

1.8

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 79.2 20.8 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24   



  

- 349 - 

 

表 II-48 「省略可能とすべきでない」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

陰 を付 す図 面 を前 提 としているか陰 のない図 面 を前 提 としているかで異 なるので、この前 提 を明 定 してから行 う

べきである。  

誤 解 を生 じさせないため。  

陰 があることが不 明 である場 合 と区 別 するべきではない。  

何 をもって、「『陰 』であることが明 らか」と云 えるのか、将 来 的 に争 点 を残 すことになる虞 があるから。  

必 ずしも陰 であることが明 確 であるとは限 らないし、記 載 することが格 別 負 担 になるとも思 われない。  

 

表 II-49 ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

説 明 の省 略 可 能 となれば、手 続 負 担 が減 る。CG は、陰 影 を加 えるだけでな

く、断 面 図 を加 え、さまざまな説 明 を加 えていくと、非 常 に煩 雑 になってくる。こ

の点 を考 えれば、なるべく説 明 は省 略 できるのが良 い。  

D 大 ・製  

陰 の説 明 は、省 略 可 能 な余 地 があると考 えるが、「省 略 可 能 な陰 」に関 する

明 確 な基 準 が定 められていなければ、混 乱 するだろう。  
G 大 ・製  

シェーディングの場 合 とは異 なり、CG は誰 が作 成 しても、近 似 した光 の加 減 と

なるため、陰 の説 明 を省 略 しても問 題 ない。  
H 大 ・製  

クリアランスの立 場 でみると、説 明 はあった方 が判 別 しやすい。一 方 、出 願 人

の立 場 からみると、CG は自 動 的 に陰 が付 されるため、当 たり前 であることを

「意 匠 の説 明 」として記 載 する必 要 はないと考 える。  

J 大 ・製  

説 明 は省 略 可 能 とすべき。写 真 と同 様 に CG の精 度 が高 くなっている。  D,G 大 ・製  

 

表 II-50 ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

説 明 は省 略 可 能 とすべきではない。たまたま濃 淡 が表 されているのか、それとも意 図 的 な濃 淡 なのかが不 明 と

なるため、省 略 せずに記 載 した方 が良 い。  
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（iv） CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

B-11: コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、形状線が表れない図の

場合、外形形状を明確にするため、背景に彩色を施すことが認められていますが、

その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成要素の一部であるとの誤解

を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要があ

ります。今後、そのような説明がなくとも、背景の彩色であることが明らかであ

る場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略については

51.2%の企業が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とすべ

きでない」とする企業は 28.4%だった。 

「省略可能とすべきである」と回答した理由として、「CG 図面による出願を多

くしているが、意匠と背景の識別がつかないようなケースはめったにない。」 *、

「出願人の判断に任せてよい。権利範囲を特定する上で支障がなければ、説明

を省略しても問題ない。」 *という意見が挙げられた。「省略可能とすべきでな

い」と回答した企業は B グループ（衣服及び身の回り品）、G グループ（運輸又

は運搬機械）、K グループ(産業用機械器具)、A グループ（製造食品及び嗜好品）

で割合が大きい。 

CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略については

79.2.%の代理人が「省略可能とすべきである」と回答しており、「省略可能とす

べきでない」とする代理人は 20.8%だった。これは、企業の割合と同様の傾向を

示しているが、若干、企業よりも「省略可能とすべきである」と回答した代理人

の割合が大きい（企業「省略可能とすべきである」51.2％、「省略可能とすべき

でない」28.4%）。 

「省略可能とすべきでない」と回答した理由として、「CG において背景以外で

も多色を使用する例が欧米にあるので、説明は必要として説明により disclaim

が明解されれば図面補正の必要なしとする方が良い。」、「誤解を生じさせない

ため」、「彩色であることが不明である場合と区別するべきではない」、「何を

もって、「背景の彩色であることが明らか」といえるのか、将来的に争点を残す

ことになる虞があるから。」、「意匠の構成要素である場合もある。省略するの

であれば、背景色とする色彩を指定／統一すべき。」 *という意見が挙げられた。  
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図 II-33  CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【企業】 

 

 

図 II-34  CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【企業：製品分類別】 

 
 

図 II-35  CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

【代理人】 

 

 

 

  

N=455

51.2 28.4 17.8
1.1

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

52.8

25.0

30.0

58.5

54.5

70.0

59.1

41.7

58.9

59.1

58.3

43.8

49.3

27.9

33.3

40.0

22.0

27.3

10.0

27.3

44.4

24.7

18.2

35.4

28.1

23.9

17.4

33.3

20.0

19.5

18.2

20.0

13.6

11.1

13.7

22.7

6.3

28.1

22.4

1.2

2.8

2.7

3.0

0.7

8.3

10.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他 無回答

N =

24 79.2 20.8 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

省略可能とすべきである 省略可能とすべきでない わからない その他

N=24     
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表 II-51 「省略可能とすべきでない」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

CG において背 景 以 外 でも多 色 を使 用 する例 が欧 米 にあるので、説 明 は必 要 として説 明 によりｄｉｓｃｌａｉｍが明 解

されれば図 面 補 正 の必 要 なしとする方 が良 い。  

誤 解 を生 じさせないため。  

彩 色 であることが不 明 である場 合 と区 別 するべきではない。 

何 をもって、「背 景 の彩 色 であることが明 らか」と云 えるのか、将 来 的 に争 点 を残 すことになる虞 があるから。  

意 匠 の構 成 要 素 である場 合 もある。省 略 するのであれば、背 景 色 とする色 彩 を指 定 ／統 一 すべき。  

 

表 II-52 ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

CG 図 面 による出 願 を多 くしているが、意 匠 と背 景 の識 別 がつかないようなケ

ースはめったにない。  
D 大 ・製  

出 願 人 の判 断 に任 せてよい。権 利 範 囲 を特 定 する上 で支 障 がなければ、説

明 を省 略 しても問 題 ない。  
J 大 ・製  

（５） 外国での願書及び図面の再作成 

（i） 外国での出願に際する図面の再作成状況 

B-12: 日本で出願した同一の意匠を外国で出願する際、日本とは異なる図面要

件に対応するために、図面を再作成したことがありますか？  

 

外国での出願に際して図面の再作成を行った国・地域については 63.1%の企

業が「ある」と回答しており、「ない」とする企業は 35.5%だった。 

「ある」と回答した企業は、E グループ（趣味娯楽用品及び運動競技用

品）、H グループ（電気電子機械器具及び通信機械器具）、J グループ（一般機

械器具）、K グループ（産業用機械器具）で割合が大きい。 

図面の再作成を行った国・地域としては米国（出願準備あり）、欧州連合

（EU）（出願準備あり）、韓国（出願準備あり）、台湾（出願準備あり）の割

合が大きい。また、総じて、同じ国・地域内で比較すると、「出願準備あり」

の方が「出願準備なし」の割合よりも大きい。 
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一方、代理人では 91.3%が「ある」と回答しており、「ない」とする代理人

は 4.3%だった。これは企業のうち「ある」と回答した企業の割合よりも高い傾

向にある（企業「ある」63.1％、「ない」35.5％）。 

図面の再作成を行った国・地域としては米国、欧州連合（EU）、中国、カナ

ダの割合が大きい。「その他」の具体例はオーストラリア、ブラジル、イン

ド、マレーシア、タイ、トルコ、インドネシア、ベトナム、アルゼンチンなど

が挙げられている。 

  

図 II-36 外国での出願に際する図面の再作成状況【企業】 

 

図 II-37 外国での出願に際する図面の再作成状況【企業：製品分類別】 

  

  

主要製品 N =

  全  体 267

製造食品及び嗜好品 8

衣服及び身の回り品 5

生活用品 21

住宅設備用品 11

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

9

事務用品及び販売用品 14

運輸又は運搬機械 30

電気電子機械器具及び
通信機械器具

62

一般機械器具 14

産業用機械器具 34

土木建築用品 11

その他 46

64.0

37.5

40.0

66.7

27.3

77.8

57.1

66.7

77.4

78.6

70.6

36.4

56.5

34.5

62.5

60.0

33.3

63.6

22.2

42.9

33.3

22.6

14.3

26.5

63.6

41.3

1.5

9.1

7.1

2.9

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無回答

N=287 63.1 35.5
1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無回答
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図 II-38 外国での出願に際する図面の再作成状況【企業：国・地域別】 

 

 

図 II-39 外国での出願に際する図面の再作成状況【代理人】 

 

  

N Ａ－１．外国での意匠出願またはその具体的な準備の有無 N =

  全  体 287

米国（出願・準備あり） 200

米国（出願・準備なし） 87

欧州共同体（ＥＵ）（出願・準備あり） 160

欧州共同体（ＥＵ）（出願・準備なし） 127

中国（出願・準備あり） 255

中国（出願・準備なし） 32

韓国（出願・準備あり） 141

韓国（出願・準備なし） 146

台湾（出願・準備あり） 132

台湾（出願・準備なし） 155

カナダ（出願・準備あり） 43

カナダ（出願・準備なし） 244

その他（出願・準備あり） 127

その他（出願・準備なし） 160

今後行う予定 0

該当なし 0

63.1

74.5

36.8

77.5

44.9

66.7

34.4

70.9

55.5

70.5

56.8

67.4

62.3

72.4

55.6

35.5

24.5

60.9

21.3

53.5

32.2

62.5

27.7

43.2

28.0

41.9

32.6

36.1

26.8

42.5

1.4

1.0

2.3

1.3

1.6

1.2

3.1

1.4

1.4

1.5

1.3

1.6

0.8

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無回答

N =

23

91.3 4.3 4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無回答

N=23   
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図 II-40 外国での出願に際する図面の再作成状況【代理人】

 

表 II-53 「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

オーストラリア、ブラジル、インド、マレーシア、タイ、トルコ  

タイ、インドネシア  

タイ  

ベトナム、アルゼンチン  

 

B-13: 【B-12】で回答した日本とは異なる図面について、どのような要件の違

いから図面の再作成を行いましたか？ 

 

企業について見ると、（外国での出願に際して図面の変更ある場合）図面変

更の内容については、4 つの規模全てで「表現方法を変更した」割合が大き

い。一方、「数：減らした」と回答した企業はどの規模でも割合が小さい。

「数：増やした」とする企業は中小企業（非製造業）で割合が高く、他の規模

では「数：減らした」と同程度である。  

日本意匠分類では、「数：増やした」では、F グループ（事務用品及び販売

用品）、K グループ（産業用機械器具）で割合が高い。「数：減らした」で

は、B グループ（衣服及び身の回り品）、D グループ（住宅設備用品）で割合が

高い。「表現方法を変更した」では、どの分類でも総じて割合が高い。 

国・地域別では、「数：増やした」では、中国（出願準備なし）が突出して

おり、他は横ばい、「数：減らした」では、カナダ（出願準備あり）の割合が

高い。「表現方法を変更した」では、どの国、地域も割合が高い。  

％

N = 21

米国 欧州共同体
（ＥＵ）

中国 韓国 台湾 カナダ その他 　無回答

66.7
61.9 61.9

23.8
28.6

42.9

19.0

4.8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

(EUIPO )  
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代理人について見ると、（外国での出願に際して図面の変更ある場合）図面

変更の内容については、増やした事例としては、「台湾、韓国における斜視図

必須」、「斜視図、日本の出願で省略した図」が挙げられている。 

減らした事例としては、「EU：7 図限定」、「オーストラリア、ブラジル、

インド、マレーシア、タイ、トルコ：断面図不可  その他：参考図等削除」、

「実装した場合に見えなくなる背面図、底面図」が挙げられている。 

表現方法を変更した事例としては、「EU：「部分意匠」で説明なしで、

claim-part を理解できるように変更。」、「中国：破線を実線に変更。」「米

国→写真→線図、十陰影線、不明確部分の破線処理」、「韓国→写真出願時、

形状の不一致を指摘された。」、「シェーディング追加、細線の削除、写真の

撮直し」、「立体表現」、「ディスクレーム部分の断面のハッチングの線種を

変更した。CG 図面のディスクレーム部分の着色表現を薄いグレー表現に変更し

た。参考図を削除した。図面が潰れないように全体的に拡大した。拡大指示線

や断面指示線の表現方法を変更した等」、「図のサイズを大きくした」が挙げ

られている。 

 

図 II-41 外国での出願に際する図面変更の内容【企業：規模別】 

  

Ｂ－１３．（外国での出願に際して図面の変更ある場合）図面変更の内容

％

N = 181

数：増やした 数：減らした 表現方法を変更した その他 　無回答
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図 II-42 外国での出願に際する図面変更の内容【企業：製品分類別】 

 

図 II-43 外国での出願に際する図面変更の内容【企業：国・地域別】 
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数：増やした 数：減らした 表現方法を変更した その他 　無回答
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表 II-54 「数：増やした」事例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

台 湾 で斜 視 図 が必 須 であった  

斜 視 図 の追 加 （台 湾 ）  

韓 国 で斜 視 図 を増 やした。  

斜 視 図 、日 本 の出 願 で省 略 した図  

 

表 II-55 「数：減らした」事例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

ＥＵで７図 以 内 に減 らした。  

ＥＵで７図 限 定 、  

オーストラリア、ブラジル、インド、マレーシア、タイ、トルコ→断 面 図 不 可  

その他 →参 考 図 等 削 除  

ＥＵＩＰＯは７図 以 下 なので減 らした。  

断 面 図 、参 考 図  

断 面 図 、使 用 状 態 を示 す参 考 図  

断 面 、端 面 、参 考 図  

断 面 図  

実 装 した場 合 に見 えなくなる。例 えば、背 面 図 や底 面 図 の削 除 。  

欧 州 用 に７図 に減 らした。  

断 面 図 、使 用 状 態 を示 す参 考 図  

欧 州 は１意 匠 につき７図 までなので、意 匠 の特 徴 が表 れていない図 を削 除 した。  

欧 州 の一 意 匠 に関 する図 が７図 以 下 に対 応 させるため図 面 数 を減 らした。  

断 面 図 、端 面 図 、参 考 図  

ＥＵは７図 しか認 められないため。  

使 用 状 態 を示 す参 考 図 、断 面 図 が認 められない国 に対 応 するため。  

ＥＵに出 願 するため、図 を７図 に減 らした。  

ＥＵ以 外 の国 についても、不 要 と思 われる断 面 図 や参 考 図 を削 除 した。  
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表 II-56 「表現方法を変更した」事例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

EU：「部 分 意 匠 」で説 明 なしで、claim-part を理 解 できるように変 更 。米 ：写 真 を図 面 に変 更 。中 国 ：破 線 を実 線

に変 更 。  

米 国 →写 真 →線 図 、陰 影 線 、不 明 確 部 分 の破 線 処 理  韓 国 →写 真 出 願 時 、形 状 の不 一 致 を指 摘 された。  

シェーディング追 加 、細 線 の削 除 、写 真 の撮 直 し。  

図 中 に陰 影 の線 を付 加 した。  

（１）線 図 陰 なしを陰 付 に（２）破 線 を実 線 にした。  

立 体 表 現  

陰 影 を入 れた。  

破 線 の表 現 、破 線 の実 線 化 、シェーディング。  

米 国 出 願 のシェーディング、その他 斜 視 図 が必 須 の国 。  

写 真 又 は CG を線 図 に変 更 。  

CG、写 真 から線 図 に変 更 ・陰 影 を追 加  

陰 影 の付 加 、部 分 →全 体 への変 更 。  

陰 影 線 を追 加 した。欧 州 では一 点 鎖 線 は部 分 意 匠 とそれ以 外 の部 分 の境 界 線 ではなく、破 線 と解 釈 されると

いう現 地 代 理 人 のアドバイスにより、一 点 鎖 線 を実 線 又 は破 線 に変 更 した。  

米 国 の場 合 、印 影 線 の追 加 。中 国 の場 合 、部 分 意 匠 の破 線 を実 線 に変 更 。  

米 国 で陰 影 を付 加 した。  

中 国 で部 分 意 匠 制 度 がないことに対 応 させるため、破 線 を実 線 に変 更 した。  

陰 影 線 や透 明 を示 す線 の追 加 、R 形 状 を表 現 した途 切 れ線 の両 端 繋 げ、一 点 鎖 線 の変 更 。  

米 国 用 に影 を施 した。  

部 分 意 匠 制 度 の無 い国 用 に、破 線 をすべて実 線 に全 体 意 匠 に修 正 した。  

（米 国 ）CG、写 真 を線 図 に描 き変 えた。線 図 に立 体 陰 線 (shading)を付 加 した。（カナダ）CG で提 出 したが形 状

が判 別 できないという拒 絶 理 由 通 知 に対 応 して線 図 に変 更 した。  

シェーディングを施 した。写 真 を線 図 に変 更 した。見 本 を写 真 に変 更 した。ディスクレーム部 分 の断 面 のハッチン

グの線 種 を変 更 した。CG 図 面 のディスクレーム部 分 の着 色 表 現 を薄 いグレー表 現 に変 更 した。参 考 図 を削 除

した。図 面 が潰 れないように全 体 的 に拡 大 した。拡 大 指 示 線 や断 面 指 示 線 の表 現 方 法 を変 更 した等 。  

シェーディングを施 した。  

意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 以 外 の部 分 の表 現 を変 更 した。  
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表 II-57 「その他」【代理人】 

自 由 記 載 欄  

多 くの国 が、開 蓋 状 態 図 は多 意 匠 となるので削 除 。  

図 のサイズを大 きくした。  

出 願 後 ですが、日 本 出 願 で部 分 意 匠 の特 定 方 法 に薄 墨 を使 用 していたところ、薄 墨 と実 線 とが重 なる部 分 は

部 分 意 匠 の範 囲 内 か範 囲 外 かが不 明 であるので、実 線 と破 線 に部 分 の特 定 方 法 を変 更 するようにとのオフィ

スアクションが発 せられました（韓 国 、台 湾 ）。  

（ii） 日本と外国における図面要件の違いと改善要望  

B-14: 日本と外国における図面要件の違いについて、どのような点について改

善を希望されますか。 

 

日本と外国における図面要件の違いについて、代理人から希望する改善点と

して、「優先権主張における「同一性」を過度に厳しく求めるのは、よくない」、

「諸外国からみると、日本の様式は複雑と思われているので、統一するために

は、日本の様式の緩和も必要かもしれない」、「世界共通様式として欲しい」「部

分意匠登録出願における意匠登録を受けようとする部分の特定方法」「特に、米

国での印影線の要件をなくして欲しい。」、「全ての国における図面要件を統一

することは無理なので、日本から外国に出願する場合の図や表現の追加はある

程度受忍できる。」、「外国から日本への出願の際に図を追加することも多いの

で、外国籍の出願人が多い国の実務にそうように省略を認めることによる簡素

化の方向で図るべき」、「日本では斜視図が必須でないため、外国出願に際して

新たに作成する必要がある。」、「基本的に意匠表現は出願人の自己責任の原則

に基づき、出願人の意思に任せてほしい。」、「見本出願を認めてほしい。」、

「他国に比べると日本の図面枠が小さすぎる。拡大図が必要となってしまう。」

等が挙げられた。 
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表 II-58 日本と外国における図面要件の違いと改善要望【代理人】 

自 由 記 載 欄  

優 先 権 主 張 における「同 一 性 」を過 度 に厳 しく求 めるのは、よくないと思 う。（ある程 度 は必 要 ）  

図 面 の様 式 が日 本 と統 一 されることを望 むが、諸 外 国 からみると、日 本 の様 式 は複 雑 と思 われているので、統

一 するためには、日 本 の様 式 の緩 和 も必 要 かもしれない。  

共 通 化  

本 アンケートは日 本 のスタンス（物 品 の形 状 、模 様 、色 彩 の結 合 ）ということを無 視 して、海 外 と調 和 しようとして

いるので危 険 である。海 外 では、表 わしたものがクレームであり、表 わしていないものは登 録 請 求 していないとい

う、ｄｅｓｉｇｎからの考 え方 があり、その基 本 に戻 って、表 現 のあり方 についても見 直 すことが望 まれる。  

世 界 共 通 様 式 として欲 しい。  

部 分 意 匠 登 録 出 願 における意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 の特 定 方 法 。  

図 面 の要 件 を整 合 させるよりも、日 本 での補 正 の要 件 を緩 和 して、外 国 の図 面 が日 本 の図 面 要 件 に適 合 する

ように補 正 しやすくしてほしい。  

図 面 数 、表 現 方 法 の自 由 度 を各 国 で高 める。（統 一 は無 理 だと思 う）  

特 に、米 国 での印 影 線 の要 件 をなくして欲 しい。  

図 中 の陰 影 の取 り扱 いについて共 通 化 されることが好 ましい。  

全 ての国 における図 面 要 件 を統 一 することは無 理 なので、日 本 から外 国 に出 願 する場 合 の図 や表 現 の追 加 は

ある程 度 受 忍 できる。  

外 国 から日 本 への出 願 の際 に図 を追 加 することも多 いので、外 国 籍 の出 願 人 が多 い国 の実 務 にそうように省

略 を認 めることによる簡 素 化 の方 向 で図 るべき。国 内 企 業 にも利 益 があるものと考 える。  

3D 画 像 で、部 分 意 匠 を着 色 によって特 定 した日 本 出 願 を基 礎 として、部 分 意 匠 のない国 へ出 願 するにあたり、

部 分 意 匠 の表 現 のまま出 願 すれば、着 色 した部 分 を色 彩 として認 識 される恐 れがあったため、着 色 を外 した全

体 意 匠 の状 態 で出 願 したところ、意 匠 の同 一 性 が認 められず、優 先 権 の効 果 が享 受 できないことがあった。よっ

て、意 匠 の同 一 性 の判 断 については、各 国 に共 通 した明 確 な基 準 を提 示 してほしい。  

日 本 では斜 視 図 が必 須 でないため、外 国 出 願 に際 して新 たに作 成 する必 要 がある。  

原 則 的 な表 現 方 法 は意 匠 法 施 行 規 則 等 に明 確 にしておくべきであり、また、審 査 官 による補 正 の示 唆 はありが

たいが、基 本 的 に意 匠 表 現 は出 願 人 の自 己 責 任 の原 則 に基 づき、出 願 人 の意 思 に任 せてほしい。  

見 本 出 願 を認 めてほしい。  

拡 大 図 や断 面 図 の図 面 表 現 を日 本 の形 式 のままでも認 めてほしい。  

他 国 に比 べると日 本 の図 面 枠 が小 さすぎる。拡 大 図 が必 要 となってしまう。  

米 国 では実 質 的 にシェーディングが求 められているが、他 国 と同 程 度 に緩 和 してほしい。  

透 明 部 の特 定 、部 分 意 匠 の特 定 、中 間 省 略 等 について、第 １国 出 願 での特 定 方 法 のまま認 めてほしい。   

同 一 意 匠 に関 する図 面 表 現 の許 容 範 囲 は各 国 で統 一 して欲 しい。  
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B-15: 国内外を問わず、願書及び図面の記載に関するご意見をご自由にお聞か

せください。 

 

願書及び図面の記載に関する意見として、企業、代理人からは以下の意見が

挙げられた。  

 

表 II-59  願書及び図面の記載に関する意見【企業】 

自 由 記 載 欄  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

コンピュータ・グラフィクス（CG）を用 いての図 面 作 成 増 加 にともなう国 内 、海 外

の図 面 作 成 要 綱 の統 一 を希 望 。  
B 大 ・製  

意 匠 制 度 の利 便 性 向 上 が、不 便 になる、部 分 意 匠 が認 められていない国 もあ

るが、日 本 では必 要 である。  
B 中 小 ・製  

現 状 で特 に著 じるしく問 題 となるところはないと認 識 している。  C 中 小 ・製  

図 面 の補 正 が要 旨 変 更 に該 当 し、補 正 却 下 されることが多 いが、もう少 し緩

和 されるとよい。  
C 中 小 ・製  

CG 図 の場 合 、図 の形 式 がグレースケールに限 られるが、RGB でも対 応 頂 きた

い。  
C 中 小 ・製  

出 願 してから、通 知 までの時 間 が長 い気 がする。出 願 料 、登 録 料 金 は、もう少

し低 価 格 にならないか？  
C 中 小 ・製  

画 像 による出 願 をもっと推 進 すれば、出 願 手 続 きがよりスムーズになると考 え

る。 
D 中 小 ・製  

出 願 人 としては表 現 できているつもりでも、例 えば米 国 では不 明 確 だと判 断 さ

れたりするので、もっと基 準 がすりあわさると有 難 い。  
D 大 ・製  

意 匠 の説 明 に記 載 すべき事 項 や、記 載 内 容 の取 り扱 い、審 査 官 のとらえ方 が

あまり明 確 でないように思 われる。審 査 基 準 に具 体 例 も交 えて明 記 して頂 ける

と助 かる。何 も記 載 されていないものも有 るので、記 載 不 要 であればその旨 も

明 示 してほしい。  

D 大 ・製  

記 載 要 件 の緩 和 を望 む声 も多 いが、要 件 緩 和 は出 願 件 数 の増 加 にはつなが

ると思 うが、登 録 意 匠 の範 囲 の不 明 確 化 を招 くおそれもある。現 時 点 では、記

載 要 件 については、海 外 出 願 にあたって大 きな負 担 を負 うことなく、優 先 権 の

利 益 が得 られれば十 分 と考 える。  

D 大 ・製  

欧 州 では、図 面 点 数 が７点 までであるので、意 匠 を把 握 するために必 要 と思

われる図 面 が７点 を超 えると、選 定 に悩 む。もう少 し多 く選 べるようになると助
D 大 ・製  



  

- 363 - 

 

かる。  

住 宅 は商 品 そのものが大 きいため、壁 厚 の部 分 まで描 こうとすると、線 の太 さ

をかなり細 くしなければならない。六 面 図 を書 く事 も大 きな負 担 であり、もう少 し

簡 易 に図 面 を記 載 できるようにお願 いしたい。また住 宅 全 体 のデザインが近 く

ても窓 の位 置 や形 状 によっては非 類 似 となる場 合 もあり、権 利 範 囲 の確 定 が

難 しい。  

D 大 ・製  

特 になし D 中 小 ・製  

米 国 出 願 図 面 の陰 影 による表 現 が不 要 になると助 かる。  E 大 ・製  

断 面 図 の扱 いについて国 によって大 きく異 なる。日 本 においては意 匠 を特 定 す

るために必 要 であれば断 面 図 を加 えることが可 能 だが、例 えば中 国 では断 面

図 を加 えること自 体 は否 定 されないものの、断 面 図 を入 れることで、その権 利

は外 観 だけでなく内 部 構 造 にまで及 ぶ、と理 解 される傾 向 があると思 う。  

F 大 ・製  

現 状 維 持 が妥 当 と判 断 する。図 面 省 略 により出 願 はし易 くなったとしても、権

利 範 囲 に疑 義 が生 じるのであれば問 題 。  
F 大 ・製  

願 書 及 び図 面 の記 載 方 法 を統 一 してほしい。  F 中 小 ・製  

部 分 意 匠 が多 くの国 で認 められるように働 きかけて欲 しい。  G 大 ・製  

例 えば、関 連 意 匠 については一 出 願 多 意 匠 制 度 を認 めてほしい。  G 大 ・製  

意 匠 権 の中 には、要 部 では無 い形 状 について、断 面 や拡 大 がなくて、形 状 が

認 識 できない。部 分 意 匠 調 査 や特 許 調 査 において、形 状 を把 握 したいができ

ないことがあり、意 匠 権 を発 生 させる以 上 、形 状 が分 かるようにして欲 しい。  

部 分 意 匠 登 録 出 願 において、権 利 を取 得 する部 分 が小 さくて認 識 しにくいとき

がある。拡 大 図 や色 付 けした図 面 を追 加 して欲 しい。  

部 分 意 匠 においては、物 の表 面 のみが権 利 範 囲 なのか、肉 厚 も含 めて権 利

範 囲 なのかが、分 かりにくい出 願 がある。この点 が明 確 になる図 面 を追 加 して

欲 しい。  

G 中 小 ・製  

要 件 を統 一 してほしい。  G 大 ・製  

米 国 で出 願 時 の願 書 データの容 量 制 限 があるが、最 近 解 像 度 の低 さによる

線 の折 れを（曲 線 が折 れ線 になる）指 摘 を受 けている。解 像 度 と容 量 の背 反

に矛 盾 を感 じる。  

G 大 ・製  

破 線 の間 隔 が狭 かったり、線 が交 差 して間 隔 が埋 まったりして、実 線 と破 線 の

区 別 が難 しい場 合 がある。実 線 と破 線 の太 さを変 えるなど、区 別 しやすくなる

ルールがほしい。  

曲 面 の表 現 についても、意 匠 の説 明 があっても、陰 なのか模 様 なのか分 から

ない場 合 があり、ルールがほしい。  

G 大 ・製  
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シール紙 の出 願 について  六 面 図 は不 要 では？  H 大 ・製  

丸 みを帯 びたＲ形 状 の表 現 が難 しい。２次 元 の六 面 図 では表 現 しきれない場

合 が多 い。  
H 大 ・製  

部 分 意 匠 は「部 分 意 匠 」との記 載 があるが、関 連 意 匠 は「本 意 匠 の表 示 」とい

う項 目 で分 かりづらい。「関 連 意 匠 」と記 載 を追 加 してはダメか。  
H 大 ・製  

現 時 点 ではハーグ協 定 ジュネーブ改 正 協 定 に基 づく国 際 出 願 は使 いにくい。

本 当 の意 味 で世 界 的 に統 一 された制 度 の構 築 を望 む。  
H 大 ・製  

形 状 が標 準 的 に定 まっている、規 格 がある部 分 （たとえば、ＵＳＢコネクタの挿

入 口 →どこまで細 かく図 面 で表 すのか表 すべきかがわからない。）を図 面 で表

現 する時 は、あらかじめその部 分 は、このように表 現 する（ここまで略 してＯＫ）

等 の例 示 が欲 しい。  

H 大 ・製  

他 国 に比 べ、日 本 の登 録 意 匠 の一 見 把 握 性 （権 利 者 の意 思 ）は非 常 に分 か

り易 く、また、今 の図 面 の内 容 であれば探 す労 力 も低 い。強 みを意 識 した制 度

設 計 を今 後 ともお願 いしたい。 

H 大 ・製  

図 面 のサイズが小 さい。そのため、部 分 的 な拡 大 図 等 を用 いることになる場 合

がある。特 許 出 願 の図 面 と同 様 のサイズにして頂 けると、表 現 し易 くなるととも

に、特 許 出 願 の図 面 を転 用 することもできるため、利 便 性 が高 くなる。  

H 大 ・製  

出 願 図 (紙 )に対 応 する電 子 データ（３Ｄ－ＰＤＦ）があれば物 品 の理 解 が深 まる

のでは？  

物 品 形 状 を正 しく理 解 できれば審 査 、調 査 も容 易 になるのではないか？  

H 大 ・製  

ハーグ加 盟 国 は統 一 図 面 として頂 きたい。  H 大 ・製  

物 品 の説 明 の必 須 化 ・ＵＲＬ記 載 の許 容  H 大 ・製  

特 許 →意 匠 の変 更 につき、基 準 を明 確 にしてほしい。  H 大 ・製  

出 願 には、図 面 の作 成 に最 も時 間 を要 する。グローバルで早 期 に出 願 、権 利

化 を図 ることが求 められており、各 国 へ出 願 する図 面 をできる限 り共 通 化 （修

正 が必 要 であっても修 正 容 易 に）することを希 望 する。  

H 大 ・製  

図 面 表 現 と願 書 記 載 事 項 については全 世 界 共 通 となることを希 望 する。  H 大 ・製  

EUIPO では願 書 に物 品 の説 明 を記 載 しないので、全 く異 なる分 類 を指 定 され

たことがあり、分 類 の補 正 をしたことがある。  
H 大 ・製  

国 内 で担 当 審 査 官 によって意 匠 に係 る物 品 （名 称 ）の許 容 範 囲 がまちまちで

あり、戸 惑 いを感 じることがある。  
H 大 ・製  

断 面 図 については、通 常 の図 面 と同 じように、切 断 位 置 をある程 度 自 由 に選

択 できるようしてほしい。図 面 の数 を減 少 するできる。  
H 大 ・製  

日 本 の意 匠 図 面 のサイズを、米 国 意 匠 特 許 や日 本 特 許 の図 面 のように大 き J 中 小 ・製  
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くしてほしい。  

書 式 等 の共 通 化 を図 って欲 しい。  J 大 ・製  

ハーグ協 定 に基 づく出 願 において、願 書 は統 一 されたが、図 面 記 載 のルール

が異 なると、どのように記 載 すべきか分 からない。特 に情 報 の少 ない国 への出

願 が難 しい。  

J 中 小 ・製  

図 中 の権 利 を請 求 しない部 分 はどこか（真 に求 める権 利 範 囲 はどこなのか）を

出 願 人 に明 記 させるべきであり、権 利 内 容 が明 確 であるに越 したことはない。

また、必 要 な記 載 がない場 合 は、拒 絶 理 由 などで出 願 人 に補 正 を促 せばよ

く、単 なる記 載 不 備 であれば要 旨 変 更 にもあたらないと思 われる。  

ユーザーフレンドリーという観 点 から、願 書 の記 載 事 項 を減 らして出 願 人 の負

担 を軽 くするということは理 解 できるが、意 匠 権 は独 占 排 他 権 であり、その成

立 は広 く第 三 者 に影 響 を与 えるため、出 願 人 以 外 の第 三 者 もある意 味 でユー

ザーであるという観 点 も持 ってほしい。権 利 内 容 の明 確 性 は非 常 に重 要 であ

り、出 願 人 に対 して過 度 な負 担 を強 いるものでなければ、権 利 内 容 に関 して出

願 人 自 ら意 思 表 示 を行 う記 載 を省 略 可 能 とすべきでない。  

J 大 ・製  

B-6 の問 いにもあったが、マネキンを使 用 しての意 匠 登 録 出 願 が出 来 る様 にし

て欲 しい。（地 面 に置 いての平 面 状 態 での出 願 は、側 面 状 態 が分 かりづらい

ため、【装 着 状 態 を示 す参 考 図 】と言 うようにして載 せている。）  

J 中 小 ・製  

図 面 は統 一 してほしい。  K 大 ・製  

統 一 を望 む。  K 大 ・製  

産 業 用 ロボットにある配 線 を意 匠 として、図 に書 くべきか判 断 に迷 う。  K 大 ・製  

六 面 図 の他 に、アイソメ図 （斜 視 図 ）を添 付 している。その方 が、需 要 者 のアイ

ポイントに近 いと思 われる。  
K 大 ・製  

国 内 の意 匠 公 報 において、斜 視 図 がないため、意 匠 をイメージしにくい場 合 が

あります。  
K 中 小 ・製  

意 匠 の説 明 の記 載 が認 められない、または、文 字 数 制 限 がある国 があるた

め、記 載 を認 めていただきたい。  
K 大 ・製  

各 国 の記 載 要 件 がもっと統 一 化 されることを望 む。  L 大 ・製  

出 来 るだけ図 面 枚 数 が少 なくなるような方 向 で検 討 を行 ってもらいたい。  L 大 ・製  

商 品 の規 格 寸 法 （厚 さ、幅 、長 さ）が何 種 類 かある場 合 、意 匠 権 の行 使 時 に、

縮 尺 を用 いるのか、範 囲 付 きの数 値 の記 載 により権 利 主 張 させるのか、基 準

が曖 昧 なため、権 利 行 使 しにくい。  

L 大 ・製  

立 体 は斜 視 図 を第 １図 にして欲 しい。（公 報 発 行 時 に後 ろのほうに斜 視 図 が

来 てしまうから）  
L 中 小 ・製  
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不 明 瞭 にならない範 囲 であれば省 略 を可 能 とする事 もできるが、一 律 の記 載

をしておくことが見 易 さを伴 う場 合 もあると思 われる。  
M,N 中 小 ・製  

情 報 は多 い方 がトラブルを避 けられる。  M,N 中 小 ・製  

各 国 において意 匠 の要 旨 認 定 や類 否 に対 し願 書 及 び図 面 が与 える影 響 が違

う以 上 、完 全 に統 一 するのは難 しいと思 うが、方 向 としては、簡 素 化 、統 一 化

の方 向 で検 討 すべきと思 う。  

M,N 大 ・製  

大 きい物 、長 尺 の物 で、一 部 分 が意 匠 的 に重 要 な時 、その部 分 の詳 細 図 を

参 考 図 として表 示 できれば良 いと思 う。  
M,N 中 小 ・製  

国 内 外 問 わず出 願 の経 験 が少 ないため、今 回 のアンケートは勉 強 になりまし

た。  
M,N 大 ・製  

国 際 的 に統 一 した記 載 にしてほしい。  M,N 中 小 ・製  

図 面 の線 が細 すぎる出 願 があり、ＰＣ画 面 で見 えない。・稜 線 の記 載 はあった

ほうがわかりやすい。  
M,N 大 ・製  

ハーグ条 約 経 由 の出 願 については、各 国 で要 件 ・仕 様 を統 一 すべき。  M,N 大 ・製  

意 匠 権 は、物 品 のデザインに関 るものであるため、図 面 の省 略 には特 段 の配

慮 をするべきである。  
M,N 大 ・製  

必 須 の図 面 と参 考 の図 面 との境 界 が難 しい。  M,N 中 小 ・製  

不 要 だと思 った時 に、審 査 中 に必 要 だといわれて、追 加 することができないの

は厳 しい。  
M,N 中 小 ・製  

何 か救 済 措 置 がいるのでは？  M,N 中 小 ・製  

日 本 と海 外 の出 願 方 法 が、統 一 されていればそれで良 い。  M,N 大 ・製  

意 匠 の説 明 の記 載 が認 められない、または、文 字 数 制 限 がある国 があるた

め、記 載 を認 めていただきたい。  
M,N 中 小 ・製  

関 連 意 匠 を一 出 願 の出 願 書 類 に含 める事 ができるようにして欲 しい。  M,N 中 小 ・製  

省 略 可 能 なものは、明 らかにそれが無 いと誤 解 を招 くものを除 き、出 来 る限 り

省 略 して、申 請 が迅 速 の行 えるようにすべきである。  
M,N 中 小 ・製  

意 匠 の説 明 の記 載 が認 められない、または、文 字 数 制 限 がある国 があるた

め、記 載 を認 めていただきたい。  
M,N 大 ・製  

願 書 における意 匠 の説 明 について、技 術 的 な要 素 との関 わりを説 明 できない

場 合 意 匠 の独 創 性 を訴 求 しづらい面 もある。図 面 と同 様 に、願 書 の記 載 につ

いても翻 訳 を除 けば共 通 に利 用 できることを望 みます。  

M,N 大 ・製  

意 匠 制 度 全 般 のハーモナイズを希 望 するため、願 書 及 び図 面 の記 載 方 法 の

統 一 化 を図 って頂 きたい。  
M,N 中 小 ・製  

日 本 語 での出 願 が全 て可 能 にして欲 しい。  M,N 大 ・製  
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弊 社 の外 国 意 匠 登 録 出 願 は、主 に日 本 の出 願 を基 礎 として行 っている。その

ため、日 本 出 願 を外 国 に出 願 する際 、外 国 によっては部 分 意 匠 が認 められず

削 除 したり、日 本 の関 連 出 願 を全 て１件 にまとめる作 業 をしたりと、制 度 の違

いによる出 願 案 の変 更 が必 要 となるので、可 能 な限 りの制 度 の統 一 を希 望 す

る。 

M,N 大 ・製  

日 本 の審 査 基 準 に記 載 されている部 分 意 匠 に関 して、『物 理 的 に分 離 した二

以 上 の「意 匠 登 録 を受 けようとする部 分 」が含 まれているものであっても一 意

匠 と取 り扱 うもの』についてどの程 度 までであれば認 められるのかが不 明 確 に

感 じる。  

無 回 答  大 ・製  

拒 絶 理 由 に特 許 図 等 の六 面 図 でない一 図 が引 用 されることがある。これはお

かしいのではないか？何 のための六 面 図 なのか？  
無 回 答  その他  

願 書 及 び図 面 の要 件 は、国 際 的 に統 一 して欲 しい。  無 回 答  その他  

特 許 のように、代 表 図 が欲 しい。  無 回 答  大 ・非 製  

要 件 を統 一 してほしい。  無 回 答  中 小 ・非 製  

 

表 II-60  願書及び図面の記載に関する意見【代理人】 

自 由 記 載 欄  

日 本 は、要 件 が厳 しすぎる。外 国 は緩 やかすぎる。中 間 ぐらいが丁 度 よい。  

米 国 の図 面 様 式 は問 題 あり。写 真 をそのまま出 願 できないため、線 図 を作 成 しているが、複 雑 なものになると、

各 図 の細 部 の形 状 不 一 致 で拒 絶 されることが多 い。元 となる図 面 データがなく、写 真 から図 面 をおこすと、ほと

んど形 状 を一 致 させることは困 難 。  

日 本 では作 図 領 域 が狭 い。物 品 にもよるが線 がつぶれてしまうので工 夫 を強 いられることが多 々ある。  

本 アンケートは日 本 のスタンス（物 品 の形 状 、模 様 、色 彩 の結 合 ）ということを無 視 して、海 外 と調 和 しようとして

いるので危 険 である。海 外 では、表 わしたものがクレームであり、表 わしていないものは登 録 請 求 していないとい

う、design からの考 え方 があり、その基 本 に戻 って、表 現 のあり方 についても見 直 すことが望 まれる。  

外 国 人 （審 査 官 ）の図 面 把 握 レベルをもっと高 めて欲 しい。  

外 国 からの出 願 の場 合 、優 先 権 確 保 のため、第 １国 出 願 の図 面 を出 願 するが、その後 、補 正 した場 合 の要 旨

変 更 の緩 和 。  

日 本 では六 面 図 をそろえることにこだわりすぎるところがあるように思 う。特 に B-4 イの場 合 、個 々のパーツにつ

いてそこまで必 要 なのかどうか、と思 うことがある。  

日 本 では部 分 意 匠 の特 定 方 法 としてカラーリングや一 点 鎖 線 が認 められているが、外 国 は自 由 度 が少 ない国

がある。例 えば、ロシアでは、部 分 意 匠 の特 定 方 法 として実 線 と破 線 しか認 められていないため、日 本 出 願 の薄

墨 で部 分 の範 囲 を特 定 した図 をロシア特 許 庁 に提 出 すると、灰 色 の部 分 がある全 体 意 匠 と判 断 される。その一
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方 で、日 本 出 願 で部 分 意 匠 の特 定 に薄 墨 を使 用 し、ロシアでは実 線 と破 線 とに変 更 して出 願 したら、意 匠 の同

一 性 が認 められないとしてパリ優 先 権 が認 められなかったことがある。外 国 に部 分 意 匠 の特 定 方 法 の自 由 を認

めるよう働 きかけて頂 きたい。 

日 本 の図 面 は、記 載 できる面 積 が小 さすぎる。特 に、大 型 の物 品 を描 く際 、部 分 拡 大 図 を多 用 することになり、

非 常 に不 便 。せめて、A4 用 紙 を横 にしても描 けるようにしてもらいたい。  

類 似 範 囲 を特 定 するために意 匠 の説 明 はある程 度 仕 方 ないが、意 匠 に係 る物 品 の説 明 は物 品 を特 定 した時

点 で用 途 や機 能 が特 定 されるため記 載 に疑 問 を感 じる。物 品 については説 明 不 要 ／不 可 の外 国 もあり、日 本

のみ過 度 に要 求 されている印 象 を受 ける。  

米 国 への 3D 画 像 での出 願 では、鮮 明 な図 面 を提 出 したとしても、不 明 確 であるとの拒 絶 理 由 がくることに疑 問

を感 じることがある。  

国 ごとに図 面 の作 成 方 法 ・要 件 が著 しく異 なるのが不 便 。  

米 国 等 でシェーディングが必 須 とされているのが不 便 。  

オンライン出 願 の 150mm×113mm（二 値 400dpi、フルカラー200dpi）は、知 っている範 囲 ではスペック的 に劣 って

いる。横 長 な形 状 の意 匠 登 録 出 願 を海 外 に展 開 する場 合 、大 きなネックとなっている。ハーグ協 定 ジュネーブ改

正 協 定 の e-Fil ing の場 合 と同 等 以 上 のレベルとなるよう可 及 的 速 やかに改 善 してほしい。  

完 全 に制 度 を統 一 するのは難 しいと思 うので、出 願 後 の補 正 は、第 1 国 出 願 の内 容 も参 酌 し、ある程 度 柔 軟 に

認 めてほしい。  

米 国 において、シェーディングを付 さない図 面 も認 めて欲 しい。  

米 国 や欧 州 連 合 においても、物 品 の用 途 ・機 能 に関 する記 載 を緩 く認 めて欲 しい。  

欧 州 連 合 やシンガポールにおいて提 出 図 面 数 の制 限 を撤 廃 して欲 しい。  

シンガポールやインド等 において、形 式 的 な記 載 （「この意 匠 の新 規 性 は、その外 観 に表 れた形 状 、模 様 、色 彩

にある」等 の Statement of Novelty）を廃 止 して欲 しい。  

参 考 図 を認 めない国 でも、参 考 図 を認 めるよう制 度 を緩 和 して欲 しい。  

（６） 参考図の取扱い 

（i） 参考図記載の有無及び頻度 

C-1: 日本での意匠登録出願について、意匠の理解を助けるために必要がある

ときに記載する「参考図」を記載したことがありますか？  

 

参考図記載の有無及び頻度については 60.7%の企業が「ほとんどの出願に記載

する」と回答しており、25．9％の企業が「あまり記載しない」と回答し、「記

載したことがない」とする企業は 10.3%だった。 
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「ほとんどの出願に記載する」とした企業は D グループ（住宅設備用品）、J

グループ（一般機械器具）、K グループ（産業用機械器具）で割合が大きい。 

参考図記載の有無及び頻度については 79.2%の代理人が「ほとんどの出願に記

載する」と回答しており、20.8％の企業が「あまり記載しない」と回答した。こ

れは、企業の割合と同様の傾向を示しているが、「ほとんどの出願に記載する」

と回答した代理人の割合は「ほとんどの出願に記載する」と回答した企業の割合

より若干大きい（企業「ほとんどの出願に記載する」60.7%、「あまり記載しな

い」25.9％）。 

 

図 II-44 参考図記載の有無及び頻度【企業】 

 

図 II-45 参考図記載の有無及び頻度【企業】 

 

 

N=455

60.7 25.9 10.3 3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんどの出願に記載する あまり記載しない 記載したことがない 無回答

主要製品 N =

  全  体 409

製造食品及び嗜好品 12

衣服及び身の回り品 10

生活用品 41

住宅設備用品 33

趣味娯楽用品及び運動
競技用品

10

事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67

62.3

41.7

60.0

41.5

81.8

60.0

68.2

58.3

67.1

72.7

72.9

56.3

56.7

25.4

16.7

30.0

41.5

9.1

30.0

27.3

27.8

24.7

13.6

20.8

31.3

26.9

10.3

33.3

10.0

17.1

6.1

10.0

4.5

13.9

6.8

4.5

4.2

12.5

13.4

2.0

8.3

3.0

1.4

9.1

2.1

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんどの出願に記載する あまり記載しない 記載したことがない 無回答
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図 II-46 参考図記載の有無及び頻度【代理人】  

 

C-2: 【C-2】は【C-1】で「①ほとんどの出願に記載する」「②あまり記載しな

い」のいずれかを回答された方にお伺いします。  

どのような意匠に対して参考図を記載していますか？ 

 

企業について、参考図に記載がある場合、記載する参考図の特徴は、「使用目

的・方法がわかりにくい意匠」の割合が全般的に高く、次に「必要図のみでは意

匠登録を受けようとする部分が不明確な意匠」、「形態の一部が透明である意匠」

の順である。 

「使用目的・方法がわかりにくい意匠」では大企業の割合が大きく、「形態の

一部が透明である意匠」では大企業（製造業）、中小企業（非製造業）で割合が

大きく、「必要図のみでは意匠登録を受けようとする部分が不明確な意匠」では、

製造業で割合が大きい。 

 

図 II-47  （参考図記載ある場合）記載する参考図の特徴【企業：規模別】 

 

  

％

N = 394

使用目的・方法がわかりにく
い意匠

形態の一部が透明である意
匠

必要図のみでは意匠登録を
受けようとする部分が不明確
な意匠

その他 　無回答
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N =

24 79.2 20.8 0.0
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ほとんどの出願に記載する あまり記載しない 記載したことがない

N=24   
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表 II-61  「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

各 部 の機 能 の説 明 。  

部 品 の意 匠 の場 合 、その部 品 を使 用 した物 品 に関 する実 施 例 参 考 図 。部 分 意 匠 の場 合 、実 施 した場 合 の実

施 例 参 考 図 。  

（ii） 必要図と異なる意匠を表した参考図 

C-3: 参考図として、必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表すことに

ついて、どのようにお考えですか。 

 

必要図と異なる意匠を表した参考図については 17.8%の企業が「問題がある」

と回答しており、53.0%の企業が「問題ない」と回答した。 

「問題ない」と回答した理由として、「線図と最終的な製品デザインの参考図

の双方で、意匠の理解が深まる。最終的に出来上がった製品デザインと意匠図

面がずれてしまうことは少なくない。不一致であったとしても、参考図がある

ことによって最終的な製品デザインイメージから意匠の理解が可能となるので

はないか。参考図はクリアランスに役立つ材料の一つになるはずである。クリ

アランスの際には、必要図に掲載されず参考図で示されるような装飾部分には、

特に意識して注視することもない。参考図は権利範囲とは別物と回答している」
*、「参考図はあくまでも参考なので、現行の制度において、参考図には権利範

囲に影響を与える情報は含まれていないと認識している。参考図を後願排除効

のための戦略として利用することについては、現行の制度を利用したひとつの

テクニックであり当社としては否定的な意見ではない。」 *、「六面図等、必要

図の中で意匠が明確になっていることを前提とすれば、参考図の内容はある程

度自由に記載されていても問題ないものと考える」 *、「使用状態参考図に必要

図と異なる意匠が表れていても常識の範囲内ならば問題ない。」 *という意見が

挙げられた。 

一方、代理人は 20.8%が「問題がある」と回答しており、62.5%の代理人が「問

題ない」と回答した。これは企業の割合と同様の傾向を示している（企業「問題

がある」17.8%、「問題ない」53.0%）。 

「問題がある」と回答した理由として、「意匠登録を受けようとする意匠と異

なるものが、公報に掲載されると、引用意匠（公知）として、引例にひかれる可

能性あり。」、「参考図であっても、他の権利図面と同一に示されるので、誤解
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を与える。」、「公報に掲載されることにより後願排除機能が考えられるため」
*、「意匠登録を受ける形態が特定できない。」、「異なる形態の意匠がどのよ

うなものを想定しているのか不明だが、それを記載した意匠登録出願と記載し

ていない出願が不公平になることはないか。」、「実施品を出願に含めたいとい

う気持ちがある。その背景には出願段階の図面と実施品が若干異なることがあ

り得るという事情がある。」 *、「公知例にする目的で、色々な意匠を入れ込む

のは問題。しかし、実施品は確実に押さえたいという思いがあり、必要図から

ではわかりにくい物品については参考図に実施品を入れている。」 *、「出願時

に検討した類似デザインや派生する色のバリエーションまで含めようという関

連意匠の代替のような意図のものについては問題がある。現行制度の一意匠一

出願の原則に照らすと、問題がある。」 *、「必要図に表された意匠と異なる形

態の意匠を参考図に表すのは問題がある。」 *という意見が挙げられた。 

 

 図 II-48 必要図と異なる意匠を表した参考図【企業】 

 

  

N=455 17.8 53.0 24.2
1.8

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題がある 問題ない どちらでもない その他 無回答
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図 II-49 必要図と異なる意匠を表した参考図【企業：製品分類別】 

 

図 II-50 必要図と異なる意匠を表した参考図【代理人】 
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競技用品
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事務用品及び販売用品 22

運輸又は運搬機械 36

電気電子機械器具及び
通信機械器具

73

一般機械器具 22

産業用機械器具 48

土木建築用品 32

その他 67
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表 II-62 「問題がある」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

意 匠 登 録 を受 けようとする意 匠 と異 なるものが、公 報 に掲 載 されると、引 用 意 匠 （公 知 ）として、引 例 にひかれる

可 能 性 あり。  

参 考 図 であっても、他 の権 利 図 面 と同 一 に示 されるので、誤 解 を与 える。色 彩 が施 された、使 用 状 態 を示 す た

めに他 の物 を示 す程 度 は良 いと思 う。  

公 報 に掲 載 されることにより後 願 排 除 機 能 が考 えられるため。  

意 匠 登 録 を受 ける形 態 が特 定 できない。  

異 なる形 態 の意 匠 がどのようなものを想 定 しているのか不 明 だが、それを記 載 した意 匠 登 録 出 願 と記 載 してい

ない出 願 が不 公 平 になることはないか。 

 

表 II-63 「その他」具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

権 利 範 囲 に影 響 を与 えない点 から、どこまで表 現 すべきか悩 ましく、どれだけ役 立 つのかも怪 しい。  

 

表 II-64 ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

六 面 図 等 、必 要 図 の中 で意 匠 が明 確 になっていることを前 提 とすれば、参 考

図 の内 容 はある程 度 自 由 に記 載 されていても問 題 ないものと考 える。  
B 大 ・製  

使 用 状 態 参 考 図 に必 要 図 と異 なる意 匠 が表 れていても常 識 の範 囲 内 ならば

問 題 ない。  
D 大 ・製  

参 考 図 はあくまでも参 考 なので、現 行 の制 度 において、参 考 図 には権 利 範 囲

に影 響 を与 える情 報 は含 まれていないと認 識 している。参 考 図 を後 願 排 除 効

のための戦 略 として利 用 することについては、現 行 の制 度 を利 用 したひとつの

テクニックであり当 社 としては否 定 的 な意 見 ではない。  

G 大 ・製  

線 図 と最 終 的 な製 品 デザインの参 考 図 の双 方 で、意 匠 の理 解 が深 まる。最

終 的 に出 来 上 がった製 品 デザインと意 匠 図 面 がずれてしまうことは少 なくな

い。不 一 致 であったとしても、参 考 図 があることによって最 終 的 な製 品 デザイン

イメージから意 匠 の理 解 が可 能 となるのではないか。参 考 図 はクリアランスに

役 立 つ材 料 の一 つになるはずである。クリアランスの際 には、必 要 図 に掲 載 さ

れず参 考 図 で示 されるような装 飾 部 分 には、特 に意 識 して注 視 することもな

J 大 ・製  
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い。参 考 図 は権 利 範 囲 とは別 物 と判 断 している。  

 

表 II-65 ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

実 施 品 を出 願 に含 めたいという気 持 ちがある。その背 景 には出 願 段 階 の図 面 と実 施 品 が若 干 異 なることがあり

得 るという事 情 がある。  

公 知 例 にする目 的 で、色 々な意 匠 を入 れ込 むのは問 題 。しかし、実 施 品 は確 実 に押 さえたいという思 いがあり、

必 要 図 からではわかりにくい物 品 については参 考 図 に実 施 品 を入 れている。  

出 願 時 に検 討 した類 似 デザインや派 生 する色 のバリエーションまで含 めようという関 連 意 匠 の代 替 のような意 図

のものについては問 題 がある。現 行 制 度 の一 意 匠 一 出 願 の原 則 に照 らすと、問 題 がある。  

必 要 図 に表 された意 匠 と異 なる形 態 の意 匠 を参 考 図 に表 すのは問 題 がある。  

 

C-4: 【C-4】は【C-3】で、「①問題がある」と回答された方にお伺いします。 

必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表す参考図について、審査上との

ように取り扱うべきとお考えですか。  

 

必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱いについては 71.6%の企業

が「当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき」と回答

しており、8.6%の企業が「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した。 

一方、代理人は 60.0%が「当該意匠を説明するものとして審査上不適切なもの

と取り扱うべき」と回答しており、20.0%の代理人が「意匠公報には不掲載とす

べき」と回答した。これは、企業の割合とは異なり、「意匠公報には不掲載とす

べき」と回答した代理人の割合は、「意匠公報には不掲載とすべき」と回答した

企業の割合よりも大きい。 
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図 II-51 必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱い【企業】 

 

図 II-52 必要図と異なる意匠を表した参考図の審査上の取扱い【代理人】 

 

表 II-66 「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

参 考 図 は、あくまでも、物 品 の特 定 のための図 面 とすべきである。  

 

表 II-67 ヒアリングで得られた意見【企業】 

意 見  日 本 意 匠 分 類  企 業 規 模  

参 考 図 中 の意 匠 は、権 利 化 されるわけではなく、参 考 図 と書 いてあれば権 利

範 囲 外 になることは明 確 である。  
D 大 ・製  

N=81

71.6 8.6 13.6 4.9 1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等）

意匠広報には不掲載とすべき

わからない

その他

無回答

意匠公報には不掲載とすべき   

わからない    

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等）   

その他     

無回答     

N =

5 60.0 20.0

0.0

20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由

通知等）
意匠広報には不掲載とすべき

わからない

その他

意匠公報には不掲載とすべき 

わからない 

当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理由通知等） 

その他  

N=5    
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万 一 出 願 人 が必 要 図 と異 なる参 考 図 を提 出 した場 合 は、拒 絶 理 由 通 知 等 の

何 らかの形 で知 らせてもらったほうがよい。  
D 大 ・製  

必 要 図 に表 された意 匠 と異 なる形 態 の意 匠 を示 す参 考 図 であっても、審 査

上 、出 願 人 の意 思 表 示 を尊 重 して公 報 掲 載 すべき。出 願 人 が補 足 説 明 を追

記 できるルールとなればよいのではないか。ただ、出 願 人 が補 足 説 明 を記 載 す

ることが必 須 となってしまうと記 載 しなかったことによる不 利 益 が生 じるのでは

ないかという懸 念 もある。  

J 大 ・製  

必 要 図 と参 考 図 が多 少 異 なることは許 容 すべき。例 えば使 用 状 態 を示 す参

考 図 であれば、図 面 と少 し異 なっていても可 とする等 、切 り分 けを明 確 に示 し

てほしい。明 確 なルールがあれば、参 考 図 についても安 心 して載 せることがで

きるだろう。  

J 大 ・製  

参 考 図 の規 制 を緩 やかにしてほしい。通 常 は意 匠 の権 利 範 囲 への理 解 の助

けとして付 与 している。また企 業 としては事 前 にコストがかかっているため、安

易 に削 除 したくない。ただし、一 意 匠 の特 定 が困 難 となるような悪 質 なものは

削 除 すべきである。  

J 大 ・製  

記 載 可 能 な参 考 図 の基 準 が不 明 瞭 であるため、明 確 な基 準 を望 む。現 状 、

記 載 した参 考 図 が認 められない理 由 や、認 められなかった際 の対 応 方 法 も不

明 。  

J 大 ・製  

必 要 図 と異 なる意 匠 は出 願 書 類 中 に記 載 すべきでない。権 利 範 囲 外 であって

も公 知 となるためクリアランス上 確 認 する必 要 が生 じる。実 質 的 に２件 の登 録

と変 わらない。カラーバリエーションくらいであれば問 題 無 いが、形 状 まで異 な

る場 合 は問 題 。  

H 大 ・製  

必 要 図 に表 された意 匠 と多 少 異 なっていても、本 願 意 匠 の理 解 を助 けるもの

であれば認 めてほしい。  
H 大 ・製  

 

表 II-68 ヒアリングで得られた意見【代理人】 

意 見  

必 要 図 と参 考 図 が異 なるからといって、すぐに拒 絶 理 由 を通 知 しなくとも、補 正 指 令 等 、ふるいをかけて欲 しい。

職 権 で削 除 する場 合 は、事 前 に特 許 庁 より一 報 欲 しい。  

参 考 図 が多 く記 載 されている出 願 は、是 正 すべきである。第 三 者 にとっては脅 威 。また、公 知 化 のために意 匠

公 報 を用 いるのは本 末 転 倒 だ。  
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C-5: 日本における、参考図の記載に関するご意見をご自由にお聞かせくださ

い。 

 

日本における参考図記載に関する意見として、主に代理人から以下の意見が挙

げられた。 

 

表 II-69 日本における参考図記載に関する意見【代理人】 

自 由 記 載 欄  

「登 録 対 象 ではないものが含 まれる図 面 」は、その名 称 に参 考 という文 言 を含 める。と理 解 しているが、暗 黙 の

ルールのような気 がする。明 文 の規 定 （または、審 査 基 準 ）があった方 がよいと思 う。  

形 態 が変 化 する意 匠 を出 願 した場 合 、それは、参 考 図 が必 要 図 か明 確 にして欲 しい。  

必 須 図 面 に表 わされた意 匠 とは異 なる形 態 の意 匠 であっても、バリエーションのように関 連 性 が深 い意 匠 につ

いては、参 考 図 に記 載 してもよいのではないか。  

物 品 や意 匠 の理 解 のためにある程 度 は必 要 だと思 う。出 願 人 によっては用 途 や機 能 を参 考 図 に簡 単 に表 現 す

ることにより、特 許 における進 歩 性 欠 如 の証 拠 として用 いる意 図 もあるとのこと。その一 方 で、権 利 範 囲 外 、外

国 の実 務 では参 考 図 を含 めることができない（図 数 の制 限 から含 められない）国 も複 数 あることから、参 考 図 に

時 間 と金 をかけることには疑 問 がある。  

参 考 図 は、権 利 範 囲 ではないということになっているが、曲 線 の多 い意 匠 等 について、線 図 では表 現 しきれない

ため、カラー写 真 で参 考 図 として六 面 図 を提 出 した時 に、審 査 官 から参 考 図 の削 除 が命 じられたケースがある。

あくまで参 考 図 なので、認 められても良 い気 がする。また、審 査 官 によっては、削 除 を命 じない方 もおられるの

で、基 準 を統 一 していただきたい。  

C-3 において「異 なる形 態 」というのは、必 要 図 に記 載 された意 匠 とは異 なる（明 らかに同 一 でない）意 匠 と言 う

のか、例 えば蓋 を外 した状 態 の包 装 用 容 器 のように同 一 意 匠 で態 様 が異 なる場 合 も含 むのかはっきりしないよ

うに思 われましたが、後 者 と解 釈 して答 えました。  

「参 考 図 」は、意 匠 法 施 行 規 則 様 式 第 ６の備 考 １４に記 載 されているとおりのものであり、この備 考 の記 載 に則

って作 成 していれば、問 題 があるはずがない。  

「物 品 や形 態 の理 解 を助 けるもの」という原 則 の範 囲 内 であれば、参 考 図 の提 出 は全 く問 題 ないと思 う。その原

則 にそぐわない図 面 は審 査 において削 除 させればよい。参 考 図 によって意 匠 の用 途 、機 能 、形 態 、使 用 状 態 等

を明 確 することや特 徴 の理 解 を助 けるというメリットの方 が大 きい。  
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（iii） 外国での参考図や類する必要図以外の図及び書類の有無や取扱い 

C-6: 外国では参考図や、参考図に類するような必要図以外の図及び書類の有

無や取り扱いについてどのようなものがありますか。ご存じのものをお聞かせく

ださい。 

 

外国での参考図や類する必要図以外の図及び書類の有無や取扱いに関する意

見として、主に代理人から以下の意見が挙げられた。  

 

表 II-70 外国での参考図や類する必要図以外の図及び書類の有無や取扱い

【代理人】 

自 由 記 載 欄  

米 国 で「日 本 の参 考 図 」に担 当 するものとして、Ａｐｐｅｎｄｉｘの存 在 があると、米 国 代 理 人 からａｄｖｉｓｅを受 けたこ

とがある。（詳 細 は不 明 ）  

多 くの国 が参 考 図 を認 めていないが、意 匠 の説 明 （特 徴 ）が十 分 つくされているのか、疑 問 が残 る。  

USA－Ａｐｐｅｎｄｉｘ ＥＵＩＰＯ－７図 を超 える図  中 国 －参 考 図  

参 考 図 不 可  

外 国 は参 考 図 を原 則 読 めていない。  

参 考 図 の提 出 が認 められない－タイ・ブラジル・インドなど・参 考 図 において本 物 品 以 外 は破 線 で表 す－米 国 ・

欧 州 など。  

特 になし。  

参 考 図 を提 出 できない国 は結 構 あります。  

タイ；インド：参 考 図 不 可 。アメリカ：参 考 図 の意 匠 は別 意 匠 で、クレームするなら参 考 図 としないようにとの指 摘

があった。  

米 国 、カナダ、香 港 、シンガポールは使 用 状 態 を示 す参 考 図 においては、本 物 品 以 外 は全 て破 線 で表 現 しなけ

ればならない。  

ロシア、タイでは、参 考 図 の提 出 を認 められない。  

物 品 の一 部 を分 離 させた参 考 図 は、複 数 意 匠 が含 まれたものとして拒 絶 される国 がある。（インド、など）  

米 国 、欧 州 連 合 、中 国 、韓 国 などでは参 考 図 の提 出 は出 願 人 の裁 量 。カナダ、スイス、ブラジル、インド、インド

ネシア、フィリピン、メキシコ、タイなどでは、法 令 か運 用 かの根 拠 は不 明 であるものの、明 確 に参 考 図 の提 出 は

許 されないが、担 当 官 によるバラツキはない。  

米 国 等 では本 物 品 以 外 のものは破 線 で描 いている。  

中 国 等 では、参 考 図 に「本 物 品 」等 の部 材 名 を入 れることが認 められていない。  
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米 国 などでは、本 物 品 以 外 のものは破 線 で表 すことで「使 用 状 態 を示 す参 考 図 」と同 様 の図 を提 出 できる。  

韓 国 や台 湾 、中 国 、ベトナム、シンガポール、インドネシア、オーストラリアなどでは、日 本 とほぼ同 様 の基 準 で参

考 図 の提 出 を認 めている。  

タイでは参 考 図 の提 出 は認 められていない。  

香 港 で使 用 状 態 参 考 図 を提 出 すると、他 の意 匠 として削 除 または分 割 出 願 が求 められることがある。  

（７） 組物の意匠 

（i） 日本での組物の意匠登録出願の経験 

D-1: 我が国での意匠登録出願について、組物の意匠として出願したこと／出

願を取り扱ったことがありますか？ 

 

我が国での組物の意匠登録出願の経験については 1.3%の企業が「よく出願す

る」と回答しており、6.2%の企業が「ときどき出願する」と回答しており、14.7％

の企業が「ほとんど出願したことがない」と回答し、 74.7％の企業が「出願した

ことがない」と回答した。 

代理人では 4.2%が「よく取り扱う」と回答しており、4.2%の代理人が「ときど

き取り扱う」と回答しており、29.2％の代理人が「ほとんど取り扱ったことがな

い」と回答し、62.5％の代理人が「取り扱ったことがない」と回答した。これは、

企業の割合とはやや異なり、「よく取り扱う」と回答した代理人の割合は、「よ

く出願する」と回答した企業の割合より大きく、「ときどき取り扱う」と回答し

た代理人の割合と、「ときどき出願する」と回答した企業の割合は同程度、「ほ

とんど取り扱ったことがない」と回答した代理人の割合は「ほとんど出願したこ

とがない」と回答した企業の割合よりも大きく、「取り扱ったことがない」と回

答した代理人の割合は、「出願したことがない」と回答した企業の割合よりも小

さい傾向を示している（企業「よく出願する」1.3％、「ときどき出願する」6.2％、

「ほとんど出願したことがない」14.7％、「出願したことがない」74.7％）。 
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図 II-53 我が国での組物の意匠登録出願の経験【企業】 

 

図 II-54 我が国での組物の意匠登録出願の経験【代理人】 

（ii） 組物の意匠登録出願経験が少ない理由 

D-2: 【D-2】は【D-1】で「③ほとんど取り扱ったことがない」「④取り扱った

ことがない」と回答された方にお伺いします。 

その理由をお聞かせください。 

 

組物の意匠登録出願経験が少ない理由として、主に代理人から以下の意見が挙

げられた。 

 

表 II-71 組物の意匠登録出願経験が少ない理由【代理人】 

自 由 記 載 欄  

依 頼 がない。  

１．権 利 として厳 しい審 査 を受 けた結 果 の登 録 が行 使 しにくい。２．施 行 規 則 別 表 に掲 載 されていない組 合 せが

ある。  

権 利 行 使 時 問 題 が考 えられるため。  

組 物 の構 成 物 品 個 々に意 匠 権 が発 生 するものではないから。  

ニーズがないため。  

組 物 で出 願 できる案 件 がなかった。  

各 物 品 で権 利 が取 れると思 うため。  

N =

24
4.2 4.2 29.2 62.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく取り扱う ときどき取り扱う

ほとんど取り扱ったことがない 取り扱ったことがない

N=24    

N=455

1.3
6.2 14.7 74.7 3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく出願する ときどき出願する ほとんど出願したことがない

出願したことがない 無回答 系列1
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権 利 範 囲 が狭 いから。クライアントが組 物 として出 願 すべき意 匠 を創 作 していないから。  

組 物 の意 匠 としての出 願 の依 頼 がないから。  

組 み物 に該 当 する物 品 の出 願 がなかったため。  

組 物 の意 匠 としてのみ権 利 行 使 することになるので、権 利 として使 い物 にならない。  

５６物 品 に該 当 する意 匠 登 録 出 願 についての依 頼 がほぼ無 いため。  

組 物 として認 められる範 囲 が限 定 されているため。（顧 客 の業 種 によって事 情 は異 なると思 います。）  

権 利 行 使 しにくいため。  

一 般 に、組 物 としての登 録 よりも個 々の物 品 での登 録 の方 が権 利 行 使 において有 利 なことが多 い。  

外 国 出 願 を基 礎 とする優 先 権 主 張 を伴 う日 本 出 願 の場 合 、その意 匠 が日 本 での組 物 の要 件 を満 たさないこと

もままある。  

（iii） 今後の組物の意匠制度 

D-3: 保護対象となる組物 (意匠法施行規則別表第２で定める５６の組物）に

は、現在あまり出願がなされていないものも見受けられます。  

今後の我が国の組物の意匠制度の在り方について、どのようにすべきとお考え

ですか？ 

 

企業について、今後の組物の意匠制度については、総じて「現状のままで良い」

と回答する割合が大きい。また、「ほとんど利用されていない組物は別表第 2 か

ら削除すべき」の回答の割合も大きい。 

代理人について、今後の組物の意匠制度については、「保護対象となる組物の

制限を撤廃して欲しい」と回答する割合が 45.8％であり、「現状のままでよい」

と回答する代理人の割合が 29.2％、「意匠審査基準における組物の構成物品表

を撤廃して欲しい」と回答する代理人の割合が 16.7％、「ほとんど利用されてい

ない組物は別表第 2 から削除すべき」と回答する代理人の割合が 12.5％、「意

匠法施行規則別表第 2 に記載の組物を増やして欲しい」「意匠審査基準における

組物の構成物品表に内容を改定して欲しい」と回答する代理人の割合がそれぞれ

4.2％でった。これは企業の傾向とは異なり、「保護対象となる組物の制限を撤

廃して欲しい」と回答する代理人の割合は「保護対象となる組物の制限を撤廃し

て欲しい」と回答する企業の割合よりも大きく、「意匠審査基準における組物の

構成物品表を撤廃して欲しい」と回答する代理人の割合は、「意匠審査基準にお

ける組物の構成物品表を撤廃して欲しい」と回答する企業の割合よりも大きい。 
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意匠法施行規則別表第２に記載の組物を増やしてほしい具体的な組物の具体

例として、「寝具セット、鞄・ポーチのセット等」という意見が挙げられた。 

「保護対象となる組物の制限を撤廃」という回答に関しては、「同時使用と全

体としての統一だけを要求すれば足り、別表第２の限定は不要」、「リスト不要、

要件のみで良い」、「出願人が希望すれば、同時に使用できるもの等は７条違反

としないのが良い（複数家具を並べた状態等）」、「例示列挙が良い。」、「組

物の意匠は出願人が求める権利範囲なので、出願人に任せるべき。」、「紅茶セ

ットやコーヒーセット、薬味入れセットなどは、食器セットとして統一できると

思われるし、いすセット・屋外いすセット・応接家具セット等も家具セットとし

て統一できると思う。」、「『経産省令で定めるもの』の要件を削除してほしい。」

という意見が挙げられた。  

「意匠審査基準における組物の構成物品表の内容を改定」という回答に関して

は「特に、美容用具セットや装身具セットの構成物品は限定しすぎだと思う。他

のセットにも認めるべきだと思う。」という意見が挙げられた。  

「意匠審査基準における組物の構成物品表を撤廃」という回答に関して、「自

由に出願人の判断としたらどうか。」、「現代人の基準にあっていないため。」、

「外国の出願人から、組物としての出願依頼があっても、日本の規定では適用外

のケースが多いと感じられるため。」 *という意見が挙げられた。  
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図 II-55 今後の組物の意匠制度【企業：規模別】 

  

Ｄ－３．今後の組物の意匠制度

％

N = 455

意匠法施行規則別表第２に
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図 II-56 今後の組物の意匠制度【代理人】 

 

表 II-72 「意匠法施行規則別表第 2 に記載の組物を増やしてほしい」具体例

【代理人】 

自 由 記 載 欄  

寝 具 セット、鞄 ・ポーチのセット等  

表 II-73 「保護対象となる組物の制限を撤廃してほしい」具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

「同 時 使 用 」＆「全 体 としての統 一 」だけを要 求 すれば足 り、別 表 第 ２の限 定 は不 要 と思 う。  

リスト不 要 、要 件 のみでＯＫ。  

出 願 人 が希 望 すれば、同 時 に使 用 できるもの等 は７条 違 反 としないのが良 い。（複 数 家 具 を並 べた状 態 等 ）  

例 示 列 挙 が良 い。  

別 表 第 ２の撤 廃 。  

出 願 人 の自 由 にさせて欲 しい。  

組 物 の意 匠 は出 願 人 が求 める権 利 範 囲 なので、出 願 人 のに任 せるべき。  

紅 茶 セットやコーヒーセット、薬 味 入 れセットなどは、食 器 セットとして統 一 できると思 われるし、いすセット・屋 外 い

すセット・応 接 家 具 セット等 も家 具 セットとして統 一 できると思 う。  

「経 産 省 令 で定 めるもの」の要 件 を削 除 してほしい。  

具 体 例 は思 いつかないが、保 護 対 象 となる組 物 を制 限 する意 図 が不 明 確 であるし、時 代 の変 遷 とともに変 わる

ものだと思 うため。  

8 条 の条 文 や審 査 基 準 で趣 旨 を示 すにとどめ、別 表 第 2 の撤 廃 が望 ましい。  

％

N = 24

意匠法施行
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２に記載の
組物を増や
してほしい
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表 II-74 「意匠審査基準における組物の構成物品表の内容を改定して 

ほしい」具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

特 に、美 容 用 具 セットや装 身 具 セットの構 成 物 品 は限 定 しすぎだと思 う。他 のセットにも認 めるべきだと思 う。  

 

表 II-75 「意匠審査基準における組物の構成物品表を撤廃してほしい」 

具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

自 由 に出 願 人 の判 断 としたらどうか。  

現 代 人 の基 準 にあっていないため。  

外 国 の出 願 人 から、組 物 としての出 願 依 頼 があっても、日 本 の規 定 では適 用 外 のケースが多 いと感 じられるた

め。 

 

表 II-76 「その他」の具体例【代理人】 

自 由 記 載 欄  

組 物 は廃 止 すべき。  

（iv） 外国での組物の意匠登録出願の経験 

D-4: 外国での意匠登録出願について、組物の意匠として出願したこと／出願

を取り扱ったことがありますか？ 

 

D-5: 【D-4】で回答した外国での組物の意匠について、日本で同一の意匠を出

願し、かつ組物の意匠としなかったことはどの程度ありますか？  

 

外国への組物の意匠登録出願の経験については 0.7%の企業が「よく出願する」

と回答しており、1.7%の企業が「ときどき出願する」と回答しており、5.2％の

企業が「ほとんど出願したことがない」と回答し、82.9％の企業が「出願したこ

とがない」と回答した。 

代理人では 13.0％が「ほとんど取り扱ったことがない」と回答し、87.0％の代

理人が「取り扱ったことがない」と回答した。これは、企業の割合とほぼ同様の
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傾向を示しているが、代理人では、「よく出願する」、「ときどき出願する」と

回答した代理人の割合がそれぞれ 0％であった（企業「よく出願する」0.7％、

「ときどき出願する 1.7％、「ほとんど出願したことがない」5.2％、「出願した

ことがない」82.9％）。 

 

図 II-57 外国での組物の意匠登録出願の経験【企業】 

 

図 II-58 外国での組物の意匠登録出願の経験【代理人】 

（v） 今後の組物として認めることが望ましい物品分野  

D-6: 海外においてセット物として保護を受けているもののうち、日本に組物

の意匠として出願したい／出願が可能になればよいと考えるものはあります

か？ 

 

海外においてセット物として保護を受けているもののうち、日本に組物の意

匠として出願が可能になればよいと考えるものとして、主に代理人から以下の意

見が挙げられた。 

 

表 II-77 外国でのセット物で日本の組物の意匠対象としたいもの【代理人】 

自 由 記 載 欄  

寝 具 （ベッドカバー、クッションカバー）類  

店 舗 デザインを構 成 する、例 えば「陳 列 棚 とテーブルと床 面 」  

N=287

0.7

1.7

5.2 82.9 9.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく出願する ときどき出願する
ほとんど出願したことがない 出願したことがない

N =

23

0.00.0
13.0 87.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく取り扱う ときどき取り扱う

ほとんど取り扱ったことがない 取り扱ったことがない

N=23    
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（vi） 組物の意匠に関する意見 

国内外における組物の意匠に関する意見として、主に代理人から以下の意見が

挙げられた。 

 

表 II-78  国内外における組物の意匠に関する意見【代理人】 

自 由 記 載 欄  

組 物 は、統 一 感 や物 語 性 など、意 匠 とは異 質 なものを含 んでいるので、廃 止 すべき。むしろ、一 意 匠 の定 義 を

明 確 にし、セットものの基 準 を明 らかにしてほしい。  

依 頼 が皆 無 で、どこまで保 護 を受 ける需 要 があるのか疑 問 。とは言 え、一 定 量 の出 願 ＆登 録 があるとのことな

ので、消 極 的 な現 状 維 持 で十 分 だと感 じる。  

日 本 への出 願 については、組 物 及 びその構 成 物 品 が限 定 されすぎていて、活 用 しにくいものとなっていると感 じ

る。 

組 物 ではないが、米 国 で容 器 とストローを一 つの意 匠 として登 録 したものについて、日 本 に優 先 権 出 願 を試 みた

ところ複 数 意 匠 を含 むとして７条 違 反 となってしまった。  

上 記 したとおり、組 物 の意 匠 としての登 録 要 件 は、条 文 や基 準 等 での趣 旨 説 明 にとどめ、限 定 列 挙 は撤 廃 す

べきである。権 利 行 使 に際 して、登 録 性 や権 利 範 囲 が解 釈 として争 われることもあろうが、それは出 願 人 の自 己

責 任 とすべきである。  

デザイン創 作 を保 護 する趣 旨 からも、法 律 で制 限 を強 く設 けるべきではなく、法 律 が予 定 していなかった創 作 も

含 めて広 く保 護 対 象 とすべきである。  
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資料２ 国内アンケート調査票  

１． 企業向け 

 

企業

□本アンケートの概要について

□アンケートのご回答方法について

□本アンケートの構成について

≪平成28年度 特許庁事業（意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究）≫

アンケート調査　質問票

■本アンケート調査の目的
　本アンケートは、意匠制度の更なる活用促進のための利便性向上を目的として、現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズに対するご
意見を伺いたく、実施いたします。

■本アンケートの対象企業
　本アンケートは、日本での意匠登録実績をお持ちの皆様を対象としています。意匠登録データより、登録件数の多い出願人の皆様を対
象者として抽出いたしました。

■ご回答内容の取り扱いについて
　お答えいただいた内容を、ご回答者名がわかる形で公表することはございません。また、その内容について問い合わせをさせていただく
可能性がございますが、本調査研究以外の目的で使用することはございません。
　アンケートの目的や上記の方針をご理解いただき、是非アンケートにご協力賜りますようお願い申し上げます。

■本アンケート全般に関するお問い合せ（回答方法など）＜本調査の実施機関＞
　株式会社三菱総合研究所　科学・安全政策研究本部 産業イノベーション戦略グループ
　　　担当：加納、松浦（Tel: 03-6705-6051、e-mail: design-patent-q@mri.co.jp）

■アンケートご回答の締切
　アンケートは、9/21（水）17 :00  までにご回答くださいますようお願い申し上げます。
　本アンケート票に直接回答をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
　また、以下ウェブサイトからMicrosoft Excel形式のアンケート票をダウンロードし、電子的にご入力頂いた上、e-mailにてお送りいただくこ
とでも構いません。

 ＜http://www.mri.co.jp/design-convenience/＞

※ご回答頂く調査票のタイプは　企業　です。
※ファイル解凍のパスワードは　design-patent-a　です。

■アンケートご回答のお送り先
　　メールアドレス：　design-patent-q@mr i .co . jp
　　住所：　　　　　 　※返信用封筒に記載済

　　FAX番号：　　　　03-5157-2145
　
　ご都合により回答できない質問は無回答でも構いません。
　質問の一部でも構いませんので（I票のみご回答いただくことでも問題ございません）、可能な範囲でお答えいただければと思います。

　本アンケートは、I票、II票から構成されています。
　I票は現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズについてお伺いします。質問群A、B、C、Dから構成されており、質問群Aは意匠出願の
基本状況について、質問群Bは願書および図面の記載について、質問群Cは参考図の取り扱いについて、質問群Dは組物の意匠に関する
質問です。
　II票は意匠制度に係るその他についてお伺いします。質問群E、Ｆから構成されており、質問群Eは意匠分野における優先権証明書の電
子的交換について、質問群Fは意匠広報情報の海外発信に関する質問です。貴社内で、適切な方にご回答いただけますと幸いです。

□回答者情報

■I票
□質問群A：　日本および外国での意匠出願の基本状況についてお聞きします。
□質問群B：　日本および外国での願書および図面の記載についてお聞きします。
□質問群C：　日本での参考図の取り扱いについてお聞きします。
□質問群D：　日本および外国での組物の意匠の出願状況についてお聞きします。

■II票
□質問群E：　日本および外国での意匠分野における優先権証明書の電子的交換についてお聞きします。
□質問群F：　日本の意匠広報情報の海外での発信についてお聞きします。
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◆ご回答者情報　

企業名

担当部局名

電話番号

電子メール
アドレス

住所

＜企業形態＞

回答欄

＜従業員数（連結）＞

回答欄

回答欄

回答者区分

<海外拠点>

①1～9人

②10～29人

企業の形態として、もっとも近いものを一つお答えください。
※大企業、中小企業の定義の詳細は末尾欄外に示しております。

②大企業（非製造業）

③中小企業（製造業）

④中小企業（非製造業）

①大企業（製造業）

続いて、海外拠点の有無についてお答えください。

①ある

②ない

⑤その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         企業形態が①から④に当てはまる場合は、
　　　　　　　　　　　　　　　         従業員数（連結）をお答えください。

③30～99人

④100～299人

⑤300～999人

⑥1000～2999人

⑦3000人以上

⑤の具体的な内容をご記入ください。
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回答欄

※中小企業の定義

業種分類

製品分類

前問の「回答者区分」で、企業の形態を"製造業"（①または③）と回答された方にお伺いします。
貴社の主要製品の製品分類として、もっとも近いものを一つお答えください。

①製造食品及び嗜好品

②衣服及び身の回り品

③生活用品

④住宅設備用品

⑤趣味娯楽用品及び運動競技用品

⑥事務用品及び販売用品

⑦運輸又は運搬機械

⑧電気電子機械器具及び通信機械器具 

⑨一般機械器具

→I票、質問群Ａにお進みください。

⑩産業用機械器具

⑪土木建築用品

⑫その他

中小企業基本法の定義

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

製造業その他

卸売業

小売業

サービス業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

⑫の具体的な内容をご記入ください。
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回答欄

＜国・地域＞回答欄 ＜出願件数＞回答欄

＜直近一年あたりの出願件数＞

＜今後の増減見込み＞

①増加

②同程度

③減少

回答欄

回答欄

→質問群Bへお進みください。

質問群Aは以上です。

＜外国での意匠出願またはその具体的な準備＞で「①現在行っており、
今後も行う予定」と回答された方にお伺いいたします。

＜国、地域＞※当てはまる国・地域の回答欄すべてに○をご記入
ください。
＜直近一年あたりの出願件数＞※○をご記入した国・地域について
お答えください。

A-2　ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願について、出願の経験はありますか？
　　　 もっとも近いものを一つお答えください。

⑤台湾

⑥カナダ

⑦その他

①0件

②1-10件

③11-100件

②出願したことはない

①米国

②欧州共同体（ＥＵ）

③中国

④韓国

I票
現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズについてお伺いする票です。

④101件以上

＜外国での意匠出願またはその具体的な準備＞　※【A-1】の回答により、質問群Ｂ以降ご回答いただく質問が異なります。

①出願したことがある

質問群Aは、日本および外国における意匠出願の基本状況に関する質問です。

A-1　外国への意匠登録出願を行っている、または今後行う予定がありますか？
　　　　ある場合、直近一年あたりの出願件数、今後の増減見込みをお答えください。

①現在行っており、今後も行う予定

②今後行う予定

③該当なし

A

⑦の具体的な内容をご記入ください。
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回答欄

回答欄

回答欄

④その他

③省略対象を減らすべきである

質問群Bは、日本および外国における願書および図面の記載に関する質問です。

【B-1】から【B-6】は日本での願書および図面の記載に関する質問です。

B-1　我が国では意匠登録を受けようとする意匠を表した正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、
       および左側面図（以下、「一組の六面図」という。）により出願の意匠を開示する必要がありますが、
　　　 省略が可能な図（同一・対称な図の一方、重量物の底面図、無模様の裏面図、部分意匠の破線のみ
       が現れる図等）について、出願人の立場からどのようにお考えですか？
       もっとも近いものを一つお答えください。

①省略対象を増やすべきである

②妥当である

※①、③の場合、具体的にお聞かせください↓

B-2　省略が可能な図について、クリアランス（先行意匠調査・意匠権侵害調査等）の際、
　　　　どのように感じますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①問題ない

②省略対象を減らすべきである

③わからない

B-3　例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の使用状態では目に触れない面で
　　　　あって、意匠上の特徴があらわれない面であっても、現状では、意匠全体の形態を特定するために、
　　　　そのような面についても、図の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能とすべきとお考え
　　　　ですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

※②、④の場合、具体的にお聞かせください↓

※②の場合は理由を、④の場合は具体的に
お聞かせください↓

B



- 394 - 

 

 

回答欄

　　　　　　 また、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※④の場合、具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

（イ）は省略不可

B-5　【部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】
　　　　「意匠の説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合には、
　　　　図面等において、意匠登録を受けようとする部分と、その他の部分とを描き分ける必要はないと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

④その他

③わからない

④その他

B-4　【部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】
　　　　物品の部分について意匠登録を受けようとする場合、現状では、意匠登録を受けようとする部分と、それ以外
　　　　の部分を特定するために、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等に
　　　　より、意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書
　　　　の「意匠の説明」の欄に記載する必要があります。

　　　　以下の（ア）、（イ）における場合は、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を
　　　　表す図であっても、省略することができません。
　　　　今後、そのような意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図について、
　　　　省略を認めるべきとお考えですか。
　
　　　　（ア）折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形態についてのみ意匠登録を
　　　　　　　受けようとする場合
　　　　（イ）蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の外側の形態についてのみ
　　　　　　　意匠登録を受けようとする場合

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

①描き分ける必要はない

②描き分ける必要がある

③わからない

　　　　　※②の場合、当てはまる回答欄すべてに○をご記入ください。

（ア）は省略不可

①（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない
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回答欄

※⑤の場合、具体的にお聞かせください。

回答欄

【B-7】から【B-11】は、説明の省略に関する質問です。

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

⑤その他

②意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認
めるべき

③必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

④わからない

B-6　現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定のために必要な図（以下、「必要図」という。）中に、
　　　　出願に係る意匠以外のものを表すこと（例えば、「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を
　　　　記載した場合等）は、出願の対象が不明確となるおそれがあることから、認められていません。
　　　　今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係る物品と、それ以外の
　　　　物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る物品以外の物品の記載を認めるべきと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

B-7　正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図からなる一組の六面図のいずれかの図や、
　　　 平面的なものを表す図面のうち、裏面図の省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定する
　　　　ために、省略を行った旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっています。
　　　　今後、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

①必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき
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【B-8】は【B-7】で「①省略可能とすべきである」と回答された方にお伺いいたします。

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

⑧の場合は、具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

B-9　立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点等により表すことが認められていますが、
　　　　現状では、このような「陰」が、意匠の構成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避ける
　　　　ために、「陰」を描いた旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載する
　　　　ことが必要となっています。
　　　　今後、このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定するための
　　　　「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

④その他

B-8　図の省略を行った旨とその理由の説明は、どのような場合に省略可能とお考えですか。
　　　　当てはまるものをすべてお答えください。

①大型の機械等で、設置してあるために常時は底面を見ることが
できないものについて、底面図を省略した場合

②大型の車両等の重量物であって通常は底面を見られることがなく、
かつ底面図がなくても意匠を正確に把握できるときに、底面図を省略
した場合

③本棚の背面や底面のように、通常の使用状態では目に触れない面で
あって、意匠上の特徴があらわれない面について、その面を表す図を
省略した場合

④平面的なものを表す図面のうち、裏面が無模様であるものについて、裏面図
を省略した場合

⑤いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合

⑥意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図を省略
した場合

⑦意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる物品に
表示される画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の
出願の場合において、画像図以外の物品を表す図を省略した場合

⑧その他

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない
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回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

③わからない

④その他

B-10　コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変化を表している図については、
        現状ではその明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしていますが、
　　　　今後、そのような説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略
　　　　可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

①省略可能とすべきである

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

B-11　コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、
　　　　　背景に彩色を施すことが認められていますが、その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成
　　　　　要素の一部であるとの誤解を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する
　　　　　必要があります。今後、そのような説明がなくとも、背景の彩色であることが明らかである場合には、
　　　　　当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。
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＜図面の変更＞

回答欄

回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

※①の場合、具体的に増やした図の事例をお聞かせください。

※②の場合、具体的に減らした図の事例をお聞かせください。

※③の場合、具体的に変更した表現方法の事例をお聞かせください。

例：シェーディングを施した

※④の場合、具体的な内容をお聞かせください。

①数：増やした　
②数：減らした
③表現方法を変更した

④その他

【B-13】から【B-14】は、【B-12】で＜図面の変更＞を「①ある」と回答された方にお伺いします。

B-13　【B-12】で回答した日本とは異なる図面について、どのような要件の違いから図面の再作成を
　　　　　行いましたか？当てはまるものをすべてお答えください。

④韓国

＜国・地域＞※当てはまる国・地域の回答欄すべてに○をご記入
ください。

⑤台湾

⑥カナダ

⑦その他

B-12　日本で出願した同一の意匠を外国で出願する際、日本とは異なる図面要件に対応するために、
         図面を再作成したことがありますか？ある場合、行った国・地域をすべてお答えください。

①ある

②ない

①米国

②欧州共同体（ＥＵ）

【B-12】から【B-14】は、外国での願書および図面の記載に関する質問です。

外国での意匠出願について、質問群Aの【A-1】で「①現在行っており、今後も行う予定」を回答された方のみ
お答えください。

※質問群Aの【A-1】で②③を回答された方は、【B-15】にお進みください。

③中国

⑦の具体的な内容をご記入ください。
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→質問群Cへお進みください。

【B-15】は、すべての方にお伺いします。

B-15　国内外を問わず、願書および図面の記載に関するご意見をご自由にお聞かせください。

B-14　日本と外国における図面要件の違いについて、どのような点について改善を希望されますか。
　　　　　ご自由にお聞かせください。

質問群Bは以上です。
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

回答欄

※①の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

例：クリアランス上の負担、公報発行物は引用意匠となり得る点、など

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

【C-3】から【C-6】は、すべての方にお伺いします。

C-3　参考図として、必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表すことについて、どのようにお考えですか。
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

質問群Cは、日本および外国での参考図の取り扱いに関する質問です。

C-1　貴社の日本での意匠登録出願について、意匠の理解を助けるために必要があるときに記載する
　　　　「参考図」を記載したことがありますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①使用目的・方法がわかりにくい意匠

①ほとんどの出願に記載する

②あまり記載しない

③記載したことがない

②形態の一部が透明である意匠

③必要図のみでは意匠登録を受けようとする部分が不明確な意匠

④その他

C-2　どのような意匠に対して参考図を記載していますか？
　　　  当てはまるものをすべてお答えください。

【C-2】は【C-1】で「①ほとんどの出願に記載する」「②あまり記載しない」のいずれかを回答された方に
お伺いします。

①問題がある

②問題ない

C-4　必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表す参考図について、審査上どのように取り扱うべきと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理
由通知等）

②意匠広報には不掲載とすべき

③わからない

③どちらでもない

④その他

【C-4】は【C-3】で、「①問題がある」と回答された方にお伺いします。

④その他

C

④の具体的な内容をご記入ください。

④の具体的な内容をご記入ください。
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→質問群Dへお進みください。

C-5　日本における、参考図の記載に関するご意見をご自由にお聞かせください。

質問群Cは以上です。

C-6　外国では参考図や、参考図に類するような必要図以外の図および書類の有無や取り扱いについて
　　　　どのようなものがありますか。ご存じのものをお聞かせください。
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

例：例示列挙にしてほしい、別表第２の撤廃　等

具体的に：

②ほとんど利用されていない組物は別表第２から削除すべき

③保護対象となる組物の制限を撤廃してほしい

④意匠審査基準における、組物の構成物品表の内容を改訂してほしい

具体的に：

⑤意匠審査基準における、組物の構成物品表を撤廃してほしい

具体的な理由：

⑥現状のままでよい

⑦その他

具体的に：

①意匠法施行規則別表第２に記載の組物を増やしてほしい

具体的な組物：

質問群Dは、組物の意匠に関する質問です。

【D-1】から【D-3】は、日本での組物の意匠に関する質問です。

D-1　貴社の我が国での意匠出願について、組物の意匠として出願したことがありますか？
        もっとも近いものを一つお答えください。

①よく出願する

②ときどき出願する

③ほとんど出願したことがない

④出願したことがない

【D-2】は、【D-1】で「③ほとんど出願したことがない」「④出願したことがない」と回答された方に
お伺いします。

D-2　その理由をお聞かせください。

D-3　保護対象となる組物(意匠法施行規則別表第２で定める５６の組物）には、現在あまり出願が
        なされていないものも見受けられます。
　　　 今後の我が国の組物の意匠制度の在り方について、どのようにすべきとお考えですか？
　　　 当てはまるものをすべてお答えください。

D
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回答欄

回答欄

回答欄

→II票、質問群Eへお進みください。

②ときどきある

【D-4】から【D-5】は、外国での組物の意匠に関する質問です。

外国での意匠出願について、質問群Aの【A-1】で「①現在行っており、今後も行う予定」を回答された方
のみお答えください。

※質問群Aの【A-1】で②③を回答された方は、【D-6】にお進みください。

D-4　貴社の外国での意匠登録出願について、組物の意匠として出願したことがありますか？
        もっとも近いものを一つお答えください。

①よく出願する

②ときどき出願する

I票は以上です。

質問群Dは以上です。

【D-6】【D-7】は、みなさまご回答ください。

③ほとんど出願したことがない

④全くない

D-6　海外においてセット物として保護を受けているもののうち、日本に組物の意匠として
        出願したいものはありますか？ご自由にお聞かせください。

D-7　国内外における、組物の意匠に関するご意見をご自由にお聞かせください。

③ほとんど出願したことがない

④出願したことがない

【D-5 】は、【D-4】で「①よく出願する」「②ときどき出願する」「③ほとんど出願したことがない」と
回答された方にお伺いします。

D-5　【D-4】で回答した外国での組物の意匠について、日本で同一の意匠を出願し、
        かつ組物の意匠としなかったことはどの程度ありますか？
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

①よくある
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回答欄

回答欄

回答欄

回答欄

＜出願状況＞

回答欄

回答欄

回答欄

II票
意匠制度に係るその他についてお伺いする票です。

③減少

E-2　貴社の海外事業所や現地法人が、現地で直接第一国出願を行い、その後、パリ条約に基づく優先権を
　　　 主張して日本に意匠登録出願を行うことがありますか？
　　　　それぞれにつき、もっとも近いものを一つお答えください。

①ある

②現在はないが、今後行う予定

③ない

＜直近一年あたりの利用件数＞

①0件

＜直近一年あたりの利用件数＞

①0件

②1-10件

③11-100件

②1-10件

③11-100件

④101件以上

＜今後の増減見込み＞

①増加

②維持

③減少

＜利用する、または、しない理由＞

③ほとんど利用していない

質問群Eは、意匠分野における優先権証明書の電子的交換に関する質問です。

E-1　外国へ意匠登録出願する際、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を利用しますか？
　　　　それぞれにつき、もっとも近いものを一つお答えください。

＜利用状況＞

①常に利用している

②多くの場合に利用している

④101件以上

＜今後の増減見込み＞

①増加

②維持

E
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【E-2】の続き↓

回答欄

回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

※現状の費用負担額について、a.b.どちらかの額をご記入ください。

円程度

円程度

→質問群Fへお進みください。

＜具体的な第一国出願先＞

E-3　　パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願を行う場合には、最初に出願した第一国の特許庁に
　　　　優先権証明書の交付を請求し、それを第二国の特許庁に提出しなければなりませんが、特許の
　　　　分野では、この優先権証明書を特許庁間で電子的に交換する仕組みが既に利用されており、
　　　　出願人は、第一国特許庁への優先権証明書（書面）の交付請求手続を省略できるとともに、
　　　　第二国特許庁への出願の際に出願書類に必要事項を記載することで、優先権証明書の提出に
　　　　代えることができます。
　　　　意匠分野においても、優先権証明書を特許庁間で電子的に交換する仕組みの導入を希望
　　　　されますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①希望する

②希望しない

E-4　【E-3】の理由について、当てはまるものをすべてお答えください。

質問群Eは以上です。

①外国への意匠登録出願が増加傾向にあるため

②外国から日本への意匠登録出願が増加傾向にあるため

③第一国特許庁への優先権証明書の交付請求手続を省略することができるため

④優先権証明書の交付請求に必要な費用を削減することができるため

⑤第二国特許庁への優先権証明書の提出手続を省略することができるため

⑥優先権証明書の提出に必要な費用（現地代理人費用を含む）を削減することができるため

　a. 一件あたり概ね

　b. 直近一年間あたり概ね

⑦その他

具体的に：
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

＜理由が不足している場合の回答欄＞

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

F-3　そのように考えた理由をお聞かせください。
       （例：日本で意匠権を取得していることが発信されるが、権利を取得していないその他の国・地域
　　　　での模倣等が懸念されるため）

【F-4】は、【F-1】で「③海外での情報発信ツールの機能の改善等が進むことを条件として、
情報発信してもよい」と回答された方にお伺いします。

F-4　その理由として当てはまるものをすべてお答えください。
　　　　理由が不足している場合は枠内にご記入ください。

① インターフェースが日本語に対応する

② 日本語による検索（製品名等）が可能になる

③ 日本意匠分類による検索が可能になる

④ 公報データをツール利用者が電子データに出力したり二次加工できない仕様にする

⑤ 利用者の利用履歴等に関する情報が徹底管理される

⑥ 独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)に
外国の意匠公報を取り込んで、日本の意匠公報とともにこれらを検索できるようにする

【F-3】は、【F-1】で「②海外での情報発信は控えるべき」と回答された方にお伺いします。

質問群Fは、我が国の意匠公報情報の海外での発信に関する質問です。

　現在、我が国の意匠公報は、世界知的所有権機関（WIPO）が運営する意匠情報データベース「Global Design
Database（※１）」に提供されており、我が国の審査を経た意匠権の情報が世界に発信されています。
　一方、欧州連合知的財産庁（EUIPO）でも「DesignView（※２）」という各国意匠公報検索ツールを運営して
おりますが、現在、日本の意匠公報はその中には含まれていません。
　係る状況の中、今後の我が国の意匠公報情報の海外での発信の対応方針を策定するうえでの参考としたく、
我が国意匠制度ユーザーの皆様のご意見をお伺いします。

※１　 http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730004/20150730004.html
※２　 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

F-1　海外の特許庁等にて我が国の意匠公報情報を積極的に発信すべきか、あるいは慎重になるべき
　　　　か、お考えがもっとも近いものを一つお答えください。

①海外でも積極的に情報発信すべき

②海外での情報発信は控えるべき

③海外での情報発信ツールの機能の改善等が進むことを条件として、情報発信してもよい

④わからない

【F-2】は、【F-1】で「①海外でも積極的に情報発信すべき」と回答された方にお伺いします。

F-2　そのように考えた理由をお聞かせください。
       （例：海外でも日本の公報情報が発信されれば、世界的に模倣の抑止効果が期待できるため）

F
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２． 代理人向け 

 

代理人

□本アンケートの概要について

□アンケートのご回答方法について

□本アンケートの構成について

≪平成28年度 特許庁事業（意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究）≫

アンケート調査　質問票

■本アンケート調査の目的
　本アンケートは、意匠制度の更なる活用促進のための利便性向上を目的として、現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズに対するご
意見を伺いたく、実施いたします。

■本アンケートの対象企業
　本アンケートは、日本での意匠登録実績をお持ちの皆様を対象としています。意匠登録データより、登録件数の多い代理人の皆様が所
属されている事務所を対象として抽出いたしました。

■ご回答内容の取り扱いについて
　お答えいただいた内容を、ご回答者名がわかる形で公表することはございません。また、その内容について問い合わせをさせていただく
可能性がございますが、本調査研究以外の目的で使用することはございません。
　アンケートの目的や上記の方針をご理解いただき、是非アンケートにご協力賜りますようお願い申し上げます。

■本アンケート全般に関するお問い合せ（回答方法など）＜本調査の実施機関＞
　株式会社三菱総合研究所　科学・安全政策研究本部 産業イノベーション戦略グループ
　　　担当：加納、松浦（Tel: 03-6705-6051、e-mail: design-patent-q@mri.co.jp）

■アンケートご回答の締切
　アンケートは、9/21（水）17 :00  までにご回答くださいますようお願い申し上げます。
　本アンケート票に直接回答をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
　また、以下ウェブサイトからMicrosoft Excel形式のアンケート票をダウンロードし、電子的にご入力頂いた上、e-mailにてお送りいただくこ
とでも構いません。

 ＜http://www.mri.co.jp/design-convenience/＞

※ご回答頂く調査票のタイプは　代理人　です。
※ファイル解凍のパスワードは　design-patent-b　です。

■アンケートご回答のお送り先
　　メールアドレス：　design-patent-q@mr i .co . jp
　　住所：　　　　　 　※返信用封筒に記載済

　　FAX番号：　　　　03-5157-2145
　
　ご都合により回答できない質問は無回答でも構いません。
　質問の一部でも構いませんので（I票のみご回答いただくことでも問題ございません）、可能な範囲でお答えいただければと思います。

　本アンケートは、I票、II票から構成されています。
　I票は現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズについてお伺いします。質問群A、B、C、Dから構成されており、質問群Aは意匠出願の
基本状況について、質問群Bは願書および図面の記載について、質問群Cは参考図の取り扱いについて、質問群Dは組物の意匠に関する
質問です。
　II票は意匠制度に係るその他についてお伺いします。質問群E、Ｆから構成されており、質問群Eは意匠分野における優先権証明書の電
子的交換について、質問群Fは意匠広報情報の海外発信に関する質問です。貴社内で、適切な方にご回答いただけますと幸いです。

□回答者情報

■I票
□質問群A：　日本および外国での意匠出願の基本状況についてお聞きします。
□質問群B：　日本および外国での願書および図面の記載についてお聞きします。
□質問群C：　日本での参考図の取り扱いについてお聞きします。
□質問群D：　日本および外国での組物の意匠の出願状況についてお聞きします。

■II票
□質問群E：　日本および外国での意匠分野における優先権証明書の電子的交換についてお聞きします。
□質問群F：　日本の意匠広報情報の海外での発信についてお聞きします。
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◆ご回答者情報　

事務所名

ご回答者名

電話番号

電子メール
アドレス

事務所住所

→I票、質問群Ａにお進みください。
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②ない

回答欄

＜国・地域＞回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

→質問群Bへお進みください。

質問群Aは以上です。

＜外国での意匠出願またはその具体的な準備＞で「①ある」と回答された方
にお伺いいたします。

＜国、地域＞※当てはまる国・地域の回答欄すべてに○をご記入
ください。

A-2　ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願について、代理の経験はありますか？
　　　  当てはまるものをすべてお答えください。

⑤台湾

⑥カナダ

⑦その他

I票
現行意匠制度運用の具体的な改善ニーズについてお伺いする票です。

①ある

③国際登録後の手続代理を行ったことがある

④代理したことはない

＜外国での意匠出願代理またはその具体的な準備＞　※【A-1】の回答により、質問群Ｂ以降ご回答いただく質問が

異なります。

①日本を窓口として代理出願を行ったことがある

②E-Fillingを用いて出願代理を行ったことがある

質問群Aは、日本および外国における意匠出願の基本状況に関する質問です。

A-1　外国での意匠出願代理またはその具体的な準備を進めている国・地域はありますか？
　　　　ある場合、当てはまる国・地域をすべてお答えください。

①米国

②欧州共同体（ＥＵ）

③中国

④韓国

A

⑦の具体的な内容をご記入ください。
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回答欄

回答欄

回答欄

④その他

③省略対象を減らすべきである

質問群Bは、日本および外国における願書および図面の記載に関する質問です。

【B-1】から【B-6】は日本での願書および図面の記載に関する質問です。

B-1　我が国では意匠登録を受けようとする意匠を表した正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、
       および左側面図（以下、「一組の六面図」という。）により出願の意匠を開示する必要がありますが、
　　　 省略が可能な図（同一・対称な図の一方、重量物の底面図、無模様の裏面図、部分意匠の破線のみ
       が現れる図等）について、代理人の立場からどのようにお考えですか？
       もっとも近いものを一つお答えください。

①省略対象を増やすべきである

②妥当である

※①、③の場合、具体的にお聞かせください↓

B-2　省略が可能な図について、クリアランス（先行意匠調査・意匠権侵害調査等）の際、
　　　　どのように感じますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①問題ない

②省略対象を減らすべきである

③わからない

B-3　例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の使用状態では目に触れない面で
　　　　あって、意匠上の特徴があらわれない面であっても、現状では、意匠全体の形態を特定するために、
　　　　そのような面についても、図の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能とすべきとお考え
　　　　ですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

※②、④の場合、具体的にお聞かせください↓

※②の場合は理由を、④の場合は具体的に
お聞かせください↓

B
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回答欄

　　　　　　 また、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※④の場合、具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

B-5　【部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】
　　　　「意匠の説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合には、
　　　　図面等において、意匠登録を受けようとする部分と、その他の部分とを描き分ける必要はないと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

④その他

（イ）は省略不可

③わからない

④その他

B-4　【部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】
　　　　物品の部分について意匠登録を受けようとする場合、現状では、意匠登録を受けようとする部分と、それ以外
　　　　の部分を特定するために、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等に
　　　　より、意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書
　　　　の「意匠の説明」の欄に記載する必要があります。

　　　　以下の（ア）、（イ）における場合は、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を
　　　　表す図であっても、省略することができません。
　　　　今後、そのような意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図について、
　　　　省略を認めるべきとお考えですか。
　
　　　　（ア）折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形態についてのみ意匠登録を
　　　　　　　受けようとする場合
　　　　（イ）蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の外側の形態についてのみ
　　　　　　　意匠登録を受けようとする場合

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

①描き分ける必要はない

②描き分ける必要がある

③わからない

　　　　　※②の場合、当てはまる回答欄すべてに○をご記入ください。

（ア）は省略不可

①（ア）（イ）のいずれも省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない
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回答欄

※⑤の場合、具体的にお聞かせください。

回答欄

【B-7】から【B-11】は、説明の省略に関する質問です。

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

B-6　現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定のために必要な図（以下、「必要図」という。）中に、
　　　　出願に係る意匠以外のものを表すこと（例えば、「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を
　　　　記載した場合等）は、出願の対象が不明確となるおそれがあることから、認められていません。
　　　　今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係る物品と、それ以外の
　　　　物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る物品以外の物品の記載を認めるべきと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

⑤その他

②意匠以外の物品と、出願に係る意匠とが描き分けられている場合にのみ、必要図中の意匠以外の物品の記載を認
めるべき

③必要図中の意匠以外の物品の記載を認めるべきでない

④わからない

B-7　正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図からなる一組の六面図のいずれかの図や、
　　　 平面的なものを表す図面のうち、裏面図の省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定する
　　　　ために、省略を行った旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっています。
　　　　今後、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

①必要図中に出願に係る意匠以外の物品の記載を認めるべき
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【B-8】は【B-7】で「①省略可能とすべきである」と回答された方にお伺いいたします。

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

⑧の場合は、具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

例：クリアランスの際に不明確であるから

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

①大型の機械等で、設置してあるために常時は底面を見ることが
できないものについて、底面図を省略した場合

②大型の車両等の重量物であって通常は底面を見られることがなく、
かつ底面図がなくても意匠を正確に把握できるときに、底面図を省略
した場合

B-8　図の省略を行った旨とその理由の説明は、どのような場合に省略可能とお考えですか。
　　　　当てはまるものをすべてお答えください。

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

③本棚の背面や底面のように、通常の使用状態では目に触れない面で
あって、意匠上の特徴があらわれない面について、その面を表す図を
省略した場合

④平面的なものを表す図面のうち、裏面が無模様であるものについて、裏面図
を省略した場合

⑤いずれかの図と同一又は対称である図を省略した場合

⑥意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図を省略
した場合

⑦意匠法第２条第２項に規定する、物品と一体として用いられる物品に
表示される画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の
出願の場合において、画像図以外の物品を表す図を省略した場合

⑧その他

B-9　立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点等により表すことが認められていますが、
　　　　現状では、このような「陰」が、意匠の構成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避ける
　　　　ために、「陰」を描いた旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載する
　　　　ことが必要となっています。
　　　　今後、このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定するための
　　　　「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

④その他
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回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

※②の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

回答欄

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

④その他

B-11　コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、
　　　　　背景に彩色を施すことが認められていますが、その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成
　　　　　要素の一部であるとの誤解を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する
　　　　　必要があります。今後、そのような説明がなくとも、背景の彩色であることが明らかである場合には、
　　　　　当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

B-10　コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変化を表している図については、
        現状ではその明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしていますが、
　　　　今後、そのような説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略
　　　　可能とすべきとお考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

　　　　※別添「アンケートご回答に当たっての参考資料」をご参照ください。

①省略可能とすべきである

①省略可能とすべきである

②省略可能とすべきでない

③わからない

④その他

②省略可能とすべきでない

③わからない
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＜図面の変更＞

回答欄

回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

※①の場合、具体的に増やした図の事例をお聞かせください。

※②の場合、具体的に減らした図の事例をお聞かせください。

※③の場合、具体的に変更した表現方法の事例をお聞かせください。

例：シェーディングを施した

※④の場合、具体的な内容をお聞かせください。

①数：増やした　
②数：減らした
③表現方法を変更した

④その他

【B-13】から【B-14】は、【B-12】で＜図面の変更＞を「①ある」と回答された方にお伺いします。

B-13　【B-12】で回答した日本とは異なる図面について、どのような要件の違いから図面の再作成を
　　　　　行いましたか？当てはまるものをすべてお答えください。

外国での意匠出願代理について、質問群Aの【A-1】で「①ある」を回答された方のみ
お答えください。

④韓国

⑤台湾

⑥カナダ

⑦その他

B-12　日本で出願した同一の意匠を外国で出願する際、日本とは異なる図面要件に対応するために、
         図面を再作成したことがありますか？ある場合、行った国・地域をすべてお答えください。

①ある

②ない

①米国

②欧州共同体（ＥＵ）

【B-12】から【B-14】は、外国での願書および図面の記載に関する質問です。

＜国・地域＞※当てはまる国・地域の回答欄すべてに○をご記入
ください。

※質問群Aの【A-1】で②を回答された方は、【B-15】にお進みください。

③中国

⑦の具体的な内容をご記入ください。
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→質問群Cへお進みください。

【B-15】は、すべての方にお伺いします。

B-15　国内外を問わず、願書および図面の記載に関するご意見をご自由にお聞かせください。

B-14　日本と外国における図面要件の違いについて、どのような点について改善を希望されますか。
　　　　　ご自由にお聞かせください。

質問群Bは以上です。
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

回答欄

※①の場合、その理由を具体的にお聞かせください。

例：クリアランス上の負担、公報発行後は引用意匠となり得る点　等

※④の場合、お考えを具体的にお聞かせください。

回答欄

回答欄

【C-3】から【C-6】は、すべての方にお伺いします。

C-3　参考図として、必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表すことについて、どのようにお考えですか。
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

質問群Cは、日本および外国での参考図の取り扱いに関する質問です。

C-1　日本での意匠登録出願を取り扱う際、意匠の理解を助けるために必要があるときに記載する
　　　　「参考図」を記載したことがありますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①使用目的・方法がわかりにくい意匠

①ほとんどの出願に記載する

②あまり記載しない

③記載したことがない

②形態の一部が透明である意匠

③必要図のみでは意匠登録を受けようとする部分が不明確な意匠

④その他

C-2　どのような意匠に対して参考図を記載していますか？
　　　  当てはまるものをすべてお答えください。

【C-2】は【C-1】で「①ほとんどの出願に記載する」「②あまり記載しない」のいずれかを回答された方に
お伺いします。

①問題がある

②問題ない

C-4　必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表す参考図について、審査上どのように取り扱うべきと
　　　　お考えですか。もっとも近いものを一つお答えください。

①当該意匠を説明するものとして審査上不適切なものと取り扱うべき（拒絶理
由通知等）

②意匠広報には不掲載とすべき

③わからない

③どちらでもない

④その他

【C-4】は【C-3】で、「①問題がある」と回答された方にお伺いします。

④その他

C

④の具体的な内容をご記入ください。

④の具体的な内容をご記入ください。
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→質問群Dへお進みください。

C-5　日本における、参考図の記載に関するご意見をご自由にお聞かせください。

質問群Cは以上です。

C-6　外国では参考図や、参考図に類するような必要図以外の図および書類の有無や取り扱いについて
　　　　どのようなものがありますか。ご存じのものをお聞かせください。
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

例：例示列挙にしてほしい、別表第２の撤廃　等

⑦その他

具体的に：

②ほとんど利用されていない組物は別表第２から削除すべき

③保護対象となる組物の制限を撤廃してほしい

④意匠審査基準における、組物の構成物品表の内容を改訂してほしい

具体的に：

⑥現状のままでよい

⑤意匠審査基準における、組物の構成物品表を撤廃してほしい

具体的な理由：

④取り扱ったことがない

【D-2】は、【D-1】で「③ほとんど取り扱ったことがない」「④取り扱ったことがない」と回答された方に
お伺いします。

D-2　その理由をお聞かせください。

D-3　保護対象となる組物(意匠法施行規則別表第２で定める５６の組物）には、現在あまり出願がなされて
　　　　いないものも見受けられます。
　　　 今後の我が国の組物の意匠制度の在り方について、どのようにすべきとお考えですか？
　　　 当てはまるものをすべてお答えください。

①意匠法施行規則別表第２に記載の組物を増やしてほしい

具体的な組物：

具体的に：

③ほとんど取り扱ったことがない

質問群Dは、組物の意匠に関する質問です。

【D-1】から【D-3】は、日本での組物の意匠に関する質問です。

D-1　我が国での意匠登録出願について、組物の意匠としての出願を取り扱ったことがありますか？
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

①よく取り扱う

②ときどき取り扱う

D
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回答欄

回答欄

回答欄

→IＩ票、質問群Ｅにお進みください。

②ときどきある

【D-4】から【D-5】は、外国での組物の意匠に関する質問です。

外国での意匠出願について、質問群Aの【A-1】で「①現在行っており、今後も行う予定」を回答された方
のみお答えください。

※質問群Aの【A-1】で②を回答された方は、【D-6】にお進みください。

D-4　外国での意匠登録出願について、組物の意匠としての出願を取り扱ったことがありますか？
        もっとも近いものを一つお答えください。

①よく取り扱う

③ほとんど取り扱ったことがない

④取り扱ったことがない

【D-5 】は、【D-4】で「①よく取り扱う」「②ときどき取り扱う」「③ほとんど取り扱ったことがない」と
回答された方にお伺いします。

D-5　【D-4】で回答した外国での組物の意匠について、日本で同一の意匠の出願を取り扱い、
        かつ組物の意匠としなかったことはどの程度ありますか？
　　　　もっとも近いものを一つお答えください。

①よくある

②ときどき取り扱う

I票は以上です。

③ほとんど取り扱ったことがない

④全くない

D-6　海外においてセット物として保護を受けているもののうち、日本に組物の意匠として出願が
        可能になればよいと考えるものはありますか？ご自由にお聞かせください。

D-7　国内外における、組物の意匠に関するご意見をご自由にお聞かせください。

質問群Ｄは以上です。

【D-6】【D-7】は、みなさまご回答ください。
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回答欄

回答欄

回答欄

回答欄

＜出願状況＞

回答欄

回答欄

回答欄

II票
意匠制度に係るその他についてお伺いする票です。

③減少

②1-10件

③11-100件

④101件以上

＜今後の増減見込み＞

①増加

②維持

E-2　外国からの、パリ条約に基づく優先権を伴った意匠登録出願を取り扱っている、または、
　　　　今後取り扱う予定がありますか？
　　　　それぞれにつき、もっとも近いものを一つお答えください。

①取り扱っている

②現在はないが、今後取り扱う予定

③該当なし

＜直近一年あたりの利用件数＞

①0件

＜直近一年あたりの利用件数＞

①0件

②1-10件

③11-100件

④101件以上

＜今後の増減見込み＞

①増加

②維持

③減少

＜利用する、または、しない理由＞

③ほとんど利用していない

質問群Eは、意匠分野における優先権証明書の電子的交換に関する質問です。

E-1　外国へ意匠登録出願する際、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を利用しますか？
　　　　それぞれにつき、もっとも近いものを一つお答えください。

＜利用状況＞

①常に利用している

②多くの場合に利用している

E
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【E-2】の続き↓

回答欄

回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

※現状の費用負担額について、a.b.どちらかの額をご記入ください。

円程度

円程度

→質問群Fへお進みください。

　a. 一件あたり概ね

⑦その他

具体的に：

＜具体的な第一国出願先＞

E-3　　パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願を行う場合には、最初に出願した第一国の特許庁に
　　　　優先権証明書の交付を請求し、それを第二国の特許庁に提出しなければなりませんが、特許の
　　　　分野では、この優先権証明書を特許庁間で電子的に交換する仕組みが既に利用されており、
　　　　出願人は、第一国特許庁への優先権証明書（書面）の交付請求手続を省略できるとともに、
　　　　第二国特許庁への出願の際に出願書類に必要事項を記載することで、優先権証明書の提出に
　　　　代えることができます。
　　　　意匠分野においても、優先権証明書を特許庁間で電子的に交換する仕組みの導入を希望
　　　　されますか？もっとも近いものを一つお答えください。

①希望する

②希望しない

E-4　【E-3】の理由について、当てはまるものをすべてお答えください。

質問群Eは以上です。

①外国への意匠登録出願が増加傾向にあるため

②外国から日本への意匠登録出願が増加傾向にあるため

③第一国特許庁への優先権証明書の交付請求手続を省略することができるため

④優先権証明書の交付請求に必要な費用を削減することができるため

⑤第二国特許庁への優先権証明書の提出手続を省略することができるため

⑥優先権証明書の提出に必要な費用（現地代理人費用を含む）を削減することができるため

　b. 直近一年間あたり概ね
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回答欄

※当てはまる選択肢の回答欄すべてに○をご記入ください。 回答欄

＜理由が不足している場合の回答欄＞

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

F-3　そのように考えた理由をお聞かせください。
       （例：日本で意匠権を取得していることが発信されるが、権利を取得していないその他の国・地域
　　　　での模倣等が懸念されるため）

【F-4】は、【F-1】で「③海外での情報発信ツールの機能の改善等が進むことを条件として、
情報発信してもよい」と回答された方にお伺いします。

F-4　その理由として当てはまるものをすべてお答えください。
　　　　理由が不足している場合は枠内にご記入ください。

① インターフェースが日本語に対応する

② 日本語による検索（製品名等）が可能になる

③ 日本意匠分類による検索が可能になる

④ 公報データをツール利用者が電子データに出力したり二次加工できない仕様にする

⑤ 利用者の利用履歴等に関する情報が徹底管理される

⑥ 独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)に
外国の意匠公報を取り込んで、日本の意匠公報とともにこれらを検索できるようにする

【F-3】は、【F-1】で「②海外での情報発信は控えるべき」と回答された方にお伺いします。

質問群Fは、我が国の意匠公報情報の海外での発信に関する質問です。

　現在、我が国の意匠公報は、世界知的所有権機関（WIPO）が運営する意匠情報データベース「Global Design
Database（※１）」に提供されており、我が国の審査を経た意匠権の情報が世界に発信されています。
　一方、欧州連合知的財産庁（EUIPO）でも「DesignView（※２）」という各国意匠公報検索ツールを運営して
おりますが、現在、日本の意匠公報はその中には含まれていません。
　係る状況の中、今後の我が国の意匠公報情報の海外での発信の対応方針を策定するうえでの参考としたく、
我が国意匠制度ユーザーの皆様のご意見をお伺いします。

※１　 http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730004/20150730004.html
※２　 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

F-1　海外の特許庁等にて我が国の意匠公報情報を積極的に発信すべきか、あるいは慎重になるべき
　　　　か、お考えがもっとも近いものを一つお答えください。

①海外でも積極的に情報発信すべき

②海外での情報発信は控えるべき

③海外での情報発信ツールの機能の改善等が進むことを条件として、情報発信しても良い

④分からない

【F-2】は、【F-1】で「①海外でも積極的に情報発信すべき」と回答された方にお伺いします。

F-2　そのように考えた理由をお聞かせください。
       （例：海外でも日本の公報情報が発信されれば、世界的に模倣の抑止効果が期待できるため）

FF
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資料３ 国内ヒアリング項目  

１． 企業向け 

 

平成 28年 9月 

株式会社三菱総合研究所 

 

《平成 28 年度 特許庁事業（意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究）》 

ヒアリング調査でお尋ねしたい項目 

 

 ヒアリング項目 

 

 願書及び図面の記載 １．

 日本・外国において図面の作成上、最も課題となっていること 

 図面の省略に関する出願人としての要望・その理由 

 意匠の説明の省略に関する出願人としての要望・その理由 

 図面及び意匠の説明の省略に関するクリアランスにおける評価・その理由 

 外国での出願に際して、図面が日本と異なる場合の変更内容・その理由 

 

 参考図の取り扱い ２．

 参考図を記載する頻度・対象となる意匠・記載する目的 

 参考図に基づく特許庁からの通知の有無・その対処方法 

 参考図に関するクリアランスにおける評価・その理由 

 外国での出願における参考図や参考図に類するような図および書類の取り扱い経験・その内容 

 

 組物の意匠 ３．

 日本・外国での組物の意匠の出願の有無・頻度 

 組物の意匠に対する評価・その理由 

 今後の組物の意匠制度の在り方 

 外国でのセット物として保護を受けているもので、日本に組物の意匠として出願したいもの 

 

 その他 ４．

 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願における出願経験の有無・その内容 

 意匠制度に対する日本国特許庁への要望 

 アンケートに既に回答下さっている方については、I 票の質問群 B,C,D における各設問につい

ての回答の詳細な理由とご意見、アンケートに未回答の方については、I 票の質問群 B,C,D の

回答とその理由及びご意見 
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２． 代理人向け 

 

平成 28年 9月 

株式会社三菱総合研究所 

 

《平成 28 年度 特許庁事業（意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究）》 

ヒアリング調査でお尋ねしたい項目 

 

 ヒアリング項目 

 願書及び図面の記載 １．

 日本・外国において図面の作成上、最も課題となっていること 

 図面の省略に関する代理人としての要望・その理由 

 意匠の説明の省略に関する代理人としての要望・その理由 

 図面及び意匠の説明の省略に関するクリアランスにおける評価・その理由 

 外国での出願に際して、図面が日本と異なる場合の変更内容・その理由 

 

 参考図の取り扱い ２．

 参考図を記載する頻度・対象となる意匠・記載する目的 

 参考図に基づく特許庁からの通知の有無・その対処方法 

 参考図に関するクリアランスにおける評価・その理由 

 外国での出願における参考図や参考図に類するような図および書類の取り扱い経験・その内容 

 

 組物の意匠 ３．

 日本・外国での組物の意匠の出願の有無・頻度 

 組物の意匠に対する評価・その理由 

 今後の組物の意匠制度の在り方 

 外国でのセット物として保護を受けているもので、日本に組物の意匠として出願したいもの 

 

 その他 ４．

 ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願における代理経験の有無・その内容 

 意匠制度に対する日本国特許庁への要望 

 アンケートに既に回答下さっている方については、I 票の質問群 B,C,D における各設問につい

ての回答の詳細な理由とご意見、アンケートに未回答の方については、I 票の質問群 B,C,D の

回答とその理由及びご意見 

 

以上 



 

 

 

 

資料Ⅲ 
海外質問票・現地ヒアリング調査  
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資料１ 海外質問票・現地ヒアリング調査結果  

意匠の出願人である海外企業及び意匠登録出願の代理経験のある海外代理

人を対象として、質問票調査（12 者）及び現地ヒアリング調査（5 者）を実施

し、現行意匠制度におけるニーズ・意見を収集・整理すること、制度上の問題

点等を明らかにした。 

１． 調査実施概要 

（１） 海外質問票調査 

調査実施方法と回答者数は表 III-1～表 III-3 のとおりである。 

表 III-1 海外質問票調査実施方法 

調査の名称 
「平成 28 年度特許庁調査（意匠制度の利便性向上に向けた運

用の見直しに関する調査研究）」アンケート調査  

調査方法 電子メールにて調査票を送付、電子メールで回答 

調査時期 2016 年 11 月 11 日～2017 年 1 月 5 日 

調査実施 株式会社三菱総合研究所 

 

表 III-2 海外質問票調査の回答者属性別回答者数及び回答社・所数 

属性 回答数 回答社・所数 

企業 5 4 

代理人 7 7 

表 III-3 海外質問票調査の地域属性別回答者数及び回答社・所数 

国・地域 回答数 回答社・所数 

米国 2 2 

欧州 7 6 

中国 2 2 

韓国 1 1 
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（２） 海外現地ヒアリング調査 

調査実施方法と調査対象は表 III-4～表 III-6 のとおりである。 

表 III-4 海外現地ヒアリング調査実施方法 

調査方法 
対象者への対面式インタビュー（1～1.5 時間程度）。一部は

TV 電話会議による実施。 

調査時期 2016 年 11 月～2016 年 12 月 

調査実施者 株式会社三菱総合研究所 

 

表 III-5 海外現地ヒアリング調査の回答者属性別対象者数  

 調査対象者数 

企業 4 

代理人  1 

 

 

表 III-6 海外現地ヒアリング調査の地域属性別対象者数  

 対象者数 

米国 1 

欧州  3 

韓国  1 
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２． 調査結果 

調査結果は、海外質問票調査の設問ごとに、企業、代理人それぞれについて海

外質問票の回答内容及び海外現地ヒアリング調査で得られた意見を補足しなが

ら整理・分析した。 

なお、海外質問票、海外現地ヒアリング調査より得られた意見の抜粋・要約に

ついて、それぞれ区別できるよう以下のように記載した。  

 

 「」を付した部分は海外質問票調査より得られた意見の抜粋または要約

（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

 「」*を付した部分は海外現地ヒアリング調査より得られた意見の抜粋ま

たは要約（複数の回答者から同様の回答が得られた場合等）。  

（１） 回答者情報 

表 III-7 回答者情報 

 

調
査
数 

企
業 

代
理
人 

アンケート 12 5 7 

ヒアリング 5 4 1 
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（２） 日本の意匠制度に関する理解 

図法や図の省略についてはおおよそ知られている一方、 CG による出願や組物

については制度が比較的知られていない。  

また、企業と代理人とで大きな傾向の差は見られない。日本の情報の入手にお

いて、ある企業から「①本国の知的財産部門が日本国内の部署と交流し、その言

語スキルを活用して情報を取得している。②個別の製品に関しては、日本の社外

弁理士と協力して助言を求める。③言語的に可能な限り、日本国特許庁や他の関

係機関の情報に直接アクセスする。」*という回答が得られた。他の会社もこれら

のいずれかの方法により情報を得ているとの回答を得ている。また、「JIPA（日

本知的財産協会）に参加している社員から情報を得ている」 *という回答もあっ

た。 

 図法（正投影図） 

B-1-1: 図法（正投影図） 

原則として、意匠登録を受けようとする意匠を表した正面図、背面図、左側面

図、右側面図、平面図及び底面図（以下、「一組の六面図」という。）により出

願の意匠を開示する必要があります。 

 

表 III-8 図法（正投影図）に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 3 0 0 

代理人 4 3 0 0 
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 図の省略の取り扱い 

B-1-2: 図の省略の取り扱い 

六面図のうち、正面図と背面図が同一形又は対称形である場合は背面図を省略

できます。また、左側面図と右側面図が同一形又は対称形である場合は一方の

側面図を省略できます。また平面図と底面図が同一形又は対称形である場合は

底面図を省略できます。 

表 III-9 図の省略の取り扱いに対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 2 1 0 

代理人 2 4 0 1 

 

 CG 図による出願 

B-1-3: CG 図による出願 

CG 図による出願も可能です。ただし「陰」としての明度変化を表している図に

ついては、その明度変化が「陰」である旨を【意匠の説明】の欄に記載するこ

とが必要です。 

表 III-10 CG 図による出願に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 1 0 3 1 

代理人 0 3 2 2 
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 参考図 

B-1-4:参考図 

物品の説明や透明部を示すために補足的に図を用いる必要がある場合は、参考

図を加えることができます。参考図は意匠登録出願の意匠の形態そのものを表

す図ではありません。 

表 III-11 参考図に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 2 0 1 

代理人 1 4 2 0 

 

 組物の意匠 

B-1-5: 組物の意匠 

同時に使用される二以上の物品が、組物に該当し、組物全体として統一があ

るときは、二以上の物品を「組物の意匠」という一意匠として出願できます。

組物は現在 56 あります。それぞれの組物ごとに構成物品が定められており、

組物の出願には少なくとも構成物品の一品を含まなければなりません。  

表 III-12 組物の意匠に対する理解 

 

よ
く
知
っ
て
い
た 

だ
い
た
い
知
っ
て

い
た 

あ
ま
り
よ
く
知
ら

な
か
っ
た 

全
く
知
ら
な
か
っ

た 

企業 2 1 2 0 

代理人 0 4 2 1 
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（３） 日本及び外国における図面の記載の省略 

 図の省略又は図の数による拒絶理由通知 

C-1: 各国・庁における意匠登録出願において、図の省略又は図の数によっ

て拒絶理由通知を受け取ったことはありますか？  

 

各国・庁における意匠登録出願において、図の省略又は図の数によって拒絶理

由通知を受け取ったことがない企業においては、複数の国での出願を念頭に、「ほ

とんどが六面図＋参考図に定型化されているため、図の省略や図面数で拒絶を受

けることはない」 *といった回答が見られた。 

 

表 III-13 図の省略または図の数による拒絶理由通知 

 

 
は
い
（
受
け
た
こ

と
が
あ
る
） 

い
い
え
（
受
け
た

こ
と
が
な
い
） 

分
か
ら
な
い 

企業 2 3 0 

代理人 5 1 1 

 

 過去１年間に図の省略又は図の数に関する拒絶理由通知を受けた庁 

C-2: (C-1 で受けたことがある場合) 最近 1 年間に図の省略又は図の数に関

する拒絶理由通知のあった国・庁はどこですか？また、主にどのような点を指

摘するものでしたか？ 
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表 III-14 最近１年間に図の省略又は図の数に関する 

拒絶理由通知のあった庁 

 日
本 

米
国 

欧
州
連
合 

（E
U
I
P
O

） 

中
国 

韓
国 

台
湾 

カ
ナ
ダ 

そ
の
他 

企業 0 2 1 0 0 0 0 0 

代理人 1 2 1 2 2 1 0 2 

 

 日本において省略が可能な図についての出願人・代理人としての評価 

C-3: 日本において省略が可能な図（同一・対称な図の一方、重量物の底面

図、無模様の裏面図、部分意匠の意匠登録を受けようとする部分以外の部分（デ

ィスクレーム部分のみが表れる図等）について、出願人 /代理人の立場から見

てどのようにお考えですか？ 

 

日本において省略が可能な図についての出願人・代理人としての評価について、

現行より「省略対象を増やすべきである」という意見と「現状のままでいい」と

する意見の両方が企業で見られる一方で、代理人においては「現状のままでいい」

とする意見の方が上回っている。ヒアリング対象企業の多くが図面作成を内製し

ており、図面の省略に関するコスト面でのメリットが小さく「現行制度で困って

いない」 * ことを反映していると考えられる。 

 

表 III-15 日本において省略が可能な図についての出願人・代理人と

しての評価 

 

現
状
の
ま
ま

で
い
い 

省
略
対
象
を

増
や
す
べ
き

で
あ
る 

省
略
対
象
を

減
ら
す
べ
き

で
あ
る 

分
か
ら
な
い 

企業 2 2 0 1 

代理人 5 2 0 0 

 



  

- 437 - 

 

 日本において省略が可能な図についてのクリアランスの観点からの評価 

C-4: 一方、日本における図の省略について、クリアランスの観点からのど

のようにお考えですか？もっとも近いものを 1 つお答えください。 

 

クリアランスの立場から見た図の省略についても、現行より「省略対象を増や

すべきである」という意見と「現状のままでいい」とする意見の両方が企業で見

られる一方で、代理人においては「現状のままでいい」とする意見の方が上回っ

ている。 

表 III-16 日本において省略が可能な図についてのクリアランスの観

点からの評価 

 

 

現
状
の
ま
ま
で
い

い 

よ
り
省
略
対
象
を

増
や
す
べ
き
で
あ

る 

よ
り
省
略
対
象
を

減
ら
す
べ
き
で
あ

る 

分
か
ら
な
い 

企業 2 2 0 1 

代理人 5 0 0 2 

 

 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略  

C-5: 例えば本棚の背面や底面、照明器具の壁への設置面のように、通常の

使用状態では目に触れない面であって、意匠上の特徴があらわれない面であっ

ても、日本においては、現状では、意匠全体の形態を特定するために、そのよ

うな面についても、図の提出を省略することはできませんが、今後は省略可能

とすべきとお考えですか。 

 

日本においては、現状では、通常の使用状態で目に触れない面であり、意匠上

の特徴があらわれない面であっても、意匠全体の形態を特定するために、そのよ

うな面についても図の提出を省略することはできない。これに関しては、「省略

可能とすべき」とする意見が企業・代理人とも多く見られた。「保護したい意匠
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を完全に表した図面は出願人が決定すべきことである。」 *という意見が代表的

である。その一方で、「省略可能とすべきでない」とする意見の中には「破線を

使ってディスクレームすべき」という意見や、「手続きの問題で省略すべきとい

うよりは、デザインのアピールポイントとの関係で省略を可能とすべきである」
*もあり、図の省略のあり方と部分意匠における破線による記述との関係を指摘

する意見も見られた。 

 

表 III-17 通常の使用状態で目に触れない部分の図の省略 

 
 は

い
（
省
略
可

能
と
す
べ
き
） 

い
い
え
（
省
略

可
能
と
す
べ
き

で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 4 2 0 0 

代理人 5 2 0 0 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  
不要な要素は破線を使ってディスクレームすべき（企業）  

流通環境が権利者の意図通りにのみ成り立つものではないため（代理人）  
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 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れ

る内側の形態を表す図の省略 

C-6: 【日本における部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】「意匠の

説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる

場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分と

を描き分ける必要は無いとお考えですか。  

 

(a) 折りたたみ式携帯電話のように、開閉部を有するもののうち、外側の形

態についてのみ意匠登録を受けようとする場合（図(a)の点線で囲んだ部分） 

(b) 蓋と本体のように、分離するもののうち、それらを組み合わせた状態の

外側の形態のみ意匠登録を受けようとする場合（図(b)の点線で囲んだ部分） 

図(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開いた状態の正面図】  

【平面図】  【底面図】  

【右側面図】  【背面図】  【正面図】  【左側面図】  
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図(b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本での部分意匠の意匠登録出願に関して、「意匠の説明」の欄における説明

によって意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、意匠登録を受けよ

うとする部分以外の部分のみが表れる内側の形態を表す図の省略については、国

内企業と海外企業とで意見が分かれる結果となった。国内企業のヒアリング結果

からは、意匠登録が全体意匠であるか部分意匠であるかの判別は重要で、図の省

略により判別がしづらくなることについての懸念が多く見られた一方で、海外企

業からは、「描いていないところは気にしないということであれば、全体意匠な

のか部分意匠なのかを特に意識する必要は無い。」*という意見に代表されるよう

に、部分意匠に対する考え方の違いが回答結果の違いをもたらしていることが示

唆された。 

 

 

 

 

 

 

【正面図】  【背面図】  【蓋部の正面図】  

【収容部の正面図】  【収容部の平面図】  【蓋部の平面図】  



  

- 441 - 

 

表 III-18 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分以外の部

分のみが表れる内側の形態を表す図の省略  

 
 

(
a
)

と(
b
)

の
両
方

と
も
省
略
可
能.

と
す
べ
き
で
あ
る 

(
a
)

は
省
略
不
可
、

(
b
)

は

省

略

可

能

と
す
べ
き 

(
b
)

は
省
略
不
可
、

(
a
)

は

省

略

可

能

と
す
べ
き 

(
a
)

と(
b
)

の
両
方

と
も
省
略
可
能
と

す
べ
き
で
な
い 

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 3 1 0 0 1 0 

代理人 6 0 0 1 0 0 

 

(a)と (b)の両方とも省略可能とすべきでない→具体的に  
保護を受けようとする部分意匠の位置、大きさ、範囲を参考し、意匠の権利範囲の確認のために破線部分に

対しても参考にする場合が発生し得るため（代理人）  

 

 部分意匠における意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との

描き分けの省略 

C-7: 【日本における部分意匠の意匠登録出願に関する質問です。】「意匠の

説明」の欄における説明により、意匠登録を受けようとする部分が特定できる

場合には、図面等において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分と

を描き分ける必要は無いとお考えですか。  

 

日本における部分意匠に際して、「意匠の説明」の欄における説明によって、

意匠登録を受けようとする部分が特定できる場合の、図面等における意匠登録を

受けようとする部分とその他の部分との描き分けの必要性の有無については、図

面の省略と比較して、現行どおりの運用を求める意見が特に代理人において多い。

「図面の中で区別できるようにすべきである。図面のみに焦点を当てるほうが

明らかに望ましい」* という代表的意見からも分かるとおり、描き分けの省略に

ついては消極的である。また、「破線で表現する方法は現在英国、欧州、米国、

韓国、日本において統一されている」ことから、あえてハーモナイゼーションを

崩す運用を求めないという意見が見られる。  
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表 III-19 部分意匠の意匠登録出願における意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との描き分けの省略 

 

描
き
分
け
る
必
要

は
な
い 

描
き
分
け
る
必
要

が
あ
る 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 2 3 0 0 

代理人 0 7 0 0 

 

描き分ける必要がある→具体的に  
部分意匠において破線を用いてディスクレーム部分を破線で表現する方法は現在英国、欧州、米国、韓国、

日本において（いくらか違いがあるものの、ほとんど）統一されている。日本において英国、米国、欧州大陸と異

なる運用がなされることは支持しない。（企業）  

これがまさに破線を使うべき理由である。内容を示し一般に分からせる（企業）  

もっとも容易で正確だから（代理人）  

権利範囲を明確にするため（代理人）  

日本語を解さなくても権利範囲を明らかにすることができるため（代理人）  

意匠権は図面に基づくべき（代理人）  

意匠の説明だけでは図面が特定されにくいため（代理人） 

 

 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い  

C-8: 日本においては、現状では、一組の六面図及びその他の意匠の特定の

ために必要な図（以下、「必要図」という。）中に、出願に係る意匠以外のもの

を表すこと（例えば、「ジャケット」の出願に対して、マネキンとともに図面を

記載した場合等）は認められていません。  

今後は、「意匠の説明」の欄における説明により、出願に係る意匠の意匠に係

る物品と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係

る物品以外の物品の記載を認めるべきとお考えですか。  
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日本においては、現状では、一組の六面図及びその他の意匠特定のために必要

な図（以下、「必要図」という。）の中に、出願にかかる意匠以外のものをあらわ

すことができない。 

「意匠の説明」の欄における説明により、出願にかかる意匠の意匠に係る物品

と、それ以外の物品との区別が明確である場合には、図面上、意匠に係る物品以

外の物品の記載を認めるべきかという質問については、アンケートでは意見が分

かれる結果となった。 

なお、ヒアリング対象とした企業はすべて、製造時に作成した設計図をベース

に意匠登録出願図面を作成するため、図面上に意匠に係る物品以外の物品が表

れることはないということであった。このことが回答の傾向に影響を与えている

可能性がある。設計図を必ずしも作成しないファッションや製造業以外などの企

業などの意向も精査する必要がある。  

表 III-20 意匠に係る物品以外の物品を表した図面の取扱い 

 
 必

要
図
中
に
出
願
に
係
る
意
匠
以
外

の
物
品
の
記
載
を
認
め
る
べ
き 

意
匠
以
外
の
物
品
と
、
出
願
に
係
る

意
匠
と
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
場

合
に
の
み
、
必
要
図
中
の
意
匠
以
外

の
物
品
の
記
載
を
認
め
る
べ
き 

必
要
図
中
の
意
匠
以
外
の
物
品
の
記

載
を
認
め
る
べ
き
で
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 2 2 0 0 1 

代理人 2 2 3 0 0 

 

その他→具体的に  

どちらでもよい（企業）  
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（４） 日本及び外国における願書の記載の省略 

 各国・庁における意匠登録出願での意匠の説明の省略による拒絶理由通知 

C-9: 各国・庁における意匠登録出願において、意匠の説明の省略によって

拒絶理由通知を受け取ったことはありますか？  

 

表 III-21 各国・庁における意匠登録出願において 

意匠の説明の省略による拒絶理由通知 

 

は
い
（
受
け
た
こ

と
が
あ
る
） 

い
い
え
（
受
け
た

こ
と
が
な
い
） 

分
か
ら
な
い 

企業 2 2 1 

代理人 3 4 0 

 意匠の説明の省略に関する拒絶理由通知を受けた庁 

C-10: (C-9 で「はい」の場合) 最近 1 年間に意匠の説明に関する各国からの

拒絶理由通知のあった国・庁はどこですか？また、主にどのような点を指摘す

るものでしたか？ 

 

表 III-22 最近 1 年間に意匠の説明の省略に関する 

拒絶理由通知を受けた庁 

 日
本 

米
国 

欧
州
連
合

（E
U

IPO

） 

中
国 

韓
国 

台
湾 

カ
ナ
ダ 

そ
の
他 

企業 1 0 0 1 0 0 0 0 

代理人 0 0 0 1 1 0 0 0 
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 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略  

C-11: 日本においては、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側

面図からなる一組の六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のう

ち、裏面図の省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、

省略を行った旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要となっ

ています。今後、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。 

 

日本においては、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図から

なる一組の六面図のいずれかの図や、平面的なものを表す図面のうち、裏面図の

省略を行った際は、現状では、意匠全体の形態を特定するために、省略を行った

旨とその理由を「意匠の説明」の欄に記載することが必要である。これらの図の

省略を行った旨とその理由の「意匠の説明」の欄への記載の省略について、企業

は省略可能とすべきという意見が多いのに対して、代理人は意見が分かれている。 

 

表 III-23 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略 

 
 は

い
（
省
略
可
能

と

す

べ

き

で

あ

る
） 

い
い
え
（
省
略
可

能

と

す

べ

き

で

な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 3 0 2 0 

代理人 2 3 1 1 

 

省略可能とすべきでない→具体的に 

図の省略に対して厳しい日本の運用の中では、出願人によるこのような説明は有効である。（代理人）  

意匠を不明確にする恐れがある。（代理人）  

他人が当該登録意匠の権利範囲を明確に把握するためには記載が必要（代理人）  

 

その他→具体的に 

場合による（代理人）  

 

 

C-12: (C-11 で「はい」の場合) 図の省略を行った旨とその理由の説明は、
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どのような場合に省略可能とお考えですか。当てはまるものすべてお選びくだ

さい。 

 

表 III-24 図の省略を行った旨とその理由の説明の省略（内訳） 

 

 
 大

型
の
機
械
等
で
、
設
置
し
て

あ
る
た
め
に
常
時
は
底
面
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ

い
て
、
底
面
図
を
省
略
し
た
場

合 大
型
の
車
両
等
の
重
量
物
で
あ

っ
て
通
常
は
底
面
を
見
ら
れ
る

こ
と
が
な
く
、
か
つ
底
面
図
が

な
く
て
も
意
匠
を
正
確
に
把
握

で
き
る
と
き
に
、
底
面
図
を
省

略
し
た
場
合 

本
棚

の
背

面

や
底

面

の
よ

う

に
、
通
常
の
使
用
状
態
で
は
目

に
触
れ
な
い
面
で
あ
っ
て
、
意

匠
上
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
な
い

面
に
つ
い
て
、
そ
の
面
を
表
す

図
を
省
略
し
た
場
合 

平
面
的
な
も
の
を
表
す
図
面
の

う
ち
、
裏
面
が
無
模
様
で
あ
る

も
の
に
つ
い
て
、
裏
面
図
を
省

略
し
た
場
合 

企業 2 2 2 2 

代理人 2 2 2 1 

 
い
ず
れ
か
の
図
と
同
一
又
は

対
称
で
あ
る
図
を
省
略
し
た

場
合 

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
部
分
以
外
の
部
分
の
み
が

表
れ
る
図
を
省
略
し
た
場
合 

意
匠
法
第
２
条
第
２
項
に
規

定
す
る
、
物
品
と
一
体
と
し

て
用
い
ら
れ
る
物
品
に
表
示

さ
れ
る
画
像
に
つ
い
て
の
み

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
部
分
意
匠
の
出
願
の
場
合

に
お
い
て
、
画
像
図
以
外
の

物
品
を
表
す
図
を
省
略
し
た

場
合 

そ
の
他 

1 2 2 1 

1 1 1 0 

 

その他→具体的に 

権利範囲を示すのに不要な図（企業）  
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 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の省略  

C-13: 日本においては、立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中

に線、点等により表すことが認められていますが、現状では、このような「陰」

が、意匠の構成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避けるため

に、「陰」を描いた旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」

の欄に記載することが必要となっています。今後、このような説明がなくとも、

図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定するための「陰」であること

が明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお考えですか。  

 

日本においては、立体表面の形状を特定するための「陰」を、図形中に線、点

等により表すことが認められている。現状では、このような「陰」が、意匠の構

成要素である模様等を表したものであるとの誤解を避けるために、「陰」を描い

た旨、及び「陰」が線、点等のいずれであるかを「意匠の説明」の欄に記載する

ことが必須である。 

このような説明がなくとも、図形中に表した線、点等が立体表面の形状を特定

するための「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とす

るかという設問については、企業の多くは「省略可能とすべき」とする一方で、

代理人においては意見が分かれている。「誤解を防止するため」、「侵害対応時に

争点になるのを防ぐため」といったリスク回避を意識した回答と考えられる。  

 

表 III-25 線図における形状特定のための線、点等（陰）の説明の 

省略 

 
 は

い
（
省
略
可

能

と

す

べ

き

で
あ
る
） 

い
い
え
（
省
略

可

能

と

す

べ

き
で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 3 0 2 

代理人 3 4 0 

省略可能とすべきでない→具体的に  
誤解を防止するため（代理人）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  

実務上では「明らかな」状況を想定するのは難しい（代理人）  

明確 /不明確の基準が曖昧なため審査基準では一括的に要求するのが合理的（代理人）  
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 ＣＧで作成された図における「陰」の説明の省略 

C-14: 日本においては、コンピュータ・グラフィクス（ CG）で作成され、「陰」

としての明度変化を表している図について、現状では、その明度変化が「陰」

である旨を「意匠の説明」の欄に記載することとしていますが、今後、そのよ

うな説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合には、当該説明を省

略可能とすべきとお考えですか。 

 

コンピュータ・グラフィクス（CG）で作成され、「陰」としての明度変化を表し

ている図について、現状では、その明度変化が「陰」である旨を「意匠の説明」

の欄に記載することとしている。 

そのような説明がなくとも「陰」であることが明らかである場合に当該説明を

省略可能とすべきかという点については、前述の線図における形状特定のための

陰の説明と同様、企業の多くは省略可能とする一方で、代理人においては意見が

分かれている。「誤解を防止するため」、「侵害対応時に争点になるのを防ぐため」

といったリスク回避を意識した回答と考えられる。  

 

表 III-26 CG で作成された図における「陰」の説明の省略 

 
 は

い
（
省
略
可
能
と

す
べ
き
で
あ
る
） 

い
い
え
（
省
略
可
能

と
す
べ
き
で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 3 0 2 

代理人 4 3 0 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  

誤解を防止するため（代理人）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  

明確 /不明確の基準が曖昧なため審査基準では一括的に要求するのが合理的（代理人）  
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 CG で作成された図における背景の彩色についての説明の省略  

C-15: 日本においては、コンピュータ・グラフィクス（ CG）で作成され、形

状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背景に彩色を施すこと

が認められていますが、その場合、現状では、この彩色について、意匠の構成

要素の一部であるとの誤解を避けるために、背景の彩色である旨を「意匠の説

明」の欄に記載する必要があります。今後、そのような説明がなくとも、背景

の彩色であることが明らかである場合には、当該説明を省略可能とすべきとお

考えですか。 

 

CG で作成され、形状線が表れない図の場合、外形形状を明確にするため、背景

に彩色を施すことが認められている。その場合、現状では、この彩色について、

背景の彩色である旨を「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。  

背景の彩色についての説明の省略については、図の陰の説明の省略とは逆に、

「意匠の説明」の欄への記載を「省略可能とすべき」であるという意見が多い。

CG 技術の発展により、背景か物体の形状かの判別が容易になってきたことを反

映していると考えられる。 

 

表 III-27 CG で作成された図における背景の彩色についての  

説明の省略 

 
 は

い
（
省
略
可

能
と
す
べ
き
で

あ
る
） 

い
い
え
（
省
略

可
能
と
す
べ
き

で
な
い
） 

わ
か
ら
な
い 

企業 2 1 2 

代理人 6 1 0 

 

省略可能とすべきでない→具体的に  

明らかにし、あいまいにせず、誤解を招かないため（企業）  

侵害対応時に争点になるのを防ぐため（代理人）  
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 （外国での出願がある場合）外国での出願に際する図面の再作成状況 

C-16: 日本以外の国・官庁へ出願した同一の意匠を日本に出願する際、日

本の図面要件に対応するために、図面を再作成したことがありますか？  

表 III-28 （外国での出願がある場合）外国での出願に際する図面の

再作成状況 

 あ
る 

な
い 

分
か
ら
な
い 

企業 4 0 1 

代理人 3 4 0 

 外国での出願に際する図面変更の内容 

C-17: (C-16 で「はい」の場合) どのような図面の再作成を行いましたか？

当てはまるものをすべてお答えください。  

 

多くの企業・代理人から、米国における出願で陰線を追加すること、逆に米国

以外に出願する場合に米国出願に用いた図面から陰線を除去することについて

意見が見られた。 

 

表 III-29 外国での出願に際する 

図面変更の内容 

 

数
：
増
や
し

た 

数
：
減
ら
し

た 

表
現
方
法
を

変
更
し
た 

そ
の
他 

企業 1 0 2 1 

代理人 2 0 1 2 

 

表現方法を変更した→事例  

破線を削除した（代理人）  
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その他→事例  
部分意匠であることを示すために破線を追加した（代理人）  

審査官の要求で陰影線を追加・削除した（代理人）  

 日本と外国における図面要件の違いと改善要望 

C-18: (C-16 で「はい」の場合) 日本と外国における図面要件の違いについ

て、どのような点について改善を希望されますか。  

 

外国での出願時に図面の再作成を行ったことがある多くの企業・代理人から、

ハーモナイゼーションの必要性に関する意見が得られた。「各国間で統一するこ

とが重要であろうと思う。主要国（米、EU、日本、韓国、中国）で同じ要件で統

一されることを望んでいる。統一しなければ要件を緩和することは出願人にとっ

て有益ではない。」*という意見が代表的である。加えて「透明・半透明部分の内

部構造の記述の省略」に関する意見が見られた。  

 

出願人が意匠上の特徴ではないと考える部分については、必ずしも形状の特定を必要としないよう改善される

ことを望む。例えば、透明部分、半透明部分に透けて見える形状や、外部からは暗部になり見えにくい物品内

部の具体的形状に関して、透明又は半透明である事や、穴があいている事がデザイン的な特徴であり、そこに

透けて見えるものや物品の内部構造はどのようなものであっても良いような場合を想定している。（企業）  

日本を指定する国際出願が優先権主張を含む場合、優先権書類は、WIPO E-Fil ing システムにおける優先権

主張のセクションを使って電子的に提出することができるようにして欲しい（企業）  

権利範囲としてクレームしない図面の省略。（代理人）  
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 日本における願書及び図面の記載に関する意見 

C-19: 日本における、願書及び図面の記載に関するご意見をご自由にお聞か

せください。 

 

必要以上に形状の特定が要求されると感じている。形状を保護するという思想を、デザインを保護するという思

想に転換していただけることを望む。部分意匠の考え方を一般的にするようなイメージである。（企業）  

日本における破線に対する要件は過度に厳しい。われわれの経験では破線は単に権利範囲外を示すものとし

て認められるべきである。線がクレーム部分とディスクレーム部分の境界（例えば製品の 2 つの部分を分ける

線）を表すのではなく、線そのものをディスクレームしようとした際に審査において苦労した。  （企業）  

単一の意匠登録出願において、同一の発明の概念を持つ複数の実施形態を認めて欲しい（企業）  

日本の「審査基準」は過度に完璧を求めすぎており、あまりに詳細である。もっと一般的な表現にするべき。（代

理人）  

GUI の外観及びその操作の説明は、申請者の裁量で認められるべきであるが、必須ではない（代理人）  
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（５） 参考図の取扱い 

 参考図記載の有無及び頻度 

D-1: 貴社/貴所の意匠登録出願について、参考図（意匠の理解を助けるため

に必要があるときに記載し、権利範囲には含まれない）図をする「参考図」を

記載したことがありますか？もっとも近いものを 1 つお答えください。 

 

参考図の記載の有無及び頻度について、国内の出願人・代理人（資料 II 参照）

と比較すると、若干消極的な傾向が窺える。 

 

表 III-30 参考図の記載の有無及び頻度 

 

ほ
と
ん
ど
の
出
願

に
記
載
す
る 

い
く
つ
か
の
出
願

に
記
載
す
る 

あ
ま
り
記
載
し
な

い 記
載
し
た
こ
と
が

な
い 

分
か
ら
な
い 

企業 1 2 0 1 0 

代理人 1 4 0 2 0 

 

 過去１年間に参考図を記載して出願した庁 

D-2: （D-1 で「記載している」の場合）直近１年間に出願した国・庁をお答

えください。当てはまるものをすべてお答えください。  

表 III-31 過去１年間に参考図を記載して出願した庁 

 日
本 

米
国 

欧
州
連
合

（E
U

IPO

） 

中
国 

韓
国 

台
湾 

カ
ナ
ダ 

そ
の
他 

企業 1 3 2 1 1 1 1 1 

代理人 2 2 1 2 1 1 0 2 
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 （参考図の記載がある場合）記載する参考図の特徴 

D-3: （D-1 で「記載している」場合）どのような場合に参考図を記載してい

ますか？当てはまるものをすべてお答えください。  

 

表 III-32 （参考図の記載がある場合）記載する参考図の特徴 

 
 使

用
目
的
・
方
法
が

わ

か

り

に

く

い

意

匠 形

態

の

一

部

が

透

明
で
あ
る
意
匠 

必

要

図

の

み

で

は

意

匠

登

録

を

受

け

よ

う

と

す

る

部

分

が
不
明
確
な
意
匠 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 2 0 2 0 0 

代理人 4 1 0 0 2 

 

その他→具体的に  
参考図の準備が可能な場合（企業）  

参考図は過去、外国（特に日本）を第１国出願とする際に付けたことがある（代理人） 

外国出願において補正を行った場合の原図（代理人）  

 必要図と異なる形態の意匠を表した参考図 

D-4: （D-1 で「記載している」場合）参考図として、必要図に表された意匠

と異なる形態の意匠のみを記載することについて、問題があるとお考えです

か。 

 

必要図と異なる形態の意匠を表した参考図の記載について、問題があると回答

したのは企業 1 社にとどまっており、許容する傾向が強い。また、国によっては

「参考図は権利範囲に入らないという判例が出ており、必要図と異なる意匠を表

した参考図があっても気にしていない」* という実態を反映していると考えられ

る。 
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表 III-33 必要図と異なる形態の意匠を表した参考図 

 
 は

い
（
問
題
が

あ
る
） 

い
い
え
（
問
題

な
い
） 

ど

ち

ら

で

も

な
い 

そ
の
他 

企業 1 2 0 0 

代理人 0 4 0 1 

 

問題がある→具体的に 

悪意のある場合は問題になる（企業）  

 

その他 

一般的には問題だが、翻訳がなく、そのような参考図なしで意匠登録の範囲を把握するのが困難な場合は認

められるべき（代理人）  

 

 必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表した参考図の審査上の取

扱い 

D-5: （D-4 で「はい」の場合）必要図に表された意匠と異なる形態の意匠の

みで表された参考図について、審査上どのように取り扱うべきとお考えです

か。 

 

表 III-34 必要図に表された意匠と異なる形態の意匠を表した参考図

の審査上の取扱い 

 

当
該
意
匠
を
説
明
す

る
も
の
と
し
て
審
査

上
不
適
切
な
も
の
と

取
り
扱
う
べ
き
（
拒

絶
理
由
通
知
等
） 

職
権
で
意
匠
公
報
に

は
不
掲
載
と
す
べ
き 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

企業 0 0 0 2 

代理人 0 0 0 0 
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その他→具体的に 

現行法下ではいずれの選択肢も問題。出願人へのお願いベースにせざるを得ない。法改正が可能なら職権で

意匠公報には不掲載としてよいのではないか。（企業） 

参考図を用いてのみ明らかに説明できる場合（企業）  

 参考図を理由とする官庁からの拒絶理由通知 

D-6: （D-1 で「記載している」の場合）過去に、参考図を理由とする官庁か

らの通知を受けたことはありますか。 

 

表 III-35 参考図を理由とする官庁からの拒絶理由通知 

 

は
い
（
受
け
た
こ

と
が
あ
る
） 

い
い
え
（
受
け
た

こ
と
が
な
い
） 

分
か
ら
な
い 

企業 1 1 0 

代理人 3 2 0 

 

 参考図による拒絶理由通知を受けた庁  

D-7: （D-6 で「はい」の場合）直近１年間に通知を受けた国・庁はどこです

か？また、その通知はどのような内容でしたか。  

 

表 III-36 参考図による拒絶理由通知を受けた庁 

 日
本 

米
国 

欧
州
連
合

（E
U

IPO

） 

中
国 

韓
国 

台
湾 

カ
ナ
ダ 

そ
の
他 

企業 0 0 0 0 0 0 0 1 

代理人 0 0 2 1 0 0 0 0 
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その他→具体的に 

ブラジル（企業）  

（６） 組物の意匠 

 組物の意匠登録出願の経験 

海外出願人・代理人においても、日本の企業・代理人と同様に組物の意匠登録

出願の経験は少ない。 

 

E-1: 貴社/貴所では、過去に組物の意匠を出願したことがありますか。 

 

表 III-37 組物の意匠登録出願の経験 

 
 は

い 

い
い
え 

分
か
ら
な
い 

企業 0 5 0 

代理人 2 4 1 

 

 過去１年間に組物を出願した庁 

E-2: （E-1 で「はい」の場合）最近 1 年間に組物を出願した国・庁はどこで

すか？また、主にどのような組物を出願しましたか。  

 

表 III-38 過去１年間に組物を出願した庁 

 日
本 

米
国 

欧
州
連
合

（E
U

IPO

） 

中
国 

韓
国 

台
湾 

カ
ナ
ダ 

そ
の
他 

企業 0 0 0 0 0 0 0 0 

代理人 0 1 1 1 0 0 0 0 
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 今後の組物の意匠制度 

E-3: 日本における保護対象となる 56 の組物には、現在あまり出願がなされ

ていないものも見受けられます。今後の日本の組物の意匠制度の在り方につい

て、どのようにすべきとお考えですか？ 

 

表 III-39 今後の組物の意匠制度 

 
 意

匠
法
施
行
規
則
別
表
第
２
に

記
載
の
組
物
を
増
や
し
て
ほ
し

い ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い

組
物
は
別
表
第
２
か
ら
削
除
す

べ
き 

保
護
対
象
と
な
る
組
物
の
制
限

を
撤
廃
し
て
ほ
し
い 

意
匠
審
査
基
準
に
お
け
る
、
組

物
の
構
成
物
品
表
の
内
容
を
改

訂
し
て
ほ
し
い 

意
匠
審
査
基
準
に
お
け
る
、
組

物
の
構
成
物
品
表
を
撤
廃
し
て

ほ
し
い 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

そ
の
他 

企業 0 1 1 0 0 1 0 

代理人 1 0 4 0 0 1 0 

 

 今後の組物として認めることが望ましい物品分野 

E-4: 海外において組物として保護を受けているもののうち、日本に組物の

意匠として出願したいものはありますか？  

 

GUI やアイコンの部分や要素を組物として認めて欲しい（代理人）  
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（７） その他自由意見 

 国内外における、願書及び図面の記載、参考図の取り扱い、組物の意匠に

ついて望ましい解決策 

 

F-1: 国内外における、願書及び図面の記載、参考図の取り扱い、組物の意匠

について、望ましい解決策についてご自由にお聞かせください。  

 

優先権の利用に際し、優先権を主張する我が国の意匠登録出願の形式が、第一国の出願形式と異なる出願

形式となる場合でも、優先権を認めることを望む。例えば、第一国出願が全体意匠に関するものであっても、我

が国では部分意匠の意匠登録出願を認めるというようなことを想定している。（企業）  

世界的に制度が統一されることが望ましい（企業）  

主な問題は、EUIPO と自国特許庁のハーモナイゼーションが進んでいないことと、欧州域内と欧州域外（第１国

出願の数を考慮すると特に日本において）のハーモナイゼーションが進んでいないことである（代理人）  
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資料２ 海外質問票調査 調査票  
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資料３ 海外ヒアリング項目  
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参考情報  
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資料１ 意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する  

参考情報  

１． 意匠分野における優先権証明書の電子的交換について 

（１） 工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権の利用状況 

外国へ意匠登録出願する際の、工業所有権の保護に関するパリ条約（以下単に

「パリ条約」という）に基づく優先権の利用について、以下の（ⅰ）から（ⅲ）

について質問を行い、それぞれ表のとおり回答を得た。 

 

 パリ条約に基づく優先権の利用状況 

表 IV-1 パリ条約に基づく優先権の利用状況【企業】 

 回答数 回答率 

常に利用している  108 23.7% 

多くの場合に利用している  127 27.9% 

ほとんど利用していない  178 39.1% 

無回答  42 9.2% 

計 455   

 

表 IV-2 パリ条約に基づく優先権の利用状況【代理人】 

 回答数 回答率 

常に利用している  8 33.3% 

多くの場合に利用している  16 66.7% 

ほとんど利用していない  0 0.0% 

無回答  0 0.0% 

計 24   
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表 IV-3 「常に利用している」「多くの場合に利用している」の具体例 

【企業】 

自由記載欄  

優先日の確保  

翻訳に時間がかかるため  

意匠出願の対象となるデザインは多くの場合で日本が最先の実施国となることから、日本での意匠登

録出願が先行するケースが多いため。  

半年の猶予期間に外国出願の要否を検討できるので利用する  

短期開発であるため、原出願国で出願後、すぐに製品が発売となって公知となってしまうことが多い

ため、出願日を遡及させる必要がある。初めから多数国に出願すればよいが、出願時には対象国が決

めきれないことがほとんどである。  

出願後、カタログなどで公知になる場合が多いので、優先権を利用している。  

日本市場の反応を見てから外国出願を決めるため  

出願の準備時間、権利の存続期間を考慮して利用する。  

 

表 IV-4 「ほとんど利用していない」の具体例【企業】 

自由記載欄  

外国出願自体がほとんどないため。  

日本と外国を同日出願し、優先権を利用しないことで、代理人費用を安くしているため  

海外展開していない  

国内販売が主であり、海外でのコピー商品への対応を都度行う必要度が低い  

意匠の多くは無審査であるため  

 

表 IV-5 「常に利用している」「多くの場合に利用している」の具体例 

【代理人】 

自由記載欄  

出願時期と公知時期との関係、外国での権利化検討時間の確保  

出願日の遡求効を得るため。  

外国出願のための準備時間の確保；出願人の外国出願の要否検討  

外国への出願が、日本出願と同時にできる場合が少ないから。  
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 パリ条約に基づく優先権の直近一年あたりの利用件数 

表 IV-6 パリ条約に基づく優先権の直近一年あたりの利用件数【企業】 

 回答数 割合 

０件 206 45.3% 

１～１０件  116 25.5% 

１１～１００件  69 15.2% 

１０１件以上  12 2.6% 

無回答 52 11.4% 

計 455   

表 IV-7 パリ条約に基づく優先権の直近一年あたりの利用件数【代理人】 

 件数 割合 

０件  0 0.0% 

１～１０件  4 16.7% 

１１～１００件  13 54.2% 

１０１件以上  7 29.2% 

無回答  0 0.0% 

計 24   

 パリ条約に基づく優先権の利用の今後の増減見込み 

表 IV-8 パリ条約に基づく優先権の利用の今後の増減見込み【企業】 

 回答数 割合 

増加  73 16.0% 

維持  290 63.7% 

減少  27 5.9% 

無回答  65 14.3% 

計 455   
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表 IV-9 パリ条約に基づく優先権の利用の今後の増減見込み【代理人】 

 件数 割合 

増加  3 12.5% 

維持  18 75.0% 

減少  3 12.5% 

無回答  0 0.0% 

計 24   

（２） パリ条約に基づく優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願状況  

国内企業の海外事務所や現地法人が現地で直接第一国出願を行い、その後パリ

条約に基づき優先権主張（以下単に「優先権主張」という）をして日本に意匠登

録出願を行う場合について、以下の（ⅰ）から（ⅲ）について質問を行い、それ

ぞれ表のとおり回答を得た。 

 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願状況  

表 IV-10 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願状況【企業】 

 回答数 割合 

ある  22 4.8% 

現在はないが、今後行う予定  22 4.8% 

ない  372 81.8% 

無回答  39 8.6% 

計 455   

表 IV-11 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願状況【代理人】 

 件数 割合 

取り扱っている  22 91.7% 

現在はないが、今後取り扱う予定  1 4.2% 

該当なし  1 4.2% 

無回答  0 0.0% 

計 24   
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 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の直近一年あたりの件数 

表 IV-12 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の直近一年あたりの

件数【企業】 

 回答数 割合 

０件  358 78.7% 

１～１０件  19 4.2% 

１１～１００件  0 0.0% 

１０１件以上  0 0.0% 

無回答  78 17.1% 

計 455   

 

表 IV-13 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の直近一年あたりの

件数【代理人】 

 件数 割合 

０件  2 8.3% 

１～１０件  8 33.3% 

１１～１００件  11 45.8% 

１０１件以上  3 12.5% 

無回答  0 0.0% 

計 24   
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 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の今後の増減見込み 

表 IV-14 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の今後の増減見込み

【企業】 

 回答数 割合 

増加  32 7.0% 

維持  300 65.9% 

減少  17 3.7% 

無回答  106 23.3% 

計 455   

表 IV-15 優先権主張を利用した外国からの意匠登録出願の今後の増減見込み

【代理人】 

 件数  割合  

増加 3 12.5% 

維持 18 75.0% 

減少 2 8.3% 

無回答 1 4.2% 

計 24   
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（３） 意匠分野における優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入について  

パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願を行う場合には、最初に出願した第

一国の特許庁に優先権証明書の交付を請求し、それを第二国の特許庁に提出しな

ければならないが、特許の分野では、この優先権証明書を特許庁間で電子的に交

換する仕組みが既に利用されており、出願人は、第一国特許庁への優先権証明書

（書面）の交付請求手続を省略できるとともに、第二国特許庁への出願の債に出

願書類に必要事項を記載することで、優先権証明書の提出に代えることができる。 

 意匠分野への導入の希望 

 意匠の分野においても、優先権証明書を特許庁間で電子的に交換する仕組みの

導入を希望するか否かについて質問したところ、以下のような結果となった。  

表 IV-16 意匠分野への優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入希望 

【企業】 

 回答数 割合 

希望する  355 78.0% 

希望しない  43 9.5% 

無回答  57 12.5% 

計 455   

表 IV-17 意匠分野への優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入希望 

【代理人】 

 件数 割合 

希望する  23 95.8% 

希望しない  1 4.2% 

無回答  0 0.0% 

計 24   
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 意匠分野への優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入を希望する理由  

（ⅰ）で導入を希望する理由について、当てはまる理由を聞いたところ、以下

のような結果を得た。（複数回答） 

表 IV-18 意匠分野への優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入を希望する

理由【企業】 

 回答数  割合 

①外国への意匠登録出願が増加傾向にあるため  73 20.6% 

②外国から日本への意匠登録出願が増加傾向にあるため  9 2.5% 

③第一国特許庁への優先権証明書の交付請求手続を省略

することができるため  
279 78.6% 

④優先権証明書の交付請求に必要な費用を削減すること

ができるため  
251 70.7% 

⑤第二国特許庁への優先権証明書の提出手続を省略する

ことができるため  
249 70.1% 

⑥優先権証明書の提出に必要な費用（現地代理人費用を

含む）を削減することができるため  
88 24.8% 

⑦その他  18 5.1% 

表 IV-19 意匠分野への優先権証明書の電子的交換の仕組みの導入を希望する

理由【代理人】 

  件数 割合（※）  

①外国への意匠登録出願が増加傾向にあるため  7 30.4% 

②外国から日本への意匠登録出願が増加傾向にあるため  4 17.4% 

③第一国特許庁への優先権証明書の交付請求手続を省略

することができるため  
23 100.0% 

④優先権証明書の交付請求に必要な費用を削減すること

ができるため  
16 69.6% 

⑤第二国特許庁への優先権証明書の提出手続を省略する

ことができるため  
19 82.6% 

⑥優先権証明書の提出に必要な費用（現地代理人費用を

含む）を削減することができるため  
10 43.5% 

⑦その他  3 13.0% 
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表 IV-20 「その他」（導入を希望する場合）の具体例【企業】 

自由記載欄  

特許は省略できて、意匠はできないのは変。  

簡単に電子化できる時代で、その方が効率が良いのだから、電子化しない理由がない。  

ＥＵで優先権書類の翻訳の提出を求められるがそれが非常に手間がかかるため  

PCT 出願はパソコン出願時にチェックすれば優先権手配扱いになると良い。現状の仕組みだと納期が

タイトになるか結局他の手間がかかる。 DAS についても同様。  

表 IV-21 「その他」（導入を希望しない場合）の具体例【企業】 

自由記載欄  

ほとんど利用しないため、利便性の判断ができない  

弁理士に依頼する為、正直知織なし  

 

表 IV-22 「その他」（導入を希望する場合）の具体例【代理人】 

自由記載欄  

優先権証明の紙媒体のよる送付が手間である。  

ハーグ協定ジュネーブ改正協定による出願がしやすくなる。  
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